
所所 掌掌 事事 務務 一一 覧覧  

内閣

内閣官房

［内閣総務官室］ 閣議事項の整理。機密。内閣主
管の人事。内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官
房副長官の官印等の保管。公文書類の接受、発
送、保存。職員の厚生及び教養訓練。予算、決算、
会計。総理大臣官邸の管理運営。その他内閣の
庶務。

［内閣感染症危機管理統括庁］ 政府行動計画の
策定及び推進。新型インフルエンザ等対策本部
に関する事務。新型インフルエンザ等対策推進
会議に関する事務。感染症の発生及びまん延の
防止に関する企画立案・総合調整（国家安全保
障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバ
ー官の所掌に属するものを除く。）。

［国家安全保障局］ 国家安全保障に関する外交・
防衛・経済政策の基本方針等の企画立案・総合
調整、国家安全保障会議の事務、国家安全保障
会議に提供される資料・情報等を総合して整理
する事務。

［内閣官房副長官補］ 内閣の重要政策に関する
基本的な方針に関する企画立案及び総合調整並
びに行政各部の施策に関するその統一保持上必
要な企画立案及び総合調整（内閣感染症危機管
理統括庁、国家安全保障局、内閣広報官、内閣情
報官、内閣サイバー官及び内閣人事局の所掌に
属するものを除く。）。内閣危機管理監の事務の
整理。

［内閣広報室］ 内閣の重要政策に関する基本的
な方針に関する企画立案及び総合調整並びに行
政各部の施策に関するその統一保持上必要な企
画立案及び総合調整に関する事務のうち広報に
関するもの。内閣広報官が当該事務について必
要な広報に関することを処理することについて
の補佐。

［内閣情報調査室］ 内閣の重要政策に関する情
報の収集及び分析その他の調査に関すること
（各行政機関の行う情報の収集及び分析その他
の調査であって内閣の重要政策に係るものの連
絡調整を含む。）。内閣の重要政策に関する基本
的な方針に関する企画立案及び総合調整並びに
行政各部の施策に関するその統一保持上必要な
企画立案及び総合調整に関する事務のうち特定
秘密の保護に関するもの。

［国家サイバー統括室］ 内閣の重要政策に関す
る基本的な方針等に関する企画立案及び総合調
整に関する事務のうちサイバーセキュリティの
確保に関するもの。情報通信ネットワーク又は
電磁的記録媒体を通じて行われる行政各部の情
報システムに対する不正な活動の監視及び分析。
行政各部におけるサイバーセキュリティの確保
に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大
な事象の原因究明のための調査。行政各部にお
けるサイバーセキュリティの確保に関し必要な
助言、情報の提供その他の援助。行政各部にお
けるサイバーセキュリティの確保に関し必要な
監査。その他行政各部の施策に関するその統一
保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関

する事務のうちサイバーセキュリティの確保に
関するもの。

［内閣人事局］ 国家公務員に関する制度の企画、
立案。採用試験の対象官職・種類、採用試験によ
り確保すべき人材に関する事務。標準職務遂行
能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等
に係る特例及び幹部候補育成課程。指定職俸給
表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法。職
務の級の定数の設定及び改定。職員の人事評価、
研修、能率、厚生、服務、退職管理等。各行政機
関がその職員について行う人事管理に関する方
針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合
調整。国家公務員の退職手当制度。特別職の国
家公務員の給与制度。国家公務員の総人件費の
基本方針、人件費予算の配分の方針の企画、立
案、調整。このほか、国家公務員の人事行政（他
の行政機関の所掌に属するものを除く。）。行政
機関の機構、定員に関する企画、立案、調整。各
行政機関の機構の新設、改正、廃止、定員の設
置、増減、廃止に関する審査。
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所所 掌掌 事事 務務 一一 覧覧  

内閣

内閣官房

［内閣総務官室］ 閣議事項の整理。機密。内閣主
管の人事。内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官
房副長官の官印等の保管。公文書類の接受、発
送、保存。職員の厚生及び教養訓練。予算、決算、
会計。総理大臣官邸の管理運営。その他内閣の
庶務。

［内閣感染症危機管理統括庁］ 政府行動計画の
策定及び推進。新型インフルエンザ等対策本部
に関する事務。新型インフルエンザ等対策推進
会議に関する事務。感染症の発生及びまん延の
防止に関する企画立案・総合調整（国家安全保
障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバ
ー官の所掌に属するものを除く。）。

［国家安全保障局］ 国家安全保障に関する外交・
防衛・経済政策の基本方針等の企画立案・総合
調整、国家安全保障会議の事務、国家安全保障
会議に提供される資料・情報等を総合して整理
する事務。

［内閣官房副長官補］ 内閣の重要政策に関する
基本的な方針に関する企画立案及び総合調整並
びに行政各部の施策に関するその統一保持上必
要な企画立案及び総合調整（内閣感染症危機管
理統括庁、国家安全保障局、内閣広報官、内閣情
報官、内閣サイバー官及び内閣人事局の所掌に
属するものを除く。）。内閣危機管理監の事務の
整理。

［内閣広報室］ 内閣の重要政策に関する基本的
な方針に関する企画立案及び総合調整並びに行
政各部の施策に関するその統一保持上必要な企
画立案及び総合調整に関する事務のうち広報に
関するもの。内閣広報官が当該事務について必
要な広報に関することを処理することについて
の補佐。

［内閣情報調査室］ 内閣の重要政策に関する情
報の収集及び分析その他の調査に関すること
（各行政機関の行う情報の収集及び分析その他
の調査であって内閣の重要政策に係るものの連
絡調整を含む。）。内閣の重要政策に関する基本
的な方針に関する企画立案及び総合調整並びに
行政各部の施策に関するその統一保持上必要な
企画立案及び総合調整に関する事務のうち特定
秘密の保護に関するもの。

［国家サイバー統括室］ 内閣の重要政策に関す
る基本的な方針等に関する企画立案及び総合調
整に関する事務のうちサイバーセキュリティの
確保に関するもの。情報通信ネットワーク又は
電磁的記録媒体を通じて行われる行政各部の情
報システムに対する不正な活動の監視及び分析。
行政各部におけるサイバーセキュリティの確保
に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大
な事象の原因究明のための調査。行政各部にお
けるサイバーセキュリティの確保に関し必要な
助言、情報の提供その他の援助。行政各部にお
けるサイバーセキュリティの確保に関し必要な
監査。その他行政各部の施策に関するその統一
保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関

する事務のうちサイバーセキュリティの確保に
関するもの。

［内閣人事局］ 国家公務員に関する制度の企画、
立案。採用試験の対象官職・種類、採用試験によ
り確保すべき人材に関する事務。標準職務遂行
能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等
に係る特例及び幹部候補育成課程。指定職俸給
表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法。職
務の級の定数の設定及び改定。職員の人事評価、
研修、能率、厚生、服務、退職管理等。各行政機
関がその職員について行う人事管理に関する方
針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合
調整。国家公務員の退職手当制度。特別職の国
家公務員の給与制度。国家公務員の総人件費の
基本方針、人件費予算の配分の方針の企画、立
案、調整。このほか、国家公務員の人事行政（他
の行政機関の所掌に属するものを除く。）。行政
機関の機構、定員に関する企画、立案、調整。各
行政機関の機構の新設、改正、廃止、定員の設
置、増減、廃止に関する審査。

 

国家安全保障会議

国防の基本方針、防衛計画の大綱、防衛計画に
関連する産業等の調整計画の大綱、武力攻撃事
態等又は存立危機事態への対処に関する基本的
な方針、武力攻撃事態等又は存立危機事態への
対処に関する重要事項、重要影響事態への対処
に関する重要事項、国際平和共同対処事態への
対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実
施等に関する重要事項、自衛隊法第６章に規定
する自衛隊の行動に関する重要事項、国防に関
する重要事項、国家安全保障に関する外交政策、
防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれら
の政策に関する重要事項、重大緊急事態への対
処に関する重要事項及びその他国家安全保障に
関する重要事項の審議。 

 

都市再生本部

都市再生基本方針の案の作成及びその実施の推
進。都市再生緊急整備地域を指定する政令及び
特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立
案。都市再生緊急整備地域ごとの地域整備方針
の作成及びその実施の推進。その他都市再生に
関する施策で重要なものの企画及び立案並びに
総合調整。 

 

構造改革特別区域推進本部

構造改革特別区域基本方針の案の作成及びその
実施の推進。その他構造改革の推進等に関する
施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調
整。 

 

知的財産戦略本部

知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計
画の作成並びにその実施の推進。その他知的財
産の創造、保護及び活用に関する施策で重要な
ものの企画に関する調査審議、その施策の実施
の推進並びに総合調整。 

 

地球温暖化対策推進本部

地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進。
その他長期的展望に立った地球温暖化対策の実
施の推進に関する総合調整。 

 

地域再生本部

地域再生基本方針の案の作成。認定の申請がな
された地域再生計画についての意見。認定地域
再生計画の円滑かつ確実な実施のための施策の
総合調整及び支援措置の推進。地域再生基本方
針に基づく施策の実施の推進。その他地域再生
に関する施策で重要なものの企画及び立案並び

に総合調整。 
 

郵政民営化推進本部

郵政民営化の推進に関する総合調整。郵政民営
化の推進のために必要な法律案及び政令案の立
案。郵政民営化に関する施策で重要なものの企
画に関する審議及びその施策の実施の推進。 

 

中心市街地活性化本部

中心市街地の活性化に関する基本方針の案の作
成。認定の申請がされた基本計画についての意
見。基本方針に基づく施策の実施の推進。その
他中心市街地の活性化に関する施策で重要なも
のの企画及び立案並びに総合調整。 

 

道州制特別区域推進本部

道州制特別区域基本方針の案の作成。道州制特
別区域基本方針に基づく施策の実施の推進。「道
州制特別区域における広域行政の推進に関する
法律」の規定による広域行政の推進の評価。そ
の他広域行政の推進に関する施策で重要なもの
の企画及び立案並びに総合調整。 

 

総合海洋政策本部

海洋基本計画の案の作成及び実施の推進。関係
行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施
策の総合調整。その他海洋に関する施策で重要
なものの企画及び立案並びに総合調整。 

 

宇宙開発戦略本部

宇宙基本計画の作成及びその実施の推進。宇宙
開発利用に関する施策で重要なものの企画に関
する調査審議、その施策の実施の推進及び総合
調整。 

 

総合特別区域推進本部

総合特別区域基本方針の案の作成。「総合特別区
域法」の規定により内閣総理大臣に意見を述べ
ること。認定国際戦略総合特別区域計画及び認
定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実
な実施のための施策の総合調整及び支援措置の
推進。総合特別区域基本方針に基づく施策の実
施の推進。その他総合特別区域における産業の
国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関
する施策で重要なものの企画及び立案並びに総
合調整。 

 

原子力防災会議

原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進
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その他の原子力事故が発生した場合に備えた政
府の総合的な取組を確保するための施策の実施
の推進。原子力事故が発生した場合において多
数の関係者による長期にわたる総合的な取組が
必要となる施策の実施の推進。 

 

国土強靱化推進本部

国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計
画の案の作成及び実施の推進。関係行政機関が
国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計
画に基づいて実施する施策の総合調整。その他
国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及
び立案並びに総合調整。 

 

健康・医療戦略推進本部

健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進。医
療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進。
医療分野の研究開発等の資源配分方針の企画・
立案及び総合調整。日本医療研究開発機構の理
事長・監事の任命及び中期目標の策定・変更に
当たっての主務大臣への意見。その他健康・医
療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関
する施策で重要なものの企画・立案及び総合調
整。 

 

水循環政策本部

水循環基本計画の案の作成及びその実施の推進。
関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施
する施策の総合調整。その他水循環に関する施
策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整。 

 

まち・ひと・しごと創生本部

まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及
び実施の推進。まち・ひと・しごと創生総合戦略
の実施状況の総合的な検証の定期的な実施。そ
の他まち・ひと・しごと創生に関する施策で重
要なものの企画及び立案並びに総合調整。 

 

サイバーセキュリティ戦略本部

サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施
の推進。国の行政機関、独立行政法人及び指定
法人におけるサイバーセキュリティに関する対
策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評
価（監査を含む。）その他の当該基準に基づく施
策の実施の推進。重要社会基盤事業者等におけ
るサイバーセキュリティの確保に関して国の行
政機関が実施する施策の基準の作成（当該基準
の作成のための重要社会基盤事業者等における
サイバーセキュリティの確保の状況の調査を含
む。）及び当該基準に基づく施策の評価その他の
当該基準に基づく施策の実施の推進。国の行政
機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイ
バーセキュリティの確保の状況の評価（情報シ

ステムに対する不正な活動であって情報通信ネ
ットワーク又は電磁的記録媒体を通じて行われ
るものの監視及び分析並びにサイバーセキュリ
ティに関する重大な事象に対する施策の評価
（原因究明のための調査を含む。）を含む。）。サ
イバーセキュリティに関する事象が発生した場
合における国内外の関係者との連絡調整。その
他サイバーセキュリティに関する施策で重要な
ものの企画に関する調査審議、府省横断的な計
画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施
策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価
その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整。 

 

特定複合観光施設区域整備推進本部

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総
合調整。特定複合観光施設区域の整備の推進を
総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及
び政令案の立案。特定複合観光施設区域の整備
の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡
調整。特定複合観光施設区域整備計画の認定及
び実施の状況の評価に当たっての国土交通大臣
への意見。 

 

ギャンブル等依存症対策推進本部

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作
成及び実施の推進。関係行政機関がギャンブル
等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する
施策の総合調整及び実施状況の評価。その他ギ
ャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び
立案並びに総合調整。 

 

アイヌ政策推進本部

基本方針の案の作成及び実施の推進。その他ア
イヌ政策で重要なものの企画及び立案並びに総
合調整。 
 

国際博覧会推進本部

基本方針の案の作成。基本方針の実施の推進。
その他国際博覧会の円滑な準備及び運営に関す
る施策で重要なものの企画及び立案並びに総合
調整。 

 

新型インフルエンザ等対策推進会議

政府行動計画の作成等又は基本的対処方針の策
定等の際に、内閣総理大臣又は政府対策本部長
に意見を述べること。新型インフルエンザ等対
策について調査審議し、必要があると認めると
きは、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見
を述べること。 

 

船舶活用医療推進本部
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その他の原子力事故が発生した場合に備えた政
府の総合的な取組を確保するための施策の実施
の推進。原子力事故が発生した場合において多
数の関係者による長期にわたる総合的な取組が
必要となる施策の実施の推進。 

 

国土強靱化推進本部

国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計
画の案の作成及び実施の推進。関係行政機関が
国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計
画に基づいて実施する施策の総合調整。その他
国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及
び立案並びに総合調整。 

 

健康・医療戦略推進本部

健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進。医
療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進。
医療分野の研究開発等の資源配分方針の企画・
立案及び総合調整。日本医療研究開発機構の理
事長・監事の任命及び中期目標の策定・変更に
当たっての主務大臣への意見。その他健康・医
療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関
する施策で重要なものの企画・立案及び総合調
整。 

 

水循環政策本部

水循環基本計画の案の作成及びその実施の推進。
関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施
する施策の総合調整。その他水循環に関する施
策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整。 

 

まち・ひと・しごと創生本部

まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及
び実施の推進。まち・ひと・しごと創生総合戦略
の実施状況の総合的な検証の定期的な実施。そ
の他まち・ひと・しごと創生に関する施策で重
要なものの企画及び立案並びに総合調整。 

 

サイバーセキュリティ戦略本部

サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施
の推進。国の行政機関、独立行政法人及び指定
法人におけるサイバーセキュリティに関する対
策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評
価（監査を含む。）その他の当該基準に基づく施
策の実施の推進。重要社会基盤事業者等におけ
るサイバーセキュリティの確保に関して国の行
政機関が実施する施策の基準の作成（当該基準
の作成のための重要社会基盤事業者等における
サイバーセキュリティの確保の状況の調査を含
む。）及び当該基準に基づく施策の評価その他の
当該基準に基づく施策の実施の推進。国の行政
機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイ
バーセキュリティの確保の状況の評価（情報シ

ステムに対する不正な活動であって情報通信ネ
ットワーク又は電磁的記録媒体を通じて行われ
るものの監視及び分析並びにサイバーセキュリ
ティに関する重大な事象に対する施策の評価
（原因究明のための調査を含む。）を含む。）。サ
イバーセキュリティに関する事象が発生した場
合における国内外の関係者との連絡調整。その
他サイバーセキュリティに関する施策で重要な
ものの企画に関する調査審議、府省横断的な計
画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施
策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価
その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整。 

 

特定複合観光施設区域整備推進本部

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総
合調整。特定複合観光施設区域の整備の推進を
総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及
び政令案の立案。特定複合観光施設区域の整備
の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡
調整。特定複合観光施設区域整備計画の認定及
び実施の状況の評価に当たっての国土交通大臣
への意見。 

 

ギャンブル等依存症対策推進本部

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作
成及び実施の推進。関係行政機関がギャンブル
等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する
施策の総合調整及び実施状況の評価。その他ギ
ャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び
立案並びに総合調整。 

 

アイヌ政策推進本部

基本方針の案の作成及び実施の推進。その他ア
イヌ政策で重要なものの企画及び立案並びに総
合調整。 
 

国際博覧会推進本部

基本方針の案の作成。基本方針の実施の推進。
その他国際博覧会の円滑な準備及び運営に関す
る施策で重要なものの企画及び立案並びに総合
調整。 

 

新型インフルエンザ等対策推進会議

政府行動計画の作成等又は基本的対処方針の策
定等の際に、内閣総理大臣又は政府対策本部長
に意見を述べること。新型インフルエンザ等対
策について調査審議し、必要があると認めると
きは、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見
を述べること。 

 

船舶活用医療推進本部

災害時等における船舶を活用した医療提供体制
の整備の推進に関する総合調整。整備推進計画
の案の作成及び実施の推進。災害時等における
船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総
合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び
政令案の立案。災害時等における船舶を活用し
た医療提供体制の整備の推進に関する関係機関
及び関係団体との連絡調整。 
 

認知症施策推進本部

認知症施策推進基本計画の案の作成及び実施の
推進。関係行政機関が当該計画に基づいて実施
する施策の総合調整及び実施状況の評価。その
他認知症施策で重要なものの企画及び立案並び
に総合調整。 
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内閣法制局

［第一部］ 法律問題に関し内閣、内閣総理大臣、
各省大臣へ意見具申。内外・国際法制及びその
運用の調査研究。 

［憲法資料調査室］ 憲法調査会の報告、議事録、
関係資料の内容の整理。同報告に関する補充調
査に必要な資料の収集。 

［第二部］ 内閣（内閣官房（内閣感染症危機管理
統括庁及び内閣人事局に限る。）、内閣府及びデ
ジタル庁を除く。）、内閣府（公正取引委員会及
び金融庁を除く。）、デジタル庁、法務省、文部科
学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事
項に係る法律案及び政令案の審査及び立案。 

［第三部］ 内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省
（公害等調整委員会を除く。）、外務省若しくは
財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係
る法律案及び政令案の審査及び立案。条約案の
審査。 

［第四部］ 内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、
公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働
省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管
に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及
び立案。 

［長官総務室］ 機密。長官の官印、局印の管守。
所掌事務の連絡調整。国会との連絡。公文書類
の接受、発送、保存。情報の公開、個人情報の保
護。職員の人事、厚生、教養訓練。予算、決算、
会計。法令の編集、資料の整備。法令の周知徹
底、情報宣伝。 
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内閣法制局

［第一部］ 法律問題に関し内閣、内閣総理大臣、
各省大臣へ意見具申。内外・国際法制及びその
運用の調査研究。 

［憲法資料調査室］ 憲法調査会の報告、議事録、
関係資料の内容の整理。同報告に関する補充調
査に必要な資料の収集。 

［第二部］ 内閣（内閣官房（内閣感染症危機管理
統括庁及び内閣人事局に限る。）、内閣府及びデ
ジタル庁を除く。）、内閣府（公正取引委員会及
び金融庁を除く。）、デジタル庁、法務省、文部科
学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事
項に係る法律案及び政令案の審査及び立案。 

［第三部］ 内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省
（公害等調整委員会を除く。）、外務省若しくは
財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係
る法律案及び政令案の審査及び立案。条約案の
審査。 

［第四部］ 内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、
公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働
省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管
に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及
び立案。 

［長官総務室］ 機密。長官の官印、局印の管守。
所掌事務の連絡調整。国会との連絡。公文書類
の接受、発送、保存。情報の公開、個人情報の保
護。職員の人事、厚生、教養訓練。予算、決算、
会計。法令の編集、資料の整備。法令の周知徹
底、情報宣伝。 

 

人事院

［総務課］ 人事院会議。機密。公文書類の審査
（企画法制課の所掌に属するものを除く。）、公
文書類の進達。事務の運営の改善及び効率化（情
報管理室の所掌に属するものを除く。）。事務総
局の事務に関する総合調整（他の所掌に属する
ものを除く。）。機構。公務員研修所、地方事務
局、沖縄事務所との事務の連絡。国家公務員倫
理審査会事務局（以下「審査会事務局」という。）
との事務の連絡調整。人事管理官との連絡。国
会との連絡。人事行政に関する政策の評価。広
報（国際課の所掌に属するものを除く。）、広聴。
年次報告。国立国会図書館支部人事院図書館。
事務総局の事務で他の所掌に属しないもの。

［企画法制課］ 人事行政に関する基本的施策の
策定。基本的施策の策定に関連する事務総局の
事務の総合調整。人事評価の基準、方法に関す
る事項その他人事評価に関し必要な事項に関す
る意見。国家公務員制度に関する総合的調査研
究。法令案、法令に関する公文書類の審査。人事
行政に関する法令に係る調査研究その他総合調
整。法令の解釈。特に命ぜられた法令の立案。人
事行政に係る国際労働機関に関する事務の調整。

［人事課］ 定員。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。職員の衛生、医療そ
の他の福利厚生。栄典の推薦、伝達の実施、表
彰。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。国有財産の管理、処分、物品（図書を除
く。）の管理。債権の管理。建築物の営繕。庁内
の管理。

［国際課］ 人事行政に係る国際機関、外国の行
政機関等に関する事務の調整（企画法制課の所
掌に属するものを除く。）。人事行政に係る国際
機関、外国の行政機関等との連絡、情報の交換。
人事行政に係る国際協力に関する計画の立案、
実施、技術的援助。外国の公務員制度に関する
総合的調査研究。海外に対する広報。

［公文書監理室］ 総裁、人事官、事務総長の官
印、院印の保管。公文書類の接受、発送、編集、
保存。官報掲載。情報の公開。個人情報の保護。

［情報管理室］ サイバーセキュリティの確保。
情報システムの整備、管理。国の行政機関が行
う人事行政に関する情報システムに係る連絡調
整。サイバーセキュリティの確保、情報システ
ムの整備、管理、国の行政機関が行う人事行政
に関する情報システムに係る連絡調整及びこれ
らと併せて行われる事務の運営の改善及び効率
化。

［政策立案参事官］ 人事院の所掌事務に関する
合理的な根拠に基づく政策立案の推進及び人事
行政に関する政策の評価についての企画及び立
案への参画、関係事務に関する調整。

―職員福祉局―

［職員福祉課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
勤務時間、休日、休暇（以下「勤務時間等」とい
う。）に関する制度の企画、立案、勤務時間等に
関する報告、勧告。勤務時間等に関する基準の
設定、指導。保健に関する基準の設定、指導。レ
クリエーションに関する基準の設定。安全保持
に関する基準の設定、指導。厚生に関する基準
の設定、指導。セクシュアル・ハラスメント、妊

娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
及びパワー・ハラスメントの防止等に関する施
策の企画、立案、指導。育児休業、育児短時間勤
務、育児時間に関する制度の企画、立案、法令の
実施。配偶者同行休業に関する制度の企画、立
案、法令の実施。自己啓発等休業に関する制度
の企画、立案、法令の実施。局の所掌事務で他の
所掌に属しないもの。

［審査課］ 服務、懲戒（審査会事務局の所掌に属
するものを除く。）。営利企業の役員等との兼業、
株式所有により営利企業の経営に参加し得る地
位にある職員の報告（公平審査局の所掌に属す
るものを除く。）。管理職員等の範囲。職員団体
の登録。人事院規則の制定改廃に関する職員団
体からの要請に係る基準、手続の制定。職員団
体についての法令の実施（人事院規則の制定改
廃に関する職員団体からの要請に係るものを除
く。）、その実施に必要な基準、手続の制定。職員
団体等の規約の認証。給与簿の検査。保健、安全
保持についての監査。災害補償、福祉事業（以下
「災害補償等」という。）についての監査。

［補償課］ 災害補償等に関する制度の企画、立
案、意見の申出。災害補償等についての法令の
実施、その実施に必要な基準、手続の制定。各実
施機関の実施する災害補償等に関する事務の総
合調整、調査。災害補償等に関する統計的研究。

［参事官］ 能率の根本基準の実施（他の所掌に
属するものを除く。）。特に命ぜられた事務。

［職員団体審議官付参事官］ 職員団体からの意
見の聴取その他の職員団体に関する事務（審査
課の所掌に属するものを除く。）。

―人 材 局―

［企画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。任
免に関する制度の企画、立案、運営（給与局の所
掌に属するものを除く。）。採用試験の対象官職、
採用試験の種類ごとの知識等の範囲、確保すべ
き人材に関する意見。適格性審査、幹部候補者
名簿に関する意見。任用状況の調査。採用候補
者名簿の管理。分限の基準の設定（給与局の所
掌に属するものを除く。）。国際機関等への派遣
に関する制度の企画、立案、法令の実施（職員福
祉局、給与局の所掌に属するものを除く。）。法
科大学院への派遣に関する制度の企画、立案、
法令の実施（給与局の所掌に属するものを除
く。）。公益社団法人福島相双復興推進機構への
派遣に関する制度の企画、立案、法令の実施（給
与局の所掌に属するものを除く。）。公益財団法
人福島イノベーション・コースト構想推進機構
への派遣に関する制度の企画、立案、法令の実
施（給与局の所掌に属するものを除く。）。公益
財団法人東京オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会への派遣に関する制度の企画、
立案、法令の実施（給与局の所掌に属するもの
を除く。）。公益財団法人ラグビーワールドカッ
プ二千十九組織委員会への派遣に関する制度の
企画、立案、法令の実施（給与局の所掌に属する
ものを除く。）。令和七年国際博覧会特措法第
条第１項の規定により指定された博覧会協会へ
の派遣に関する制度の企画、立案、法令の実施
（給与局の所掌に属するものを除く。）。令和九
年国際園芸博覧会特措法第２条第１項の規定に
より指定された国際園芸博覧会協会への派遣に
関する制度の企画、立案、法令の実施（給与局の
所掌に属するものを除く。）。任期付職員に関す
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る法令の実施（給与局の所掌に属するものを除
く。）。任期付研究員に関する法令の実施（職員
福祉局、給与局の所掌に属するものを除く。）。
国と民間企業との間の人事交流に関する制度の
企画、立案、法令の実施（給与局の所掌に属する
ものを除く。）。人材確保に関する計画の立案、
特に命ぜられた職員の募集。局の所掌事務で他
の所掌に属しないもの。

［試験課］ 競争試験の施行（企画課、首席試験専
門官の所掌に属するものを除く。）。採用候補者
名簿の作成。人事院以外の試験機関が行う競争
試験についての当該試験機関との協議、監査。
特に命ぜられた選考の実施の援助。

［研修推進課］ 人事院の所掌に属する研修制度
の企画、立案（留学費用の償還に関する制度、審
査会事務局の所掌に属するものを除く。）。研修
の根本基準の実施につき必要な事項に関する意
見。人事院の所掌に属する研修の計画の樹立及
び実施（公務員研修所の所掌に属するものを除
く。）、総合的企画、連絡調整（審査会事務局の所
掌に属するものを除く。）。研修教材等の開発、
研修の教科課程、技法、効果測定その他の研修
に係る調査研究、その結果に基づく各府省に対
する支援（審査会事務局の所掌に属するものを
除く。）。研修計画の樹立及び実施に関する監視、
研修の実施状況に関する報告要求、法令に違反
して行われた研修の是正のため必要な指示。留
学費用の償還に関する制度の企画、立案、法令
の実施。

［首席試験専門官］ 競争試験に関する次の事務
（試験問題の作成。試験による職務遂行能力の
判定の基準の設定。記述式による筆記試験の採
点、評定。試験の結果の分析、その有効性の判
定。）。特に命ぜられた選考に係る筆記試験その
他の方法についての援助。

［参事官］ 人事行政に関する男女共同参画に関
する事務の総合調整。特に命ぜられた事務。

―給 与 局―

［給与第一課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
給与（諸手当（俸給の調整額を含む。）を除く。）
に関する調査研究、意見の聴取。給与水準、俸給
表（指定職俸給表を除く。）の策定。給与（諸手
当（俸給の調整額を含む。）を除く。）に関する報
告、勧告、意見の申出。国、民間における給与に
関する事項の実態調査。給与に関する総合的調
査研究。生計費その他給与の決定に関係ある諸
条件に関する調査研究。独立行政法人等の給与
制度の調査研究。局の所掌事務で他の所掌に属
しないもの。

［給与第二課］ 給与（諸手当（俸給の調整額を含
む。）を除く。）についての法令の実施、その実施
に必要な基準、手続の制定。指定職俸給表の策
定。指定職俸給表の適用を受ける職員（会計検
査院、人事院の職員を除く。）の号俸の決定、職
務の級の定数（会計検査院、人事院の職員の職
務の級の定数を除く。）の設定及び改定に関する
意見。会計検査院、人事院の指定職俸給表の適
用を受ける職員の号俸の決定。会計検査院、人
事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定。

［給与第三課］ 諸手当（（俸給の調整額を含む。）
以下同じ。）に関する調査研究、意見の聴取。諸
手当に関する報告、勧告、意見の申出。諸手当に
ついての法令の実施、その実施に必要な基準、
手続の制定。

［生涯設計課］ 職員の生涯設計に関する施策そ
の他の高齢社会に対応する人事行政に関する施
策の策定。職員の生涯設計に関する施策その他
の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の
策定に関連する事務総局の事務の総合調整。定
年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職
勤務上限年齢による降任等、定年による退職等
その他の高年齢職員に関する制度の企画、立案、
運営。退職年金制度に関する調査研究、意見の
申出。高齢期における所得に関する調査研究。 

［参事官］ 人事評価（他の所掌に属するものを
除く。）。特に命ぜられた事務。 

 
―公平審査局―

［調整課］ 局の所掌事務に関する総合調整。公
平審査、苦情処理に関する制度の企画、立案。不
利益処分についての審査請求その他の審査請求、
災害補償の実施に関する審査の申立て、福祉事
業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に
関する審査の申立て、勤務条件に関する行政措
置の要求（以下「審査請求等」という。）の受理、
却下（職員相談課の所掌に属するものを除く。）。
特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定
等。局の所掌事務で他の所掌に属しないもの。 

［職員相談課］ 苦情処理（調整課の所掌に属す
るものを除く。）。不利益処分についての審査請
求その他の審査請求、給与の決定に関する審査
の申立て、勤務条件に関する行政措置の要求の
うち人事評価に係るものの受理、却下。 

［首席審理官］ 審査請求等の事案の調査、判定
等（調整課の所掌に属するものを除く。）。 
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る法令の実施（給与局の所掌に属するものを除
く。）。任期付研究員に関する法令の実施（職員
福祉局、給与局の所掌に属するものを除く。）。
国と民間企業との間の人事交流に関する制度の
企画、立案、法令の実施（給与局の所掌に属する
ものを除く。）。人材確保に関する計画の立案、
特に命ぜられた職員の募集。局の所掌事務で他
の所掌に属しないもの。

［試験課］ 競争試験の施行（企画課、首席試験専
門官の所掌に属するものを除く。）。採用候補者
名簿の作成。人事院以外の試験機関が行う競争
試験についての当該試験機関との協議、監査。
特に命ぜられた選考の実施の援助。

［研修推進課］ 人事院の所掌に属する研修制度
の企画、立案（留学費用の償還に関する制度、審
査会事務局の所掌に属するものを除く。）。研修
の根本基準の実施につき必要な事項に関する意
見。人事院の所掌に属する研修の計画の樹立及
び実施（公務員研修所の所掌に属するものを除
く。）、総合的企画、連絡調整（審査会事務局の所
掌に属するものを除く。）。研修教材等の開発、
研修の教科課程、技法、効果測定その他の研修
に係る調査研究、その結果に基づく各府省に対
する支援（審査会事務局の所掌に属するものを
除く。）。研修計画の樹立及び実施に関する監視、
研修の実施状況に関する報告要求、法令に違反
して行われた研修の是正のため必要な指示。留
学費用の償還に関する制度の企画、立案、法令
の実施。

［首席試験専門官］ 競争試験に関する次の事務
（試験問題の作成。試験による職務遂行能力の
判定の基準の設定。記述式による筆記試験の採
点、評定。試験の結果の分析、その有効性の判
定。）。特に命ぜられた選考に係る筆記試験その
他の方法についての援助。

［参事官］ 人事行政に関する男女共同参画に関
する事務の総合調整。特に命ぜられた事務。

―給 与 局―

［給与第一課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
給与（諸手当（俸給の調整額を含む。）を除く。）
に関する調査研究、意見の聴取。給与水準、俸給
表（指定職俸給表を除く。）の策定。給与（諸手
当（俸給の調整額を含む。）を除く。）に関する報
告、勧告、意見の申出。国、民間における給与に
関する事項の実態調査。給与に関する総合的調
査研究。生計費その他給与の決定に関係ある諸
条件に関する調査研究。独立行政法人等の給与
制度の調査研究。局の所掌事務で他の所掌に属
しないもの。

［給与第二課］ 給与（諸手当（俸給の調整額を含
む。）を除く。）についての法令の実施、その実施
に必要な基準、手続の制定。指定職俸給表の策
定。指定職俸給表の適用を受ける職員（会計検
査院、人事院の職員を除く。）の号俸の決定、職
務の級の定数（会計検査院、人事院の職員の職
務の級の定数を除く。）の設定及び改定に関する
意見。会計検査院、人事院の指定職俸給表の適
用を受ける職員の号俸の決定。会計検査院、人
事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定。

［給与第三課］ 諸手当（（俸給の調整額を含む。）
以下同じ。）に関する調査研究、意見の聴取。諸
手当に関する報告、勧告、意見の申出。諸手当に
ついての法令の実施、その実施に必要な基準、
手続の制定。

［生涯設計課］ 職員の生涯設計に関する施策そ
の他の高齢社会に対応する人事行政に関する施
策の策定。職員の生涯設計に関する施策その他
の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の
策定に関連する事務総局の事務の総合調整。定
年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職
勤務上限年齢による降任等、定年による退職等
その他の高年齢職員に関する制度の企画、立案、
運営。退職年金制度に関する調査研究、意見の
申出。高齢期における所得に関する調査研究。 

［参事官］ 人事評価（他の所掌に属するものを
除く。）。特に命ぜられた事務。 

 
―公平審査局―

［調整課］ 局の所掌事務に関する総合調整。公
平審査、苦情処理に関する制度の企画、立案。不
利益処分についての審査請求その他の審査請求、
災害補償の実施に関する審査の申立て、福祉事
業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に
関する審査の申立て、勤務条件に関する行政措
置の要求（以下「審査請求等」という。）の受理、
却下（職員相談課の所掌に属するものを除く。）。
特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定
等。局の所掌事務で他の所掌に属しないもの。 

［職員相談課］ 苦情処理（調整課の所掌に属す
るものを除く。）。不利益処分についての審査請
求その他の審査請求、給与の決定に関する審査
の申立て、勤務条件に関する行政措置の要求の
うち人事評価に係るものの受理、却下。 

［首席審理官］ 審査請求等の事案の調査、判定
等（調整課の所掌に属するものを除く。）。 

 
 

内閣府本府

―大 臣 官 房―

［総務課］ 機密。内閣総理大臣、内閣官房長官、
特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政
務官、事務次官の官印、府印の保管。内閣府の所
掌事務に関する総合調整。法令案その他の公文
書類の審査、進達。機構。国会との連絡。公文書
類の接受、発送、編集、保存。情報の公開。個人
情報の保護。国民の祝日。元号その他の公式制
度。国の儀式、内閣の行う儀式・行事に関する事
務（他省の所掌に属するものを除く。）その他内
閣府の所掌事務に関して行う儀式。官報。内閣
所管の機密文書の印刷。内閣府の所掌事務に関
する官報掲載。

［人事課］ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他
の人事、教養、訓練。内閣総理大臣が行う内閣府
の職員以外の者の任免、その任命に係る者の服
務。定員。勲章等以外の栄典の授与、剥奪の審
査、伝達。栄典の推薦、伝達の実施。内閣総理大
臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して
行う表彰。恩給に関する連絡事務。

［会計課］ 経費、収入の予算・決算・会計、会計
の監査。国有財産、物品の管理。東日本大震災復
興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るも
の。東日本大震災復興特別会計に属する国有財
産の管理、処分、物品の管理のうち内閣府の所
掌に係るもの。エネルギー対策特別会計の電源
開発促進勘定の経理。エネルギー対策特別会計
の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品
の管理。建築物の営繕。庁内の管理。

［企画調整課］ 政策の企画、立案に関する調整。
政策の基本となる事項の総合的な調査。経済活
動及び社会活動についての経済理論その他これ
に類する理論を用いた研究（大学、大学共同利
用機関におけるものを除く。）。国民経済計算。
国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他
の関係機関に関する事務の調整。海外との連絡
に関する事務の取りまとめ。迎賓施設における
国賓、これに準じる賓客の接遇。地方制度に関
する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡
調整。選挙制度に関する重要事項に係る事務の
連絡調整。国会等の移転先の候補地の選定、こ
れに関連する事項に係る事務の連絡調整。租税
制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の
事務の連絡調整。日本学術会議への諮問、日本
学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関
との事務の連絡。北朝鮮当局によって拉致され
た被害者等の支援に関する法律第２条、第４条
から第６条まで、第 条の２、第 条の３、
第 条及び附則第２条に規定する事務（他省の
所掌に属するものを除く。）。退職手当審査会の
庶務。アイヌの人々の誇りが尊重される社会を
実現するための施策の推進に関する法律第
条第１項に規定するアイヌ施策推進地域計画の
認定、同法第 条第１項の交付金。新技術等効
果評価委員会の庶務。国立国会図書館支部内閣
府図書館。原子力損害賠償・廃炉等支援機構の
組織、運営一般。化学兵器の開発、生産、貯蔵及
び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく
遺棄化学兵器の廃棄。本府の情報システムの整
備、管理。一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律第 条第２項に規定する特
例民法法人（以下「特例民法法人」という。）の
監督に関する事務の連絡調整。

［政策評価広報課］ 政策の評価の総括。行政の
考査。事務能率の増進。内閣府の所掌事務に関
して行う広報。本府の所掌に係る特例民法法人
の監督に関する事務の連絡調整。

［公文書管理課］ 公文書等の管理に関する基本
的な政策の企画、立案、推進（独立公文書管理監
の所掌に属するものを除く。）。公文書館に関す
る制度。公文書等の管理に関する法律第２条第
６項に規定する歴史公文書等（国又は独立行政
法人国立公文書館が保管するものに限り、現用
のものを除く。）の保存、利用（他の機関の所掌
に属するものを除く。）。

［政府広報室］ 政府の重要施策に関する広報。
世論調査。

［厚生管理官］ 職員の衛生、医療その他の福利
厚生。内閣共済組合。職員（内閣府の所管する独
立行政法人の職員を含む。）に貸与する宿舎。

―政 策 統 括 官―

［政策統括官］ 行政各部の施策の統一を図るた
めに必要となる事項（短期及び中長期の経済の
運営。財政運営の基本、予算編成の基本方針の
企画・立案のために必要となる事項。経済に関
する重要な政策（経済全般の見地から行う財政
に関する重要な政策を含む。）。道州制特別区域
における広域行政の推進を図るための基本的な
政策。日本国憲法の国民主権の理念の下に、住
民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ
総合的に広く担うようにするとともに、地域住
民が自らの判断と責任において地域の諸課題に
取り組むことができるようにするための改革を
推進するための基本的な政策。災害予防、災害
応急対策、災害復旧、災害からの復興（以下「防
災」という。）に関する基本的な政策。大規模な
災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に
おける当該災害への対処その他の防災（東日本
大震災からの復興を除く）。沖縄に関する諸問題
に対処するための基本的な政策。沖縄の自立的
な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖
縄に関する諸問題への対処。金融の円滑化を図
るための環境の総合的な整備。重要施設周辺及
び国境離島等における土地等の利用状況の調査
及び利用の規制等に関する法律に基づく重要施
設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害
する土地等の利用の防止のための基本的な政策。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律に基づく経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推
進のための基本的な政策。重要経済安保情報の
保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安
保情報の保護及び活用のための基本的な政策。
孤独・孤立対策推進法第１条に規定する孤独・
孤立対策の推進を図るための基本的な政策。重
要電子計算機（重要電子計算機に対する不正な
行為による被害の防止に関する法律第２条第２
項に規定するものをいう。）に対する特定不正行
為（同条第四項に規定するものをいう。）による
被害の防止のための基本的な政策）の企画、立
案、総合調整（内閣官房が行う内閣法第 条第
２項第２号に掲げる事務を除く。）。内閣総理大
臣を長とし、内閣府設置法第４条第１項に規定
する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房
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を助けることがふさわしい内閣の重要政策に関
し、閣議決定された基本的方針に基づいて、当
該重要施策に関し行政各部の施策の統一を図る
ために必要となる企画、立案、総合調整（大臣官
房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを
除く。）。内外の経済動向の分析。経済に関する
基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の
施策の推進（他省の所掌に属するものを除く。）。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律第４条第１項に規定する特定
事業の実施に関する基本的方針の策定、推進。
道州制特別区域における広域行政の推進に関す
る法律第７条第１項に規定する道州制特別区域
計画。市場開放問題、政府調達に係る苦情処理
に関する関係行政機関の事務の調整。日本国憲
法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政
は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担
うようにするとともに、地域住民が自らの判断
と責任において地域の諸課題に取り組むことが
できるようにするための改革を推進するための
基本的な政策に関する施策の実施の推進、これ
に必要な関係行政機関の事務の連絡調整。防災
（東日本大震災からの復興を除く。）に関する施
策の推進。災害対策基本法第２章に規定する防
災に関する組織の設置・運営、防災計画。被災者
の応急救助及び避難住民等の救援。激甚災害・
当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定。特
定非常災害・当該特定非常災害に対し適用すべ
き措置の指定。被災者生活再建支援金の支給。
台風常襲地帯・災害防除事業の指定。活動火山
対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策
定、火山災害警戒地域・避難施設緊急整備地域・
降灰防除地域の指定。大規模地震対策特別措置
法に基づく地震防災対策。原子力災害対策特別
措置法第２条第１号に規定する原子力災害に対
する対策。原子力基本法第３条の３に規定する
原子力防災会議の事務局長に対する協力。原子
力災害対策特別措置法第 条第２項に規定す
る原子力緊急事態宣言・同条第３項に規定する
緊急事態応急対策に関する事項の指示・同条第
４項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行う
こと、同法第 条第１項に規定する原子力災害
対策本部の設置・運営。南海トラフ地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づ
く地震防災対策。日本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別
措置法に基づく地震防災対策。首都直下地震対
策特別措置法に基づく地震防災対策。その他防
災（東日本大震災からの復興及び他省の所掌に
属するものを除く。）に関する施策。沖縄におけ
る経済の振興・社会の開発に関する総合的な計
画（以下「振興開発計画」という。）の作成。多
極分散型国土形成促進法の施行。重要施設周辺
及び国境離島等における土地等の利用状況の調
査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地
等の利用状況の調査、利用の規制等。経済施策
を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定
的な供給の確保、特定社会基盤役務の安定的な
提供の確保、特定重要技術の開発支援、特許出
願の非公開（他省及び金融庁の所掌に属するも
のを除く。）、安全保障の確保に関する経済施策
の総合的かつ効果的な推進。重要経済安保情報
の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済
安保情報の保護及び活用（他省の所掌に属する
ものを除く。）。孤独・孤立対策推進法第８条第

１項に規定する孤独・孤立対策重点計画の作成
及び推進。孤独・孤立対策の推進に関する事務
のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立
案並びに実施。重要電子計算機に対する特定不
正行為による被害の防止のための基本的な政策。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害
の防止に関する法律に基づく重要電子計算機に
対する特定不正行為による被害の防止に関する
事務（他省及び金融庁の所掌に属するものを除
く。）。国民生活の安定及び向上に関する経済の
発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案
並びに推進（消費者委員会、消費者庁の所掌に
属するものを除く。）。市民活動の促進。休眠預
金等に係る資金の活用（金融庁の所掌に属する
ものを除く。）。高齢社会対策の大綱の作成、推
進。障害者基本計画の策定、推進。障害を理由と
する差別の解消の推進に関する基本方針の作
成・推進。交通安全基本計画の作成、推進（国土
交通省の所掌に属するものを除く。）。性的指向
及びジェンダーアイデンティティの多様性に関
する国民の理解の増進に関する基本的な計画の
策定、推進。公益社団法人、公益財団法人。特例
民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の
調整及び一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第１章第４節の規定による特例
民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法
人への移行。駐留軍用地跡地の有効かつ適切な
利用の推進（他省の所掌に属するものを除く。）。
沖縄振興特別措置法の施行（同法第 条第２項
の交付金（同法第 条第２項第１号に規定する
事業又は事務の実施に要する経費に充てるもの
に限る。）の交付、同法第 条第１項、第 条
第１項、第 条第１項の規定による協議を除
く。）。株式会社地域経済活性化支援機構に関す
る設立、設立時取締役・設立時監査役の専任・解
任、取締役・監査役の専任・解任の決議、定款の
変更の決議、合併・分割・解散の決議の認可。株
式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行
政機関の事務の調整。株式会社東日本大震災事
業者再生支援機構に関する設立、設立時取締役・
設立時監査役の選任・解任の認可。株式会社東
日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行
政機関の事務の調整。

―独立公文書管理監―

内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第４条第
１項に規定する事務を主たる事務とする内閣府
が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重
要政策について、当該重要政策に関して閣議に
おいて決定された基本的な方針に基づいて行う
行政各部の施策の統一を図るために必要となる
総合調整に関する事務（特定秘密の保護に関す
る法律附則第９条に規定する独立した公正な立
場において行う、行政機関の長（同法第３条第
１項本文に規定するものをいう。）による同項の
規定による指定及び同法第４条第７項の規定に
よる解除並びに当該指定を受けた情報を記録す
る行政文書（公文書等の管理に関する法律第２
条第４項に規定するものをいう。）の管理の適正
を確保するための検証、監察その他の措置。行
政機関の長（重要経済安保情報の保護及び活用
に関する法律第２条第２項に規定するものをい
う。）による同法第３条第１項の規定による指定
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を助けることがふさわしい内閣の重要政策に関
し、閣議決定された基本的方針に基づいて、当
該重要施策に関し行政各部の施策の統一を図る
ために必要となる企画、立案、総合調整（大臣官
房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを
除く。）。内外の経済動向の分析。経済に関する
基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の
施策の推進（他省の所掌に属するものを除く。）。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律第４条第１項に規定する特定
事業の実施に関する基本的方針の策定、推進。
道州制特別区域における広域行政の推進に関す
る法律第７条第１項に規定する道州制特別区域
計画。市場開放問題、政府調達に係る苦情処理
に関する関係行政機関の事務の調整。日本国憲
法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政
は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担
うようにするとともに、地域住民が自らの判断
と責任において地域の諸課題に取り組むことが
できるようにするための改革を推進するための
基本的な政策に関する施策の実施の推進、これ
に必要な関係行政機関の事務の連絡調整。防災
（東日本大震災からの復興を除く。）に関する施
策の推進。災害対策基本法第２章に規定する防
災に関する組織の設置・運営、防災計画。被災者
の応急救助及び避難住民等の救援。激甚災害・
当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定。特
定非常災害・当該特定非常災害に対し適用すべ
き措置の指定。被災者生活再建支援金の支給。
台風常襲地帯・災害防除事業の指定。活動火山
対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策
定、火山災害警戒地域・避難施設緊急整備地域・
降灰防除地域の指定。大規模地震対策特別措置
法に基づく地震防災対策。原子力災害対策特別
措置法第２条第１号に規定する原子力災害に対
する対策。原子力基本法第３条の３に規定する
原子力防災会議の事務局長に対する協力。原子
力災害対策特別措置法第 条第２項に規定す
る原子力緊急事態宣言・同条第３項に規定する
緊急事態応急対策に関する事項の指示・同条第
４項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行う
こと、同法第 条第１項に規定する原子力災害
対策本部の設置・運営。南海トラフ地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づ
く地震防災対策。日本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別
措置法に基づく地震防災対策。首都直下地震対
策特別措置法に基づく地震防災対策。その他防
災（東日本大震災からの復興及び他省の所掌に
属するものを除く。）に関する施策。沖縄におけ
る経済の振興・社会の開発に関する総合的な計
画（以下「振興開発計画」という。）の作成。多
極分散型国土形成促進法の施行。重要施設周辺
及び国境離島等における土地等の利用状況の調
査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地
等の利用状況の調査、利用の規制等。経済施策
を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定
的な供給の確保、特定社会基盤役務の安定的な
提供の確保、特定重要技術の開発支援、特許出
願の非公開（他省及び金融庁の所掌に属するも
のを除く。）、安全保障の確保に関する経済施策
の総合的かつ効果的な推進。重要経済安保情報
の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済
安保情報の保護及び活用（他省の所掌に属する
ものを除く。）。孤独・孤立対策推進法第８条第

１項に規定する孤独・孤立対策重点計画の作成
及び推進。孤独・孤立対策の推進に関する事務
のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立
案並びに実施。重要電子計算機に対する特定不
正行為による被害の防止のための基本的な政策。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害
の防止に関する法律に基づく重要電子計算機に
対する特定不正行為による被害の防止に関する
事務（他省及び金融庁の所掌に属するものを除
く。）。国民生活の安定及び向上に関する経済の
発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案
並びに推進（消費者委員会、消費者庁の所掌に
属するものを除く。）。市民活動の促進。休眠預
金等に係る資金の活用（金融庁の所掌に属する
ものを除く。）。高齢社会対策の大綱の作成、推
進。障害者基本計画の策定、推進。障害を理由と
する差別の解消の推進に関する基本方針の作
成・推進。交通安全基本計画の作成、推進（国土
交通省の所掌に属するものを除く。）。性的指向
及びジェンダーアイデンティティの多様性に関
する国民の理解の増進に関する基本的な計画の
策定、推進。公益社団法人、公益財団法人。特例
民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の
調整及び一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第１章第４節の規定による特例
民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法
人への移行。駐留軍用地跡地の有効かつ適切な
利用の推進（他省の所掌に属するものを除く。）。
沖縄振興特別措置法の施行（同法第 条第２項
の交付金（同法第 条第２項第１号に規定する
事業又は事務の実施に要する経費に充てるもの
に限る。）の交付、同法第 条第１項、第 条
第１項、第 条第１項の規定による協議を除
く。）。株式会社地域経済活性化支援機構に関す
る設立、設立時取締役・設立時監査役の専任・解
任、取締役・監査役の専任・解任の決議、定款の
変更の決議、合併・分割・解散の決議の認可。株
式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行
政機関の事務の調整。株式会社東日本大震災事
業者再生支援機構に関する設立、設立時取締役・
設立時監査役の選任・解任の認可。株式会社東
日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行
政機関の事務の調整。

―独立公文書管理監―

内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第４条第
１項に規定する事務を主たる事務とする内閣府
が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重
要政策について、当該重要政策に関して閣議に
おいて決定された基本的な方針に基づいて行う
行政各部の施策の統一を図るために必要となる
総合調整に関する事務（特定秘密の保護に関す
る法律附則第９条に規定する独立した公正な立
場において行う、行政機関の長（同法第３条第
１項本文に規定するものをいう。）による同項の
規定による指定及び同法第４条第７項の規定に
よる解除並びに当該指定を受けた情報を記録す
る行政文書（公文書等の管理に関する法律第２
条第４項に規定するものをいう。）の管理の適正
を確保するための検証、監察その他の措置。行
政機関の長（重要経済安保情報の保護及び活用
に関する法律第２条第２項に規定するものをい
う。）による同法第３条第１項の規定による指定

及び同法第４条第７項の規定による解除並びに
当該指定を受けた情報を記録する行政文書（公
文書等の管理に関する法律第２条第４項に規定
するものをいう。）の管理の適正を確保するため
の検証、監察その他の措置）。公文書等の管理に
関する法律の施行に関する事務のうち同法第９
条第３項及び第４項の規定による報告、資料の
徴収、実地調査に係るもの、これらの措置の結
果に基づいて行う同法第 条の規定による勧
告。

―賞 勲 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。栄
典制度に関する企画、立案。勲章等の伝達。勲
記、章記その他の証状の調製。

［審査官］ 勲章等の授与、剥奪の審査。外国の勲
章、記章の受領、着用。

―男 女 共 同 参 画 局―

［総務課］ 行政各部の施策の統一を図るために
必要となる事項（男女共同参画社会の形成の促
進を図るための基本的な政策。男女共同参画社
会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共
同参画社会の形成の促進。）の企画、立案、総合
調整（内閣官房が行う内閣法第 条第２項第２
号に掲げる事務を除く。）。局の所掌事務に関す
る総合調整。男女共同参画社会の形成の促進を
図るために行う地方公共団体・民間の団体から
の情報の収集、これらの団体に対する情報の提
供。男女共同参画社会の形成に関する海外との
連絡。局の所掌事務に係る国際協力。局の所掌
事務に関する政策の基本となる事項の総合的な
調査。

［推進課］ 男女共同参画基本計画の作成、推進。
男女共同参画社会の形成の促進に関する事務の
うち他省の所掌に属しないものの企画、立案、
実施（男女間暴力対策課の所掌に属するものを
除く。）。女性の職業生活における活躍の推進に
関する基本方針の策定及び推進。

［男女間暴力対策課］ 男女共同参画社会の形成
の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、
性暴力その他の男女の個人としての尊厳を害す
る暴力の防止及び被害者の保護に関するもの
（他省の所掌に属するものを除く。）の企画、立
案、実施。

―沖 縄 振 興 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。振
興開発計画の推進（参事官の所掌に属するもの
を除く。）。振興開発計画に基づく事業に関する
関係行政機関の経費の見積りの方針の調整、特
定事業に関する経費の配分計画（文部科学省、
環境省、参事官の所掌に属するものを除く。）。
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関す
る施策に関する事務（他省及び政策統括官の所
掌に属するものを除く。）（教育、文化の振興。福
祉の増進、医療の確保。環境の保全。水道、工業
用水道の整備）。沖縄科学技術大学院大学学園法
第２条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
の業務。

［参事官］ 振興開発計画の推進に関する事務（道
路の整備、水資源の開発、都市の整備、住宅、水
道、下水道、都市計画上の公園の整備。産業の振

興開発（農林水産省の所掌に係るものに限る。）。
交通施設（道路を除く）の整備。防災、国土保全
に係る施設の整備。観光の開発）。振興開発計画
に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見
積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の
配分計画に関する事務（文部科学省及び環境省
の所掌に属するものを除く。）（道路の整備、水
資源の開発、都市の整備、住宅、下水道、都市計
画上の公園の整備。産業の振興開発（農林水産
省の所掌に係るものに限る。）。交通施設（道路
を除く。）の整備。防災、国土保全に係る施設の
整備。観光の開発）。沖縄における経済の振興及
び社会の開発に関する施策（他省、政策統括官
及び総務課の所掌に属するものを除く。）。沖縄
振興開発金融公庫の業務。位置境界明確化法の
規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆
の土地の位置境界の明確化等。局の所掌事務に
関する政策の基本となる事項の総合的な調査。
沖縄振興特別措置法第 条第１項、第 条第
１項及び第 条第１項の規定による協議。沖
縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要す
る事項で内閣府において経費の配分計画に関す
る事務を行う事業等を定める政令第３条に規定
するものに関する施策。
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宮内庁

―長官官房―

［秘書課］ 皇室会議。機密。長官の官印及び庁印
の管守。公文書の接受、発送。調査、統計。法令
案その他文書の審査、進達。官報掲載。身分証明
書等。職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その
他の人事、教養、訓練。職員の共済組合。職員の
医療、衛生その他福利厚生。事務能率の増進。所
掌事務の総合調整。

［総務課］ 行幸啓。御差遣。賜与、受納。御陪食。
報道。奉仕作業。勅旨伝達。

［宮務課］ 皇族（内廷にある皇族並びに皇嗣、皇
嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を除く。）に関するこ
と。

［主計課］ 経費、収入の予算、決算、会計。皇室
経済会議。会計の監査。

［用度課］ 物品の管理その検査。
―侍 従 職―

［侍従］ 側近奉仕。うち１人は侍従職の庶務。
［女官］ 皇后の側近奉仕。
［侍医］ 天皇、皇后、皇子に関する医事。

―上 皇 職―
［上皇侍従］ 上皇の側近奉仕。うち 人は上皇

職の庶務。
［上皇女官］ 上皇后の側近奉仕。
［上皇侍医］ 上皇、上皇后に関する医事。

―皇 嗣 職―
［皇嗣職宮務官］ 皇嗣、皇嗣妃の侍側奉仕。うち

人は皇嗣職の庶務。
［皇嗣職侍医］ 皇嗣、皇嗣妃、皇嗣の子たる皇族

に関する医事。
―式 部 職―

［式部官］ 儀式、交際、雅楽。
―書 陵 部―

［図書課］ 皇統譜の調製、登録、保管。図書、記
録の保管、出納、複刻。正倉院。公文書の編集、
保管。国立国会図書館支部宮内庁図書館。

［編修課］ 天皇、皇族の実録の編修。図書、記録
の編修。

［陵墓課］ 陵墓の管理。陵墓の調査、考証。
―管 理 部―

［管理課］ 皇室用財産その他の行政財産の管理。
御料牧場。庁舎の清掃、整備。労務者の雇用、監
督。工事の監査。防疫、消毒その他の衛生。

［工務課］ 建築、土木その他の工事。水道、電
気、ガスその他の設備。

［庭園課］ 庭園。園芸。樹林。
［大膳課］ 供進、諸宴の配膳。調理。
［車馬課］ 自動車。馬車、馬。
［宮殿管理官］ 宮殿の運営の管理。
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宮内庁

―長官官房―

［秘書課］ 皇室会議。機密。長官の官印及び庁印
の管守。公文書の接受、発送。調査、統計。法令
案その他文書の審査、進達。官報掲載。身分証明
書等。職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その
他の人事、教養、訓練。職員の共済組合。職員の
医療、衛生その他福利厚生。事務能率の増進。所
掌事務の総合調整。

［総務課］ 行幸啓。御差遣。賜与、受納。御陪食。
報道。奉仕作業。勅旨伝達。

［宮務課］ 皇族（内廷にある皇族並びに皇嗣、皇
嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を除く。）に関するこ
と。

［主計課］ 経費、収入の予算、決算、会計。皇室
経済会議。会計の監査。

［用度課］ 物品の管理その検査。
―侍 従 職―

［侍従］ 側近奉仕。うち１人は侍従職の庶務。
［女官］ 皇后の側近奉仕。
［侍医］ 天皇、皇后、皇子に関する医事。

―上 皇 職―
［上皇侍従］ 上皇の側近奉仕。うち 人は上皇

職の庶務。
［上皇女官］ 上皇后の側近奉仕。
［上皇侍医］ 上皇、上皇后に関する医事。

―皇 嗣 職―
［皇嗣職宮務官］ 皇嗣、皇嗣妃の侍側奉仕。うち

人は皇嗣職の庶務。
［皇嗣職侍医］ 皇嗣、皇嗣妃、皇嗣の子たる皇族

に関する医事。
―式 部 職―

［式部官］ 儀式、交際、雅楽。
―書 陵 部―

［図書課］ 皇統譜の調製、登録、保管。図書、記
録の保管、出納、複刻。正倉院。公文書の編集、
保管。国立国会図書館支部宮内庁図書館。

［編修課］ 天皇、皇族の実録の編修。図書、記録
の編修。

［陵墓課］ 陵墓の管理。陵墓の調査、考証。
―管 理 部―

［管理課］ 皇室用財産その他の行政財産の管理。
御料牧場。庁舎の清掃、整備。労務者の雇用、監
督。工事の監査。防疫、消毒その他の衛生。

［工務課］ 建築、土木その他の工事。水道、電
気、ガスその他の設備。

［庭園課］ 庭園。園芸。樹林。
［大膳課］ 供進、諸宴の配膳。調理。
［車馬課］ 自動車。馬車、馬。
［宮殿管理官］ 宮殿の運営の管理。

公正取引委員会

―官 房―

［総務課］ 委員長の官印、委員会印の保管。公文
書類の接受、発送、編集、保存。公文書類の審査、
進達。公正取引委員会の保有する情報の公開。
公正取引委員会の保有する個人情報の保護。事
務総局の所掌事務に関する総合調整。行政の考
査。国会との連絡。広報（国際課の所掌に属する
ものを除く。）。公正取引委員会の所掌に係る経
費及び収入の予算、決算、会計、会計の監査。公
正取引委員会所属の行政財産、物品の管理。公
正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価。
公正取引委員会年次報告。公正取引委員会の情
報システムの整備、管理。国立国会図書館支部
公正取引委員会図書館。事務総局の事務能率の
増進。官報掲載。公正取引委員会所属の建築物
の営繕。法令案の作成。意見聴取の事務（指定職
員が行う事務を除く。）。

［人事課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。機構、定員。職員の
衛生、医療その他の福利厚生。職員に貸与する
宿舎。庁内の管理。

［国際課］ 事務総局の所掌事務に係る国際機関、
外国の行政機関、国際会議に関する事務その他
の国際関係事務の総括。事務総局の所掌事務に
係る国際協力に関する事務の総括。海外の独占
禁止政策に関する調査、資料の収集、情報の提
供。独占禁止政策の海外に対する広報。国際通
商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関する事務。

―経済取引局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。独
占禁止政策に関する基本的事項の企画、立案。
国会に対する意見の提出。独占禁止政策に係る
事業活動（独占的状態に係るものに限る。）、経
済実態（独占的状態に係るものを含む。）の調査。
経済法令、これに基づく行政措置に関する独占
禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括
（調整課の所掌に属するものを除く。）。

［調整課］ 特定の事業について定められた経済
法令、これに基づく行政措置に関する独占禁止
政策に係る関係行政機関との調整の総括。独占
禁止法の規定の適用除外についての定めのある
法律の規定により公正取引委員会が行うことと
されている同意、協議、通知の受理又は処分の
請求（取引部の所掌に属するものを除く。）。

［企業結合課］ 会社、その子会社の事業に関す
る報告書、会社の設立に関する届出の受理。会
社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分
割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固
定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理
及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸
収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上
の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短
縮。議決権の取得又は保有の認可、取消し、変
更。独占禁止法第４章の規定に係る事件の審査
（独占禁止法第 章に規定する手続による調
査を除く。）。独占禁止法第４章の規定に係る排
除措置計画の認定。独占禁止法第４章の規定に
係る排除措置命令。独占禁止法第４章の規定に
係る告発、裁判所に対する緊急停止命令、これ
に関する供託に係る没取の申立て（いずれも独

占禁止法第 章に規定する手続による調査に
係るものを除く。）。合併、共同新設分割、吸収分
割又は共同株式移転の無効の訴え。独占禁止法
第４章の規定に係る排除措置計画の認定後、同
章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査。

（取引部）
［取引企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

独占禁止政策に係る事業活動の調査（経済取引
局総務課、企業取引課の所掌に属するものを除
く。）。不公正な取引方法の指定（企業取引課の
所掌に属するものを除く。）。再販売価格に関す
る商品の指定、届出の受理。特定受託事業者に
係る取引の適正化等に関する法律の施行。中小
企業等協同組合法の規定による協同組合の届出
の受理。小売商業調整特別措置法の規定による
指示。不当景品類及び不当表示防止法の規定に
よる認定及び協議。

［企業取引課］ 独占禁止政策に係る事業活動（不
公正な取引方法（独占禁止法第２条第９項第５
号、第６号ホに係るものに限る。）に係るものに
限る。）の調査。独占禁止法第２条第９項第６号
ホに係る不公正な取引方法の指定。下請代金支
払遅延等防止法の施行。

―審 査 局―

［管理企画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
事件の審査に係る基本的事項の企画、立案。課
徴金の納付命令に係る基本的事項の企画、立案。
独占的状態に係る事件に関する通知、協議。告
発、裁判所に対する緊急停止命令、これに関す
る供託に係る没取の申立て（犯則審査部の所掌
に属するものを除く。）。事件の審査の開始に係
る情報の収集、整理。事件に係る報告の受理、報
告者に対する通知。事件に係る通知の受理。課
徴金の減免申請に係る報告、資料の受理、その
他課徴金の減免申請に関する事務。排除措置命
令の執行後、競争回復措置命令の確定後の監査。
課徴金の徴収。排除措置命令、競争回復措置命
令の取消し、変更。排除措置計画、排除確保措置
計画の認定後、排除措置命令、課徴金の納付命
令、競争回復措置命令の確定後における事件記
録の保管。

［審査長］ 事件の審査、当該審査に基づく排除
措置計画、排除確保措置計画の認定、排除措置
命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令、排
除措置計画、排除確保措置計画の認定後の監査
に関するもの（犯則審査部の所掌に属するもの
を除く。）。

［訟務官］ 行政訴訟の事務。侵害の停止又は予
防に関する訴訟、損害賠償に関する訴訟の事務。

（犯則審査部）
［特別審査長］ 独占禁止法第 章に規定する手
続による調査、これに係る告発、裁判所に対す
る緊急停止命令、これに関する供託に係る没取
の申立て（うち１人は、部内の連絡、調整に関す
る事務。）。
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警察庁（国家公安委員会）

―長 官 官 房―

［首席監察官］ 監察。
［総務課］ 警察庁の機密。長官の官印、警察庁の

庁印の管守。国会との連絡。国立国会図書館支
部警察庁図書館。所管行政に関する総合調整（企
画課の所掌に属するものを除く。）。広報。情報
の公開。個人情報の保護。留置施設。被疑者の取
調べの適正を確保するための監督の措置。長官
官房内の他の所掌に属しないこと。

［企画課］ 所管行政に関する総合的又は基本的
な政策の企画、立案（技術企画課の所掌に属す
るものを除く。）。所管行政に関する総合調整
（総合的又は基本的な政策の企画、立案に係る
ものに限る。）。警察法第５条第１項の任務に関
連する特定の内閣の重要政策について、当該重
要政策に関して閣議において決定された基本的
な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図
るために必要となる企画、立案、総合調整（犯罪
被害者等施策推進課の所掌に属するものを除
く。）。所管行政に関する政策の評価。警察の組
織。法令案その他公文書類の審査、進達。公文書
類の接受、発送、編集、保存。官報掲載。所管行
政に係る統計に関する事務の総括。所管行政に
係る国際協力に関する事務の総括。所管行政に
係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機
関との連絡調整（他局の所掌に属するものを除
く。）。所管行政に係る国際関係事務のうち他の
所掌に属しないもの。

［技術企画課］ 所管行政に関する技術に関する
総合的又は基本的な政策の企画、立案、当該政
策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の
総括。警察通信用機材、情報システムの整備計
画の企画その他警察通信に関する企画。警察通
信の統制。警察通信関係業務の技術的調査。警
察通信用機材、情報システムの技術的検査。特
定公共電気通信システム開発関連技術に関する
研究開発の推進に関する法律の施行。所管行政
に関する情報の管理に関する企画、技術的研究。
所管行政に関する情報システムの整備、管理。
所管行政の事務能率の増進。公文書類の浄書、
印刷、製本。

［人事課］ 警察職員の人事、定員、給与。監察。
警察職員の勤務制度。表彰。警察職員の募集、試
験。
警察職員の恩給、退職手当、公務災害補償。職場
又は警察教養施設等における警察実務、術科そ
の他の事項に係る警察職員の教養に関する事務
一般。警察教養施設の整備、運営。警察職員の福
利厚生。警察職員の医療。警察職員の健康診断
その他の保健。警察共済組合。警察職員のレク
リエーション。警察官の職務に協力援助した者
の災害給付。

［会計課］ 予算、決算、会計。交付税、譲与税配
付金特別会計の経理。東日本大震災復興特別会
計の経理のうち警察庁の所掌に係るもの。国有
財産、物品の管理、処分。東日本大震災復興特別
会計に属する国有財産、物品の管理、処分のう
ち警察庁の所掌に係るもの。会計の監査。庁舎
の営繕。庁内の取締り。遺失物法の施行。警察装
備に関する企画、立案、警察装備の研究、開発、
使用基準。警察装備の整備計画。警察用航空機
の運用。拳銃の修理、弾薬の製造。警察官の服

制。
［犯罪被害者等施策推進課］ 犯罪被害者等基本

計画の作成、推進。警察法第５条第１項の任務
に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被
害者等基本法第２条第３項に規定する犯罪被害
者等のための施策に係るものについて、当該重
要政策に関して閣議において決定された基本的
な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図
るために必要となる企画、立案、総合調整。
所管行政に係る犯罪被害者等支援に関する企画、
立案、調整。犯罪被害者等給付金。オウム真理教
犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に
関する法律第３条第１項に規定する給付金。国
外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第３条
に規定する国外犯罪被害弔慰金等。

［通信基盤課］ 警察通信施設の運用。機動警察
通信隊。警察通信施設の保守、新設、改修。

［国家公安委員会会務官］ 国家公安委員会の機
密。国家公安委員会委員長の官印、国家公安委
員会印の管守。国家公安委員会の庶務。国家公
安委員会の保有する資料の整理、保存。警察法
第 条の２第１項及び第２項に規定する事務
についての国家公安委員会の補佐、同条第３項
の規定による補助。

―生 活 安 全 局―

［生活安全企画課］ 生活安全警察等に関する制
度、生活安全警察等の運営に関する企画、立案。
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全
と平穏に関する事務一般。犯罪の予防一般。局
の事務の総合調整。生活安全警察等に関する法
令の調査、研究。生活安全警察等に関する資料
の調査、収集、管理。酩酊者、家出人、迷い子そ
の他応急の救護を要する者の保護。地域警察。
水上警察。鉄道警察。警ら用無線自動車、警察用
船舶の運用。列車その他の交通機関への警乗。
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救
助、これらの事故の防止。警察通信指令。酒に酔
つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する
法律の施行。古物営業法の施行。質屋営業法の
施行。警備業法の施行。探偵業の業務の適正化
に関する法律の施行。特殊開錠用具の所持の禁
止等に関する法律の施行。局内の他の所掌に属
しないこと。

［人身安全・少年課］ ストーカー行為等の規制
等に関する法律の施行。配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する法律の施行。私
事性的画像記録の提供等による被害の防止に関
する法律に規定する犯罪の取締り。人の生命、
身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生
活の安全と平穏。少年非行の防止に関する企画、
立案。少年指導委員。少年の補導。犯罪その他少
年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年
の保護。少年の福祉を害する犯罪の取締り。少
年に対する暴力団の影響の排除。少年を被害者
とする犯罪の防止。インターネット異性紹介事
業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関
する法律の施行。二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止
ニ関スル法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ
関スル法律の施行。

［保安課］ 銃砲刀剣類所持等取締法の施行（組
織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。）。
火薬類取締法の施行（組織犯罪対策第二課の所
掌に属するものを除く。）。高圧ガスその他の危
険物の取締り。核原料物質、核燃料物質及び原
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警察庁（国家公安委員会）

―長 官 官 房―

［首席監察官］ 監察。
［総務課］ 警察庁の機密。長官の官印、警察庁の

庁印の管守。国会との連絡。国立国会図書館支
部警察庁図書館。所管行政に関する総合調整（企
画課の所掌に属するものを除く。）。広報。情報
の公開。個人情報の保護。留置施設。被疑者の取
調べの適正を確保するための監督の措置。長官
官房内の他の所掌に属しないこと。

［企画課］ 所管行政に関する総合的又は基本的
な政策の企画、立案（技術企画課の所掌に属す
るものを除く。）。所管行政に関する総合調整
（総合的又は基本的な政策の企画、立案に係る
ものに限る。）。警察法第５条第１項の任務に関
連する特定の内閣の重要政策について、当該重
要政策に関して閣議において決定された基本的
な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図
るために必要となる企画、立案、総合調整（犯罪
被害者等施策推進課の所掌に属するものを除
く。）。所管行政に関する政策の評価。警察の組
織。法令案その他公文書類の審査、進達。公文書
類の接受、発送、編集、保存。官報掲載。所管行
政に係る統計に関する事務の総括。所管行政に
係る国際協力に関する事務の総括。所管行政に
係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機
関との連絡調整（他局の所掌に属するものを除
く。）。所管行政に係る国際関係事務のうち他の
所掌に属しないもの。

［技術企画課］ 所管行政に関する技術に関する
総合的又は基本的な政策の企画、立案、当該政
策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の
総括。警察通信用機材、情報システムの整備計
画の企画その他警察通信に関する企画。警察通
信の統制。警察通信関係業務の技術的調査。警
察通信用機材、情報システムの技術的検査。特
定公共電気通信システム開発関連技術に関する
研究開発の推進に関する法律の施行。所管行政
に関する情報の管理に関する企画、技術的研究。
所管行政に関する情報システムの整備、管理。
所管行政の事務能率の増進。公文書類の浄書、
印刷、製本。

［人事課］ 警察職員の人事、定員、給与。監察。
警察職員の勤務制度。表彰。警察職員の募集、試
験。
警察職員の恩給、退職手当、公務災害補償。職場
又は警察教養施設等における警察実務、術科そ
の他の事項に係る警察職員の教養に関する事務
一般。警察教養施設の整備、運営。警察職員の福
利厚生。警察職員の医療。警察職員の健康診断
その他の保健。警察共済組合。警察職員のレク
リエーション。警察官の職務に協力援助した者
の災害給付。

［会計課］ 予算、決算、会計。交付税、譲与税配
付金特別会計の経理。東日本大震災復興特別会
計の経理のうち警察庁の所掌に係るもの。国有
財産、物品の管理、処分。東日本大震災復興特別
会計に属する国有財産、物品の管理、処分のう
ち警察庁の所掌に係るもの。会計の監査。庁舎
の営繕。庁内の取締り。遺失物法の施行。警察装
備に関する企画、立案、警察装備の研究、開発、
使用基準。警察装備の整備計画。警察用航空機
の運用。拳銃の修理、弾薬の製造。警察官の服

制。
［犯罪被害者等施策推進課］ 犯罪被害者等基本

計画の作成、推進。警察法第５条第１項の任務
に関連する特定の内閣の重要政策のうち犯罪被
害者等基本法第２条第３項に規定する犯罪被害
者等のための施策に係るものについて、当該重
要政策に関して閣議において決定された基本的
な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図
るために必要となる企画、立案、総合調整。
所管行政に係る犯罪被害者等支援に関する企画、
立案、調整。犯罪被害者等給付金。オウム真理教
犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に
関する法律第３条第１項に規定する給付金。国
外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第３条
に規定する国外犯罪被害弔慰金等。

［通信基盤課］ 警察通信施設の運用。機動警察
通信隊。警察通信施設の保守、新設、改修。

［国家公安委員会会務官］ 国家公安委員会の機
密。国家公安委員会委員長の官印、国家公安委
員会印の管守。国家公安委員会の庶務。国家公
安委員会の保有する資料の整理、保存。警察法
第 条の２第１項及び第２項に規定する事務
についての国家公安委員会の補佐、同条第３項
の規定による補助。

―生 活 安 全 局―

［生活安全企画課］ 生活安全警察等に関する制
度、生活安全警察等の運営に関する企画、立案。
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全
と平穏に関する事務一般。犯罪の予防一般。局
の事務の総合調整。生活安全警察等に関する法
令の調査、研究。生活安全警察等に関する資料
の調査、収集、管理。酩酊者、家出人、迷い子そ
の他応急の救護を要する者の保護。地域警察。
水上警察。鉄道警察。警ら用無線自動車、警察用
船舶の運用。列車その他の交通機関への警乗。
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救
助、これらの事故の防止。警察通信指令。酒に酔
つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する
法律の施行。古物営業法の施行。質屋営業法の
施行。警備業法の施行。探偵業の業務の適正化
に関する法律の施行。特殊開錠用具の所持の禁
止等に関する法律の施行。局内の他の所掌に属
しないこと。

［人身安全・少年課］ ストーカー行為等の規制
等に関する法律の施行。配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する法律の施行。私
事性的画像記録の提供等による被害の防止に関
する法律に規定する犯罪の取締り。人の生命、
身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生
活の安全と平穏。少年非行の防止に関する企画、
立案。少年指導委員。少年の補導。犯罪その他少
年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年
の保護。少年の福祉を害する犯罪の取締り。少
年に対する暴力団の影響の排除。少年を被害者
とする犯罪の防止。インターネット異性紹介事
業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関
する法律の施行。二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止
ニ関スル法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ
関スル法律の施行。

［保安課］ 銃砲刀剣類所持等取締法の施行（組
織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。）。
火薬類取締法の施行（組織犯罪対策第二課の所
掌に属するものを除く。）。高圧ガスその他の危
険物の取締り。核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の
規制に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物
質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律の施行に
関する事務で警察庁の所掌に属するもの（核原
料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律、放射性同位元素等の規制に関する法律の
施行に関する事務については、警備第三課の所
掌に属するものを除く。）。風俗関係事犯の取締
り。売春関係事犯の取締り。人身売買及び他人
の売春からの搾取の禁止に関する条約第 条
に規定する機関との連絡。外国人労働者に係る
雇用関係事犯の取締り。風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律の施行（人身安全・
少年課の所掌に属するものを除く。）。

［生活経済対策管理官］ 公害関係事犯その他の
環境関係事犯の取締り。保健衛生関係事犯の取
締り（組織犯罪対策第二課の所掌に属するもの
を除く。）。特許権、著作権、商標権を侵害する事
犯その他の知的財産権関係事犯の取締り。経済
関係事犯の取締り。債権管理回収業に関する特
別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活
動（暴力団対策に該当しないものに限る。）。局
内の他の所掌に属しない法令違反の取締り。

―刑 事 局―

［刑事企画課］ 刑事警察に関する制度、刑事警
察の運営に関する企画、立案。犯罪の捜査一般。
局の事務の総合調整。刑事法令一般の調査、研
究。刑事資料の調査、収集、管理。局内の他の所
掌に属しないこと。

［捜査第一課］ 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜
査。暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査。窃盗犯の
捜査。人質犯罪、誘拐犯罪の捜査。過失犯の捜
査。他の所掌に属しない犯罪の捜査。移動警察
の運営。サリン等による人身被害の防止に関す
る法律の施行。警察等が取り扱う死体の死因又
は身元の調査等に関する法律の施行。

［捜査第二課］ 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領
その他の知能的犯罪の捜査。証券取引関係犯罪、
金融関係犯罪の捜査。政治資金に係る犯罪の捜
査。公職の選挙、国民投票その他の投票、住民の
直接請求に係る犯罪の捜査。

［捜査支援分析管理官］ 犯罪の捜査の支援とし
て行う民間事業者その他の者からの協力の確保。
犯罪の情勢、手口に関する情報その他の犯罪の
捜査に必要な情報の総合的な分析、調査。犯罪
統計。携帯音声通信事業者による契約者等の本
人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の
防止に関する法律の規定による携帯音声通信役
務の不正な利用の防止。

［犯罪鑑識官］ 犯罪鑑識。犯罪鑑識施設の整備、
運営。

（組織犯罪対策部）
［組織犯罪対策第一課］ 部の事務の総合調整。

部の事務に関する基本的な政策の企画、立案。
部の事務に関する法令の調査、研究。部の事務
に関する資料、情報の収集、整理、分析。暴力団
員による不当な行為の防止一般。暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律の施行。債
権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づ
く意見の陳述その他の活動（生活経済対策管理
官の所掌に属するものを除く。）。犯罪による収
益の移転防止に関する法律の施行。犯罪による
収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その

他の国際的な枠組み、外国の行政機関その他の
関係機関との連絡調整。部内の他の所掌に属し
ないこと。

［組織犯罪対策第二課］ 暴力団に係る犯罪の取
締り。麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪
の取締り。拳銃その他の銃器に関する犯罪の取
締り。薬物又は銃器の国際的な不正取引に関す
る情報の収集、整理。組織犯罪の取締り（組織犯
罪対策第一課、国際捜査管理官の所掌に属する
ものを除く。）。

［国際捜査管理官］ 国際的な犯罪捜査。外国人
による組織犯罪の取締り（他の所掌に属するも
のを除く。）。国際捜査共助。国際刑事警察機構
との連絡。重大な犯罪を防止し、及びこれと戦
う上での協力の強化に関する日本国政府とアメ
リカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法
律第２条第１号に規定する合衆国連絡部局との
連絡。

―交 通 局―

［交通企画課］ 交通警察に関する制度、交通警
察の運営に関する企画、立案。交通事故防止対
策一般。局の事務の総合調整。道路の交通に関
する統計。交通安全教育、交通安全運動。道路交
通法の施行（局内の他の課の所掌に属するもの
を除く。）。交通事故調査分析センター。地域交
通安全活動推進委員。都道府県交通安全活動推
進センター、全国交通安全活動推進センター。
自動車安全運転センター。自動車運転代行業の
業務の適正化に関する法律の施行（交通指導課
の所掌に属するものを除く。）。交通事故防止対
策、交通統計、交通安全教育、交通安全運動につ
いての技術的研究に関する企画、指導。道路交
通関係法令の規定の違反の取締り、道路交通関
係法令の規定による道路の交通の規制、信号機、
道路標識、道路標示その他交通安全施設につい
ての技術的研究（高度な情報通信の技術に関す
るものに限る。）に関する企画、指導。局内の他
の所掌に属しないこと。

［交通指導課］ 道路交通関係法令の規定の違反
の取締り。交通反則行為の処理。交通事故の処
理、交通事故に係る犯罪の捜査。道路交通法の
規定による車両の使用者に対する指示、放置違
反金に関する事務、車両の使用の制限。交通取
締用自動車の運用。高速道路交通警察隊の管理。
道路交通関係法令の規定の違反の取締り等につ
いての技術的研究に関する企画、指導（交通企
画課の所掌に属するものを除く。）。

［交通規制課］ 道路交通関係法令の規定による
道路の交通の規制。信号機、道路標識、道路標示
その他交通安全施設。交通安全施設等整備事業
の推進に関する法律の規定による交通安全施設
等整備事業。自動車の保管場所の確保等に関す
る法律の施行（交通指導課の所掌に属するもの
を除く。）。道路交通関係法令の規定による道路
の交通の規制等についての技術的研究に関する
企画、指導（交通企画課の所掌に属するものを
除く。）。

［運転免許課］ 運転免許、運転免許試験。運転免
許の取消し、停止等。運転免許に係る講習。自動
車等の運転者に係る運転免許等の事務に必要な
資料の収集、利用等。自動車教習所。運転免許等
についての技術的研究に関する企画、指導。

―警 備 局―
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［警備企画課］ 警備警察に関する制度、警備警
察の運営に関する企画、立案。局の事務の総合
調整。警備警察に関する法令の調査、研究。警備
警察に関する資料の整備、保存。警備情報の総
合的な分析、これに関する調査。先端的な技術
を用いて行われる不正な活動に関する警備情報
の収集、整理その他当該活動に関する警備情報
（外事情報部の所掌に属するものを除く。）。先
端的な技術を用いて行われる不正な活動に関す
る警備犯罪の取締り（外事情報部の所掌に属す
るものを除く。）。国際連合安全保障理事会決議
第 号等を踏まえ我が国が実施する財産の
凍結等に関する特別措置法の施行。局内の他の
所掌に属しないこと。

［公安課］ 警備情報の収集、整理その他警備情
報（警備企画課、外事情報部の所掌に属するも
のを除く。）。次に掲げる犯罪その他警備犯罪の
取締り（警備企画課、外事情報部の所掌に属す
るものを除く。）（刑法第２編第２章、第３章に
規定する犯罪、破壊活動防止法に規定する犯罪、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う刑事特別法第６条、第７条に規
定する犯罪、日米相互防衛援助協定等に伴う秘
密保護法に規定する犯罪）。無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律の規定に基づ
く意見の陳述その他の活動。

（外事情報部）
［外事課］ 部の事務の総合調整。次に掲げる犯

罪の取締り（国際テロリズム対策課の所掌に属
するものを除く。）（出入国管理及び難民認定法、
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関する特例法に規定す
る犯罪、外国為替及び外国貿易法、関税法に規
定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持
に係るもの、外国人に係る警備犯罪）。外国人に
係る警備情報の収集、整理、その他外国人に係
る警備情報（国際テロリズム対策課の所掌に属
するものを除く。）。

［国際テロリズム対策課］ 外国人又はその活動
の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに
関する警備情報の収集、整理その他これらの活
動に関する警備情報、警備犯罪の取締り。

（警備運用部）
［警備第一課］ 部の事務の総合調整。部の事務

に関する基本的な政策の企画、立案。部の事務
に関する法令の調査、研究。警備方針の策定、そ
の実施、警備実施に関連する犯罪の取締り（警
備第三課の所掌に属するものを除く。）。重要施
設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛
行の禁止に関する法律の施行。機動隊の管理一
般。部内の他の所掌に属しないこと。

［警備第二課］ 警衛。警護。
［警備第三課］ 警察法第 条第１項の緊急事態

及び同法第５条第４項第４号に規定する事案に
対処するための計画、その実施。核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射
性同位元素等の規制に関する法律の施行に関す
る事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核
燃料物質、特定放射性同位元素の防護に係るも
の。特定物質、特定病原体等を使用したテロリ
ズムが行われることを防止するための特定物質
及び特定病原体等の防護。災害警備。消防機関、
水防機関との協力援助。

―サイバー警察局―

［サイバー企画課］ 局の所掌に係る警察に関す
る制度、サイバー警察の運営に関する企画、立
案。サイバー事案の防止対策一般。局の事務の
総合調整。サイバー警察に関する法令の調査、
研究。サイバー警察に関する資料、情報の収集、
整理、分析。サイバー警察に関する国際会議そ
の他の国際的な枠組み、外国の行政機関その他
の関係機関との連絡調整（サイバー捜査課の所
掌に属するものを除く。）。局内の他の所掌に属
しないこと。

［サイバー捜査課］ サイバー事案に係る犯罪の
捜査。サイバー事案に係る犯罪の取締りに関す
る外国の警察行政機関との連絡。

［情報技術解析課］ 犯罪の取締りのための情報
技術の解析。サイバー事案の防止対策に関する
事務のうち技術。

217



［警備企画課］ 警備警察に関する制度、警備警
察の運営に関する企画、立案。局の事務の総合
調整。警備警察に関する法令の調査、研究。警備
警察に関する資料の整備、保存。警備情報の総
合的な分析、これに関する調査。先端的な技術
を用いて行われる不正な活動に関する警備情報
の収集、整理その他当該活動に関する警備情報
（外事情報部の所掌に属するものを除く。）。先
端的な技術を用いて行われる不正な活動に関す
る警備犯罪の取締り（外事情報部の所掌に属す
るものを除く。）。国際連合安全保障理事会決議
第 号等を踏まえ我が国が実施する財産の
凍結等に関する特別措置法の施行。局内の他の
所掌に属しないこと。

［公安課］ 警備情報の収集、整理その他警備情
報（警備企画課、外事情報部の所掌に属するも
のを除く。）。次に掲げる犯罪その他警備犯罪の
取締り（警備企画課、外事情報部の所掌に属す
るものを除く。）（刑法第２編第２章、第３章に
規定する犯罪、破壊活動防止法に規定する犯罪、
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う刑事特別法第６条、第７条に規
定する犯罪、日米相互防衛援助協定等に伴う秘
密保護法に規定する犯罪）。無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律の規定に基づ
く意見の陳述その他の活動。

（外事情報部）
［外事課］ 部の事務の総合調整。次に掲げる犯

罪の取締り（国際テロリズム対策課の所掌に属
するものを除く。）（出入国管理及び難民認定法、
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関する特例法に規定す
る犯罪、外国為替及び外国貿易法、関税法に規
定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持
に係るもの、外国人に係る警備犯罪）。外国人に
係る警備情報の収集、整理、その他外国人に係
る警備情報（国際テロリズム対策課の所掌に属
するものを除く。）。

［国際テロリズム対策課］ 外国人又はその活動
の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに
関する警備情報の収集、整理その他これらの活
動に関する警備情報、警備犯罪の取締り。

（警備運用部）
［警備第一課］ 部の事務の総合調整。部の事務

に関する基本的な政策の企画、立案。部の事務
に関する法令の調査、研究。警備方針の策定、そ
の実施、警備実施に関連する犯罪の取締り（警
備第三課の所掌に属するものを除く。）。重要施
設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛
行の禁止に関する法律の施行。機動隊の管理一
般。部内の他の所掌に属しないこと。

［警備第二課］ 警衛。警護。
［警備第三課］ 警察法第 条第１項の緊急事態

及び同法第５条第４項第４号に規定する事案に
対処するための計画、その実施。核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射
性同位元素等の規制に関する法律の施行に関す
る事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核
燃料物質、特定放射性同位元素の防護に係るも
の。特定物質、特定病原体等を使用したテロリ
ズムが行われることを防止するための特定物質
及び特定病原体等の防護。災害警備。消防機関、
水防機関との協力援助。

―サイバー警察局―

［サイバー企画課］ 局の所掌に係る警察に関す
る制度、サイバー警察の運営に関する企画、立
案。サイバー事案の防止対策一般。局の事務の
総合調整。サイバー警察に関する法令の調査、
研究。サイバー警察に関する資料、情報の収集、
整理、分析。サイバー警察に関する国際会議そ
の他の国際的な枠組み、外国の行政機関その他
の関係機関との連絡調整（サイバー捜査課の所
掌に属するものを除く。）。局内の他の所掌に属
しないこと。

［サイバー捜査課］ サイバー事案に係る犯罪の
捜査。サイバー事案に係る犯罪の取締りに関す
る外国の警察行政機関との連絡。

［情報技術解析課］ 犯罪の取締りのための情報
技術の解析。サイバー事案の防止対策に関する
事務のうち技術。

個人情報保護委員会

［総務課］ 委員会の事務局の所掌事務に関する
総合調整。機密。委員長の官印、委員会印その他
の公印の保管。法令案の作成。公文書類の接受、
発送、編集及び保存。公文書類の審査及び進達。
委員会の保有する情報の公開。委員会の保有す
る個人情報の保護。職員の任免、給与、懲戒、服
務その他の人事並びに教養及び訓練。職員の衛
生、医療その他の福利厚生。機構及び定員。委員
会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び
会計並びに会計の監査。委員会所属の国有財産
の管理及び処分並びに物品の管理。官報掲載。
委員会の事務局の行政の考査。国会との連絡。
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用につ
いての広報及び啓発。委員会の事務局の所掌事
務で他の所掌に属しないもの。

［参事官］ 個人情報の保護に関する基本方針の
策定及び推進。個人情報取扱事業者における個
人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名
加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取
扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取
扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに
個人関連情報取扱事業者における個人関連情報
の取扱いに関する監督、行政機関等における個
人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人
関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、
仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関す
る苦情の申出についての必要なあっせん及びそ
の処理を行う事業者への協力。認定個人情報保
護団体に関すること。特定個人情報の取扱いに
関する監視又は監督並びに苦情の申出について
の必要なあっせん及びその処理を行う事業者へ
の協力。特定個人情報保護評価。委員会の所掌
事務に係る国際協力。行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第 条第９号の規定による利用特定個人情
報の提供に関し、同号の規定に基づき委員会に
属させられた事務。
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カジノ管理委員会

［監察官］ 監察。
（総務企画部）

［総務課］ 事務局の所掌事務に関する総合調整
（企画課の所掌に属するものを除く。）。機密。
委員長の官印及び委員会印の保管。公文書類の
接受、発送、編集及び保存。公文書類の審査及び
進達（企画課の所掌に属するものを除く。）。カ
ジノ管理委員会の保有する情報の公開。カジノ
管理委員会の保有する個人情報の保護。職員の
任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養
及び訓練。職員の衛生、医療その他の福利厚生。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式。
機構及び定員。カジノ管理委員会の所掌に係る
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計
の監査。カジノ管理委員会所属の行政財産及び
物品の管理。庁内の管理。カジノ管理委員会の
所掌事務に関する官報掲載。事務局の行政の考
査。事務局の事務能率の増進。国会との連絡。広
報。そのほか、事務局の所掌事務で他の所掌に
属しないもの。

［企画課］ カジノ施設の設置及び運営に関する
秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基
本的な政策の企画及び立案（カジノ事業におけ
る犯罪による収益の移転防止に関するもの及び
依存対策課の所掌に属するものを除く。）。事務
局の所掌事務に関する総合調整（カジノ施設の
設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確
保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立
案に関するものに限る。）。法令案の審査及び進
達。カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策
の評価。カジノ管理委員会の情報システムの整
備及び管理。カジノ管理委員会の所掌事務に係
る国際協力に関する事務の総括。カジノ管理委
員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的
な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連
絡調整。

［依存対策課］ カジノ行為に対する依存の防止
に関する政策の企画及び立案並びに推進。カジ
ノ行為に対する依存の防止のための措置に関す
る企画及び立案。カジノ事業又はカジノ施設に
関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立
案。

（監督調査部）
［監督総括課］ 監督調査部の所掌事務に関する

総合調整。監督事務（監督調査部の所掌に属す
る監督に関する事務をいう。財務監督課におい
て同じ。）に関する指針の策定に関する事務の
総括。カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者
の業務及び経理の監査に関する事務の総括。特
定複合観光施設区域整備法（以下「法」とい
う。）第 条第１項の費用（財務監督課にお
いて「審査費用」という。）の算定。監督調査
部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟。そ
のほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属
しないもの。

［規制監督課］ カジノ事業の監督（総務企画部
並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するも
のを除く。）。カジノ施設供用事業の監督（総務
企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属
するものを除く。）。カジノ関連機器等製造業等
の監督（総務企画部並びに調査課及び財務監督
課の所掌に属するものを除く。）。カジノ施設の
適正な利用（総務企画部の所掌に属するものを

除く。）。
［調査課］ 法第 条第１項各号に掲げる調査

（社会的信用に関するものに限る。）に関する
事務。

［財務監督課］ 監督事務のうち財務に関するも
の。入場料納入金及び認定都道府県等入場料納
入金の徴収。国庫納付金及び認定都道府県等納
付金の徴収。法第 条第１項の手数料の徴
収。審査費用の徴収。
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カジノ管理委員会

［監察官］ 監察。
（総務企画部）

［総務課］ 事務局の所掌事務に関する総合調整
（企画課の所掌に属するものを除く。）。機密。
委員長の官印及び委員会印の保管。公文書類の
接受、発送、編集及び保存。公文書類の審査及び
進達（企画課の所掌に属するものを除く。）。カ
ジノ管理委員会の保有する情報の公開。カジノ
管理委員会の保有する個人情報の保護。職員の
任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養
及び訓練。職員の衛生、医療その他の福利厚生。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式。
機構及び定員。カジノ管理委員会の所掌に係る
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計
の監査。カジノ管理委員会所属の行政財産及び
物品の管理。庁内の管理。カジノ管理委員会の
所掌事務に関する官報掲載。事務局の行政の考
査。事務局の事務能率の増進。国会との連絡。広
報。そのほか、事務局の所掌事務で他の所掌に
属しないもの。

［企画課］ カジノ施設の設置及び運営に関する
秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基
本的な政策の企画及び立案（カジノ事業におけ
る犯罪による収益の移転防止に関するもの及び
依存対策課の所掌に属するものを除く。）。事務
局の所掌事務に関する総合調整（カジノ施設の
設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確
保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立
案に関するものに限る。）。法令案の審査及び進
達。カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策
の評価。カジノ管理委員会の情報システムの整
備及び管理。カジノ管理委員会の所掌事務に係
る国際協力に関する事務の総括。カジノ管理委
員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的
な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連
絡調整。

［依存対策課］ カジノ行為に対する依存の防止
に関する政策の企画及び立案並びに推進。カジ
ノ行為に対する依存の防止のための措置に関す
る企画及び立案。カジノ事業又はカジノ施設に
関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立
案。

（監督調査部）
［監督総括課］ 監督調査部の所掌事務に関する

総合調整。監督事務（監督調査部の所掌に属す
る監督に関する事務をいう。財務監督課におい
て同じ。）に関する指針の策定に関する事務の
総括。カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者
の業務及び経理の監査に関する事務の総括。特
定複合観光施設区域整備法（以下「法」とい
う。）第 条第１項の費用（財務監督課にお
いて「審査費用」という。）の算定。監督調査
部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟。そ
のほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属
しないもの。

［規制監督課］ カジノ事業の監督（総務企画部
並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するも
のを除く。）。カジノ施設供用事業の監督（総務
企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属
するものを除く。）。カジノ関連機器等製造業等
の監督（総務企画部並びに調査課及び財務監督
課の所掌に属するものを除く。）。カジノ施設の
適正な利用（総務企画部の所掌に属するものを

除く。）。
［調査課］ 法第 条第１項各号に掲げる調査

（社会的信用に関するものに限る。）に関する
事務。

［財務監督課］ 監督事務のうち財務に関するも
の。入場料納入金及び認定都道府県等入場料納
入金の徴収。国庫納付金及び認定都道府県等納
付金の徴収。法第 条第１項の手数料の徴
収。審査費用の徴収。

 

金融庁

―総合政策局―

［秘書課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他人事、教養、訓練。長官の官印、庁印の保
管。国立国会図書館支部金融庁図書館に関する
こと。栄典、表彰、儀式。所掌事務に関する研修、
調査、研究。機構・定員。経費、収入の予算、決
算、会計、会計の監査。金融庁所属の国有財産及
び物品の管理。東日本大震災復興特別会計の経
理のうち所掌に係るもの。東日本大震災復興特
別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理のうち所掌に係るもの。宿舎貸与。
建築物の営繕。庁内の管理。行政の考査。情報シ
ステムの整備、管理。情報の整理、分析、結果の
提供。事務能率の増進。

［総務課］ 公文書の接受、発送、編集、保存。公
法案その他の文書類の審査、進達。情報公開・個
人情報保護。庁の所掌事務に関する総合調整。
国会との連絡。広報。財務局等との連絡調整。官
報掲載。所掌事務に関する不服申立て、訴訟。金
融商品取引法第６章の２、公認会計士法第５章
の６の規定による審判手続の事務、課徴金の納
付を命ずる決定、課徴金の徴収。国際関係事務
に関する基本的な政策の企画、立案、推進。所掌
事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的
な枠組み、外国の行政機関、団体に関する事務
の総括。所掌事務に係る国際協力に関する連絡
調整。

［総合政策課］ 総合的かつ基本的な方針その他
の政策の企画、立案及び当該政策を実施するた
めに必要な総括。施策に関し横断的な処理を要
する事項に関する基本的な政策の企画、立案及
び当該政策を実施するために必要な総括。金融
に係る知識の普及。勤労者財産形成政策基本方
針の策定。金融サービスの提供及び利用環境の
整備等に関する法律第 条第１項に規定する
基本方針の策定、推進。金融経済教育推進機構
の業務及び組織の適正な運営の確保。金融の円
滑化を図るための環境の整備に関する基本的な
政策に関する企画、立案、推進。税制に関する調
整に関する事務の総括。政策評価。金融に関す
る調査、研究。サイバーセキュリティの確保に
関する事務の総括。資産形成の支援に関する施
策の総合的な推進を図るための基本的な政策に
関する事項の企画、立案、総合調整。特定の内閣
の重要政策について、閣議決定された基本方針
に基づく行政各部の施策の統一を図るための企
画、立案、総合調整。

［リスク分析総括課］ 金融システムに係るリス
ク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状
況及び動向に関する調査、分析に関する事務の
総括並びにその取りまとめた調査、分析の結果
に基づく必要な施策の企画、立案。金融システ
ムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通す
るリスクの状況及び動向を把握するための包括
的又は特に専門的な調査、分析、検査並びにそ
の結果に基づく必要な施策の企画、立案。行政
に関する苦情の処理。電子決済等取扱業、信用
金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決
済等取扱業を行う者、認定電子決済等取扱事業
者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協
会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者
協会、電子決済等代行業、信用金庫電子決済等

代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同
組合電子決済等代行業、農業協同組合法第 条
の５の２第２項に規定する特定信用事業電子決
済等代行業、水産業協同組合法第 条第２項
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農
林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央
金庫電子決済等代行業を営む者、認定電子決済
等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代
行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事
業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事
業者協会、農業協同組合法第 条の５の７に規
定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者
協会、水産業協同組合法第 条に規定する認
定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認
定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協
会、貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機
関、指定信用情報機関及び指定試験機関、特定
金融会社等、指定紛争解決機関、前払式支払手
段発行者、資金移動業を営む者、電子決済手段
等取引業を行う者、暗号資産交換業を行う者、
為替取引分析業を行う者、認定資金決済事業者
協会、金融サービス仲介業を行う者、認定金融
サービス仲介業協会の監督。商品取引所の会員
等のみに対する貸付けの業務を行う者の届出の
受理、実態調査。電子記録債権の電子記録。金融
商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場
を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融
商品取引業協会、金融商品取引業を行う者、金
融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関の検
査。沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力
銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日
本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開
発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政
法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業
基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、
独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人郵便
貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支
援機構の検査。総合政策局の所掌事務に関する
財務局、沖縄総合事務局との事務の連絡調整。
監督事務に従事する職員の訓練及び監督事務の
指導、監督。監督事務に関する指針の策定。監督
事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事
項に関する基本的な政策の企画、立案、推進。

［検査監理官］ 検査に関する事務の分掌、検査
のうち重要なものの実施、検査に関する事務の
監督局との調整。

―企画市場局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する財務局等との事務の連絡調
整。局の所掌事務に関する指針の策定に関する
事務の総括。局の所掌事務に係る施策に関し総
合的な処理を要する事項に関する基本的な政策
の企画、立案、推進。局の所掌事務に従事する職
員の訓練、企画市場局の所掌に関する事務の指
導、監督。国内金融及び金融機関等の行う国際
業務に関する制度の企画、立案。国内金融及び
金融機関等の行う国際業務に関する制度に関す
る基本的な事項、共通的な事項の企画、立案。金
融取引の高度化に関する制度の企画、立案。金
融業に係る持株会社に関する制度の企画、立案。
銀行業、無尽業に関する制度の企画、立案。信用
金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合
会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第９
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条の９第１項第１号の事業を行う協同組合連合
会に関する制度の企画、立案。農業協同組合法
第 条第１項第３号の事業を行う農業協同組
合、農業協同組合連合会、水産業協同組合法第

条第１項第４号、第 条第１項第４号、第
条第１項第２号又は第 条第１項第２号の

事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合
会、農林中央金庫に関する制度の企画、立案。銀
行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理
業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業
協同組合法第 条の２第２項に規定する特定
信用事業代理業、水産業協同組合法第 条第
２項に規定する特定信用事業代理業、農林中央
金庫代理業、再編強化法代理業務に関する制度
の企画、立案。電子決済等取扱業、信用金庫電子
決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱
業に関する制度の企画、立案。電子決済等代行
業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子
決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、
農業協同組合法第 条の５の２第２項に規定
する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協
同組合法第 条第２項に規定する特定信用事
業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等
代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業
に関する制度の企画、立案。信用保証協会、農業
信用基金協会、漁業信用基金協会に関する制度
の企画、立案。預金保険、農水産業協同組合貯金
保険に関する制度の企画、立案。日本銀行に関
する制度の企画、立案。日本銀行の国内金融業
務の適正な運営の確保。準備預金制度。保険に
関する制度の企画、立案。船主相互保険組合に
関する制度の企画、立案。自動車損害賠償責任
共済に関する制度の企画、立案。信託業、信託契
約代理業、信託業法第 条の２第１項の登録を
受けて信託法第３条第３号に掲げる方法によっ
てする信託に係る事務に関する制度の企画、立
案。貸金業を営む者、短資業者等に関する制度
の企画、立案。不動産特定共同事業に関する制
度の企画、立案。資金決済に関する制度の企画、
立案。電子記録債権の電子記録に関する制度の
企画、立案。確定拠出年金運営管理業に関する
制度の企画、立案。金融サービス仲介業に関す
る制度の企画、立案。内外における経済金融情
勢に関する調査。所掌事務に関する統計の作成、
資料の収集。金融審議会の庶務。

［市場課］ 金融商品市場その他の金融市場に関
する制度の企画、立案。金融商品取引業を行う
者に関する制度の企画、立案。投資信託制度、投
資法人制度の企画、立案。資産流動化に関する
制度の企画、立案。金融機関の金利調整。金融審
議会金利調整分科会の庶務。金融商品債務引受
業を行う者の監督。取引所金融商品市場を開設
する者の監督。外国金融商品取引所の監督。認
可金融商品取引業協会の監督。金融商品取引業
を行う者の監督。金融商品取引所持株会社の監
督。取引情報蓄積機関の監督。有価証券の売買
又はデリバティブ取引。株式、社債その他有価
証券の振替。金融商品取引法第６章の２の規定
による審判手続開始の決定（企業開示課の所掌
に属するものを除く。）。

［企業開示課］ 金融商品取引法第２章から第２
章の６までの規定による企業内容等の関示等に
関する制度及び同法第３章の３の規定による信
用格付業者に関する制度の企画、立案。金融商
品取引法第２章から第２章の６までの規定によ

る有価証券届出書、有価証券報告書その他の書
類の審査、処分。金融商品取引法第 条第１項、
第 条の 第１項、第２項、第 条の 第
１項、第 条の 第１項、第 条の 第１
項の規定に基づく検査。企業会計の基準の設定
その他企業の財務。企業会計審議会の庶務。公
認会計士制度の企画、立案。公認会計士等、日本
公認会計士協会の監督。金融商品取引法第
条の３第２項の規定に基づく申出の受理。金融
商品取引法第 条第１項、第２項、第３項、
第 条の２第１項及び第２項及び第６項、第

条の３各項、第 条の４第１項及び第２
項、第 条の５、第 条の６第１項、第
条の７から第 条の９まで、第 条の 各
項、第 条の 第１項、第 条の 第１
項の規定による課徴金に係る同法第６章の２の
規定による審判手続開始の決定。公認会計士法
第 条の２第１項及び第 条の の２第１
項の規定による課徴金に係る同法第５章の６の
規定による審判手続開始の決定。

―監 督 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する財務局等との連絡調整。監
督事務に関する指針の策定。監督事務に係る施
策に関し総合的な処理を要する事項に関する基
本的な政策の企画、立案、推進。監督事務に従事
する職員の訓練、監督事務の指導監督。認定経
営革新等支援機関、郵便貯金銀行、郵便保険会
社、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行を所属銀
行とする銀行代理業を営む者、郵便保険会社を
所属保険会社等とする生命保険募集人の監督。
預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構
の業務、組織の適正な運営の確保。預金保険機
構による資金援助に係る金融機関の合併等の適
格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構に
よる特定資金援助に係る金融機関等の特定合併
等の特定適格性の認定及びあっせん。農水産業
協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農
水産業協同組合の合併等の適格性の認定、あっ
せん。日本銀行の国内金融業務の適正な運営の
確保。金融危機対応会議の庶務。

［銀行第一課］ 銀行業を営む者、信託業又は信
託契約代理業を営む者、信託業法第 条の２第
１項の登録を受けた者、銀行持株会社、銀行代
理業又は長期信用銀行代理業を営む者、資金清
算業を行う者、特定金融指標算出者の監督。短
資業者の届出の受理、実態調査。

［銀行第二課］ 銀行業を営む者（一般社団法人
全国地方銀行協会、一般社団法人第二地方銀行
協会の会員その他金融庁長官が定める者に限
る。）、無尽業を営む者、銀行持株会社、信用金
庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合
会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第９
条の９第１項第１号の事業を行う協同組合連合
会、農業協同組合法第 条第１項第３号の事業
を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、水
産業協同組合法第 条第１項第４号、第 条
第１項第４号、第 条第１項第２号、第 条
第１項第２号の事業を行う漁業協同組合又は漁
業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産
加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会
社商工組合中央金庫、信用金庫代理業、労働金
庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合
法第 条の２第２項に規定する特定信用事業
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条の９第１項第１号の事業を行う協同組合連合
会に関する制度の企画、立案。農業協同組合法
第 条第１項第３号の事業を行う農業協同組
合、農業協同組合連合会、水産業協同組合法第

条第１項第４号、第 条第１項第４号、第
条第１項第２号又は第 条第１項第２号の

事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合
会、農林中央金庫に関する制度の企画、立案。銀
行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理
業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業
協同組合法第 条の２第２項に規定する特定
信用事業代理業、水産業協同組合法第 条第
２項に規定する特定信用事業代理業、農林中央
金庫代理業、再編強化法代理業務に関する制度
の企画、立案。電子決済等取扱業、信用金庫電子
決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱
業に関する制度の企画、立案。電子決済等代行
業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子
決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、
農業協同組合法第 条の５の２第２項に規定
する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協
同組合法第 条第２項に規定する特定信用事
業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等
代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業
に関する制度の企画、立案。信用保証協会、農業
信用基金協会、漁業信用基金協会に関する制度
の企画、立案。預金保険、農水産業協同組合貯金
保険に関する制度の企画、立案。日本銀行に関
する制度の企画、立案。日本銀行の国内金融業
務の適正な運営の確保。準備預金制度。保険に
関する制度の企画、立案。船主相互保険組合に
関する制度の企画、立案。自動車損害賠償責任
共済に関する制度の企画、立案。信託業、信託契
約代理業、信託業法第 条の２第１項の登録を
受けて信託法第３条第３号に掲げる方法によっ
てする信託に係る事務に関する制度の企画、立
案。貸金業を営む者、短資業者等に関する制度
の企画、立案。不動産特定共同事業に関する制
度の企画、立案。資金決済に関する制度の企画、
立案。電子記録債権の電子記録に関する制度の
企画、立案。確定拠出年金運営管理業に関する
制度の企画、立案。金融サービス仲介業に関す
る制度の企画、立案。内外における経済金融情
勢に関する調査。所掌事務に関する統計の作成、
資料の収集。金融審議会の庶務。

［市場課］ 金融商品市場その他の金融市場に関
する制度の企画、立案。金融商品取引業を行う
者に関する制度の企画、立案。投資信託制度、投
資法人制度の企画、立案。資産流動化に関する
制度の企画、立案。金融機関の金利調整。金融審
議会金利調整分科会の庶務。金融商品債務引受
業を行う者の監督。取引所金融商品市場を開設
する者の監督。外国金融商品取引所の監督。認
可金融商品取引業協会の監督。金融商品取引業
を行う者の監督。金融商品取引所持株会社の監
督。取引情報蓄積機関の監督。有価証券の売買
又はデリバティブ取引。株式、社債その他有価
証券の振替。金融商品取引法第６章の２の規定
による審判手続開始の決定（企業開示課の所掌
に属するものを除く。）。

［企業開示課］ 金融商品取引法第２章から第２
章の６までの規定による企業内容等の関示等に
関する制度及び同法第３章の３の規定による信
用格付業者に関する制度の企画、立案。金融商
品取引法第２章から第２章の６までの規定によ

る有価証券届出書、有価証券報告書その他の書
類の審査、処分。金融商品取引法第 条第１項、
第 条の 第１項、第２項、第 条の 第
１項、第 条の 第１項、第 条の 第１
項の規定に基づく検査。企業会計の基準の設定
その他企業の財務。企業会計審議会の庶務。公
認会計士制度の企画、立案。公認会計士等、日本
公認会計士協会の監督。金融商品取引法第
条の３第２項の規定に基づく申出の受理。金融
商品取引法第 条第１項、第２項、第３項、
第 条の２第１項及び第２項及び第６項、第

条の３各項、第 条の４第１項及び第２
項、第 条の５、第 条の６第１項、第
条の７から第 条の９まで、第 条の 各
項、第 条の 第１項、第 条の 第１
項の規定による課徴金に係る同法第６章の２の
規定による審判手続開始の決定。公認会計士法
第 条の２第１項及び第 条の の２第１
項の規定による課徴金に係る同法第５章の６の
規定による審判手続開始の決定。

―監 督 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する財務局等との連絡調整。監
督事務に関する指針の策定。監督事務に係る施
策に関し総合的な処理を要する事項に関する基
本的な政策の企画、立案、推進。監督事務に従事
する職員の訓練、監督事務の指導監督。認定経
営革新等支援機関、郵便貯金銀行、郵便保険会
社、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行を所属銀
行とする銀行代理業を営む者、郵便保険会社を
所属保険会社等とする生命保険募集人の監督。
預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構
の業務、組織の適正な運営の確保。預金保険機
構による資金援助に係る金融機関の合併等の適
格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構に
よる特定資金援助に係る金融機関等の特定合併
等の特定適格性の認定及びあっせん。農水産業
協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農
水産業協同組合の合併等の適格性の認定、あっ
せん。日本銀行の国内金融業務の適正な運営の
確保。金融危機対応会議の庶務。

［銀行第一課］ 銀行業を営む者、信託業又は信
託契約代理業を営む者、信託業法第 条の２第
１項の登録を受けた者、銀行持株会社、銀行代
理業又は長期信用銀行代理業を営む者、資金清
算業を行う者、特定金融指標算出者の監督。短
資業者の届出の受理、実態調査。

［銀行第二課］ 銀行業を営む者（一般社団法人
全国地方銀行協会、一般社団法人第二地方銀行
協会の会員その他金融庁長官が定める者に限
る。）、無尽業を営む者、銀行持株会社、信用金
庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合
会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第９
条の９第１項第１号の事業を行う協同組合連合
会、農業協同組合法第 条第１項第３号の事業
を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、水
産業協同組合法第 条第１項第４号、第 条
第１項第４号、第 条第１項第２号、第 条
第１項第２号の事業を行う漁業協同組合又は漁
業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産
加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会
社商工組合中央金庫、信用金庫代理業、労働金
庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合
法第 条の２第２項に規定する特定信用事業

代理業、水産業協同組合法第 条第２項に規
定する特定信用事業代理業、農林中央金庫代理
業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第２
条第４項に規定する代理又は媒介に係る契約の
相手方、再編強化法代理業務を行う農業協同組
合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、信用保
証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会、
漁業信用基金協会の監督。

［保険課］ 保険業を行う者、保険持株会社、船主
相互保険組合、生命保険募集人、損害保険代理
店、少額短期保険募集人、保険仲立人、指定保険
数理法人、指定紛争処理機関の監督。保険契約
者保護機構の業務、組織の適正な運営の確保。
保険契約者保護機構による資金援助に係る保険
契約の移転等の適格性の認定、保険契約の引受
けの適格性の認定。損害保険料率算出団体の業
務、組織の適正な運営の確保。自動車損害賠償
責任共済。自動車損害賠償責任保険審議会の庶
務。

［証券課］ 金融商品取引業を行う者、指定親会
社、証券金融会社、信用格付業者、高速取引行為
者、認可金融商品取引業協会・認定金融商品取
引業協会・認定投資者保護団体、特定金融指標
算出者、特定目的会社、特定譲渡人及び原委託
者、不動産特定共同事業を営む者の監督。投資
者保護基金の業務、組織の適正な運営の確保。
投資者保護基金による返還資金融資に係る適格
性の認定。金融商品取引法第 条の２の規定に
より銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、
当該業務につきこれらの者を監督すること。

［資産運用課］ 金融商品取引業を行う者（金融
商品取引法第２条第８項第 号から第 号ま
でに掲げる行為に係るものに限る。）、投資法人、
投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引
業協会・認定金融商品取引業協会・認定投資者
保護団体（金融商品取引法第２条第８項第 号
から第 号までに掲げる行為に係るものに限
る。）、確定拠出年金運営管理業を営む者の監督。
金融商品取引法第 条の２（同法第 条の８
第１項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）の規定により銀行その他の金融機関が営
む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を
監督すること（金融商品取引法第２条第８項第

号から第 号までに掲げる行為に係るもの
に限る。）。
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消費者庁

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事並びに教養及び訓練。栄典の推薦
及び伝達の実施並びに表彰及び儀式。長官の官
印及び庁印の保管。公文書類の接受、発送、編集
及び保存。法令案その他の公文書類の審査及び
進達。官報掲載。情報の公開。個人情報の保護。
庁の所掌事務に関する総合調整（消費者政策課
及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。）。
行政の考査。事務能率の増進。機構及び定員。国
会との連絡。広報。経費及び収入の予算、決算及
び会計並びに会計の監査。行政財産及び物品の
管理。東日本大震災復興特別会計の経理のうち
庁の所掌に係るもの。東日本大震災復興特別会
計に属する物品の管理のうち庁の所掌に係るも
の。庁内の管理。建築物の営繕。職員の衛生、医
療その他の福利厚生。職員に貸与する宿舎。情
報システムの整備及び管理。情報の分析及び統
計。政策の評価。課徴金の徴収。不服申立て及び
訴訟。国立国会図書館支部消費者庁図書館。

［消費者政策課］ 庁の所掌事務に関する政策の
企画及び立案に関する総合調整。消費者の利益
の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の
調整。消費者の利益の擁護及び増進に関する基
本的な政策の企画及び立案並びに推進（他課及
び参事官の所掌に属するものを除く。）。消費者
の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の
整備に関する基本的な政策の企画及び立案並び
に推進（他課及び参事官の所掌に属するものを
除く。）。庁の所掌事務に関する基本的な政策の
企画及び立案（他課及び参事官の所掌に属する
ものを除く。）。消費者安全法第６条第１項に規
定する基本方針の策定。消費者安全法（第２章
及び第３章を除く。）の規定による消費者安全の
確保（消費者安全法第２条第５項第３号に規定
する消費者事故等に該当するものに係るものに
限る。）。法人等による寄附の不当な勧誘の防止
等に関する法律の規定による法人等からの寄附
の勧誘を受ける者の保護。消費者政策会議の庶
務。行政各部の施策の統一を図るために必要な
事項の企画及び立案並びに総合調整（消費者の
権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理
念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな
生活を営むことができる社会の実現のための基
本的な政策。）。閣議決定された基本方針に基づ
く行政各部の施策の統一を図るために必要な企
画及び立案並びに総合調整。

［消費者制度課］ 消費者の利益の擁護及び増進
に関する基本的な政策のうち消費生活に関する
制度に関するものの企画及び立案並びに推進
（消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に
属するものを除く。）。消費者の利益の擁護及び
増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本
的な政策のうち消費生活に関する制度に関する
ものの企画及び立案並びに推進（消費者教育推
進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除
く。）。庁の所掌事務に関する基本的な政策のう
ち消費生活に関する制度に関するものの企画及
び立案（消費者教育推進課、消費者安全課及び
参事官の所掌に属するものを除く。）。

［消費者教育推進課］ 消費者の利益の擁護及び
増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に
関するものの企画及び立案並びに推進。消費者
の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の

整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に
関するものの企画及び立案ならびに推進。消費
者教育の推進に関する法律第９条第１項に規定
する消費者教育の推進に関する基本的な方針の
策定及び推進。食品ロスの削減の推進に関する
法律第 条第１項に規定する食品ロスの削減
の推進に関する基本的な方針の策定及び推進。
消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消
費者に対する提供に関する企画及び立案並びに
推進。

［地方協力課］ 地方公共団体との連絡に関する
事務の総括。消費者安全法（第３章に限る。）の
規定による消費者安全の確保。独立行政法人国
民生活センターの組織及び運営一般。

［消費者安全課］ 消費者安全法の規定による消
費者安全の確保（消費者政策課及び地方協力課
の所掌に属するものを除く。）。消費者の利益の
擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費
者の生命又は身体の安全の確保に関するものの
企画及び立案並びに推進。消費者の利益の擁護
及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する
基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安
全の確保に関するものの企画及び立案並びに推
進。消費生活用製品安全法第３章第２節の規定
による重大製品事故に関する措置。食品安全基
本法第 条第１項に規定する基本的事項の策
定。食品の安全性の確保に関する政策の企画及
び立案並びに調整。食品の安全性の確保に関す
る関係者相互間の情報及び意見の交換に関する
関係行政機関の事務の調整。行政各部の施策の
統一を図るために必要な事項の企画及び立案並
びに総合調整（食品の安全性の確保を図るため
の環境の総合的な整備。）。

［食品衛生基準審査課］ 食品等及び洗浄剤の衛
生に関する規格又は基準。

［取引対策課］ 消費者庁及び消費者委員会設置
法第４条第１項第５号から第７号まで及び第９
号から第 号までに規定する者と事業者との
間の取引の適正化に関する施策に共通する基本
的な事項の企画及び立案。宅地建物取引業法の
規定による宅地建物取引業者の相手方等（同法
第 条第１項第 号イに規定するものに限る。）
の利益の保護。旅行業法の規定による旅行者の
利益の保護。割賦販売法の規定による購入者等
の利益の保護。特定商取引に関する法律の規定
による購入者等の利益の保護。貸金業法の規定
による個人である資金需要者等の利益の保護。
預託等取引に関する法律の規定による預託者の
利益の保護。特定電子メールの送信の適正化等
に関する法律の規定による特定電子メールの受
信をする者の利益の保護。取引デジタルプラッ
トフォームを利用する消費者の利益の保護に関
する法律の規定による取引デジタルプラットフ
ォームを利用する消費者の利益の保護。

［表示対策課］ 庁の所掌に係る消費生活に密接
に関連する物資の品質に関する表示の適正化に
関する施策に共通する基本的な事項の企画及び
立案。不当景品類及び不当表示防止法第２条第
３項又は第４項に規定する景品類又は表示の適
正化による商品及び役務の消費者による自主的
かつ合理的な選択の確保（総務課の所掌に属す
るものを除く。）。家庭用品品質表示法第３条第
１項に規定する表示の標準となるべき事項。住
宅の品質確保の促進等に関する法律第２条第３
項に規定する日本住宅性能表示基準（個人であ
る住宅購入者等の利益の保護に係るものに限
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消費者庁

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事並びに教養及び訓練。栄典の推薦
及び伝達の実施並びに表彰及び儀式。長官の官
印及び庁印の保管。公文書類の接受、発送、編集
及び保存。法令案その他の公文書類の審査及び
進達。官報掲載。情報の公開。個人情報の保護。
庁の所掌事務に関する総合調整（消費者政策課
及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。）。
行政の考査。事務能率の増進。機構及び定員。国
会との連絡。広報。経費及び収入の予算、決算及
び会計並びに会計の監査。行政財産及び物品の
管理。東日本大震災復興特別会計の経理のうち
庁の所掌に係るもの。東日本大震災復興特別会
計に属する物品の管理のうち庁の所掌に係るも
の。庁内の管理。建築物の営繕。職員の衛生、医
療その他の福利厚生。職員に貸与する宿舎。情
報システムの整備及び管理。情報の分析及び統
計。政策の評価。課徴金の徴収。不服申立て及び
訴訟。国立国会図書館支部消費者庁図書館。

［消費者政策課］ 庁の所掌事務に関する政策の
企画及び立案に関する総合調整。消費者の利益
の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の
調整。消費者の利益の擁護及び増進に関する基
本的な政策の企画及び立案並びに推進（他課及
び参事官の所掌に属するものを除く。）。消費者
の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の
整備に関する基本的な政策の企画及び立案並び
に推進（他課及び参事官の所掌に属するものを
除く。）。庁の所掌事務に関する基本的な政策の
企画及び立案（他課及び参事官の所掌に属する
ものを除く。）。消費者安全法第６条第１項に規
定する基本方針の策定。消費者安全法（第２章
及び第３章を除く。）の規定による消費者安全の
確保（消費者安全法第２条第５項第３号に規定
する消費者事故等に該当するものに係るものに
限る。）。法人等による寄附の不当な勧誘の防止
等に関する法律の規定による法人等からの寄附
の勧誘を受ける者の保護。消費者政策会議の庶
務。行政各部の施策の統一を図るために必要な
事項の企画及び立案並びに総合調整（消費者の
権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理
念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな
生活を営むことができる社会の実現のための基
本的な政策。）。閣議決定された基本方針に基づ
く行政各部の施策の統一を図るために必要な企
画及び立案並びに総合調整。

［消費者制度課］ 消費者の利益の擁護及び増進
に関する基本的な政策のうち消費生活に関する
制度に関するものの企画及び立案並びに推進
（消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に
属するものを除く。）。消費者の利益の擁護及び
増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本
的な政策のうち消費生活に関する制度に関する
ものの企画及び立案並びに推進（消費者教育推
進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除
く。）。庁の所掌事務に関する基本的な政策のう
ち消費生活に関する制度に関するものの企画及
び立案（消費者教育推進課、消費者安全課及び
参事官の所掌に属するものを除く。）。

［消費者教育推進課］ 消費者の利益の擁護及び
増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に
関するものの企画及び立案並びに推進。消費者
の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の

整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に
関するものの企画及び立案ならびに推進。消費
者教育の推進に関する法律第９条第１項に規定
する消費者教育の推進に関する基本的な方針の
策定及び推進。食品ロスの削減の推進に関する
法律第 条第１項に規定する食品ロスの削減
の推進に関する基本的な方針の策定及び推進。
消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消
費者に対する提供に関する企画及び立案並びに
推進。

［地方協力課］ 地方公共団体との連絡に関する
事務の総括。消費者安全法（第３章に限る。）の
規定による消費者安全の確保。独立行政法人国
民生活センターの組織及び運営一般。

［消費者安全課］ 消費者安全法の規定による消
費者安全の確保（消費者政策課及び地方協力課
の所掌に属するものを除く。）。消費者の利益の
擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費
者の生命又は身体の安全の確保に関するものの
企画及び立案並びに推進。消費者の利益の擁護
及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する
基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安
全の確保に関するものの企画及び立案並びに推
進。消費生活用製品安全法第３章第２節の規定
による重大製品事故に関する措置。食品安全基
本法第 条第１項に規定する基本的事項の策
定。食品の安全性の確保に関する政策の企画及
び立案並びに調整。食品の安全性の確保に関す
る関係者相互間の情報及び意見の交換に関する
関係行政機関の事務の調整。行政各部の施策の
統一を図るために必要な事項の企画及び立案並
びに総合調整（食品の安全性の確保を図るため
の環境の総合的な整備。）。

［食品衛生基準審査課］ 食品等及び洗浄剤の衛
生に関する規格又は基準。

［取引対策課］ 消費者庁及び消費者委員会設置
法第４条第１項第５号から第７号まで及び第９
号から第 号までに規定する者と事業者との
間の取引の適正化に関する施策に共通する基本
的な事項の企画及び立案。宅地建物取引業法の
規定による宅地建物取引業者の相手方等（同法
第 条第１項第 号イに規定するものに限る。）
の利益の保護。旅行業法の規定による旅行者の
利益の保護。割賦販売法の規定による購入者等
の利益の保護。特定商取引に関する法律の規定
による購入者等の利益の保護。貸金業法の規定
による個人である資金需要者等の利益の保護。
預託等取引に関する法律の規定による預託者の
利益の保護。特定電子メールの送信の適正化等
に関する法律の規定による特定電子メールの受
信をする者の利益の保護。取引デジタルプラッ
トフォームを利用する消費者の利益の保護に関
する法律の規定による取引デジタルプラットフ
ォームを利用する消費者の利益の保護。

［表示対策課］ 庁の所掌に係る消費生活に密接
に関連する物資の品質に関する表示の適正化に
関する施策に共通する基本的な事項の企画及び
立案。不当景品類及び不当表示防止法第２条第
３項又は第４項に規定する景品類又は表示の適
正化による商品及び役務の消費者による自主的
かつ合理的な選択の確保（総務課の所掌に属す
るものを除く。）。家庭用品品質表示法第３条第
１項に規定する表示の標準となるべき事項。住
宅の品質確保の促進等に関する法律第２条第３
項に規定する日本住宅性能表示基準（個人であ
る住宅購入者等の利益の保護に係るものに限

る。）。健康増進法第 条第１項に規定する表示
（同法第 条第１項の規定による勧告、同条第
２項の規定による命令並びに同条第３項におい
て準用する同法第 条第１項の規定による立
入検査及び収去の実施に係るものに限る。）。

［食品表示課］ 食品衛生法第 条第１項（同法
第 条第１項において準用する場合を含む。）
に規定する表示についての基準。食品衛生法第

条（同法第 条第 項において準用する場
合を含む。）に規定する虚偽の又は誇大な表示又
は広告のされた食品等の取締り。日本農林規格
等に関する法律第 条第１項に規定する基準。
健康増進法第 条第１項に規定する特別用途
表示及び同法第 条第１項に規定する表示（表
示対策課の所掌に属するものを除く。）。食品表
示法第４条第６項に規定する食品表示基準。米
穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同
法第２条第３項に規定する指定米穀等の産地の
伝達（酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の
事業に係るものを除く。）。

［参事官］ 消費者の利益の擁護及び増進に関す
る基本的な政策に関する調査及び研究（消費者
制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の
所掌に属するものを除く。）。消費者の利益の擁
護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関す
る基本的な政策に関する調査及び研究（消費者
制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の
所掌に属するものを除く。）。物価に関する基本
的な政策の企画及び立案並びに推進。公益通報
者の保護。消費生活の動向に関する総合的な調
査。国際協力に関する事務の連絡調整。国際機
関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外
国の行政機関及び団体に関する事務の総括。消
費者政策の実施の状況に関する年次報告。消費
者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者
に対する提供に関する企画及び立案並びに推進。
庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調
査及び研究（消費生活に関する制度に関するも
のを除く。）。
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こども家庭庁

―長官官房―

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。栄典の推薦、伝達の
実施、表彰、儀式。長官の官印、庁印の保管。公
文書類の接受、発送、編集、保存。法令案その他
の公文書類の審査、進達。官報掲載。情報の公
開。個人情報の保護。不服申立て、訴訟。庁の所
掌事務に関する総合調整（参事官の所掌に属す
るものを除く。）。庁の行政の考査。庁の事務能
率の増進。国会との連絡。 広報。庁の機構及び
定員。庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決
算、会計、会計の監査。庁所属の国有財産の管
理、処分、物品の管理。東日本大震災復興特別会
計の経理のうち庁の所掌に係るもの。東日本大
震災復興特別会計に属する国有財産の管理、処
分、物品の管理のうち庁の所掌に係るもの。庁
内の管理。庁所属の建築物の営繕。庁の職員の
衛生、医療その他の福利厚生。庁の職員に貸与
する宿舎。庁の情報システムの整備、管理。大学
等における修学の支援に関する法律の規定によ
る大学等における修学の支援に関する関係行政
機関の経費の配分計画。庁の所掌事務で他の所
掌に属しないもの。

［参事官］ 庁の所掌事務に関する総合調整（政
策の企画及び立案に関するものに限る。）。庁の
所掌事務に関する政策の評価。こども家庭審議
会の庶務（成育局の所掌に属するものを除く。）。
こども政策推進会議の庶務。こども施策に対す
るこども等の意見の反映に関する基本的な政策
の企画及び立案並びに推進。こども基本法及び
児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関す
る知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進。
こども大綱の策定及び推進。少子化社会対策基
本法第７条第１項に規定する大綱の策定及び推
進。子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び
推進。こどもの貧困の解消に向けた対策の推進
に関する法律第９条第１項に規定する大綱の策
定及び推進。こども、こどものある家庭及び妊
産婦その他母性に関する総合的な調査。こども
家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関す
る基本的な政策の企画及び立案並びに推進。行
政各部の施策の統一を図るために必要となる次
に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整
（内閣官房が行う内閣法第 条第２項第２号
に掲げる事務を除く。）（こどもが自立した個人
としてひとしく健やかに成長することのできる
社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項、
結婚、出産又は育児に希望を持つことができる
社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的
な政策に関する事項、子ども・若者育成支援に
関する事項）。こども家庭庁設置法第三条第一項
の任務に関連する特定の内閣の重要政策につい
て、当該重要政策に関して閣議において決定さ
れた基本的な方針に基づいて、行政各部の施策
の統一を図るために必要となる企画及び立案並
びに総合調整。

―成育局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。こ
ども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の
庶務の処理。局の所掌事務で他の所掌に属しな

いもの。
［保育政策課］ 子ども・子育て支援法の規定に
よる子ども・子育て支援給付その他の子ども及
び子どもを養育している者に必要な支援（拠出
金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。認定こども
園に関する制度。保育所及び認定こども園（保
育に係る部分に限る。）（成育基盤企画課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。こどもの保
育。局の所掌事務に関する政策の基本となる事
項の調査に関する調整。

［育成基盤企画課］ 小学校就学前のこどもの健
やかな成長のための環境の確保及び小学校就学
前のこどものある家庭における子育て支援に関
する基本的な政策の企画及び立案並びに推進。
小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普
及並びに国民の関心及び理解の増進。保育所及
び認定こども園におけるこどもの保育の内容。
保育所及び認定こども園（保育に係る部分に限
る。以下同じ。）の職員の資格及び資質の向上。
保育所及び認定こども園の職員を養成する施設
（参事官の所掌に属するものを除く。）。

［成育環境課］ 児童手当法に規定する児童手当
及び同法附則第２条第１項の給付。子ども・子
育て支援法の規定による妊婦のための支援給付。
児童厚生施設及びその職員を養成する施設（参
事官の所掌に属するものを除く。）。こどものあ
る家庭における子育ての支援体制の整備並びに
地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場
の確保（成育基盤企画課及び参事官の所掌に属
するものを除く。）。児童福祉法に規定する児童
委員（同法の規定による主任児童委員の指名を
除く。）。こども及び子育てに関する相談及び情
報の提供のための体制の整備の推進。

［母子保健課］ 妊産婦、乳児及び幼児の保健指
導及び健康診査。こどもの保健の向上に関する
こと（児童福祉法の規定による小児慢性特定疾
病医療費の支給等及び支援局の所掌に属するも
のを除く。）。助産施設及びその職員を養成する
施設（参事官の所掌に属するものを除く。）。上
記のほか、妊産婦その他母性の保健の向上。成
育医療等基本方針の策定及び推進。旧優生保護
法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償
金等の支給等に関する法律の規定による補償金
等の支給等。こども家庭庁の所掌事務に関する
科学技術に関する事務の総括。こども家庭審議
会成育医療等分科会の庶務の処理。

［安全対策課］ こどもの安全で安心な生活環境
の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並
びに推進。独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターが行う独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター法第 条第１項第７号に規定する災害共
済給付。青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できる環境の整備等に関する法律第８
条第１項に規定する基本計画の作成及び推進。
こどもの権利利益の擁護（他省並びに長官官房
及び支援局の所掌に属するものを除く。）。

［参事官］ 子ども・子育て支援法第 条に規定
する地域子ども・子育て支援事業に関する交付
金。子ども・子育て支援法第 条第１項（第１
号に係る部分を除く。）の規定による拠出金の徴
収。児童福祉施設等及びその職員を養成する施
設の施設及び設備の整備。こどもの国協会の解
散及び事業の承継に関する法律第１条第３項に
規定する指定法人。こどもの福祉のための文化
の向上。保育、助産及び母子保護の実施に要す
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こども家庭庁

―長官官房―

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。栄典の推薦、伝達の
実施、表彰、儀式。長官の官印、庁印の保管。公
文書類の接受、発送、編集、保存。法令案その他
の公文書類の審査、進達。官報掲載。情報の公
開。個人情報の保護。不服申立て、訴訟。庁の所
掌事務に関する総合調整（参事官の所掌に属す
るものを除く。）。庁の行政の考査。庁の事務能
率の増進。国会との連絡。 広報。庁の機構及び
定員。庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決
算、会計、会計の監査。庁所属の国有財産の管
理、処分、物品の管理。東日本大震災復興特別会
計の経理のうち庁の所掌に係るもの。東日本大
震災復興特別会計に属する国有財産の管理、処
分、物品の管理のうち庁の所掌に係るもの。庁
内の管理。庁所属の建築物の営繕。庁の職員の
衛生、医療その他の福利厚生。庁の職員に貸与
する宿舎。庁の情報システムの整備、管理。大学
等における修学の支援に関する法律の規定によ
る大学等における修学の支援に関する関係行政
機関の経費の配分計画。庁の所掌事務で他の所
掌に属しないもの。

［参事官］ 庁の所掌事務に関する総合調整（政
策の企画及び立案に関するものに限る。）。庁の
所掌事務に関する政策の評価。こども家庭審議
会の庶務（成育局の所掌に属するものを除く。）。
こども政策推進会議の庶務。こども施策に対す
るこども等の意見の反映に関する基本的な政策
の企画及び立案並びに推進。こども基本法及び
児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関す
る知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進。
こども大綱の策定及び推進。少子化社会対策基
本法第７条第１項に規定する大綱の策定及び推
進。子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び
推進。こどもの貧困の解消に向けた対策の推進
に関する法律第９条第１項に規定する大綱の策
定及び推進。こども、こどものある家庭及び妊
産婦その他母性に関する総合的な調査。こども
家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関す
る基本的な政策の企画及び立案並びに推進。行
政各部の施策の統一を図るために必要となる次
に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整
（内閣官房が行う内閣法第 条第２項第２号
に掲げる事務を除く。）（こどもが自立した個人
としてひとしく健やかに成長することのできる
社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項、
結婚、出産又は育児に希望を持つことができる
社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的
な政策に関する事項、子ども・若者育成支援に
関する事項）。こども家庭庁設置法第三条第一項
の任務に関連する特定の内閣の重要政策につい
て、当該重要政策に関して閣議において決定さ
れた基本的な方針に基づいて、行政各部の施策
の統一を図るために必要となる企画及び立案並
びに総合調整。

―成育局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。こ
ども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の
庶務の処理。局の所掌事務で他の所掌に属しな

いもの。
［保育政策課］ 子ども・子育て支援法の規定に

よる子ども・子育て支援給付その他の子ども及
び子どもを養育している者に必要な支援（拠出
金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。認定こども
園に関する制度。保育所及び認定こども園（保
育に係る部分に限る。）（成育基盤企画課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。こどもの保
育。局の所掌事務に関する政策の基本となる事
項の調査に関する調整。

［育成基盤企画課］ 小学校就学前のこどもの健
やかな成長のための環境の確保及び小学校就学
前のこどものある家庭における子育て支援に関
する基本的な政策の企画及び立案並びに推進。
小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普
及並びに国民の関心及び理解の増進。保育所及
び認定こども園におけるこどもの保育の内容。
保育所及び認定こども園（保育に係る部分に限
る。以下同じ。）の職員の資格及び資質の向上。
保育所及び認定こども園の職員を養成する施設
（参事官の所掌に属するものを除く。）。

［成育環境課］ 児童手当法に規定する児童手当
及び同法附則第２条第１項の給付。子ども・子
育て支援法の規定による妊婦のための支援給付。
児童厚生施設及びその職員を養成する施設（参
事官の所掌に属するものを除く。）。こどものあ
る家庭における子育ての支援体制の整備並びに
地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場
の確保（成育基盤企画課及び参事官の所掌に属
するものを除く。）。児童福祉法に規定する児童
委員（同法の規定による主任児童委員の指名を
除く。）。こども及び子育てに関する相談及び情
報の提供のための体制の整備の推進。

［母子保健課］ 妊産婦、乳児及び幼児の保健指
導及び健康診査。こどもの保健の向上に関する
こと（児童福祉法の規定による小児慢性特定疾
病医療費の支給等及び支援局の所掌に属するも
のを除く。）。助産施設及びその職員を養成する
施設（参事官の所掌に属するものを除く。）。上
記のほか、妊産婦その他母性の保健の向上。成
育医療等基本方針の策定及び推進。旧優生保護
法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償
金等の支給等に関する法律の規定による補償金
等の支給等。こども家庭庁の所掌事務に関する
科学技術に関する事務の総括。こども家庭審議
会成育医療等分科会の庶務の処理。

［安全対策課］ こどもの安全で安心な生活環境
の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並
びに推進。独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターが行う独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター法第 条第１項第７号に規定する災害共
済給付。青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できる環境の整備等に関する法律第８
条第１項に規定する基本計画の作成及び推進。
こどもの権利利益の擁護（他省並びに長官官房
及び支援局の所掌に属するものを除く。）。

［参事官］ 子ども・子育て支援法第 条に規定
する地域子ども・子育て支援事業に関する交付
金。子ども・子育て支援法第 条第１項（第１
号に係る部分を除く。）の規定による拠出金の徴
収。児童福祉施設等及びその職員を養成する施
設の施設及び設備の整備。こどもの国協会の解
散及び事業の承継に関する法律第１条第３項に
規定する指定法人。こどもの福祉のための文化
の向上。保育、助産及び母子保護の実施に要す

る費用並びに児童福祉施設等の入所措置に要す
る費用の監査（支援局の所掌に属するものを除
く。）。子ども・子育て支援特別会計（育児休業等
給付勘定に係る部分を除く。以下同じ。）の経理。
子ども・子育て支援特別会計に属する国有財産
の管理及び処分並びに物品の管理。こども家庭
審議会児童福祉文化分科会の庶務の処理。

―支援局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。い
じめ防止対策推進法の規定によるいじめの防止
等に関する相談の体制その他の地域における体
制の整備。局の所掌事務で他の所掌に属しない
もの。

［虐待防止対策課］ 保護者のないこども、保護
者に監護させることが不適当であるこどもその
他の保護が必要なこどもの支援に関する基本的
な政策の企画及び立案並びに推進。児童相談所。
こどもの虐待の防止。子ども・若者育成支援に
関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれ
に伴い必要となる当該事務の実施の推進（子ど
も・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除
く。）。局の所掌事務に関する政策の基本となる
事項の調査に関する調整。

［家庭福祉課］ 乳児院、母子生活支援施設、児童
養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施
設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
ー並びにこれらの職員を養成する施設（成育局
の所掌に属するものを除く。）。児童福祉法第６
条の３第１項第１号に規定する措置解除者等の
自立のために必要な支援。里親。民間あっせん
機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保
護等に関する法律の規定による養子縁組あっせ
ん事業。第１号（乳児院、児童養護施設、児童心
理治療施設及び児童自立支援施設及び里親支援
センター並びにこれらの職員を養成する施設に
係る部分に限る。）及び前３号に掲げるもののほ
か、こどもの養護。児童扶養手当法に規定する
児童扶養手当。母子家庭及び父子家庭並びに寡
婦の福祉の増進。こども、こどものある家庭及
び妊産婦その他母性の福祉の増進（成育局並び
に虐待防止対策課及び障害児支援課の所掌に属
するものを除く。）。国立児童自立支援施設の組
織及び運営一般。

［障害児支援課］ 障害児入所施設及び児童発達
支援センター並びにこれらの職員を養成する施
設（成育局の所掌に属するものを除く。）。障害
のあるこどもの福祉の増進。こどもの自立支援
医療。障害児入所施設の入所措置に関する費用
の監査。
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デジタル庁

―統括官―

デジタル庁設置法第４条第１項及び第２項に規
定する事務。 
デジタル社会の形成のための施策に関する基本
的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整。
関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のた
めの施策の実施の推進。 
その他、デジタル社会の形成のための施策に関
する企画及び立案並びに総合調整。デジタル社
会の形成に関する重点計画の作成及び推進。 
官民データ活用推進基本計画の作成及び推進。 
行政手続における特定の個人又は法人その他の
団体を識別するための番号、記号その他の符号
の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画
及び立案並びに推進。 
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定
する個人番号、同条第７項に規定する個人番号
カード、同条第８号に規定するカード代替電磁
的記録及び同条第 項に規定する法人番号の
利用並びに同法第 条第１項の規定による情
報提供ネットワークシステムの設置及び管理
（他の府省の所掌に属するものを除く。）。 
公的給付支給等口座登録簿への登録及び特定公
的給付の指定。 
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による
預貯金口座の管理及び災害時又は相続時におけ
る預貯金口座に関する情報の提供に関する制度
（他の府省の所掌に属するものを除く。）。 
情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的
かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進。 
情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保
及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法
第 条の２第１項、第３項及び第８項の規定に
よる証明。 
電子署名及び認証業務に関する法律第２条第１
項に規定する電子署名（法務省の所掌に属する
ものを除く。）。 
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
構の認証業務に関する法律第 条第４項に規
定する署名検証者及び同法第 条第２項に規
定する利用者証明検証者（総務省の所掌に属す
るものを除く。）。電子委任状の普及の促進に関
する法律第２条第１項に規定する電子委任状
（総務省の所掌に属するものを除く）。 
複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公
共機関及び民間事業者が利用する官民データに
係るデータの標準化（情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法律第４条第２項第５号
イに規定するデータの標準化）に係る総合的か
つ基本的な政策の企画及び立案並びに推進。 
外部連携機能に関する総合的かつ基本的な政策
の企画及び立案並びに推進。 
公的基礎情報データベースの整備及び利用に関
する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並
びに推進。 
国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関
及び公共分野の民間事業者の情報システムの整
備及び管理の基本的な方針の作成及び推進。 
情報システム整備計画の作成及び推進。 
国の行政機関が行う情報システムの整備及び管
理に関する行政各部の事業の統括及び監理。 

国の行政機関が行う情報システムの整備及び管
理に関する事業に必要な予算の一括要求及び確
保。 
事業の実施計画の策定。 
事業を自ら執行し、又は関係行政機関に予算を
配分すること等により執行させること。 
国の行政機関が共用する情報システムの整備及
び管理。 
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する
法律第 条第３項の規定による情報交換シス
テムの整備及び管理。
同法第 条第２項に規定する共同利用クラウ
ド・コンピューティング・サービスの共同利用。
デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事
務の調整。 
国際協力。 
その他、専らデジタル社会の形成を目的とする
事務及び事業。 
機密。職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人
事、教養、訓練。内閣総理大臣の官印及び庁印の
保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。法令
案、公文書類の審査。情報の公開、個人情報の保
護。デジタル庁の所掌事務の総合調整。行政の
考査。国会との連絡。広報。機構及び定員。経費、
収入の予算、決算、会計。会計の監査。国有財産、
物品の管理。職員の衛生、医療、福利厚生。政策
の評価。
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デジタル庁

―統括官―

デジタル庁設置法第４条第１項及び第２項に規
定する事務。 
デジタル社会の形成のための施策に関する基本
的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整。
関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のた
めの施策の実施の推進。 
その他、デジタル社会の形成のための施策に関
する企画及び立案並びに総合調整。デジタル社
会の形成に関する重点計画の作成及び推進。 
官民データ活用推進基本計画の作成及び推進。 
行政手続における特定の個人又は法人その他の
団体を識別するための番号、記号その他の符号
の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画
及び立案並びに推進。 
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定
する個人番号、同条第７項に規定する個人番号
カード、同条第８号に規定するカード代替電磁
的記録及び同条第 項に規定する法人番号の
利用並びに同法第 条第１項の規定による情
報提供ネットワークシステムの設置及び管理
（他の府省の所掌に属するものを除く。）。 
公的給付支給等口座登録簿への登録及び特定公
的給付の指定。 
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による
預貯金口座の管理及び災害時又は相続時におけ
る預貯金口座に関する情報の提供に関する制度
（他の府省の所掌に属するものを除く。）。 
情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的
かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進。 
情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保
及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法
第 条の２第１項、第３項及び第８項の規定に
よる証明。 
電子署名及び認証業務に関する法律第２条第１
項に規定する電子署名（法務省の所掌に属する
ものを除く。）。 
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
構の認証業務に関する法律第 条第４項に規
定する署名検証者及び同法第 条第２項に規
定する利用者証明検証者（総務省の所掌に属す
るものを除く。）。電子委任状の普及の促進に関
する法律第２条第１項に規定する電子委任状
（総務省の所掌に属するものを除く）。 
複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公
共機関及び民間事業者が利用する官民データに
係るデータの標準化（情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法律第４条第２項第５号
イに規定するデータの標準化）に係る総合的か
つ基本的な政策の企画及び立案並びに推進。 
外部連携機能に関する総合的かつ基本的な政策
の企画及び立案並びに推進。 
公的基礎情報データベースの整備及び利用に関
する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並
びに推進。 
国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関
及び公共分野の民間事業者の情報システムの整
備及び管理の基本的な方針の作成及び推進。 
情報システム整備計画の作成及び推進。 
国の行政機関が行う情報システムの整備及び管
理に関する行政各部の事業の統括及び監理。 

国の行政機関が行う情報システムの整備及び管
理に関する事業に必要な予算の一括要求及び確
保。 
事業の実施計画の策定。 
事業を自ら執行し、又は関係行政機関に予算を
配分すること等により執行させること。 
国の行政機関が共用する情報システムの整備及
び管理。 
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する
法律第 条第３項の規定による情報交換シス
テムの整備及び管理。
同法第 条第２項に規定する共同利用クラウ
ド・コンピューティング・サービスの共同利用。
デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事
務の調整。 
国際協力。 
その他、専らデジタル社会の形成を目的とする
事務及び事業。 
機密。職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人
事、教養、訓練。内閣総理大臣の官印及び庁印の
保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。法令
案、公文書類の審査。情報の公開、個人情報の保
護。デジタル庁の所掌事務の総合調整。行政の
考査。国会との連絡。広報。機構及び定員。経費、
収入の予算、決算、会計。会計の監査。国有財産、
物品の管理。職員の衛生、医療、福利厚生。政策
の評価。
 

 

復興庁

―統括官―

復興庁設置法第４条第１項及び第２項に規定する
事務
東日本大震災からの復興のための施策に関する基
本的な方針又は計画に関する企画及び立案並びに
総合調整。関係地方公共団体が行う復興事業への
国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震
災からの復興のための施策の実施の推進及びこれ
に関する総合調整。その他、東日本大震災からの
復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整。
東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業
の統括及び監理。関係地方公共団体の要望の一元
的な受理、当該要望への対応に関する方針の策定、
当該対応方針に基づく事業の改善又は推進等。東
日本大震災からの復興に関する事業のうち必要な
予算を一括して要求及び確保すること。事業の実
施計画の策定。事業を自ら執行し、又は関係行政
機関に予算を配分すること等により執行させるこ
と。東日本大震災からの復興に関し、関係地方公
共団体に対し、情報提供、助言等の協力を行うこ
と。東日本大震災復興特別区域法の施行事務。福
島復興再生特別措置法の施行事務。株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構法の施行事務。その
他、東日本大震災からの復興に関する施策に関す
ること。
機密。職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人
事、教養、訓練。内閣総理大臣の官印及び庁印の保
管。公文書類の接受、発送、編集、保存。法令案、
公文書類の審査。情報の公開、個人情報の保護。復
興庁の所掌事務の総合調整。行政の考査。国会と
の連絡。広報。機構及び定員。経費、収入の予算、
決算、会計。会計の監査。国有財産、物品の管理。
職員の衛生、医療、福利厚生。政策の評価。
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総務省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。大臣、副大臣、大臣
政務官、事務次官の官印、省印の保管。機構、定
員。栄典の推薦、伝達の実施、表彰・儀式。恩給
に関する連絡事務。地方公共団体の人事のあっ
せん。

［総務課］ 省の所掌事務に関する総合調整（企
画課の所掌に属するものを除く。）。公文書類の
接受、発送、編集、保存。官報掲載。法令案その
他の公文書類の審査、進達。国会との連絡。情報
の公開。個人情報の保護。公益信託の監督に関
する関係行政機関の事務の調整。引揚者等に対
する特別交付金の支給に関する法律第３条第１
項の規定による特別交付金に関すること。旧日
本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦
に対する慰労の事務。一般戦災死没者に対して
追悼の意を表す事務。国会議事堂等周辺地域及
び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法
律第３条第１項の規定による政党事務所周辺地
域の指定。重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第４条
第１項の規定による対象政党事務所及び対象政
党事務所の敷地の指定並びに同条第２項の規定
による対象政党事務所に係る対象周辺地域の指
定。地方公共団体に交付すべき今次の大戦によ
る埋没不発弾等の処理に関する事業に係る交付
金に関すること。総務省設置法第４条第１項第

号に規定する他の行政機関の所掌に属しない
事務。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。交付税、譲与税配付金特別会計の経理。
東日本大震災復興特別会計の経理。国有財産、
物品の管理。東日本大震災復興特別会計に属す
る国有財産の管理、処分、物品の管理。建築物の
営繕。職員の衛生、医療その他福利厚生。総務省
共済組合。庁内の管理。

［企画課］ 政策の企画、立案に関する総合調整。
情報システムの整備、管理。国立国会図書館支
部総務省図書館。省の任務に関連する特定の内
閣の重要政策について、当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づい
て、行政各部の施策の統一を図るために必要と
なる企画、立案、総合調整。

［政策評価広報課］ 広報。政策の評価。行政の考
査。事務能率の増進。

―行 政 管 理 局―

［企画調整課］ 局の所掌事務に関する総合的な
政策の企画、立案、その実施の調整。

［調査法制課］ 行政制度一般に関する基本的事
項の調査及び研究。行政機関の運営に関する調
査及び研究。行政機関の運営に関する共通的な
制度の企画及び立案並びに調整。独立行政法人
等の保有する情報の公開に関する共通的な制度
の企画及び立案。独立行政法人等の保有する情
報の公開に関する法律の施行。行政管理局の所
掌事務に関する調査及び研究の総括。

［管理官］ 行政機関の運営に関する企画、立案、
調整。独立行政法人に関する共通的な制度の企
画、立案。独立行政法人の新設、目的の変更その

他当該独立行政法人が定める制度の改正、廃止
に関する審査。法律により直接に設立される法
人、特別の法律により特別の設立行為をもって
設立すべきものとされる法人の新設、目的の変
更その他当該法律の定める制度の改正、廃止に
関する審査。独立行政法人評価制度委員会の庶
務。（他課の所掌に属するものを除く。）

―行 政 評 価 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
［企画課］ 局の所掌事務に関する総合的な政策
の企画、立案。政策評価審議会の庶務。

［政策評価課］ 政策評価に関する基本的事項の
企画・立案、政策評価に関する各府省及びデジ
タル庁の事務の総括。政策評価の客観的かつ厳
格な実施を担保するための評価に関する基本的
事項の企画・立案及びその実施の調整。

［行政相談企画課］ 各行政機関の業務、総務省
組織令第６条第４号に規定する業務、同条第５
号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情
の申出についての必要なあっせんに関する基本
的事項の企画、立案。行政相談委員。

［評価監視官］ 行政評価等（政策評価課の所掌
に属するものを除く。）。行政評価等に関連して、
総務省組織令第６条第４号に規定する業務の実
施状況に関し行う必要な調査。行政評価等に関
連して、総務省組織令第６条第５号に規定する
地方公共団体の業務の実施状況に関し行う調査。

［行政相談管理官］ 各行政機関の業務、総務省
組織令第６条第４号に規定する業務、同条第５
号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情
の申出についての必要なあっせん（行政相談企
画課の所掌に属するものを除く。）。

―自 治 行 政 局―

［行政課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
方自治、民主政治の普及徹底。地方行政に関す
る国と地方公共団体、地方公共団体相互間の連
絡調整。地方自治に影響を及ぼす国の施策の企
画、立案、運営に関し、必要な意見を関係行政機
関の長に述べること。地方公共団体の組織、運
営に関する制度の企画、立案。行政書士。地方自
治法その他の地方公共団体に関する法律で総務
省に属させられた地方行政に関する事務。地方
制度調査会、国地方係争処理委員会、自治紛争
処理委員、指定都市都道府県勧告調整委員の庶
務。地方自治に係る法令案に関する意見につい
ての関係部局の調整。地方制度資料その他の地
方行政に関する資料。

［住民制度課］ 住民基本台帳制度。行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律第２条第５項に規定する個人番
号の指定及び通知、同条第７項に規定する個人
番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第
８項に規定するカード代替電磁的記録の発行及
び管理。電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律第３条第１
項に規定する署名用電子証明書及び同法第
条第１項に規定する利用者証明用電子証明書の
発行、管理。住居表示制度。地方公共団体の情報
システムに関する企画、立案、関係部局の調整。
地方公共団体情報システム機構の組織及び運営
一般。

［市町村課］ 地方自治に係る政策で地域の振興
に関するもののうち地域的な共同活動に係るも
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総務省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。大臣、副大臣、大臣
政務官、事務次官の官印、省印の保管。機構、定
員。栄典の推薦、伝達の実施、表彰・儀式。恩給
に関する連絡事務。地方公共団体の人事のあっ
せん。

［総務課］ 省の所掌事務に関する総合調整（企
画課の所掌に属するものを除く。）。公文書類の
接受、発送、編集、保存。官報掲載。法令案その
他の公文書類の審査、進達。国会との連絡。情報
の公開。個人情報の保護。公益信託の監督に関
する関係行政機関の事務の調整。引揚者等に対
する特別交付金の支給に関する法律第３条第１
項の規定による特別交付金に関すること。旧日
本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦
に対する慰労の事務。一般戦災死没者に対して
追悼の意を表す事務。国会議事堂等周辺地域及
び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法
律第３条第１項の規定による政党事務所周辺地
域の指定。重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第４条
第１項の規定による対象政党事務所及び対象政
党事務所の敷地の指定並びに同条第２項の規定
による対象政党事務所に係る対象周辺地域の指
定。地方公共団体に交付すべき今次の大戦によ
る埋没不発弾等の処理に関する事業に係る交付
金に関すること。総務省設置法第４条第１項第

号に規定する他の行政機関の所掌に属しない
事務。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。交付税、譲与税配付金特別会計の経理。
東日本大震災復興特別会計の経理。国有財産、
物品の管理。東日本大震災復興特別会計に属す
る国有財産の管理、処分、物品の管理。建築物の
営繕。職員の衛生、医療その他福利厚生。総務省
共済組合。庁内の管理。

［企画課］ 政策の企画、立案に関する総合調整。
情報システムの整備、管理。国立国会図書館支
部総務省図書館。省の任務に関連する特定の内
閣の重要政策について、当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づい
て、行政各部の施策の統一を図るために必要と
なる企画、立案、総合調整。

［政策評価広報課］ 広報。政策の評価。行政の考
査。事務能率の増進。

―行 政 管 理 局―

［企画調整課］ 局の所掌事務に関する総合的な
政策の企画、立案、その実施の調整。

［調査法制課］ 行政制度一般に関する基本的事
項の調査及び研究。行政機関の運営に関する調
査及び研究。行政機関の運営に関する共通的な
制度の企画及び立案並びに調整。独立行政法人
等の保有する情報の公開に関する共通的な制度
の企画及び立案。独立行政法人等の保有する情
報の公開に関する法律の施行。行政管理局の所
掌事務に関する調査及び研究の総括。

［管理官］ 行政機関の運営に関する企画、立案、
調整。独立行政法人に関する共通的な制度の企
画、立案。独立行政法人の新設、目的の変更その

他当該独立行政法人が定める制度の改正、廃止
に関する審査。法律により直接に設立される法
人、特別の法律により特別の設立行為をもって
設立すべきものとされる法人の新設、目的の変
更その他当該法律の定める制度の改正、廃止に
関する審査。独立行政法人評価制度委員会の庶
務。（他課の所掌に属するものを除く。）

―行 政 評 価 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
［企画課］ 局の所掌事務に関する総合的な政策

の企画、立案。政策評価審議会の庶務。
［政策評価課］ 政策評価に関する基本的事項の

企画・立案、政策評価に関する各府省及びデジ
タル庁の事務の総括。政策評価の客観的かつ厳
格な実施を担保するための評価に関する基本的
事項の企画・立案及びその実施の調整。

［行政相談企画課］ 各行政機関の業務、総務省
組織令第６条第４号に規定する業務、同条第５
号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情
の申出についての必要なあっせんに関する基本
的事項の企画、立案。行政相談委員。

［評価監視官］ 行政評価等（政策評価課の所掌
に属するものを除く。）。行政評価等に関連して、
総務省組織令第６条第４号に規定する業務の実
施状況に関し行う必要な調査。行政評価等に関
連して、総務省組織令第６条第５号に規定する
地方公共団体の業務の実施状況に関し行う調査。

［行政相談管理官］ 各行政機関の業務、総務省
組織令第６条第４号に規定する業務、同条第５
号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情
の申出についての必要なあっせん（行政相談企
画課の所掌に属するものを除く。）。

―自 治 行 政 局―

［行政課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
方自治、民主政治の普及徹底。地方行政に関す
る国と地方公共団体、地方公共団体相互間の連
絡調整。地方自治に影響を及ぼす国の施策の企
画、立案、運営に関し、必要な意見を関係行政機
関の長に述べること。地方公共団体の組織、運
営に関する制度の企画、立案。行政書士。地方自
治法その他の地方公共団体に関する法律で総務
省に属させられた地方行政に関する事務。地方
制度調査会、国地方係争処理委員会、自治紛争
処理委員、指定都市都道府県勧告調整委員の庶
務。地方自治に係る法令案に関する意見につい
ての関係部局の調整。地方制度資料その他の地
方行政に関する資料。

［住民制度課］ 住民基本台帳制度。行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律第２条第５項に規定する個人番
号の指定及び通知、同条第７項に規定する個人
番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第
８項に規定するカード代替電磁的記録の発行及
び管理。電子署名等に係る地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業務に関する法律第３条第１
項に規定する署名用電子証明書及び同法第
条第１項に規定する利用者証明用電子証明書の
発行、管理。住居表示制度。地方公共団体の情報
システムに関する企画、立案、関係部局の調整。
地方公共団体情報システム機構の組織及び運営
一般。

［市町村課］ 地方自治に係る政策で地域の振興
に関するもののうち地域的な共同活動に係るも

のの企画、立案、推進。地方公共団体の自主的か
つ主体的な組織、運営の合理化の推進について
の必要な助言その他の協力。地方公共団体の組
織、運営に関する制度のうち地縁による団体に
関するものの企画、立案。市町村の合併、広域行
政その他地方公共団体の機能の充実に関する政
策の企画、立案、推進。地方独立行政法人（自治
財政局の所掌に属するものを除く。）。地方自治
法その他の地方公共団体に関する法律で総務省
に属させられた地方公共団体の名称、市町村の
廃置分合、境界、市町村相互間の変更、郡の区域
に関する事務。中核市の指定。地方自治法その
他の地方公共団体に関する法律で総務省に属さ
せられた地方公共団体の連携協約、協議会、機
関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行、
組合に関する事務。大規模な公有水面の埋立て
に伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関
する法律の施行。

［地域政策課］ 国と地方公共団体、地方公共団
体相互間の連絡調整。地方公共団体の求めに応
じて当該地方公共団体の行政、財政に関する総
合的な調査。地方自治に係る政策で地域の振興
に関するものの企画、立案、推進。地方自治に関
する調査、研究。地方自治に係る基本的な政策
の企画、立案。地方自治に係る政策の企画、立
案、公文書類に関する意見、調査・統計の作成に
ついての関係部局の調整（行政課の所掌に属す
るものを除く。）。地方自治に関する情報システ
ムの整備、管理。

［地域自立応援課］ 地方自治に係る政策で地域
の振興に関するもののうち、地方公共団体が主
体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域
の振興に関する施策への支援に係るもの並びに
地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係
るものの企画、立案、推進。多極分散型国土形成
促進法の施行。大都市地域における宅地開発、
鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施
行。地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設
の再配置の促進に関する法律の施行。大阪湾臨
海地域開発整備法の施行。国土形成計画法、低
開発地域工業開発促進法その他の地域開発に関
係がある法律に基づく事務その他地域開発に関
する事務で地方自治に係るもののとりまとめに
関すること。豪雪地帯の雪害の防除、振興に関
する総合的な政策の企画、立案、推進。公有地の
拡大の推進に関する法律の規定による土地開発
公社、土地の先買いに関する事務。地方におけ
る行政の広域的な運営、地域開発に関し地方公
共団体が実施する総合的な施策について、国と
地方公共団体、地方公共団体相互間の連絡調整。
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画、
立案、推進。半島振興対策実施地域の振興に関
する総合的な政策の企画、立案、推進。特殊土壤
地帯の災害の防除、振興に関する総合的な政策
の企画、立案、推進。奄美群島の振興、開発に関
する総合的な政策の企画、立案、推進。過疎地域
の持続的発展に関する総合的な政策の企画、立
案、推進。離島振興対策実施地域の振興に関す
る総合的な政策の企画、立案、推進。

［参事官］ 地方自治に係る政策で地域の振興に
関するもののうち国際関係事務に係るものの企
画、立案、推進。地方自治に係る国際協力。

（公務員部）
［公務員課］ 地方公務員に関する制度の企画、

立案。地方公共団体の人事行政に関する協力、
技術的助言。

［福利課］ 地方公務員の厚生福利に関する制度
の企画、立案。地方公共団体の職員の厚生福利
に関する行政に対する協力、技術的助言。地方
団体関係団体の職員の年金制度の企画、立案。
地方公務員の安全衛生に関する制度の企画、立
案。地方公共団体の職員の安全衛生に関する行
政に対する協力、技術的助言。地方公務員の災
害補償に関する制度の企画、立案。地方公共団
体の職員の災害補償に関する行政に対する協力、
技術的助言。地方財政審議会地方公務員共済組
合分科会の庶務。地方職員共済組合、都職員共
済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共
済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共
済組合連合会、地方公務員共済組合連合会の行
う業務。存続共済会の行う業務。地方公務員災
害補償基金の行う業務。

（選挙部）
［選挙課］ 公職選挙法、同法の規定を準用する
法律に基づく選挙に関する制度の企画、立案。
最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団
体のみに適用される特別法の制定のための投票、
日本国憲法改正の国民の承認に係る投票、地方
公共団体の住民による各種の直接請求に基づく
投票に関する制度の企画、立案。政党その他の
政治団体。

［管理課］ 地方自治、民主政治の普及徹底に関
する事務のうち、選挙、最高裁判所裁判官の国
民審査、一の地方公共団体のみに適用される特
別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国
民の承認に係る投票、政党その他の政治団体、
政治資金、政党助成に係るもの。選挙、国民審
査、投票の施行の準備。選挙、国民審査、投票の
普及・宣伝。国会議員の選挙、最高裁判所裁判官
の国民審査、一の地方公共団体のみに適用され
る特別法の制定のための投票の執行経費。選挙、
国民審査、投票に関する統計。中央選挙管理会
の庶務。

［政治資金課］ 政治資金に関する制度の企画、
立案。政治団体の届出、公職の候補者に係る資
金管理団体の届出の受理、届出事項の公表。政
治団体の収支報告書の受理、要旨の公表。政党
助成。中央選挙管理会の庶務（政党交付金の交
付を受ける政党等に対する法人格の付与に関す
る法律の規定により中央選挙管理会の権限に属
させられた事項に係るものに限る。）。

―自 治 財 政 局―

［財政課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政
に係るもの。地方財政に関する国と地方公共団
体、地方公共団体相互間の連絡調整。地方公共
団体の財政に関する制度の企画、立案。地方交
付税法第７条に規定する翌年度の地方団体の歳
入歳出総額の見込額。特別交付税に関する企画、
立案。地方団体に交付すべき特別交付税の額の
決定。地方財政審議会の庶務。

［調整課］ 地方自治に影響を及ぼす国の施策の
企画、立案、運営に関し、必要な意見を関係行政
機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るも
の。地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国
の歳入歳出、国庫債務負担行為の見積りについ
て、関係各大臣に対して意見を述べること。地
方公共団体の手数料。地方財政法第 条に規定
する国の支出金に係る事務を行うために必要か
つ充分な金額に関する調査。都道府県が市町村
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とともに行う国民健康保険、市町村が行う介護
保険の財政運営に対する技術的助言。大都市地
域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進
に関する特別措置法の規定による特定鉄道事業
者に対する地方公共団体の出資の協議。成田国
際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置
に関する法律第２条第１項に規定する空港周辺
地域整備計画が定められている地域その他の特
定の地域に対する国の財政上の特別措置。

［交付税課］ 普通交付税に関する企画、立案。地
方団体に交付すべき普通交付税の額の決定。地
方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査
その他地方交付税の額の適切な算定を確保する
ための手続。地方交付税法の施行。地方特例交
付金。交通安全対策特別交付金。

［地方債課］ 地方債に関する制度の企画、立案。
地方債の発行の協議、届出の受理、許可。地方債
の発行の同意、許可に関する基準。地方財政法第
５条の３第 項に規定する地方債の予定額の総
額等に関する書類の作成。地方債の発行の協議、
届出の受理、許可に関する事務の総括その他地方
債に関する事務の処理。地方公共団体の財政資金
の調達に関するあっせん、助言その他の協力。当
せん金付証票。地方競馬、自転車競走、モーター
ボート競走を行うことができる市町村の指定。地
方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術
的助言。地方公共団体金融機構の組織、運営一般。

［公営企業課］ 公営企業に関する制度の企画、
立案。公営企業に係る地方債の発行の協議、届
出の受理、許可。公営企業に係る地方債の発行
の同意、許可に関する基準。公営企業の経営に
関するあっせん、調停、勧告。公営企業の経営の
健全化。公営企業の経営に関する報告の徴収、
技術的助言。地方自治法第 条の の６の規
定による実地の検査で公営企業に係るもの。地
方公共団体の財務に関係ある事務のうち、その
出資又は拠出に係る法人に関するものについて
の地方債の発行の協議、届出の受理・許可、地方
債の発行の同意、許可に関する基準、資料の提
出の要求、助言。公営企業に関する統計。公営企
業型地方独立行政法人。

［財務調査課］ 地方公共団体の財務に関係のあ
る事務に関する資料の提出の要求、助言。地方
公共団体の財政の健全化。地方自治法第 条
の の６の規定による実地の検査。地方財政に
関する一般的な調査、研究。地方財政に関する
統計。地方財政の状況に関する報告。辺地に係
る公共的施設の総合整備のための財政上の特別
措置、助言、調査。後進地域の開発に関する公共
事業に係る国の負担割合の特例。首都圏整備法
第 条第１項に規定する近郊整備地帯、同法第

条第１項に規定する都市開発区域、近畿圏整
備法第 条第１項に規定する近郊整備区域、同
法第 条第１項に規定する都市開発区域、中部
圏開発整備法第 条第１項に規定する都市整
備区域、同法第 条第１項に規定する都市開発
区域の整備のための国の財政上の特別措置。公
立大学法人。辺地に係る公共的施設の総合整備
のための財政上の特別措置等に関する法律第５
条の規定に係る地方債の発行の協議・許可、同
意、届出の受理、許可に関する基準。北方領土問
題等の解決の促進のための特別措置に関する法
律の規定による特定事業に係る経費に対する国
の負担割合の引上率の算定、通知。過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法第 条
第１項、第２項に規定する経費の財源に充てる

ため起こす地方債の発行の協議、届出の受理、
許可、同意、許可に関する基準。同法第 条第
３項の規定による元利償還に要する経費を地方
交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算
入する地方債の指定。

―自 治 税 務 局―

［企画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制。
地方税制に関する国と地方公共団体、地方公共
団体相互間の連絡調整。地方自治に影響を及ぼ
す国の施策の企画、立案、運営に関し、必要な意
見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方
税制に係るもの。地方税に関する制度の企画、
立案。外国の地方税に関する制度の調査、他国
との地方税に関する協定の企画、立案。法定外
普通税、法定外目的税の新設、変更に係る協議、
同意。地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動
車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲
与税、森林環境譲与税、特別法人事業譲与税。

［都道府県税課］ 都道府県税（道府県税及び都
税（道府県税として課すことができる税目に限
る。）をいい、法定外普通税及び法定外目的税を
除く。）及び特別法人事業税に関する制度の企画、
立案。

［市町村税課］ 市町村税（都税（市町村税として
課すことができる税目に限る。）及び特別区税を
含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通
税、都市計画税及び法定外目的税を除く。）及び
森林環境税に関する制度の企画、立案。

［固定資産税課］ 固定資産税、特別土地保有税、
都市計画税に関する制度の企画、立案。国有資
産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府
県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付
金。地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務。

―国 際 戦 略 局―

［国際戦略課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
国際戦略課、国際展開課、国際経済課、国際協力
課及び参事官の所掌事務に係る総合的な政策の
企画、立案、推進。電気通信業及び放送業の発
達、改善、調整（電気通信業及び放送業の国際競
争力の強化に関するものに限り、国際展開課及
び参事官の所掌に属するものを除く。）。条約又
は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範
囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利
用に関する国際的取決めを協議、締結、国際電
気通信連合その他の機関と連絡。省の所掌に属
する国際関係事務の総括（国際経済課及び国際
協力課の所掌に属するものを除く。）。

［技術政策課］ 情報の電磁的流通の規律、振興
に関する総合的な政策のうち技術に関するもの
の企画、立案、推進。周波数標準値の設定、標準
電波の発射、標準時の通報。情報の電磁的流通、
電波の利用に関する技術の研究、開発。基盤技
術研究円滑化法第６条第１項に規定する基本方
針の策定。国立研究開発法人審議会の庶務。国
立研究開発法人情報通信研究機構の組織、運営
一般。

［通信規格課］ 有線電気通信設備、無線設備に
関する技術上の規格。条約又は法律で定める範
囲内において、国際電気通信連合憲章第 条第
１項 、第 条第１項 に規定する技術に関
する研究、勧告に関しての国際電気通信連合と
の連絡。
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とともに行う国民健康保険、市町村が行う介護
保険の財政運営に対する技術的助言。大都市地
域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進
に関する特別措置法の規定による特定鉄道事業
者に対する地方公共団体の出資の協議。成田国
際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置
に関する法律第２条第１項に規定する空港周辺
地域整備計画が定められている地域その他の特
定の地域に対する国の財政上の特別措置。

［交付税課］ 普通交付税に関する企画、立案。地
方団体に交付すべき普通交付税の額の決定。地
方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査
その他地方交付税の額の適切な算定を確保する
ための手続。地方交付税法の施行。地方特例交
付金。交通安全対策特別交付金。

［地方債課］ 地方債に関する制度の企画、立案。
地方債の発行の協議、届出の受理、許可。地方債
の発行の同意、許可に関する基準。地方財政法第
５条の３第 項に規定する地方債の予定額の総
額等に関する書類の作成。地方債の発行の協議、
届出の受理、許可に関する事務の総括その他地方
債に関する事務の処理。地方公共団体の財政資金
の調達に関するあっせん、助言その他の協力。当
せん金付証票。地方競馬、自転車競走、モーター
ボート競走を行うことができる市町村の指定。地
方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術
的助言。地方公共団体金融機構の組織、運営一般。

［公営企業課］ 公営企業に関する制度の企画、
立案。公営企業に係る地方債の発行の協議、届
出の受理、許可。公営企業に係る地方債の発行
の同意、許可に関する基準。公営企業の経営に
関するあっせん、調停、勧告。公営企業の経営の
健全化。公営企業の経営に関する報告の徴収、
技術的助言。地方自治法第 条の の６の規
定による実地の検査で公営企業に係るもの。地
方公共団体の財務に関係ある事務のうち、その
出資又は拠出に係る法人に関するものについて
の地方債の発行の協議、届出の受理・許可、地方
債の発行の同意、許可に関する基準、資料の提
出の要求、助言。公営企業に関する統計。公営企
業型地方独立行政法人。

［財務調査課］ 地方公共団体の財務に関係のあ
る事務に関する資料の提出の要求、助言。地方
公共団体の財政の健全化。地方自治法第 条
の の６の規定による実地の検査。地方財政に
関する一般的な調査、研究。地方財政に関する
統計。地方財政の状況に関する報告。辺地に係
る公共的施設の総合整備のための財政上の特別
措置、助言、調査。後進地域の開発に関する公共
事業に係る国の負担割合の特例。首都圏整備法
第 条第１項に規定する近郊整備地帯、同法第

条第１項に規定する都市開発区域、近畿圏整
備法第 条第１項に規定する近郊整備区域、同
法第 条第１項に規定する都市開発区域、中部
圏開発整備法第 条第１項に規定する都市整
備区域、同法第 条第１項に規定する都市開発
区域の整備のための国の財政上の特別措置。公
立大学法人。辺地に係る公共的施設の総合整備
のための財政上の特別措置等に関する法律第５
条の規定に係る地方債の発行の協議・許可、同
意、届出の受理、許可に関する基準。北方領土問
題等の解決の促進のための特別措置に関する法
律の規定による特定事業に係る経費に対する国
の負担割合の引上率の算定、通知。過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法第 条
第１項、第２項に規定する経費の財源に充てる

ため起こす地方債の発行の協議、届出の受理、
許可、同意、許可に関する基準。同法第 条第
３項の規定による元利償還に要する経費を地方
交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算
入する地方債の指定。

―自 治 税 務 局―

［企画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制。
地方税制に関する国と地方公共団体、地方公共
団体相互間の連絡調整。地方自治に影響を及ぼ
す国の施策の企画、立案、運営に関し、必要な意
見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方
税制に係るもの。地方税に関する制度の企画、
立案。外国の地方税に関する制度の調査、他国
との地方税に関する協定の企画、立案。法定外
普通税、法定外目的税の新設、変更に係る協議、
同意。地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動
車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲
与税、森林環境譲与税、特別法人事業譲与税。

［都道府県税課］ 都道府県税（道府県税及び都
税（道府県税として課すことができる税目に限
る。）をいい、法定外普通税及び法定外目的税を
除く。）及び特別法人事業税に関する制度の企画、
立案。

［市町村税課］ 市町村税（都税（市町村税として
課すことができる税目に限る。）及び特別区税を
含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通
税、都市計画税及び法定外目的税を除く。）及び
森林環境税に関する制度の企画、立案。

［固定資産税課］ 固定資産税、特別土地保有税、
都市計画税に関する制度の企画、立案。国有資
産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府
県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付
金。地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務。

―国 際 戦 略 局―

［国際戦略課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
国際戦略課、国際展開課、国際経済課、国際協力
課及び参事官の所掌事務に係る総合的な政策の
企画、立案、推進。電気通信業及び放送業の発
達、改善、調整（電気通信業及び放送業の国際競
争力の強化に関するものに限り、国際展開課及
び参事官の所掌に属するものを除く。）。条約又
は法律（法律に基づく命令を含む。）で定める範
囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利
用に関する国際的取決めを協議、締結、国際電
気通信連合その他の機関と連絡。省の所掌に属
する国際関係事務の総括（国際経済課及び国際
協力課の所掌に属するものを除く。）。

［技術政策課］ 情報の電磁的流通の規律、振興
に関する総合的な政策のうち技術に関するもの
の企画、立案、推進。周波数標準値の設定、標準
電波の発射、標準時の通報。情報の電磁的流通、
電波の利用に関する技術の研究、開発。基盤技
術研究円滑化法第６条第１項に規定する基本方
針の策定。国立研究開発法人審議会の庶務。国
立研究開発法人情報通信研究機構の組織、運営
一般。

［通信規格課］ 有線電気通信設備、無線設備に
関する技術上の規格。条約又は法律で定める範
囲内において、国際電気通信連合憲章第 条第
１項 、第 条第１項 に規定する技術に関
する研究、勧告に関しての国際電気通信連合と
の連絡。

［宇宙通信政策課］ 宇宙の研究、開発、利用に係
る情報の電磁的流通、電波の利用に関する基本
的な政策の企画、立案。宇宙の研究、開発、利用
に係る情報の電磁的流通、電波の利用に関する
技術の研究、開発。宇宙の開発に関する大規模
な技術開発であって、情報の電磁的流通、電波
の利用に係るもの。国立研究開発法人宇宙航空
研究開発機構の組織、運営一般。

［国際展開課］ 電気通信業及び放送業の発達、
改善、調整（電気通信業及び放送業の国際競争
力の強化に関するものに限る。）で海外における
プロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の
展開の促進。

［国際経済課］ 省の所掌に属する国際関係事務
のうち経済に関するものの総括。

［国際協力課］ 国際戦略局、情報流通行政局、総
合通信基盤局、サイバーセキュリティ統括官（以
下「局等」という）の所掌事務に係る国際協力に
関する基本的な政策の企画、立案。省の所掌に
属する国際協力に関する事務の総括。

［参事官］ 電気通信業及び放送業の発達、改善
及び調整に関する事務（電気通信業及び放送業
の国際競争力の強化に関するものに限り、国際
展開課の所掌に属するものを除く。）のうち重要
事項に係るもの、国際戦略局の所掌事務に関す
る重要事項の審議に参画。

―情 報 流 通 行 政 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護。情
報通信行政・郵政行政審議会の庶務。

［情報通信政策課］ 情報の電磁的流通の規律、
振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進。
情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備
その他の環境の整備｡情報通信の高度化に関す
る事務のうち情報の電磁的流通に係るもの。局
等の所掌事務に係る事業に必要な資金の融通に
関する事務の総括。局等の所掌事務に関する財
政投融資計画に関する事務の総括。局等の所掌
事務に関する統計。情報通信審議会の庶務。情
報通信政策研究所の組織、運営一般。総合通信
局、沖縄総合通信事務所の組織、運営一般。

［情報流通振興課］ 情報の電磁的流通のための
有線又は無線の施設の整備の促進。電気通信事
業者に係る本邦と外国との間の情報の電磁的流
通の促進。情報の電磁的流通の公平な利用の機
会の確保、利用の促進。情報の電磁的流通に係
る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識・
技術の向上。電気通信システム、これに係るプ
ログラムの開発、普及による情報の電磁的流通
の高度化。特定公共電気通信システム開発関連
技術に関する研究開発の推進に関する法律の施
行。中小企業等経営強化法の施行。

［情報通信作品振興課］ 情報通信作品の収集、
制作、保管の促進。情報通信作品に係る情報の
電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他
の環境の整備。

［地域通信振興課］ 地域の特性に応じた情報の
電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備
の促進。地域の特性に応じた情報の電磁的流通
のための有線又は無線の施設に関連する情報の
電磁的流通の振興。地方拠点都市地域の整備及
び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の
施行に関する事務のうち同法第２条第３項に規
定する産業業務施設の再配置。

［放送政策課］ 局の所掌事務のうち放送に係る
ものに関する総合的な政策の企画、立案、推進。
放送に係る無線局免許等関係事務。一般放送の
施設の使用の規律。国際放送その他の本邦と外
国との間の情報の電磁的流通の促進。放送業の
発達、改善、調整。日本放送協会。放送大学学園
の組織、運営一般。

［放送技術課］ 局の所掌事務のうち放送に係る
ものに関する総合的な政策のうち技術に関する
ものの企画、立案、推進。放送に係る無線局免許
等関係事務に係る技術的事項。一般放送の施設
の使用の規律に関する技術的事項。

［放送業務課］ 国内放送に係る無線局免許等関
係事務。国内放送に該当する一般放送の施設の
使用の規律。有線テレビジョン放送の施設の設
置の規律。放送業の発達、改善、調整。

［放送施設整備促進課］ 放送の施設の整備及び
維持に関する総合的な政策の企画、立案、推進。
放送法第 条に規定する基幹放送の受信に係
る事業者の責務の履行の確保。

［参事官］ 情報の電磁的流通の規律、振興に関
する総合的な政策の企画、立案、推進に関する
事務のうち重要事項に係るもの、情報の電磁的
流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進
に関する事務のうち重要事項に係るもの、情報
流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議
に参画。

（郵政行政部）
［企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。部
の所掌事務に係る国際協力。部の所掌に属する
国際関係事務の総括。日本郵政株式会社法第
条第１項、日本郵便株式会社法第 条第１項、
郵便法第 条第１項の規定に基づく検査。独立
行政法人通則法第 条第１項の規定に基づく
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便
局ネットワーク支援機構の検査。郵政事業のう
ち郵便事業以外のもの。信書便事業の監督。独
立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局
ネットワーク支援機構の組織、運営一般。

［郵便課］ 郵政事業のうち郵便事業。郵便認証
司。条約又は法律で定める範囲内において、郵
便に関する国際的取決めの協議、締結、万国郵
便連合その他の機関との連絡。印紙の売りさば
きに関する業務。

［郵便局活用課］ 郵政事業のうち日本郵便株式
会社法第４条第２項第２号及び第３号に掲げる
業務並びにこれらに附帯する業務。独立行政法
人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワ
ーク支援機構の行う郵便局ネットワーク支援業
務。郵便局の設置に関すること。

―総 合 通 信 基 盤 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。電
波監理審議会の庶務。

（電気通信事業部）
［事業政策課］ 情報の電磁的流通のための有線
の施設の設置、使用の規律（放送に係るものに
あっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に
関するものに限り、データ通信課、電気通信技
術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に
属するものを除く。）。電気通信事業の発達、改
善、調整に関する総合的な政策の企画、立案、推
進。電気通信事業法第９条に規定する電気通信
事業の登録。電気通信事業法第 条第１項に
規定する電気通信事業の認定。日本電信電話株
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式会社等に関する法律第１条の２第１項に規定
する日本電信電話株式会社、同条第２項に規定
する東日本電信電話株式会社、同条第３項に規
定する西日本電信電話株式会社の組織、運営一
般。

［料金サービス課］ 料金その他の電気通信役務
に関する提供条件。電気通信事業の発達、改善、
調整。部の所掌事務に係る一般消費者の利益の
保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に
関する契約（電気通信役務の利用による一般消
費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除
く。）。電気通信事業法第 条の２第１項の規定
による届出の受理。

［データ通信課］ データ通信に係る情報の電磁
的流通のための有線の施設の設置、使用の規律
（電気通信技術システム課及び安全・信頼性対
策課の所掌に属するものを除く。）。電気通信事
業法第 条第１項の規定による届出の受理。電
気通信事業の発達、改善、調整。

［電気通信技術システム課］ 情報の電磁的流通
のための有線の施設の設置、使用の規律（放送
に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設
の設置の規律に限る。）に関する技術的事項（安
全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。）。
電気通信事業の発達、改善、調整に関する電気
通信業の技術に係る事項（国際戦略局の所掌に
属するものを除く。）。

［安全・信頼性対策課］ 情報の電磁的流通のた
めの有線の施設の設置、使用の規律に関する技
術的事項のうち電気通信設備に係る事故に関す
る対策に係るもの。非常事態における重要通信
の確保（電波部の所掌に属するものを除く。）。

［基盤整備促進課］ 電気通信事業の用に供する
電気通信網の整備及び維持に関する総合的な政
策の企画、立案、推進。電気通信事業法第７条に
規定する基礎的電気通信役務（電気通信技術シ
ステム課の所掌に属するものを除く。）。

［利用環境課］ 部の所掌事務に係る一般消費者
の利益の保護（料金サービス課の所掌に属する
ものを除く。）。

（電波部）
［電波政策課］ 周波数の割当て。電波の監督管

理に関する総合的な政策の企画、立案、推進。電
波の伝わり方についての予報、警報。電波利用
料。電波法第 条の２第４項第２号に規定す
る総合無線局管理ファイルの作成、管理。電波
の監督管理。電波の利用の促進。分配された周
波数の使用、混信に関する国際電気通信連合、
外国の主管庁等との連絡。

［基幹・衛星移動通信課］ 無線局免許等関係事
務（情報流通行政局及び移動通信課の所掌に属
するものを除く。）。無線局に係る電波の利用の
促進（国際戦略局及び情報流通行政局並びに移
動通信課の所掌に属するものを除く。）。非常事
態における重要通信の確保。電波法第 条の

第１項に規定する電波有効利用促進センター
の組織、運営一般。

［移動通信課］ 次に掲げる無線局に係る無線局
免許等関係事務（情報流通行政局の所掌に属す
るものを除く。）。陸上に開設する無線局のうち
移動中の運用を行わないもの（自動車その他の
陸上を移動するものとの間に通信を行うことを
目的とするもの及びこれに密接な関係があるも
のに限り、人工衛星に開設する無線局の中継に
より通信を行うもの及びアマチュア無線局に該
当するものを除く。）。陸上に開設する無線局の

うち移動中の運用を行うもの（人工衛星に開設
する無線局の中継により通信を行うもの及びア
マチュア無線局に該当するものを除く。）。アマ
チュア無線局。これらの無線局に係る電波の利
用の促進（国際戦略局及び情報流通行政局の所
掌に属するものを除く。）。

［電波環境課］ 電波が無線設備その他のものに
及ぼす影響による被害の防止、軽減。無線局の
電波の発射の停止。電波の質等の検査。無線設
備の機器の試験、較正。無線設備に関する基準・
認証制度。電波法第 条第１項に規定する無線
設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録。
高周波利用設備に係る電波の監督管理。電波の
監視、電波の質の是正、不法に開設された無線
局、不法に設置された高周波利用設備の探査。
高周波利用設備に係る電波の利用の促進。国際
電波監視機関との連絡。部の所掌事務に係る一
般消費者の利益の保護。

―統 計 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。統
計研究研修所の組織、運営一般。独立行政法人
統計センターの組織、運営一般。

［事業所情報管理課］ 統計法第２条第８項に規
定する事業所母集団データベースを構成する事
業所に関する情報その他の統計の作成に必要な
情報の収集、提供。

［統計情報利用推進課］ 統計の利用に必要な情
報の収集、提供。国勢調査その他国勢の基本に
関する統計調査に係る調査票情報（統計法第２
条第 項に規定する調査票情報。）の二次利用
及び提供並びに委託による当該調査票情報を利
用した統計の作成、統計的研究。国勢調査その
他国勢の基本に関する統計調査に係る匿名デー
タ（統計法第２条第 項に規定する匿名デー
タ。）の作成、提供。統計に関する図書の編集、
刊行。統計局の事務全般に係る広報。国立国会
図書館支部総務省統計図書館。

［統計情報システム管理官］ 統計局及び政策統
括官の所掌（統計及び統計制度に関する事務に
係るものに限る。）に関する情報システムの整備、
管理。

（統計調査部）
［調査企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
国の行政機関又は地方公共団体の委託による統
計調査の実施、製表。二次的統計の作成。総務省
において実施する統計調査の調整。

［国勢統計課］ 国勢調査その他の人口に関する
統計調査の実施、製表。就業、不就業の状態に関
する統計調査の実施、製表。住宅、土地に関する
統計調査の実施、製表。人口の推計。

［経済統計課］ 事業所、企業に関する統計調査
の実施、製表。

［消費統計課］ 消費者に関する統計調査の実施、
製表。価格に関する統計調査の実施、製表。消費
動向指数の作成。消費者物価指数の作成。

―政 策 統 括 官―

［政策統括官］ 省の所掌事務に関する総合的な
政策の企画、立案。統計及び統計制度に関する
事務。恩給制度に関する企画、立案。恩給を受け
る権利の裁定、恩給の支給、負担。

［統計企画管理官］ 政策統括官のつかさどる職
務（統計、統計制度の発達、改善に関する基本的
事項の企画、立案。統計職員の養成の企画、立
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式会社等に関する法律第１条の２第１項に規定
する日本電信電話株式会社、同条第２項に規定
する東日本電信電話株式会社、同条第３項に規
定する西日本電信電話株式会社の組織、運営一
般。

［料金サービス課］ 料金その他の電気通信役務
に関する提供条件。電気通信事業の発達、改善、
調整。部の所掌事務に係る一般消費者の利益の
保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に
関する契約（電気通信役務の利用による一般消
費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除
く。）。電気通信事業法第 条の２第１項の規定
による届出の受理。

［データ通信課］ データ通信に係る情報の電磁
的流通のための有線の施設の設置、使用の規律
（電気通信技術システム課及び安全・信頼性対
策課の所掌に属するものを除く。）。電気通信事
業法第 条第１項の規定による届出の受理。電
気通信事業の発達、改善、調整。

［電気通信技術システム課］ 情報の電磁的流通
のための有線の施設の設置、使用の規律（放送
に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設
の設置の規律に限る。）に関する技術的事項（安
全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。）。
電気通信事業の発達、改善、調整に関する電気
通信業の技術に係る事項（国際戦略局の所掌に
属するものを除く。）。

［安全・信頼性対策課］ 情報の電磁的流通のた
めの有線の施設の設置、使用の規律に関する技
術的事項のうち電気通信設備に係る事故に関す
る対策に係るもの。非常事態における重要通信
の確保（電波部の所掌に属するものを除く。）。

［基盤整備促進課］ 電気通信事業の用に供する
電気通信網の整備及び維持に関する総合的な政
策の企画、立案、推進。電気通信事業法第７条に
規定する基礎的電気通信役務（電気通信技術シ
ステム課の所掌に属するものを除く。）。

［利用環境課］ 部の所掌事務に係る一般消費者
の利益の保護（料金サービス課の所掌に属する
ものを除く。）。

（電波部）
［電波政策課］ 周波数の割当て。電波の監督管

理に関する総合的な政策の企画、立案、推進。電
波の伝わり方についての予報、警報。電波利用
料。電波法第 条の２第４項第２号に規定す
る総合無線局管理ファイルの作成、管理。電波
の監督管理。電波の利用の促進。分配された周
波数の使用、混信に関する国際電気通信連合、
外国の主管庁等との連絡。

［基幹・衛星移動通信課］ 無線局免許等関係事
務（情報流通行政局及び移動通信課の所掌に属
するものを除く。）。無線局に係る電波の利用の
促進（国際戦略局及び情報流通行政局並びに移
動通信課の所掌に属するものを除く。）。非常事
態における重要通信の確保。電波法第 条の

第１項に規定する電波有効利用促進センター
の組織、運営一般。

［移動通信課］ 次に掲げる無線局に係る無線局
免許等関係事務（情報流通行政局の所掌に属す
るものを除く。）。陸上に開設する無線局のうち
移動中の運用を行わないもの（自動車その他の
陸上を移動するものとの間に通信を行うことを
目的とするもの及びこれに密接な関係があるも
のに限り、人工衛星に開設する無線局の中継に
より通信を行うもの及びアマチュア無線局に該
当するものを除く。）。陸上に開設する無線局の

うち移動中の運用を行うもの（人工衛星に開設
する無線局の中継により通信を行うもの及びア
マチュア無線局に該当するものを除く。）。アマ
チュア無線局。これらの無線局に係る電波の利
用の促進（国際戦略局及び情報流通行政局の所
掌に属するものを除く。）。

［電波環境課］ 電波が無線設備その他のものに
及ぼす影響による被害の防止、軽減。無線局の
電波の発射の停止。電波の質等の検査。無線設
備の機器の試験、較正。無線設備に関する基準・
認証制度。電波法第 条第１項に規定する無線
設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録。
高周波利用設備に係る電波の監督管理。電波の
監視、電波の質の是正、不法に開設された無線
局、不法に設置された高周波利用設備の探査。
高周波利用設備に係る電波の利用の促進。国際
電波監視機関との連絡。部の所掌事務に係る一
般消費者の利益の保護。

―統 計 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。統
計研究研修所の組織、運営一般。独立行政法人
統計センターの組織、運営一般。

［事業所情報管理課］ 統計法第２条第８項に規
定する事業所母集団データベースを構成する事
業所に関する情報その他の統計の作成に必要な
情報の収集、提供。

［統計情報利用推進課］ 統計の利用に必要な情
報の収集、提供。国勢調査その他国勢の基本に
関する統計調査に係る調査票情報（統計法第２
条第 項に規定する調査票情報。）の二次利用
及び提供並びに委託による当該調査票情報を利
用した統計の作成、統計的研究。国勢調査その
他国勢の基本に関する統計調査に係る匿名デー
タ（統計法第２条第 項に規定する匿名デー
タ。）の作成、提供。統計に関する図書の編集、
刊行。統計局の事務全般に係る広報。国立国会
図書館支部総務省統計図書館。

［統計情報システム管理官］ 統計局及び政策統
括官の所掌（統計及び統計制度に関する事務に
係るものに限る。）に関する情報システムの整備、
管理。

（統計調査部）
［調査企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

国の行政機関又は地方公共団体の委託による統
計調査の実施、製表。二次的統計の作成。総務省
において実施する統計調査の調整。

［国勢統計課］ 国勢調査その他の人口に関する
統計調査の実施、製表。就業、不就業の状態に関
する統計調査の実施、製表。住宅、土地に関する
統計調査の実施、製表。人口の推計。

［経済統計課］ 事業所、企業に関する統計調査
の実施、製表。

［消費統計課］ 消費者に関する統計調査の実施、
製表。価格に関する統計調査の実施、製表。消費
動向指数の作成。消費者物価指数の作成。

―政 策 統 括 官―

［政策統括官］ 省の所掌事務に関する総合的な
政策の企画、立案。統計及び統計制度に関する
事務。恩給制度に関する企画、立案。恩給を受け
る権利の裁定、恩給の支給、負担。

［統計企画管理官］ 政策統括官のつかさどる職
務（統計、統計制度の発達、改善に関する基本的
事項の企画、立案。統計職員の養成の企画、立

案。）の補助。
［統計審査官］ 政策統括官のつかさどる職務（統

計調査の実施について審査及び調整、統計基準
の設定。）の補助。

［統計調整官］ 政策統括官のつかさどる職務（統
計委員会の所掌事務についての関係行政機関と
の連絡調整。統計委員会の庶務。）の補助。

［国際統計管理官］ 政策統括官のつかさどる職
務（国際統計事務の統括。）の補助。

［恩給管理官］ 政策統括官のつかさどる職務（恩
給制度に関する企画、立案。恩給を受ける権利
の裁定、恩給の支給、負担。）の補助。

―サイバーセキュリティ統括官―

［サイバーセキュリティ統括官］ 情報の電磁的
流通におけるサイバーセキュリティの確保。情
報の電磁的流通における個人情報の保護。省の
所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保
に関する事務の総括。

［参事官］ サイバーセキュリティ統括官のつか
さどる職務の補助。
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公害等調整委員会

［総務課］ 事務局の所掌事務に関する総合調整。
機密。委員長の官印、委員会印その他の公印の
保管。法令案の作成。公文書類の接受、発送、編
集、保存。公文書類の審査、進達。情報の公開。
個人情報の保護。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。職員の衛生、医療そ
の他の福利厚生。機構、定員。所掌に係る経費、
収入の予算、決算、会計、会計の監査。物品の管
理。官報掲載。行政の考査。広報。国会、裁判所、
各省各庁、地方公共団体との連絡。所掌事務の
処理状況の国会に対する報告、概要の公表。公
害紛争処理法に基づく総務大臣等に対する意見
の申出。公害紛争処理法に基づく地方公共団体
が行う公害に関する苦情の処理についての指導
等。事務局の所掌事務に関する資料、情報の収
集、分析。所掌事務に関する調査、研究。

［審査官］ あっせん、調停、仲裁、裁定。鉱区禁
止地域の指定、指定の解除。鉱業法第 条第２
項の規定による勧告。鉱業法第 条の２第３項
又は採石法第 条の規定による承認。文化財保
護法第 条第１項の規定よる協議。土地収用
法第 条第２項又は第 条第１項の規定に
よる意見の申出。
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公害等調整委員会

［総務課］ 事務局の所掌事務に関する総合調整。
機密。委員長の官印、委員会印その他の公印の
保管。法令案の作成。公文書類の接受、発送、編
集、保存。公文書類の審査、進達。情報の公開。
個人情報の保護。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。職員の衛生、医療そ
の他の福利厚生。機構、定員。所掌に係る経費、
収入の予算、決算、会計、会計の監査。物品の管
理。官報掲載。行政の考査。広報。国会、裁判所、
各省各庁、地方公共団体との連絡。所掌事務の
処理状況の国会に対する報告、概要の公表。公
害紛争処理法に基づく総務大臣等に対する意見
の申出。公害紛争処理法に基づく地方公共団体
が行う公害に関する苦情の処理についての指導
等。事務局の所掌事務に関する資料、情報の収
集、分析。所掌事務に関する調査、研究。

［審査官］ あっせん、調停、仲裁、裁定。鉱区禁
止地域の指定、指定の解除。鉱業法第 条第２
項の規定による勧告。鉱業法第 条の２第３項
又は採石法第 条の規定による承認。文化財保
護法第 条第１項の規定よる協議。土地収用
法第 条第２項又は第 条第１項の規定に
よる意見の申出。

消防庁

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。長官の官印、庁印の
保管。恩給に関する連絡事務。庁の所掌事務に
関する総合調整。公文書類の接受、発送、編集、
保存。官報掲載。法令案その他の公文書類の審
査、進達。機構、定員。庁の所掌に係る経費、収
入の予算、決算、会計、会計の監査。行政財産、
物品の管理。職員の衛生、医療その他の福利厚
生。庁内の管理。広報。情報の公開。個人情報の
保護。政策の評価。行政の考査。事務能率の増
進。消防制度、消防準則の企画、立案。消防制度、
消防準則の総括。消防に関する表彰、報償。消防
組織法第 条の規定による勧告、指導、助言。
消防法第 条の３の２第１項の規定による火
災の原因の調査。消防に関する試験、研究。消防
大学校における事務のうち第 条第２項、第
７号に掲げるもの。消防審議会の庶務。

［消防・救急課］ 地方公共団体における消防の
組織に関する制度（消防団に係るものを除く。）
の企画、立案。消防職員の任用、給与、分限、懲
戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画、
立案。消防職員委員会の組織及び運営の基準に
関する企画、立案及び指導。消火の活動に関す
る制度の企画、立案。消防に関する市街地の等
級化。消防の広域化の推進に関する制度の企画、
立案。消防広域化推進本部の運営。消防の広域
化に関する都道府県に対する援助等。消防職員、
消防団員の教養訓練の基準。国、都道府県の消
防の事務に従事する職員、市町村の消防職員、
消防団員の教育訓練。消防施設の強化拡充の指
導、助成。消防に必要な人員、施設の基準（消防
団の装備の基準を除く。）。防災計画に基づく消
防に関する計画の基準。消防吏員の階級、礼式、
服制、消防団員の礼式に関する基準。消防大学
校の組織、運営一般。救急業務に関する制度の
企画、立案。救急業務の基準。応急手当に関する
思想の普及宣伝。消防機関と医療機関の連携。
救急救命士。

［予防課］ 防火査察、防火管理その他火災予防
の制度の企画、立案。火災の調査、危険物に係る
流出等の事故の原因の調査。消防の用に供する
設備、機械器具、資材の認定、検定。消防用設備
等の基準。危険物の判定の方法、保安の確保。危
険物取扱者、消防設備士。消防に関する試験、研
究。消防思想の普及宣伝。石油パイプライン事
業の用に供する施設についての工事の計画、検
査その他の保安。石油コンビナート等災害防止
法第２条第２号に規定する石油コンビナート等
特別防災区域に係る災害の発生、拡大の防止、
災害の復旧。林野火災その他の特殊災害に関す
る消防上の対策。消防大学校における事務のう
ち総務省組織令第 条第２項第１号・第２号・
第５号・第６号に掲げるもの。

（国民保護・防災部）
［防災課］ 武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律に基づく住民の避難、
安否情報、消防に関する指示等、地方公共団体
の事務に関する国と地方公共団体、地方公共団
体相互間の連絡調整。地方公共団体における消
防の組織に関する制度のうち消防団に係るもの
の企画及び立案。消防団員の任用、給与、分限、
懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企
画、立案。消防団の装備の基準。消防団員等の公

務災害補償等。消防団員の階級、服制に関する
基準。航空機による消防に関する制度の企画、
立案。航空機による消防の活動の基準。消防統
計、消防情報。消防通信。消防の広域応援、緊急
消防援助隊。災害対策基本法、大規模地震対策
特別措置法、原子力災害対策特別措置法、東南
海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地
方公共団体、地方公共団体相互間の連絡。住民
の自主的な防災組織が行う消防。大震火災、そ
の他の地震災害に関する消防上の対策。消防組
織法第 条第２項の規定による災害防御の措
置の協定。水防法第７条第６項の規定による水
防計画の報告、同法第 条第１項の規定による
水防に関する報告。庁の情報システムの整備、
管理。

［参事官］ 人命の救助に関する制度の企画、立
案。人命の救助に係る活動の基準。国際緊急救
助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助
活動。庁の所掌事務に係る国際協力。
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法務省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事
務次官の官印、省印の保管。公文書類の接受、発
送、編集、保存。法令案その他の公文書類の審
査。情報の公開。個人情報の保護。機構。省の所
掌事務に関する総合調整。基本的かつ総合的な
政策の企画及び立案。行政の考査。国会との連
絡。広報。皇統譜副本の保管。政策の評価。情報
システムの整備、管理。最高裁判所との連絡交
渉。基本法制に関する国民の理解の増進。法務
に関する調査及び研究。事務能率の増進。省の
所掌事務に関する公文書類の管理。儀式。官報
掲載。

［人事課］ 定員。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。栄典の推薦、伝達の
実施、儀式の出席者の推薦、表彰。公証人、人権
擁護委員、保護司、日本司法支援センターの役
員の身分。検察官適格審査会、検察官・公証人特
別任用等審査会の庶務。司法試験委員会の庶務。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。物品の管理。東日本大震災復興特別会
計の経理。東日本大震災復興特別会計に属する
物品の管理。庁内の管理。本省で使用する自動
車の管理。

［国際課］ 国際関係事務に関する総合調整、基
本的かつ総合的な政策の企画、立案、国際機関、
外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整。
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の
防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及
び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及
び調査を行うことを目的とする研修所を日本国
に設置することに関する条約に基づき、国際連
合に協力して行う研修、研究、調査。

［施設課］ 施設の整備。省所管の国有財産の管
理、処分。東日本大震災復興特別会計に属する
国有財産の管理及び処分。職員に貸与する宿舎。
外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る
国際協力、これらの施設の管理、運営に係る国
際協力に関する事務の調整。

［厚生管理官］ 職員の衛生、医療その他の福利
厚生。恩給に関する連絡事務、職員の災害補償。

（司法法制部）
［司法法制課］ 司法制度に関する企画、立案。司

法試験制度に関する企画、立案。内外の法令、法
務に関する資料の整備、編さん。法制審議会の
庶務。国立国会図書館支部法務図書館。省の所
掌事務に関する統計。日本司法支援センター評
価委員会の庶務。日本司法支援センターの組織
及び運営（日本司法支援センターの役員の身分
に関することを除く。）。総合法律支援。他の所
掌に属しないものに関する法令案の作成。

［審査監督課］ 弁護士法第５条の認定。外国法
事務弁護士。債権管理回収業の監督。民間紛争
解決手続の業務の認証。

―民 事 局―

［総務課］ 民事法制に関する企画、立案。局の所
掌事務に関する総合調整。公証。検察官・公証人
特別任用等審査会公証人分科会の庶務。法務局、
地方法務局の組織、運営。

［民事第一課］ 国籍。戸籍。後見登記等に関する

法律に定める登記。破壊活動防止法附則第４項
に規定する財産の管理、処分。住民基本台帳法
第９条第２項の規定による通知、同法第３章に
規定する戸籍の附票。

［民事第二課］ 不動産登記その他の登記。司法
書士、土地家屋調査士。相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定
による国庫への帰属の承認。

［商事課］ 商業登記その他の商事。法人の登記。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の
特例等に関する法律に定める登記。供託。遺言
書保管。非訟事件。

［民事法制管理官］ 民事法制に関する基本的な
企画、立案、これに基づく関係事務の調整。

―刑 事 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。検
察庁の組織、運営。犯罪捜査の科学的研究。情報
システムの整備その他の検察事務の能率化。刑
事の裁判の執行指揮その他の検察事務。司法警
察職員の教養訓練。法科大学院への裁判官及び
検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関
する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科
大学院の教育に対する法曹としての実務に係る
協力。

［刑事課］ 一般刑事事件の検察。環境関係事件
の検察。選挙関係事件の検察。交通関係事件の
検察。財政経済関係事件の検察。少年に係る刑
事事件の検察。以上に掲げる事件の犯罪の予防。

［公安課］ 公安関係事件の検察。労働関係事件
の検察。風紀関係事件の検察。薬物関係事件の
検察。暴力団に係る刑事事件の検察。外国人に
係る刑事事件の検察。以上に掲げる事件の犯罪
の予防。

［刑事法制管理官］ 刑事法制に関する企画、立
案。

［国際刑事管理官］ 犯罪人の引渡し、国際捜査
共助その他の刑事に関する国際間の共助。刑事
に関する国際間の協力。刑事に関する条約その
他の国際約束の実施。犯罪人の出国に係る事務
の関係行政機関との調整。

―矯 正 局―

［総務課］ 矯正に関する法令案の作成。局の所
掌事務に関する総合調整。矯正施設の実地監査。
矯正施設に収容中の者の処遇に関する不服申立
て。刑事施設、少年院、少年鑑別所視察委員会。
矯正施設の組織、運営。矯正管区の組織、運営。
刑務共済組合。局の所掌事務に係る国際協力。

［成人矯正課］ 刑務所等被収容者（刑務所、少年
刑務所、拘置所に収容中の者）の規律、警備その
他これらの施設の保安。刑務所等被収容者の収
容、分類、拘禁、移送、保護、釈放。刑務所等被
収容者の職業訓練を含む作業、改善指導、教科
指導、厚生その他その処遇。刑務所等被収容者
に係る作業報奨金、手当金。国際受刑者移送。犯
罪人の指紋その他その個人識別。矯正の事務に
従事する職員（少年院、少年鑑別所の事務に従
事する職員を除く。）の非常訓練。刑務官の点検、
礼式。

［少年矯正課］ 少年院等被収容者（少年院、少年
鑑別所に収容中の者）の規律、警備その他これ
らの施設の保安。少年院等被収容者の収容、鑑
別、分類、拘禁、移送、保護、釈放。少年院等被
収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他
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法務省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事
務次官の官印、省印の保管。公文書類の接受、発
送、編集、保存。法令案その他の公文書類の審
査。情報の公開。個人情報の保護。機構。省の所
掌事務に関する総合調整。基本的かつ総合的な
政策の企画及び立案。行政の考査。国会との連
絡。広報。皇統譜副本の保管。政策の評価。情報
システムの整備、管理。最高裁判所との連絡交
渉。基本法制に関する国民の理解の増進。法務
に関する調査及び研究。事務能率の増進。省の
所掌事務に関する公文書類の管理。儀式。官報
掲載。

［人事課］ 定員。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。栄典の推薦、伝達の
実施、儀式の出席者の推薦、表彰。公証人、人権
擁護委員、保護司、日本司法支援センターの役
員の身分。検察官適格審査会、検察官・公証人特
別任用等審査会の庶務。司法試験委員会の庶務。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。物品の管理。東日本大震災復興特別会
計の経理。東日本大震災復興特別会計に属する
物品の管理。庁内の管理。本省で使用する自動
車の管理。

［国際課］ 国際関係事務に関する総合調整、基
本的かつ総合的な政策の企画、立案、国際機関、
外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整。
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の
防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及
び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及
び調査を行うことを目的とする研修所を日本国
に設置することに関する条約に基づき、国際連
合に協力して行う研修、研究、調査。

［施設課］ 施設の整備。省所管の国有財産の管
理、処分。東日本大震災復興特別会計に属する
国有財産の管理及び処分。職員に貸与する宿舎。
外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る
国際協力、これらの施設の管理、運営に係る国
際協力に関する事務の調整。

［厚生管理官］ 職員の衛生、医療その他の福利
厚生。恩給に関する連絡事務、職員の災害補償。

（司法法制部）
［司法法制課］ 司法制度に関する企画、立案。司

法試験制度に関する企画、立案。内外の法令、法
務に関する資料の整備、編さん。法制審議会の
庶務。国立国会図書館支部法務図書館。省の所
掌事務に関する統計。日本司法支援センター評
価委員会の庶務。日本司法支援センターの組織
及び運営（日本司法支援センターの役員の身分
に関することを除く。）。総合法律支援。他の所
掌に属しないものに関する法令案の作成。

［審査監督課］ 弁護士法第５条の認定。外国法
事務弁護士。債権管理回収業の監督。民間紛争
解決手続の業務の認証。

―民 事 局―

［総務課］ 民事法制に関する企画、立案。局の所
掌事務に関する総合調整。公証。検察官・公証人
特別任用等審査会公証人分科会の庶務。法務局、
地方法務局の組織、運営。

［民事第一課］ 国籍。戸籍。後見登記等に関する

法律に定める登記。破壊活動防止法附則第４項
に規定する財産の管理、処分。住民基本台帳法
第９条第２項の規定による通知、同法第３章に
規定する戸籍の附票。

［民事第二課］ 不動産登記その他の登記。司法
書士、土地家屋調査士。相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定
による国庫への帰属の承認。

［商事課］ 商業登記その他の商事。法人の登記。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の
特例等に関する法律に定める登記。供託。遺言
書保管。非訟事件。

［民事法制管理官］ 民事法制に関する基本的な
企画、立案、これに基づく関係事務の調整。

―刑 事 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。検
察庁の組織、運営。犯罪捜査の科学的研究。情報
システムの整備その他の検察事務の能率化。刑
事の裁判の執行指揮その他の検察事務。司法警
察職員の教養訓練。法科大学院への裁判官及び
検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関
する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科
大学院の教育に対する法曹としての実務に係る
協力。

［刑事課］ 一般刑事事件の検察。環境関係事件
の検察。選挙関係事件の検察。交通関係事件の
検察。財政経済関係事件の検察。少年に係る刑
事事件の検察。以上に掲げる事件の犯罪の予防。

［公安課］ 公安関係事件の検察。労働関係事件
の検察。風紀関係事件の検察。薬物関係事件の
検察。暴力団に係る刑事事件の検察。外国人に
係る刑事事件の検察。以上に掲げる事件の犯罪
の予防。

［刑事法制管理官］ 刑事法制に関する企画、立
案。

［国際刑事管理官］ 犯罪人の引渡し、国際捜査
共助その他の刑事に関する国際間の共助。刑事
に関する国際間の協力。刑事に関する条約その
他の国際約束の実施。犯罪人の出国に係る事務
の関係行政機関との調整。

―矯 正 局―

［総務課］ 矯正に関する法令案の作成。局の所
掌事務に関する総合調整。矯正施設の実地監査。
矯正施設に収容中の者の処遇に関する不服申立
て。刑事施設、少年院、少年鑑別所視察委員会。
矯正施設の組織、運営。矯正管区の組織、運営。
刑務共済組合。局の所掌事務に係る国際協力。

［成人矯正課］ 刑務所等被収容者（刑務所、少年
刑務所、拘置所に収容中の者）の規律、警備その
他これらの施設の保安。刑務所等被収容者の収
容、分類、拘禁、移送、保護、釈放。刑務所等被
収容者の職業訓練を含む作業、改善指導、教科
指導、厚生その他その処遇。刑務所等被収容者
に係る作業報奨金、手当金。国際受刑者移送。犯
罪人の指紋その他その個人識別。矯正の事務に
従事する職員（少年院、少年鑑別所の事務に従
事する職員を除く。）の非常訓練。刑務官の点検、
礼式。

［少年矯正課］ 少年院等被収容者（少年院、少年
鑑別所に収容中の者）の規律、警備その他これ
らの施設の保安。少年院等被収容者の収容、鑑
別、分類、拘禁、移送、保護、釈放。少年院等被
収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他

その処遇。少年院等被収容者に係る職業能力習
得報奨金及び手当金。少年院等被収容者の観護
処遇。少年院、少年鑑別所の事務に従事する職
員の非常訓練。

［更生支援管理官］ 再犯の防止等（再犯の防止
等の推進に関する法律第２条第２項に規定す
る再犯の防止等をいう。）に関する施策（矯正
施設に収容中の者の改善更生及び円滑な社会
復帰に関するものに限る。）に関する基本的な
方針の企画、立案。再犯の防止等に関する施
策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に
関する活動を行う各種団体との連絡調整。

［矯正医療管理官］ 矯正施設に収容中の者の給
養、保健、衛生、医療、薬剤。

―保 護 局―

［総務課］ 更生保護に関する法令案の作成。局
の所掌事務に関する総合調整。恩赦。国際受刑
者移送法第 条第２項に規定する共助刑の執
行の減軽、免除。中央更生保護審査会の庶務。地
方更生保護委員会、保護観察所の組織、運営。心
神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律の規定による精神
保健観察その他の同法の対象者に対する地域社
会における処遇並びに生活環境の調査、調整（厚
生労働省の所掌に属するものを除く。）。

［更生保護振興課］ 保護司（大臣官房の所掌に
属するものを除く。）。更生保護事業の助長、監
督。民間における犯罪予防活動の促進。更生保
護に関する各種団体との連絡調整。犯罪者及び
その改善更生に関する科学的調査、研究。

［観察課］ 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の
終了、退院。保護観察、更生緊急保護、刑事施設、
少年院に収容中の者の生活環境の調整。刑法第

条の２第１項の規定により保護観察に付する
旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの
者及び勾留されている被疑者であって検察官が
罪を犯したと認めたものの生活環境の調整。更
生保護法第 条に規定する刑の執行を停止さ
れている者に対する措置。同法第 条の２に規
定する刑執行終了者等に対する援助。同法第
条の３に規定する更生保護に関する地域援助
（更生保護振興課の所掌に属するものを除く。）。
地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保
護審査会の審査。

―人権擁護局―

［総務課］ 人権擁護に関する基本的な事項に係
る企画、立案。局の所掌事務に関する総合調整。
人権擁護委員。

［調査救済課］ 人権侵犯事件に係る調査、被害
の救済、予防。人権相談。

［人権啓発課］ 人権啓発、民間における人権擁
護運動の助長。

―訟 務 局―

［訟務企画課］ 国の利害に関係のある争訟に関
する基本的な事項に係る企画、立案。局の所掌
事務に関する総合調整。

［民事訟務課］ 国の利害に関係のある民事に関
する争訟（行政訟務課、租税訟務課の所掌に属
するものを除く。）。

［行政訟務課］ 国の利害に関係のある行政に関
する争訟（租税訟務課の所掌に属するものを除

く。）。国の利害に関係のある民事に関する争訟
のうち労働関係に係るもの。

［租税訟務課］ 国の利害に関係のある租税の賦
課処分、徴収に関する争訟。

［訟務支援課］ 国の利害に関係のある争訟に関
する一般的な情報の収集、整理及び分析並びに
その結果の提供を行うことによる関係機関に対
する支援。
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出入国在留管理庁

［総務課］ 機密。長官の官印、庁印の保管。公文
書類の接受、発送、編集、保存。法令案その他の
公文書類の審査、進達。出入国在留管理庁の保
有する情報の公開。出入国在留管理庁の保有す
る個人情報の保護。出入国在留管理庁の機構、
定員。出入国在留管理庁の所掌事務に関する総
合調整（政策課の所掌に属するものを除く。）。
出入国在留管理庁の行政の考査。広報。出入国
在留管理庁の事務能率の増進。出入国在留管理
庁の情報システムの整備、管理。表彰、儀式。出
入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練、研修。出入国在留管
理庁の所掌に係る経費、収入の予算、決算、会
計、会計の監査。出入国在留管理庁所属の行政
財産、物品の管理。庁内の管理。出入国在留管理
庁の所掌事務に関する施設の整備。出入国在留
管理庁の職員の宿舎。出入国在留管理庁の職員
の衛生、医療その他の福利厚生。入国者収容所
等（出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」
という。）第２条第 号に規定する入国者収容
所等をいう。）の実地監査。入国者収容所等に収
容中の者の処遇に関する不服申立て。入国者収
容所等視察委員会。入国者収容所の組織、運営。
地方出入国在留管理局の組織、運営。外国人技
能実習機構の組織、運営。住民基本台帳法第
条の の規定による通知。地方公共団体の職員
その他の関係者に対する必要な研修。

［政策課］ 出入国在留管理庁の所掌事務に関す
る基本的かつ総合的な政策の企画、立案。出入
国在留管理基本計画の策定。出入国在留管理庁
の所掌事務に関する法令案の作成。特定技能の
在留資格に係る制度の運用に関する基本方針、
分野別の方針の策定。法務省設置法第 条第
項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に

ついて、当該重要政策に関して閣議において決
定された基本的な方針に基づいて、行政各部の
施策の統一を図るために必要となる企画、立
案、総合調整。

（出入国管理部）
［出入国管理課］ 外国人の上陸の許可（審判課

の所掌に属するものを除く。）。外国人の再入国
の許可。日本人の出国、帰国、外国人の出国の確
認。入管法第６章に規定する船舶等の長、運送
業者の責任。短期滞在の在留資格に係る外国人
の在留の許可。入管法第 条の２の２第１項の
規定による在留の許可、同条第４項の規定によ
る許可の取消し並びに入管法第 条の２の４
第１項の規定による仮滞在の許可及び入管法第

条の２の５第１項の規定による在留資格の取
得の許可（以下「在留許可等」といい、審判課の
所掌に属するものを除く。）。難民旅行証明書。
難民の認定及び補完的保護対象者の認定（審判
課の所掌に属するものを除く。）。

［審判課］ 入管法第 条第 項及び第 条の
第２項の規定による審査。収容令書、退去強

制令書の発付。入管法第 条の２第１項及び第
６項並びに第 条の２第１項及び第５項の規
定による監理措置決定。入管法第 条第 項
の規定による放免及び入管法第 条第２項の
規定による仮放免。入管法第 条第 項の規
定による命令。入管法第 条の２第１項の規定
による退去の命令。入管法第 条の 第 項
の規定による出国命令。入管法第 条の２第１

項の規定による出国制限対象者（同項に規定す
る出国制限対象者をいう。）に対する条件の付与
及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付。
外国人の上陸、退去強制についての口頭審理、
異議の申出（総務課の所掌に属するものを除
く。）。入管法第 条第 項の規定による在留の
許可。入管法第 条第５項の規定による決定。
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者
の認定をしない処分についての審査請求に係る
在留許可等。難民の認定をしない処分及び補完
的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の
認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取
消しについての審査請求。通報者に対する報償
金の交付。

［警備課］ 入管法第２条第 号に規定する違反
調査。収容令書、退去強制令書の執行（審判課の
所掌に属するものを除く。）。入国者収容所等そ
の他の施設の警備、被収容者の処遇。入国審査
官、入国警備官の武器の携帯、使用。入国警備官
の点検、礼式、非常訓練。

（在留管理支援部）
［在留管理課］ 外国人の在留の許可（出入国管
理部の所掌に属するものを除く。）。外国人の中
長期の在留の管理（総務課の所掌に属するもの
を除く。）。在留資格認定証明書の交付。登録支
援機関の登録。

［在留支援課］ 在留支援に関する事項の企画、
立案、調整、推進。地方公共団体、民間の団体が
行う在留支援の支援（総務課の所掌に属するも
のを除く。）。

［情報分析官］ 出入国在留管理庁の所掌事務に
係る情報の収集、整理、分析、統計。
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出入国在留管理庁

［総務課］ 機密。長官の官印、庁印の保管。公文
書類の接受、発送、編集、保存。法令案その他の
公文書類の審査、進達。出入国在留管理庁の保
有する情報の公開。出入国在留管理庁の保有す
る個人情報の保護。出入国在留管理庁の機構、
定員。出入国在留管理庁の所掌事務に関する総
合調整（政策課の所掌に属するものを除く。）。
出入国在留管理庁の行政の考査。広報。出入国
在留管理庁の事務能率の増進。出入国在留管理
庁の情報システムの整備、管理。表彰、儀式。出
入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練、研修。出入国在留管
理庁の所掌に係る経費、収入の予算、決算、会
計、会計の監査。出入国在留管理庁所属の行政
財産、物品の管理。庁内の管理。出入国在留管理
庁の所掌事務に関する施設の整備。出入国在留
管理庁の職員の宿舎。出入国在留管理庁の職員
の衛生、医療その他の福利厚生。入国者収容所
等（出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」
という。）第２条第 号に規定する入国者収容
所等をいう。）の実地監査。入国者収容所等に収
容中の者の処遇に関する不服申立て。入国者収
容所等視察委員会。入国者収容所の組織、運営。
地方出入国在留管理局の組織、運営。外国人技
能実習機構の組織、運営。住民基本台帳法第
条の の規定による通知。地方公共団体の職員
その他の関係者に対する必要な研修。

［政策課］ 出入国在留管理庁の所掌事務に関す
る基本的かつ総合的な政策の企画、立案。出入
国在留管理基本計画の策定。出入国在留管理庁
の所掌事務に関する法令案の作成。特定技能の
在留資格に係る制度の運用に関する基本方針、
分野別の方針の策定。法務省設置法第 条第
項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に

ついて、当該重要政策に関して閣議において決
定された基本的な方針に基づいて、行政各部の
施策の統一を図るために必要となる企画、立
案、総合調整。

（出入国管理部）
［出入国管理課］ 外国人の上陸の許可（審判課

の所掌に属するものを除く。）。外国人の再入国
の許可。日本人の出国、帰国、外国人の出国の確
認。入管法第６章に規定する船舶等の長、運送
業者の責任。短期滞在の在留資格に係る外国人
の在留の許可。入管法第 条の２の２第１項の
規定による在留の許可、同条第４項の規定によ
る許可の取消し並びに入管法第 条の２の４
第１項の規定による仮滞在の許可及び入管法第

条の２の５第１項の規定による在留資格の取
得の許可（以下「在留許可等」といい、審判課の
所掌に属するものを除く。）。難民旅行証明書。
難民の認定及び補完的保護対象者の認定（審判
課の所掌に属するものを除く。）。

［審判課］ 入管法第 条第 項及び第 条の
第２項の規定による審査。収容令書、退去強

制令書の発付。入管法第 条の２第１項及び第
６項並びに第 条の２第１項及び第５項の規
定による監理措置決定。入管法第 条第 項
の規定による放免及び入管法第 条第２項の
規定による仮放免。入管法第 条第 項の規
定による命令。入管法第 条の２第１項の規定
による退去の命令。入管法第 条の 第 項
の規定による出国命令。入管法第 条の２第１

項の規定による出国制限対象者（同項に規定す
る出国制限対象者をいう。）に対する条件の付与
及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付。
外国人の上陸、退去強制についての口頭審理、
異議の申出（総務課の所掌に属するものを除
く。）。入管法第 条第 項の規定による在留の
許可。入管法第 条第５項の規定による決定。
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者
の認定をしない処分についての審査請求に係る
在留許可等。難民の認定をしない処分及び補完
的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の
認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取
消しについての審査請求。通報者に対する報償
金の交付。

［警備課］ 入管法第２条第 号に規定する違反
調査。収容令書、退去強制令書の執行（審判課の
所掌に属するものを除く。）。入国者収容所等そ
の他の施設の警備、被収容者の処遇。入国審査
官、入国警備官の武器の携帯、使用。入国警備官
の点検、礼式、非常訓練。

（在留管理支援部）
［在留管理課］ 外国人の在留の許可（出入国管

理部の所掌に属するものを除く。）。外国人の中
長期の在留の管理（総務課の所掌に属するもの
を除く。）。在留資格認定証明書の交付。登録支
援機関の登録。

［在留支援課］ 在留支援に関する事項の企画、
立案、調整、推進。地方公共団体、民間の団体が
行う在留支援の支援（総務課の所掌に属するも
のを除く。）。

［情報分析官］ 出入国在留管理庁の所掌事務に
係る情報の収集、整理、分析、統計。

公安審査委員会

破壊的団体に対する規制に関する審査。破壊的
団体に対する活動制限の処分。破壊的団体に対
する解散の指定。無差別大量殺人行為を行った
団体に対する観察処分。無差別大量殺人行為を
行った団体に対する再発防止処分。 

 

240



公安調査庁

（総務部）
［総務課］ 機密。長官の官印、庁印の保管。公文

書類の接受、発送、編集、保存。経費、収入の予
算、決算、会計、会計の監査。庁所属の行政財産、
物品の管理。公文書類の審査、進達。情報の公
開。個人情報の保護。庁の所掌事務に関する総
合調整。広報。庁の所掌事務に関する法令案の
作成。統計。情報システムの整備、管理。破壊活
動防止法第３章の規定による弁明の聴取、処分
の請求。無差別大量殺人行為を行った団体の規
制に関する法律第３章の規定による処分の請求。
破壊活動防止法第 条、無差別大量殺人行為を
行った団体の規制に関する法律第 条の規定
による国会への報告。無差別大量殺人行為を行
った団体の規制に関する法律第 条の規定に
よる調査結果の提供。公安調査局、公安調査事
務所の組織、運営。

［人事課］ 機構、定員。職員の任免、給与、懲戒、
服務その他の人事、教養、訓練。職員の衛生、医
療その他の福利厚生。行政の考査。

（調査第一部）
［第一課］ 部の所掌事務に関する総合調整。そ

の規制に関し必要な調査が主として部の所掌に
属する破壊的団体に関する情報、資料の総合的
分析。その規制に関し必要な調査が主として部
の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団
体に関する情報、資料の総合的分析。無差別大
量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の
規定による無差別大量殺人行為を行った団体に
対する観察処分。部の所掌に係る事項に関する
関係機関との情報、資料の交換の総括。

［第二課］ その規制に関し必要な調査が主とし
て部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活
動防止法第３章の規定による規制の手続におい
て必要な証拠の準備。その規制に関し必要な調
査が主として部の所掌に属する無差別大量殺人
行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律第３章の規定
による規制の手続において必要な証拠の準備。
破壊的団体、無差別大量殺人行為を行った団体
の規制に関し必要な国内資料の収集、整理、保
管。

［公安調査管理官］ 破壊活動防止法第４章の規
定による破壊的団体の規制に関する調査。無差
別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法
律第４章の規定による無差別大量殺人行為を行
った団体の規制に関する調査。

（調査第二部）
［第一課］ 部の所掌事務に関する総合調整。そ

の規制に関し必要な調査が主として部の所掌に
属する破壊的団体に関する情報、資料の総合的
分析。その規制に関し必要な調査が主として部
の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団
体に関する情報、資料の総合的分析。

［第二課］ その規制に関し必要な調査が主とし
て部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活
動防止法第３章の規定による規制の手続におい
て必要な証拠の準備。その規制に関し必要な調
査が主として部の所掌に属する無差別大量殺人
行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律第３章の規定
による規制の手続において必要な証拠の準備。
破壊的団体、無差別大量殺人行為を行った団体

の規制に関し必要な国外資料の収集、整理、保
管。部の所掌に係る事項に関する国外との関連
を有する関係機関との情報、資料の交換の総括。

［公安調査管理官］ 破壊活動防止法第４章の規
定による破壊的団体の規制に関する調査であっ
て国外との関連を有するもの。無差別大量殺人
行為を行った団体の規制に関する法律第４章の
規定による無差別大量殺人行為を行った団体の
規制に関する調査であって国外との関連を有す
るもの。
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公安調査庁

（総務部）
［総務課］ 機密。長官の官印、庁印の保管。公文

書類の接受、発送、編集、保存。経費、収入の予
算、決算、会計、会計の監査。庁所属の行政財産、
物品の管理。公文書類の審査、進達。情報の公
開。個人情報の保護。庁の所掌事務に関する総
合調整。広報。庁の所掌事務に関する法令案の
作成。統計。情報システムの整備、管理。破壊活
動防止法第３章の規定による弁明の聴取、処分
の請求。無差別大量殺人行為を行った団体の規
制に関する法律第３章の規定による処分の請求。
破壊活動防止法第 条、無差別大量殺人行為を
行った団体の規制に関する法律第 条の規定
による国会への報告。無差別大量殺人行為を行
った団体の規制に関する法律第 条の規定に
よる調査結果の提供。公安調査局、公安調査事
務所の組織、運営。

［人事課］ 機構、定員。職員の任免、給与、懲戒、
服務その他の人事、教養、訓練。職員の衛生、医
療その他の福利厚生。行政の考査。

（調査第一部）
［第一課］ 部の所掌事務に関する総合調整。そ

の規制に関し必要な調査が主として部の所掌に
属する破壊的団体に関する情報、資料の総合的
分析。その規制に関し必要な調査が主として部
の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団
体に関する情報、資料の総合的分析。無差別大
量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の
規定による無差別大量殺人行為を行った団体に
対する観察処分。部の所掌に係る事項に関する
関係機関との情報、資料の交換の総括。

［第二課］ その規制に関し必要な調査が主とし
て部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活
動防止法第３章の規定による規制の手続におい
て必要な証拠の準備。その規制に関し必要な調
査が主として部の所掌に属する無差別大量殺人
行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律第３章の規定
による規制の手続において必要な証拠の準備。
破壊的団体、無差別大量殺人行為を行った団体
の規制に関し必要な国内資料の収集、整理、保
管。

［公安調査管理官］ 破壊活動防止法第４章の規
定による破壊的団体の規制に関する調査。無差
別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法
律第４章の規定による無差別大量殺人行為を行
った団体の規制に関する調査。

（調査第二部）
［第一課］ 部の所掌事務に関する総合調整。そ

の規制に関し必要な調査が主として部の所掌に
属する破壊的団体に関する情報、資料の総合的
分析。その規制に関し必要な調査が主として部
の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団
体に関する情報、資料の総合的分析。

［第二課］ その規制に関し必要な調査が主とし
て部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活
動防止法第３章の規定による規制の手続におい
て必要な証拠の準備。その規制に関し必要な調
査が主として部の所掌に属する無差別大量殺人
行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為
を行った団体の規制に関する法律第３章の規定
による規制の手続において必要な証拠の準備。
破壊的団体、無差別大量殺人行為を行った団体

の規制に関し必要な国外資料の収集、整理、保
管。部の所掌に係る事項に関する国外との関連
を有する関係機関との情報、資料の交換の総括。

［公安調査管理官］ 破壊活動防止法第４章の規
定による破壊的団体の規制に関する調査であっ
て国外との関連を有するもの。無差別大量殺人
行為を行った団体の規制に関する法律第４章の
規定による無差別大量殺人行為を行った団体の
規制に関する調査であって国外との関連を有す
るもの。

 

外務省

―大 臣 官 房―

［総務課］ 省の所掌事務に関する総合調整。行
政の考査。法令案その他の公文書類の審査、進
達。事務能率の増進。国会との連絡。機密。情報
公開。外務省の保有する個人情報の保護。機構。
公文書類の編集、保存。大臣、副大臣、大臣政務
官、事務次官の官印、省印の保管。政策の評価。
経済協力に関する評価。条約書その他の外交文
書の保管。外交資料の編さん。翻訳。官報掲載。
国立国会図書館支部外務省図書館。対外関係事
務の処理、総括（他の所掌に属するものを除く。）。
閣議決定された基本的方針に基づく行政各部の
施策の統一を図るために必要な企画、立案、総
合調整。

［人事課］ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他
の人事、教養、訓練。職員の採用試験。栄典の推
薦・伝達の実施、表彰、儀式。恩給に関する連絡
事務。定員。外国に居住する邦人に対する栄典
の授与に関し行う推薦、あっせん。外務人事審
議会の庶務。

［情報システム総括課］ 公文書類の接受、発送。
外交文書の発受その他の外交上の通信。情報シ
ステムの整備、管理。外務省の情報システムの
整備、管理。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。行政財産、物品の管理。東日本大震災復
興特別会計の経理（外務省の所掌に係るもの。）。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理
（外務省の所掌に係るもの。）。建築物の営繕（在
外公館課の所掌に属するものを除く。）。庁内の
管理。職員に貸与する宿舎。職員の衛生、医療そ
の他の福利厚生。職員の能率増進。

［在外公館課］ 在外公館の運営。在外公館に勤
務する職員の勤務条件、勤務環境の改善、整備。
在外公館の営繕。

［広報文化外交戦略課］ 国内広報及び海外広報
その他啓発のための措置並びに文化の分野にお
ける国際交流を広範かつ一体的に推進するため
の基本的な方針の企画及び立案。国内広報及び
海外広報その他啓発のための措置及び国際交流
に関する事務の総括。外交政策及び海外事情に
ついての国内広報。外交政策及び日本事情につ
いての海外広報（海外広報の目的をもって行う
資料の作成並びに人物の派遣及び招へいに関す
るものに限る。）。日本事情についての啓発のた
めの措置（海外に対する啓発の目的をもって行
う情報の提供及び人物の招へいに関するものに
限る）。教育資料その他の外国の資料における日
本に関する事項の調査及び是正。独立行政法人
国際交流基金の組織及び運営一般。文化の分野
における国際交流に関する対外関係事務の処理
及び総括（文化交流・海外広報課の所掌に属す
るものを除く。）。

［報道課］ 外交政策についての報道関係者に対
する広報。海外事情についての啓発のための措
置。日本事情についての啓発のための措置。（広
報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。）

［文化交流・海外広報課］ 文化の分野における
国際交流に係る外交政策。文化の分野における
国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外
国政府との交渉及び協力。文化の分野における
国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国

際機関等への参加及び国際機関等との協力。文
化の分野における国際交流を目的とする条約そ
の他の国際約束の締結の準備及びその実施。外
国における日本文化の紹介。文化の分野におけ
る国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び
招へい。留学生及び留学生関係団体（国際協力
局の所掌に属するものを除く。）。スポーツの国
際交流。外国における日本研究及び日本語の普
及。独立行政法人国際協力基金の行う業務（広
報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。）。
外交政策及び日本事情についての海外広報（広
報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。）。

［儀典総括官］ 外交官、領事官の派遣。外交官、
領事官の接受、国際機関の要員の受入れ。外国
の勲章、記章の日本国民による受領に関するあ
っせん、外国人に対する栄典の授与に関する推
薦、あっせん。儀典その他の外交上の儀礼に関
する事務の処理及び総括。（要人往来支援総括官
の所掌に属するものを除く。）

［要人往来支援総括官］ 外国賓客の接遇に関す
る事務の処理及び支援並びに総括。内閣総理大
臣、外務大臣、外務副大臣及び外務政務官の外
国訪問に関する事務の支援及び総括。

―総合外交政策局―

［総務課］ 総合外交政策局の所掌事務に関する
総合調整。総合的な外交政策又は基本的な外交
政策の企画及び立案（他課の所掌に属するもの
を除く。）。これらの事務に関連する外交政策に
関する事務の総括。国際機関等に関する事項（政
治の分野に係るものに限る。）に関する対外関係
事務の処理及び総括（国連政策課の所掌に属す
るものを除く。）。以上のほか、総合外交政策局
の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［安全保障政策課］ 日本国の安全保障に係る基
本的な外交政策の企画、立案。日本国の安全保
障に係る基本的な外交政策の企画、立案に関す
る事務の総括。薬物及び国際的な組織犯罪、宇
宙に関する科学に係る外交政策。これらの事項
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府と
の交渉及び協力。これらの事項に関し、日本国
政府を代表して行う国際機関等への参加及び国
際機関等との協力。これらの事項に関する条約
その他の国際約束の締結の準備及びその実施。
以上のほか、これらの事項に関する対外関係事
務の処理及び総括。

［安全保障協力課］ 諸外国の安全保障上の能力
強化等に係る協力に係る外交政策。諸外国の安
全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本
国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協
力。諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協
力の事項に関し、日本国政府を代表して行う国
際機関等への参加及び国際機関等との協力。諸
外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関
する条約その他の国際約束の締結の準備及びそ
の実施。以上のほか、諸外国の安全保障上の能
力強化等に係る協力に関する対外関係事務の処
理及び総括。

［国連課］ 基本的な外交政策のうち国際連合に
係るものの企画及び立案（以下「国際連合企画
等」という。）。国際連合企画等に関する事務に
関連する外交政策に関する事務の総括。国際平
和協力、国際機関等の行政及び財政、政治の分
野における国際連合の活動に係る外交政策。上
記事項に関し、日本国政府を代表して行う外国
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政府との交渉及び協力。上記事項に関し、日本
国政府を代表して行う国際機関等への参加及び
国際機関等との協力。上記事項に関する条約そ
の他の国際約束の締結の準備及びその実施。以
上のほか、上記事項に関する対外関係事務の処
理及び総括。国際機関等における邦人職員の任
用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要
な措置。国際連合に関する資料の収集及び保管。
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導
及び助成。

［人権人道課］ 人権及び人道に係る外交政策。
これらの事項に関し、日本国政府を代表して行
う外国政府との交渉及び協力。これらの事項に
関し、日本国政府を代表して行う国際機関等へ
の参加及び国際機関等との協力。これらの事項
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及
びその実施。以上のほか、これらの事項に関す
る対外関係事務の処理及び総括。

（軍縮不拡散・科学部）
［軍備管理軍縮課］ 部の所掌事務に関する総合

調整。軍備管理、軍縮に係る外交政策。軍備管
理、軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外
国政府との交渉、協力。軍備管理及び軍縮に関
し、日本国政府を代表して行う国際機関等への
参加、国際機関等との協力。軍備管理、軍縮に関
する条約その他の国際約束の締結の準備、その
実施。軍備管理、軍縮、国際的な平和及び安全の
維持に関連する国際貿易、原子力の平和的利用、
科学に関する対外関係事務の処理、総括（不拡
散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。）。

［不拡散・科学原子力課］ 国際的な平和及び安
全の維持に関連する国際貿易、原子力の平和的
利用、科学（宇宙に関するものを除く。）に係る
外交政策。上記事項に関し、日本国政府を代表
して行う外国政府との交渉、協力。上記事項に
関し、日本国政府を代表して行う国際機関等へ
の参加、国際機関等との協力。上記事項に関す
る条約その他の国際約束の締結の準備、その実
施。

―アジア大洋州局―

［北東アジア第一課］ 局の所掌事務に関する総
合調整。アジア大洋州地域に関する総合的な外
交政策。大韓民国に関する外交政策。アジア、大
洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う
外国政府との交渉、協力に関すること（南部ア
ジア部及び他課の所掌に属するものを除く。）。
アジア、大洋州の諸国に関し、日本国政府を代
表して行う国際機関等への参加、国際機関等と
の協力（南部アジア部及び他課の所掌に属する
ものを除く。）。アジア、大洋州の諸国に関する
政務の処理（南部アジア部及び他課の所掌に属
するものを除く。）。外地整理事務（中国・モンゴ
ル第一課の所掌に属するものを除く。）。アジア、
大洋州の諸国との間における対外関係事務の総
括（南部アジア部の所掌に属するものを除く。）。

［北東アジア第二課］ 朝鮮に関する外交政策（北
東アジア第一課の所掌に属するものを除く。）。
朝鮮に関する政務（大韓民国に関する政務を除
く。）の処理。

［中国・モンゴル第一課］ 中国及びモンゴルに
関する外交政策（中国・モンゴル第二課の所掌
に属するものを除く。）。中国及びモンゴルに関
する政務の処理（中国・モンゴル第二課の所掌
に属するものを除く）。在外公館等借入金の審査

確認事務。
［中国・モンゴル第二課］ 中国及びモンゴルに
関し、経済に関する外交政策。中国及びモンゴ
ルに関し、経済に関する政務の処理。

［大洋州課］ オーストラリア、キリバス、クッ
ク、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、
ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニ
ューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミ
クロネシアに関する外交政策。上記諸国及び英
領太平洋諸島に関する政務の処理。

（南部アジア部）
［南東アジア第一課］ 南部アジア部の所掌事務
に関する総合調整。カンボジア、タイ、ベトナ
ム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策。
南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して
行う外国政府との交渉及び協力（南東アジア第
二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除
く。）。南部アジア諸国に関し、日本国政府を代
表して行う国際機関等への参加及び国際機関等
との協力（南東アジア第二課及び南西アジア課
の所掌に属するものを除く。）。以上のほか、前
記諸国に関する政務の処理。南部アジア諸国と
の間における対外関係事務の総括。

［南東アジア第二課］ インドネシア、シンガポ
ール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マ
レーシアに関する外交政策。上記諸国に関する
政務の処理。

［南西アジア課］ インド、スリランカ、ネパー
ル、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モ
ルディブに関する外交政策。上記諸国に関する
政務の処理。

―北 米 局―

［北米第一課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
アメリカ合衆国及びその属地、カナダに関する
総合的な外交政策。上記諸国に関する外交政策
（北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に
属するものを除く。）。上記諸国に関し、日本国
政府を代表して行う外国政府との交渉、協力（北
米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属す
るものを除く。）。上記諸国に関し、日本国政府
を代表して行う国際機関等への参加、国際機関
等との協力（北米第二課及び日米安全保障条約
課の所掌に属するものを除く。）。上記諸国に関
する政務の処理（北米第二課及び日米安全保障
条約課の所掌に属するものを除く。）。上記諸国
との間における対外関係事務の総括。

［北米第二課］ アメリカ合衆国及びその属地、
カナダに関し、経済に関する外交政策。上記諸
国に関し、経済に関する政務の処理。

［日米安全保障条約課］ 日本国とアメリカ合衆
国との間の相互安全保障、相互防衛援助に係る
外交政策。日本国とアメリカ合衆国との間の相
互安全保障、相互防衛援助に関する政務の処理。
日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱い。

―中 南 米 局―

［中米カリブ課］ 局の所掌事務に関する総合調
整。中南米地域に関する総合的な外交政策。ア
ンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイ
アナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタ
リカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストフ
ァー・ネービス、セントビンセント、セントルシ
ア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・
トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、
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政府との交渉及び協力。上記事項に関し、日本
国政府を代表して行う国際機関等への参加及び
国際機関等との協力。上記事項に関する条約そ
の他の国際約束の締結の準備及びその実施。以
上のほか、上記事項に関する対外関係事務の処
理及び総括。国際機関等における邦人職員の任
用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要
な措置。国際連合に関する資料の収集及び保管。
国際連合その他の国際機関に関する団体の指導
及び助成。

［人権人道課］ 人権及び人道に係る外交政策。
これらの事項に関し、日本国政府を代表して行
う外国政府との交渉及び協力。これらの事項に
関し、日本国政府を代表して行う国際機関等へ
の参加及び国際機関等との協力。これらの事項
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及
びその実施。以上のほか、これらの事項に関す
る対外関係事務の処理及び総括。

（軍縮不拡散・科学部）
［軍備管理軍縮課］ 部の所掌事務に関する総合

調整。軍備管理、軍縮に係る外交政策。軍備管
理、軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外
国政府との交渉、協力。軍備管理及び軍縮に関
し、日本国政府を代表して行う国際機関等への
参加、国際機関等との協力。軍備管理、軍縮に関
する条約その他の国際約束の締結の準備、その
実施。軍備管理、軍縮、国際的な平和及び安全の
維持に関連する国際貿易、原子力の平和的利用、
科学に関する対外関係事務の処理、総括（不拡
散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。）。

［不拡散・科学原子力課］ 国際的な平和及び安
全の維持に関連する国際貿易、原子力の平和的
利用、科学（宇宙に関するものを除く。）に係る
外交政策。上記事項に関し、日本国政府を代表
して行う外国政府との交渉、協力。上記事項に
関し、日本国政府を代表して行う国際機関等へ
の参加、国際機関等との協力。上記事項に関す
る条約その他の国際約束の締結の準備、その実
施。

―アジア大洋州局―

［北東アジア第一課］ 局の所掌事務に関する総
合調整。アジア大洋州地域に関する総合的な外
交政策。大韓民国に関する外交政策。アジア、大
洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う
外国政府との交渉、協力に関すること（南部ア
ジア部及び他課の所掌に属するものを除く。）。
アジア、大洋州の諸国に関し、日本国政府を代
表して行う国際機関等への参加、国際機関等と
の協力（南部アジア部及び他課の所掌に属する
ものを除く。）。アジア、大洋州の諸国に関する
政務の処理（南部アジア部及び他課の所掌に属
するものを除く。）。外地整理事務（中国・モンゴ
ル第一課の所掌に属するものを除く。）。アジア、
大洋州の諸国との間における対外関係事務の総
括（南部アジア部の所掌に属するものを除く。）。

［北東アジア第二課］ 朝鮮に関する外交政策（北
東アジア第一課の所掌に属するものを除く。）。
朝鮮に関する政務（大韓民国に関する政務を除
く。）の処理。

［中国・モンゴル第一課］ 中国及びモンゴルに
関する外交政策（中国・モンゴル第二課の所掌
に属するものを除く。）。中国及びモンゴルに関
する政務の処理（中国・モンゴル第二課の所掌
に属するものを除く）。在外公館等借入金の審査

確認事務。
［中国・モンゴル第二課］ 中国及びモンゴルに

関し、経済に関する外交政策。中国及びモンゴ
ルに関し、経済に関する政務の処理。

［大洋州課］ オーストラリア、キリバス、クッ
ク、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、
ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニ
ューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミ
クロネシアに関する外交政策。上記諸国及び英
領太平洋諸島に関する政務の処理。

（南部アジア部）
［南東アジア第一課］ 南部アジア部の所掌事務

に関する総合調整。カンボジア、タイ、ベトナ
ム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策。
南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して
行う外国政府との交渉及び協力（南東アジア第
二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除
く。）。南部アジア諸国に関し、日本国政府を代
表して行う国際機関等への参加及び国際機関等
との協力（南東アジア第二課及び南西アジア課
の所掌に属するものを除く。）。以上のほか、前
記諸国に関する政務の処理。南部アジア諸国と
の間における対外関係事務の総括。

［南東アジア第二課］ インドネシア、シンガポ
ール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マ
レーシアに関する外交政策。上記諸国に関する
政務の処理。

［南西アジア課］ インド、スリランカ、ネパー
ル、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モ
ルディブに関する外交政策。上記諸国に関する
政務の処理。

―北 米 局―

［北米第一課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
アメリカ合衆国及びその属地、カナダに関する
総合的な外交政策。上記諸国に関する外交政策
（北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に
属するものを除く。）。上記諸国に関し、日本国
政府を代表して行う外国政府との交渉、協力（北
米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属す
るものを除く。）。上記諸国に関し、日本国政府
を代表して行う国際機関等への参加、国際機関
等との協力（北米第二課及び日米安全保障条約
課の所掌に属するものを除く。）。上記諸国に関
する政務の処理（北米第二課及び日米安全保障
条約課の所掌に属するものを除く。）。上記諸国
との間における対外関係事務の総括。

［北米第二課］ アメリカ合衆国及びその属地、
カナダに関し、経済に関する外交政策。上記諸
国に関し、経済に関する政務の処理。

［日米安全保障条約課］ 日本国とアメリカ合衆
国との間の相互安全保障、相互防衛援助に係る
外交政策。日本国とアメリカ合衆国との間の相
互安全保障、相互防衛援助に関する政務の処理。
日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱い。

―中 南 米 局―

［中米カリブ課］ 局の所掌事務に関する総合調
整。中南米地域に関する総合的な外交政策。ア
ンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイ
アナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタ
リカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストフ
ァー・ネービス、セントビンセント、セントルシ
ア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・
トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、

バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス及びメキ
シコに関する外交政策。中南米諸国に関し、日
本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協
力（南米課の所掌に属するものを除く。）。中南
米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際
機関等への参加、国際機関等との協力（南米課
の所掌に属するものを除く。）。上記諸国に関す
る政務の処理。中南米諸国との間における対外
関係事務の総括。

［南米課］ アルゼンチン、ウルグアイ、エクアド
ル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、
ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交
政策。上記諸国に関する政務の処理。

―欧 州 局―

［政策課］ 局の所掌事務に関する総合調整。欧
州地域に関する総合的な外交政策。欧州連合に
関する外交政策。（欧州経済戦略官の所掌に属す
るものを除く。）欧州諸国及び欧州連合に関し、
日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、
協力（他課及び欧州経済戦略官の所掌に属する
ものを除く。）。欧州諸国及び欧州連合に関し、
日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、
国際機関等との協力（他課及び欧州経済戦略官
の所掌に属するものを除く。）。欧州諸国及び欧
州連合に関する政務の処理（他課及び欧州経済
戦略官の所掌に属するものを除く。）。欧州諸国
及び欧州連合との間における対外関係事務の総
括。

［欧州第一課］ アイスランド、アイルランド、ア
ンドラ、イタリア、英国、オランダ、サンマリノ、
スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェ
ー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギ
ー、ポルトガル、マルタ、モナコ及びルクセンブ
ルクに関する外交政策。上記諸国（英領太平洋
諸島を除く。）に関する政務の処理。

［欧州第二課］ アルバニア、ウクライナ、エスト
ニア、オーストリア、北マケドニア、キプロス、
ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバ
キア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、
ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン及
びルーマニアに関する外交政策。上記諸国に関
する政務の処理。

［ロシア課］ アゼルバイジャン、アルメニア、ウ
ズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョー
ジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラル
ーシ及びロシアに関する外交政策。上記諸国に
関する政務の処理。

［欧州経済戦略官］ 欧州連合に関し、経済に関
する外交政策。欧州連合に関し、経済に関する
政務の処理。

―中東アフリカ局―

［中東第一課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策。
アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、
チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビ
ア、レバノンに関する外交政策。中東、アフリカ
の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国
政府との交渉、協力（アフリカ部及び中東第二
課の所掌に属するものを除く。）。中東、アフリ
カの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国
際機関等への参加、国際機関等との協力（アフ

リカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除
く。）。前記諸国及び西サハラに関する政務の処
理。中東、アフリカの諸国との間における対外
関係事務の総括（アフリカ部の所掌に属するも
のを除く。）。

［中東第二課］ アフガニスタン、アラブ首長国
連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カ
タール、クウェート、サウジアラビア、バーレー
ンに関する外交政策。前記諸国に関する政務の
処理。

（アフリカ部）
［アフリカ第一課］ アフリカ部の所掌事務に関
する総合調整。ガーナ、カーボベルデ、ガボン、
カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、
コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主
共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、
赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、
トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナフ
ァソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリア
に関する外交政策。アフリカ諸国に関し、日本
国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協
力（アフリカ第二課の所掌に属するものを除
く。）。アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表
して行う国際機関等への参加及び国際機関等と
の協力（アフリカ第二課の所掌に属するものを
除く。）。前記アフリカ諸国に関する政務の処理。
アフリカ諸国との間における対外関係事務の総
括。

［アフリカ第二課］ アンゴラ、ウガンダ、エスワ
ティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモ
ロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、
セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、
ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、
南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、
モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外
交政策。前記アフリカ諸国に関する政務の処理。

―経 済 局―

［総務課］ 経済局の所掌事務に関する総合調整。
対外経済関係に係る外交政策（他課の所掌に属
するものを除く。）。対外経済関係に関し、日本
国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協
力（他課の所掌に属するものを除く。）。対外経
済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際
機関等への参加及び国際機関等との協力（他課
の所掌に属するものを除く。）。日本国民の海外
における法律上又は経済上の利益その他の利益
の保護及び増進（対外経済関係に関するものに
限り、他課の所掌に属するものを除く。）。対外
経済関係に関する条約その他の国際約束の締結
の準備及びその実施（他課の所掌に属するもの
を除く。）。以上のほか、対外経済関係に関する
対外関係事務の処理及び総括（他課の所掌に属
するものを除く。）。

［経済外交戦略課］ 対外経済関係に係る外交政
策の基本的な方針の企画及び立案。対外経済関
係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題
に関するものに係る外交政策（他課の所掌に属
するものを除く。）。上記事項に関し、日本国政
府を代表して行う外国政府との交渉及び協力
（他課の所掌に属するものを除く。）。上記事項
に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等
への参加及び国際機関等との協力（他課の所掌
に属するものを除く。）。日本国民の海外におけ
る法律上又は経済上の利益その他の利益の保護
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及び増進（対外経済関係のうち特に戦略的に取
り組む必要がある課題に関するものに関するも
のに限り、他課の所掌に属するものを除く。）。
上記に規定する事項に関する条約その他の国際
約束の締結の準備及びその実施（他課の所掌に
属するものを除く。）。国際経済事情に関する調
査（他課の所掌に属するものを除く。）。

［経済安全保障課］ 対外経済関係のうち日本国
の安全保障の確保に関するものに係る外交政策。
上記事項に関し、日本国政府を代表して行う外
国政府との交渉及び協力。上記事項に関し、日
本国政府を代表して行う国際機関等への参加及
び国際機関等との協力。日本国民の海外におけ
る法律上又は経済上の利益その他の利益の保護
及び増進（上記事項に関するものに限る。）。上
記事項に関する条約その他の国際約束の締結の
準備及びその実施（他課の所掌に属するものを
除く。）。国際経済事情に関する調査（上記事項
に関するものに限る。）。

［国際貿易課］ 国際貿易（開発途上地域に係る
もの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連
するものを除く。）、経済（国際的な平和及び安
全の維持に関連する国際貿易を除く。）に関する
国際機関等（経済協力開発機構を除く。）に係る
外交政策。上記事項に関し、日本国政府を代表
して行外外国政府との交渉、協力。上記事項に
関し、日本国政府を代表して行う国際機関等へ
の参加、国際機関等との協力。日本国民の海外
における法律上、経済上の利益その他の利益の
保護、増進（国際貿易に関するものに限る。）。国
際貿易、経済に関する条約その他の国際約束並
びに経済上の連携に関する条約その他の国際約
束及び投資に関する条約その他の国際約束の締
結の準備、その実施。関税。海運及び船舶の保
護。国際貿易（開発途上地域に係るもの並びに
国際的な平和及び安全の維持に関連するものを
除く。）に関する調査。経済に関する国際機関等
に提出する資料の作成。

［経済連携課］ 経済上の連携及び経済協力開発
機構に係る外交政策。経済上の連携及び経済協
力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う
外国政府との交渉、協力。経済上の連携及び経
済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して
行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。
日本国民の海外における法律上、経済上の利益
その他の利益の保護及び増進（経済上の連携及
び経済協力開発機構に関するものに限る。）。経
済上の連携及び経済協力開発機構に関する条約
その他の国際約束の締結の準備、その実施。経
済上の連携に関する調査。

―国際協力局―

［政策課］ 国際協力局の所掌事務に関する総合
調整。経済協力に係る外交政策（他課及び国際
保健戦略官の所掌に属するものを除く。）。経済
協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政
府との交渉及び協力（他課及び国際保健戦略官
の所掌に属するものを除く。）。経済協力に関し、
日本国政府を代表して行う国際機関等への参加
及び国際機関等との協力（他課及び国際保健戦
略官の所掌に属するものを除く。）。外務省の所
掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案。
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係
行政機関の行う企画の調整。政府開発援助のう
ち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及

び立案の調整。政府開発援助のうち有償資金協
力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の
調整。無償の経済協力の実施（他課の所掌に属
するものを除く。）。外務省の所掌に係る技術協
力の実施（他課の所掌に属するものを除く。）。
外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施（他
課の所掌に属するものを除く。）。独立行政法人
国際協力機構の組織及び運営一般。独立行政法
人国際協力機構の行う業務（海外移住に係る業
務を除く。）（他課及び開発協力総括官の所掌に
属するものを除く。）。民間等の経済協力に係る
活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌
に係るもの。経済協力事情一般に関する調査及
び統計の作成。以上のほか、経済協力、国際機関
等に関する事項（政治の分野並びに国際機関等
の行政及び財政の分野にも係るものを除く。）、
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する
問題であって、人類共通の福祉のため、国際社
会が共同して取り組む必要があるものに係る事
項に関する対外関係事務の処理及び総括（大臣
官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属
するものを除く。）。以上のほか、国際協力局の
所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［地球規模課題総括課］ 経済及び経済協力の分
野における国際連合の活動に係る外交政策（他
局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属す
るものを除く。）。社会の分野に係る事項及び経
済の分野に属する問題であって、人類共通の福
祉のため、国際社会が共同して取り組む必要が
あるものに係る事項に係る総合的な外交政策。
国際連合憲章第 条に規定する専門機関その
他の国際機関の活動に係る外交政策に関するこ
と（他の所掌に属するものを除く。）。以上のほ
か、次に掲げる事項に係る外交政策（社会の分
野に係る事項（人権、人道、薬物、国際的な組織
犯罪、地球環境、人道支援及び保健を除く。）、経
済の分野に属する問題であって、人類共通の福
祉のため、国際社会が共同して取り組む必要が
あるものに係る事項（地球環境及び保健を除
く。））外務省の所掌に係る経済協力に関する分
野別の計画の作成。経済協力に関する国際機関
等（地域別のものを除く。）に関する事務のうち
外務省の所掌に係るもの。以上に規定する事項
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府と
の交渉及び協力。以上に規定する事項に関し、
日本国政府を代表して行う国際機関等への参加
及び国際機関等との協力。以上に規定する事項
及び経済協力に関する国際機関等（地域別のも
のを除く。）に関する条約その他の国際約束の締
結の準備及びその実施。

［地球環境課］ 地球環境（気候変動（地球の大気
の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に
起因する気候の変化であって、比較可能な期間
において観測される気候の自然な変動に対して
追加的に生ずるものをいう。以下同じ。）を除く。
以下この条において同じ。）に係る外交政策。地
球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国
政府との交渉及び協力。地球環境に関し、日本
国政府を代表して行う国際機関等への参加及び
国際機関等との協力。地球環境に関する条約そ
の他の国際約束の締結の準備及びその実施。

［気候変動課］ 気候変動に係る外交政策。気候
変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政
府との交渉及び協力。気候変動に関し、日本国
政府を代表して行う国際機関等への参加及び国
際機関等との協力。気候変動に関する条約その
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及び増進（対外経済関係のうち特に戦略的に取
り組む必要がある課題に関するものに関するも
のに限り、他課の所掌に属するものを除く。）。
上記に規定する事項に関する条約その他の国際
約束の締結の準備及びその実施（他課の所掌に
属するものを除く。）。国際経済事情に関する調
査（他課の所掌に属するものを除く。）。

［経済安全保障課］ 対外経済関係のうち日本国
の安全保障の確保に関するものに係る外交政策。
上記事項に関し、日本国政府を代表して行う外
国政府との交渉及び協力。上記事項に関し、日
本国政府を代表して行う国際機関等への参加及
び国際機関等との協力。日本国民の海外におけ
る法律上又は経済上の利益その他の利益の保護
及び増進（上記事項に関するものに限る。）。上
記事項に関する条約その他の国際約束の締結の
準備及びその実施（他課の所掌に属するものを
除く。）。国際経済事情に関する調査（上記事項
に関するものに限る。）。

［国際貿易課］ 国際貿易（開発途上地域に係る
もの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連
するものを除く。）、経済（国際的な平和及び安
全の維持に関連する国際貿易を除く。）に関する
国際機関等（経済協力開発機構を除く。）に係る
外交政策。上記事項に関し、日本国政府を代表
して行外外国政府との交渉、協力。上記事項に
関し、日本国政府を代表して行う国際機関等へ
の参加、国際機関等との協力。日本国民の海外
における法律上、経済上の利益その他の利益の
保護、増進（国際貿易に関するものに限る。）。国
際貿易、経済に関する条約その他の国際約束並
びに経済上の連携に関する条約その他の国際約
束及び投資に関する条約その他の国際約束の締
結の準備、その実施。関税。海運及び船舶の保
護。国際貿易（開発途上地域に係るもの並びに
国際的な平和及び安全の維持に関連するものを
除く。）に関する調査。経済に関する国際機関等
に提出する資料の作成。

［経済連携課］ 経済上の連携及び経済協力開発
機構に係る外交政策。経済上の連携及び経済協
力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う
外国政府との交渉、協力。経済上の連携及び経
済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して
行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。
日本国民の海外における法律上、経済上の利益
その他の利益の保護及び増進（経済上の連携及
び経済協力開発機構に関するものに限る。）。経
済上の連携及び経済協力開発機構に関する条約
その他の国際約束の締結の準備、その実施。経
済上の連携に関する調査。

―国際協力局―

［政策課］ 国際協力局の所掌事務に関する総合
調整。経済協力に係る外交政策（他課及び国際
保健戦略官の所掌に属するものを除く。）。経済
協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政
府との交渉及び協力（他課及び国際保健戦略官
の所掌に属するものを除く。）。経済協力に関し、
日本国政府を代表して行う国際機関等への参加
及び国際機関等との協力（他課及び国際保健戦
略官の所掌に属するものを除く。）。外務省の所
掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案。
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係
行政機関の行う企画の調整。政府開発援助のう
ち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及

び立案の調整。政府開発援助のうち有償資金協
力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の
調整。無償の経済協力の実施（他課の所掌に属
するものを除く。）。外務省の所掌に係る技術協
力の実施（他課の所掌に属するものを除く。）。
外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施（他
課の所掌に属するものを除く。）。独立行政法人
国際協力機構の組織及び運営一般。独立行政法
人国際協力機構の行う業務（海外移住に係る業
務を除く。）（他課及び開発協力総括官の所掌に
属するものを除く。）。民間等の経済協力に係る
活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌
に係るもの。経済協力事情一般に関する調査及
び統計の作成。以上のほか、経済協力、国際機関
等に関する事項（政治の分野並びに国際機関等
の行政及び財政の分野にも係るものを除く。）、
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する
問題であって、人類共通の福祉のため、国際社
会が共同して取り組む必要があるものに係る事
項に関する対外関係事務の処理及び総括（大臣
官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属
するものを除く。）。以上のほか、国際協力局の
所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［地球規模課題総括課］ 経済及び経済協力の分
野における国際連合の活動に係る外交政策（他
局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属す
るものを除く。）。社会の分野に係る事項及び経
済の分野に属する問題であって、人類共通の福
祉のため、国際社会が共同して取り組む必要が
あるものに係る事項に係る総合的な外交政策。
国際連合憲章第 条に規定する専門機関その
他の国際機関の活動に係る外交政策に関するこ
と（他の所掌に属するものを除く。）。以上のほ
か、次に掲げる事項に係る外交政策（社会の分
野に係る事項（人権、人道、薬物、国際的な組織
犯罪、地球環境、人道支援及び保健を除く。）、経
済の分野に属する問題であって、人類共通の福
祉のため、国際社会が共同して取り組む必要が
あるものに係る事項（地球環境及び保健を除
く。））外務省の所掌に係る経済協力に関する分
野別の計画の作成。経済協力に関する国際機関
等（地域別のものを除く。）に関する事務のうち
外務省の所掌に係るもの。以上に規定する事項
に関し、日本国政府を代表して行う外国政府と
の交渉及び協力。以上に規定する事項に関し、
日本国政府を代表して行う国際機関等への参加
及び国際機関等との協力。以上に規定する事項
及び経済協力に関する国際機関等（地域別のも
のを除く。）に関する条約その他の国際約束の締
結の準備及びその実施。

［地球環境課］ 地球環境（気候変動（地球の大気
の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に
起因する気候の変化であって、比較可能な期間
において観測される気候の自然な変動に対して
追加的に生ずるものをいう。以下同じ。）を除く。
以下この条において同じ。）に係る外交政策。地
球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国
政府との交渉及び協力。地球環境に関し、日本
国政府を代表して行う国際機関等への参加及び
国際機関等との協力。地球環境に関する条約そ
の他の国際約束の締結の準備及びその実施。

［気候変動課］ 気候変動に係る外交政策。気候
変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政
府との交渉及び協力。気候変動に関し、日本国
政府を代表して行う国際機関等への参加及び国
際機関等との協力。気候変動に関する条約その

他の国際約束の締結の準備及びその実施。
［緊急・人道支援課］ 国際緊急援助活動。人道支

援に係る外交政策。人道支援に関し、日本国政
府を代表して行う外国政府との交渉及び協力。
人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国
際機関等への参加及び国際機関等との協力。人
道支援に関する条約その他の国際約束の締結の
準備及びその実施。

［国別開発協力第一課］ 外務省の所掌に係る国
別及び地域別の経済協力に関する計画の作成
（国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課
の所掌に属するものを除く。）。国別及び地域別
の無償の経済協力（国別開発協力第二課及び国
別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。）。
外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力
（国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課
の所掌に属するものを除く。）。外務省の所掌に
係る国別及び地域別の有償の経済協力（国別開
発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に
属するものを除く。）。以上に掲げる事務に関し
て独立行政法人国際協力機構の行う業務（海外
移住に係る業務を除く。）に関すること。国別及
び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償
の経済協力に関する条約その他の国際約束の締
結の準備及びその実施（国別開発協力第二課及
び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除
く。）。地域別の経済協力に関する国際機関等に
関する事務のうち外務省の所掌に係るもの（国
別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所
掌に属するものを除く。）。地域別の経済協力に
関する国際機関等に関する条約その他の国際約
束の締結の準備及びその実施（国別開発協力第
二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するも
のを除く。）。賠償協定等（賠償又は無償の経済
協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実
施されるものに関する条約その他の国際約束を
いう。）の実施に伴う事務及び関係行政機関の事
務の総括。以上に掲げるもののほか、国別及び
地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理
及び総括（国別開発協力第二課及び国別開発協
力第三課の所掌に属するものを除く。）。

［国別開発協力第二課］ 外務省の所掌に係る南
西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジ
ャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタ
ン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びト
ルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済
協力に関する計画の作成。右に掲げる諸国に関
する国別及び地域別の無償の経済協力。外務省
の所掌に係る所管諸国に関する国別及び地域別
の技術協力。外務省の所掌に係る所管諸国に関
する国別及び地域別の有償の経済協力。以上に
掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構
の行う業務（海外移住に係る業務を除く。）に関
すること。所管諸国に関する国別及び地域別の
無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力
に関する条約その他の国際約束の締結の準備及
びその実施。所管諸国に関する地域別の経済協
力に関する国際機関等に関する事務のうち外務
省の所掌に係るもの。所管諸国に関する地域別
の経済協力に関する国際機関等に関する条約そ
の他の国際約束の締結の準備及びその実施。以
上に掲げるもののほか、所管諸国に関する国別
及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の
処理及び総括。

［国別開発協力第三課］ 外務省の所掌に係る欧
州（アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキス

タン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タ
ジキスタン、トルクメニスタンを除く。）、中東
及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協
力に関する計画の作成。欧州、中東及びアフリ
カに関する国別及び地域別の無償の経済協力。
外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに
関する国別及び地域別の技術協力。外務省の所
掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別
及び地域別の有償の経済協力。以上に掲げる事
務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業
務（海外移住に係る業務を除く。）に関すること。
欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域
別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済
協力に関する条約その他の国際約束の締結の準
備及びその実施。欧州、中東及びアフリカに関
する地域別の経済協力に関する国際機関等に関
する事務のうち外務省の所掌に係るもの。欧州、
中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に
関する国際機関等に関する条約その他の国際約
束の締結の準備及びその実施。以上に掲げるも
ののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国
別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務
の処理及び総括。

［国際保健戦略官］ 経済及び経済協力の分野に
おける国際連合の活動に係る外交政策に関する
事務のうち保健に関すること。国際連合憲章第
五十七条に規定する専門機関その他の国際機関
の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健
に関すること。以上のほか、次に掲げる事項に
係る外交政策（社会の分野に係る事項（人権、人
道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道
支援を除く。）、経済の分野に属する問題であっ
て、人類共通の福祉のため、国際社会が共同し
て取り組む必要があるものに係る事項（地球環
境を除く。））に関する事務のうち保健に関する
こと。以上に規定する事項に関し、日本国政府
を代表して行う外国政府との交渉及び協力。以
上に規定する事項に関し、日本国政府を代表し
て行う国際機関等への参加及び国際機関等との
協力。以上に規定する事項に関する条約その他
の国際約束の締結の準備及びその実施。

［開発協力総括官］ 外務省の所掌に係る政府開
発援助に関する総合的な計画の作成。無償の経
済協力に関する企画及び立案（他課の所掌に属
するものを除く。）。外務省の所掌に係る技術協
力に関する企画及び立案（他課の所掌に属する
ものを除く。）。外務省の所掌に係る有償の経済
協力に関する企画及び立案（他課の所掌に属す
るものを除く。）。無償の経済協力、技術協力及
び有償の経済協力に関する条約その他の国際約
束の締結の準備及びその実施（他課の所掌に属
するものを除く。）。本邦からの海外投資に関す
る利益を保護し、及び増進すること。以上に規
定する事項に関し、独立行政法人国際協力機構
の行う業務（海外移住に係る業務を除く。）に関
すること。

―国 際 法 局―

［国際法課］ 国際法局の所掌事務に関する総合
調整。国際法に係る外交政策（他課及び社会条
約官の所掌に属するものを除く。）。確立された
国際法規の解釈及び実施。日本国政府として処
理する必要のある渉外法律事項。国際司法裁判
所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・
アフリカ法律諮問委員会に関すること。確立さ
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れた国際法規及び日本国政府として処理する必
要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に
関すること。以上のほか、確立された国際法規
及び日本国政府として処理する必要のある渉外
法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括。

［条約課］ 次に掲げる事務（経済条約課及び経
済紛争処理課並びに社会条約官の所掌に属する
ものを除く。）。国際法に係る外交政策（条約そ
の他の国際約束に係るものに限る。）。条約その
他の国際約束の締結、解釈及び実施。条約その
他の国際約束に関する調査及び研究。以上のほ
か、条約その他の国際約束に関する対外関係事
務の処理及び総括。

［経済条約課］ 次に掲げる事務（経済紛争処理
課の所掌に属するものを除く。）。国際法に係る
外交政策（条約その他の国際約束であって経済
又は経済協力の分野に係る事項に関するものに
係るものに限る。）。条約その他の国際約束（経
済又は経済協力の分野に係る事項に関するもの
に限る。）の締結、解釈及び実施。条約その他の
国際約束（経済又は経済協力の分野に係る事項
に関するものに限る。）に関する調査及び研究。
以上のほか、条約その他の国際約束（経済又は
経済協力の分野に係る事項に関するものに限
る。）に関する対外関係事務の処理及び総括。

［経済紛争処理課］ 国際法に係る外交政策（条
約その他の国際約束（経済の分野に係る事項に
関するものに限る。）に基づく紛争解決に関する
ことに限る。）。条約その他の国際約束（経済の
分野に係る事項に関するものに限る。）に基づく
紛争解決の処理に関すること（国際法課の所掌
に属するものを除く。）。

［社会条約官］ 国際法に係る外交政策（条約そ
の他の国際約束であって社会の分野に係る事項
に関するものに係るものに限る。）。条約その他
の国際約束（社会の分野に係る事項に関するも
のに限る。）の締結、解釈及び実施。条約その他
の国際約束（社会の分野に係る事項に関するも
のに限る。）に関する調査及び研究。以上のほか、
条約その他の国際約束（社会の分野に係る事項
に関するものに限る。）に関する対外関係事務の
処理及び総括。

―領 事 局―

［政策課］ 領事局の所掌事務に関する総合調整。
海外における邦人に係る外交政策（海外邦人緊
急事態課の所掌に属するものを除く。）。海外に
おける邦人に関し、日本国政府を代表して行う
外国政府との交渉、協力（海外邦人緊急事態課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。）。海外
における邦人に関し、日本国政府を代表して行
う国際機関等への参加、国際機関等との協力（海
外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するも
のを除く。）。在外選挙の実施。最高裁判所裁判
官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認
に係る投票における在外投票の実施。海外にお
ける邦人の法律上又は経済上の利益その他の利
益の保護、増進（経済局及び国際協力局並びに
海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除
く。）。海外における邦人に関する条約その他の
国際約束の締結の準備、その実施（海外邦人緊
急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除
く。）。海外における邦人の身分関係事項。身分
関係事項その他の事実について内外の公の機関
が発給した文書の内外にわたる証明。海外移住。

海外交流審議会の庶務。海外における邦人に関
する対外関係事務の処理、総括（海外邦人緊急
事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。）。

［海外邦人緊急事態課］ 海外における邦人の生
命、身体の保護その他の安全、財産の保護に関
する外交政策。海外における邦人の財産の保護。
海外における邦人の生命、身体の保護その他の
安全。海外における邦人の生命、身体の保護、そ
の他の安全、財産の保護に関する条約その他の
国際約束の締結の準備、その実施。

［旅券課］ 旅券の発給、海外渡航。
［外国人課］ 在日外国人に係る外交政策。在日
外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国
政府との交渉、協力。在日外国人に関し、日本国
政府を代表して行う国際機関等への参加、国際
機関等との協力。査証。査証に関する条約その
他の国際約束の締結の準備、その実施。在日外
国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡
調整。在日外国人に関する対外関係事務の処理、
総括。

―国際情報統括官―

［国際情報統括官］ 国際情勢に関する情報の収
集、分析、外国、国際機関等に関する調査。外務
省が収集した情報の総合的な管理。外務省が行
う情報の収集、分析に関する総合的な計画の作
成、その実施に関する事務の総括。外務省が行
う調査事務の総合的な管理。国際情勢に関する
情報の収集、分析、外国、国際機関等に関する調
査に関する対外関係事務の総括。

［国際情報官］ 国際情報統括官のつかさどる職
務（国際情勢に関する情報の収集、分析、外国、
国際機関等に関する調査。外務省が収集した情
報の総合的な管理。外務省が行う情報の収集、
分析に関する総合的な計画の作成、その実施に
関する事務の総括。外務省が行う調査事務の総
合的な管理。国際情勢に関する情報の収集、分
析、外国、国際機関等に関する調査に関する対
外関係事務の総括。）の補助。 
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れた国際法規及び日本国政府として処理する必
要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に
関すること。以上のほか、確立された国際法規
及び日本国政府として処理する必要のある渉外
法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括。

［条約課］ 次に掲げる事務（経済条約課及び経
済紛争処理課並びに社会条約官の所掌に属する
ものを除く。）。国際法に係る外交政策（条約そ
の他の国際約束に係るものに限る。）。条約その
他の国際約束の締結、解釈及び実施。条約その
他の国際約束に関する調査及び研究。以上のほ
か、条約その他の国際約束に関する対外関係事
務の処理及び総括。

［経済条約課］ 次に掲げる事務（経済紛争処理
課の所掌に属するものを除く。）。国際法に係る
外交政策（条約その他の国際約束であって経済
又は経済協力の分野に係る事項に関するものに
係るものに限る。）。条約その他の国際約束（経
済又は経済協力の分野に係る事項に関するもの
に限る。）の締結、解釈及び実施。条約その他の
国際約束（経済又は経済協力の分野に係る事項
に関するものに限る。）に関する調査及び研究。
以上のほか、条約その他の国際約束（経済又は
経済協力の分野に係る事項に関するものに限
る。）に関する対外関係事務の処理及び総括。

［経済紛争処理課］ 国際法に係る外交政策（条
約その他の国際約束（経済の分野に係る事項に
関するものに限る。）に基づく紛争解決に関する
ことに限る。）。条約その他の国際約束（経済の
分野に係る事項に関するものに限る。）に基づく
紛争解決の処理に関すること（国際法課の所掌
に属するものを除く。）。

［社会条約官］ 国際法に係る外交政策（条約そ
の他の国際約束であって社会の分野に係る事項
に関するものに係るものに限る。）。条約その他
の国際約束（社会の分野に係る事項に関するも
のに限る。）の締結、解釈及び実施。条約その他
の国際約束（社会の分野に係る事項に関するも
のに限る。）に関する調査及び研究。以上のほか、
条約その他の国際約束（社会の分野に係る事項
に関するものに限る。）に関する対外関係事務の
処理及び総括。

―領 事 局―

［政策課］ 領事局の所掌事務に関する総合調整。
海外における邦人に係る外交政策（海外邦人緊
急事態課の所掌に属するものを除く。）。海外に
おける邦人に関し、日本国政府を代表して行う
外国政府との交渉、協力（海外邦人緊急事態課
及び旅券課の所掌に属するものを除く。）。海外
における邦人に関し、日本国政府を代表して行
う国際機関等への参加、国際機関等との協力（海
外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するも
のを除く。）。在外選挙の実施。最高裁判所裁判
官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認
に係る投票における在外投票の実施。海外にお
ける邦人の法律上又は経済上の利益その他の利
益の保護、増進（経済局及び国際協力局並びに
海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除
く。）。海外における邦人に関する条約その他の
国際約束の締結の準備、その実施（海外邦人緊
急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除
く。）。海外における邦人の身分関係事項。身分
関係事項その他の事実について内外の公の機関
が発給した文書の内外にわたる証明。海外移住。

海外交流審議会の庶務。海外における邦人に関
する対外関係事務の処理、総括（海外邦人緊急
事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。）。

［海外邦人緊急事態課］ 海外における邦人の生
命、身体の保護その他の安全、財産の保護に関
する外交政策。海外における邦人の財産の保護。
海外における邦人の生命、身体の保護その他の
安全。海外における邦人の生命、身体の保護、そ
の他の安全、財産の保護に関する条約その他の
国際約束の締結の準備、その実施。

［旅券課］ 旅券の発給、海外渡航。
［外国人課］ 在日外国人に係る外交政策。在日

外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国
政府との交渉、協力。在日外国人に関し、日本国
政府を代表して行う国際機関等への参加、国際
機関等との協力。査証。査証に関する条約その
他の国際約束の締結の準備、その実施。在日外
国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡
調整。在日外国人に関する対外関係事務の処理、
総括。

―国際情報統括官―

［国際情報統括官］ 国際情勢に関する情報の収
集、分析、外国、国際機関等に関する調査。外務
省が収集した情報の総合的な管理。外務省が行
う情報の収集、分析に関する総合的な計画の作
成、その実施に関する事務の総括。外務省が行
う調査事務の総合的な管理。国際情勢に関する
情報の収集、分析、外国、国際機関等に関する調
査に関する対外関係事務の総括。

［国際情報官］ 国際情報統括官のつかさどる職
務（国際情勢に関する情報の収集、分析、外国、
国際機関等に関する調査。外務省が収集した情
報の総合的な管理。外務省が行う情報の収集、
分析に関する総合的な計画の作成、その実施に
関する事務の総括。外務省が行う調査事務の総
合的な管理。国際情勢に関する情報の収集、分
析、外国、国際機関等に関する調査に関する対
外関係事務の総括。）の補助。 

 

財務省

―大臣官房―

［秘書課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事
務次官の官印、省印の保管。職員の任免、給与、
懲戒、服務その他の人事、教養、訓練。恩給に関
する連絡事務。栄典の推薦、伝達の実施、表彰・
儀式。

［文書課］ 省の所掌事務に関する総合調整。内
閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡
調整の総括。官報掲載。法令案その他の公文書
類の審査、進達。国会との連絡。公文書類接受、
発送、編集、保存。広報。行政相談。情報の公開。
個人情報の保護。機構、定員。行政の考査。事務
能率の増進。政策の評価。情報システムの整備、
管理。

［会計課］ 経費、収入の予算・決算・会計、会計
の監査。国有財産、物品の管理。国税収納金整理
資金の管理。収入印紙、自動車重量税印紙の出
納、保管。交付税及び譲与税配付金特別会計の
経理。東日本大震災復興特別会計の経理のうち
財務省の所掌に係るもの（理財局の所掌に属す
るものを除く。）。特別会計に属する物品の管理
（国債整理基金特別会計に属するものを除く。）。
債権の管理。職員に貸与する宿舎。建築物の営
繕。庁内の管理。

［地方課］ 財務局、沖縄総合事務局の所掌事務
の運営に関する総合的監督。本省と財務局、沖
縄総合事務局との事務の連絡調整。財務局、沖
縄総合事務局の行う地方経済に関する調査、研
究、国有財産の管理、処分その他の事務に関す
る地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整。
財務局、沖縄総合事務局を通じた本省の施策の
周知徹底。財務局の職員の人事、教養、訓練、福
利厚生に関する事務の調整。財務局の機構及び
定員に関する事務の調整。財務局の経費の概算
の調整、配賦。財務局所属の行政財産、物品の管
理に関する事務の調整。地方財政、省の所掌に
関する地方情勢に関する調査、研究。省の所掌
事務に関する陳情、請願。

［総合政策課］ 総合的、基本的な政策の企画、立
案。政策の企画、立案、調査、研究の調整。財政
経済一般に関する基本的な運営方針に関する企
画、立案。国の債務の管理その他資金の需給、循
環に関する事務の総括。内外財政経済に関する
調査、研究、資料、情報の収集、提供。内外財政
経済に関する調査統計に基づく総合的な研究、
分析。統計に関する事務の総括。準備預金制度。
金融機関の金利の調整。金融審議会金利調整分
科会の庶務。財務省設置法第３条第１項の任務
に関連する特定の内閣の重要政策について、当
該重要政策に関して閣議決定された基本的な方
針に基づく行政各部の施策の統一を図るために
必要となる企画、立案、総合調整。

［政策金融課］ 政策金融に関する総合的、基本
的な政策の企画、立案（国際局の所掌に属する
ものを除く。）。株式会社日本政策金融公庫、株
式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及
び独立行政法人国際協力機構（株式会社国際協
力銀行及び独立行政法人国際協力機構について
は、国際局の所掌に属するものを除く。）。株式
会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投
資銀行。独立行政法人住宅金融支援機構、独立
行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人奄美

群島振興開発基金、独立行政法人中小企業基盤
整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機
構。地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理
業務。上記機関に係る統計に関する事務の総括。

［信用機構課］ 金融破綻処理制度、金融危機管
理に関する企画、立案。預金保険機構、農水産業
協同組合貯金保険機構の業務、組織の適正な運
営の確保。株式会社地域経済活性化支援機構の
業務、組織の適正な運営の確保。株式会社東日
本大震災事業者再生支援機構の業務、組織の適
正な運営の確保。保険契約者保護機構の業務、
組織の適正な運営の確保。投資者保護基金の業
務、組織の適正な運営の確保。銀行等保有株式
取得機構の業務、組織の適正な運営の確保。日
本銀行の業務の適正な運営の確保（金融破綻処
理制度、金融危機管理に関するものに限る。）。
地震再保険事業。地震再保険特別会計の経理。
国際機関、外国の行政機関、国際会議に関する
事務のうち、金融破綻処理制度、金融危機管理
に関するもの。金融危機対応会議の庶務。金融
審議会の庶務（金利調整分科会に係るものを除
く。）。金融庁との事務の連絡調整。統計の作成、
分析、資料、情報の収集に関する事務のうち、金
融破綻処理制度、金融危機管理に関するもの。
金融破綻処理制度、金融危機管理に関し、法令
に基づき財務省に属させられた事務。

［厚生管理官］ 職員の衛生、医療その他の福利
厚生。国家公務員共済組合法第３条第１項によ
り財務省に設けられた共済組合。

―主 計 局―

［総務課］ 財政に関する政策一般。国の予算（政
府関係機関の予算を含む。以下同じ。）の総括。
国の予備費の管理の総括。国庫債務負担行為の
総括。財政状況の報告の総括。防衛力強化資金
の管理。国の貸付金（理財局の所掌に属するも
のを除く。）の管理。国の会計事務職員（政府関
係機関の職員を含む。）の研修。国の予算、決算
（政府関係機関の決算を含む。以下同じ）の作
成事務の電子情報処理組織による処理。

［司計課］ 国の決算（政府関係機関の決算を含
む。以下同じ。）の総括。決算調整資金の管理。
物品の増減、現在額、国の債権の現在額に関す
る計算の総括。国の予算の翌年度への繰越使用
の承認の総括。繰越明許費に係る翌年度にわた
って支出すべき債務の負担の承認の総括。会計
年度開始前の資金の交付の承認の総括。国の予
算の移用、流用の承認の総括。支出負担行為の
実施計画、支払の計画の承認の総括。支出負担
行為の認証。出納官吏、出納員の監督。国の予算
の執行に関する報告の徴取、実地監査、指示に
関する事務の総括（理財局の所掌に属するもの
を除く。）。物品、国の債権の管理に関する報告
の徴取、実地監査、措置の請求に関する事務の
総括。会計法その他の会計に関する法令の規定
に基づく前金払、概算払に関する各省各庁から
の協議。歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当
官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理
官、物品出納官、物品供用官、これらの分任官
（これらの代理官を含む。）、国の債権の管理等
に関する法律第２条第４項に規定する歳入徴収
官等の設置、出納官吏、分任出納官吏（これらの
代理官を含む。）、出納員の任命。歳入歳出の主
計簿。各省各庁の歳入の徴収、収納に関する事
務の一般管理。会計検査院の検査報告。財務局、
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沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務に
関する取りまとめ。

［法規課］ 国の予算、決算、会計に関する制度の
企画、立案、事務処理の統一。物品、国の債権の
管理に関し、事務処理手続の統一、必要な調整。
会計法、その他の会計に関する法令の規定に基
づく収入、支出、契約、物品、債権に関する各省
各庁からの協議（司計課の所掌に属するものを
除く。）。国が出資している法人（国際機関を除
く。）の会計。予算執行職員等の責任に関する法
律の施行に関する事務の総括。

［給与共済課］ 国の予算のうち給与に係る部分、
その使用状況の監査に関する事務の総括。政府
関係機関の役職員の給与。国家公務員の旅費そ
の他実費弁償の制度。国家公務員共済組合制度。
財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の
庶務。国家公務員等の給与に関する国の予算に
関係する事務に係る処理手続の統一、必要な調
整。

［調査課］ 財政に関する政策の基礎となる事項、
内外財政の制度、運営の調査、研究。財政運営の
長期的な方針、見通し。財政に関する統計の作
成、分析。財政制度等審議会の庶務（国家公務員
共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事
業等分科会、国有財産分科会に係るものを除
く。）。

［主計官］ 国の予算の作成、執行、国の予備費の
管理、国の決算の作成、国の財務の統括の立場
からする地方公共団体の歳出に関する事務。

［主計監査官］ 国の予算の執行、物品、国の債権
の管理の適切な執行を期するために必要な監査
の実施に関する事務。

―主 税 局―

［総務課］ 租税（関税、とん税及び特別とん税を
除く。調査課（租税の収入の見積方法の調査、研
究を除く。）において同じ。）に関する政策一般。
租税の収入の見積り及び決算の調査。地方税、
地方交付税及び地方譲与税の制度。地方公共団
体の歳入の調査（地方債に関するものを除く。）。
局の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［調査課］ 租税に関する政策の基礎となる事項
並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調
査及び研究。租税に関する制度の中長期的な観
点に立った企画。租税に関する統計の作成及び
分析。租税の収入の見積方法の調査及び研究。

［税制第一課］ 直接国税（法人税及び地方法人
税を除く。）に関する制度の企画及び立案（税制
第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。）。
国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の
企画及び立案。税理士に関する制度の企画及び
立案。

［税制第二課］ 間接国税に関する制度の企画及
び立案（税制第一課の所掌に属するものを除
く。）。酒税の保全に関する制度の企画及び立案。

［税制第三課］ 法人税及び地方法人税に関する
制度の企画及び立案（税制第一課及び参事官の
所掌に属するものを除く。）。所得税法第 条第
２項第２号の規定による指定。所得税法施行令
第 条の２第４項の規定による協議。租税特
別措置の適用の実態を把握するための調査及び
その結果の国会への報告に関する事務の総括。

［参事官］ 外国との租税に関する協定の企画及
び立案。所得税、法人税及び地方法人税に関す
る制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法

人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並び
に国外の関連者との取引に係るものの企画及び
立案。上記に掲げるもののほか、局の所掌事務
に係る国際関係事務（調査課の所掌に属するも
のを除く。）の総括。

―関 税 局―

［総務課］ 関税、とん税及び特別とん税に関す
る政策一般。本省と税関との事務の連絡調整。
税関の機構及び定員に関する事務の調整。税関
の経費の概算の調整及び配賦。税関所属の行政
財産及び物品の管理に関する事務の調整。輸出
入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務
及び組織の適正な運営の確保。

［管理課］ 税関の職員の人事、教養及び訓練並
びに福利厚生に関する事務の調整。税関行政の
考査に関する事務の調整。

［関税課］ 関税、とん税及び特別とん税並びに
税関行政に関する制度（外国との関税及び税関
行政に関する協定を含む。）の企画及び立案（関
税率表の品目分類を除く。）。局の所掌事務に係
る国際協力。税関統計。関税・外国為替等審議会
関税分科会の庶務。

［監視課］ 関税に関する法令の規定による輸出
入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り（業務課
及び調査課の所掌に属するものを除く。）。旅客
及び乗組員の携帯品その他これに類するものに
係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関するこ
と（関税率表の品目分類、輸入貨物の課税価格
の算定、輸出入貨物の分析、犯則物件及び公売
し又は売却する物件の鑑定及び調査課の所掌に
属するものを除く。）開港及び税関空港。関税定
率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場。
コンテナーに関する通関条約の実施。保税制度
の運営。

［業務課］ 関税、とん税及び特別とん税並びに
貨物割の賦課及び徴収（監視課及び調査課の所
掌に属するものを除く。）。関税率表の品目分類。
輸入貨物の課税価格の算定。貨物の輸出入その
他輸出入貨物に係る許可及び承認（旅客及び乗
組員の携帯品その他これに類するものに係るも
の並びに調査課の所掌に属するものを除く。）。
輸出入貨物の分析。郵便物の輸出入手続。犯則
物件及び公売し又は売却する物件の鑑定。通関
業の監督及び通関士。税関行政に関する不服申
立て及び訴訟。関税等不服審査会の庶務。

［調査課］ 輸入された貨物に係る関税及び貨物
割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関
する検査。輸出された貨物に関する調査及び検
査。関税に関する法令及び貨物割に関する犯則
事件の調査及び処分並びに情報。関税、とん税
及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並
びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、
船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報。

―理 財 局―

［総務課］ 国庫制度、通貨制度、国債、財政投融
資、国有財産に関する政策一般。国内資金運用
の調整。産業資金の需給の調整。日本銀行の業
務、組織の適正な運営の確保（金融庁、大臣官
房、国際局の所掌に属するものを除く。）。国有
財産の管理、処分に関する経費、収入の見積り。
たばこ事業、塩事業の発達、改善、調整。日本た
ばこ産業株式会社の行う業務。国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務
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沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務に
関する取りまとめ。

［法規課］ 国の予算、決算、会計に関する制度の
企画、立案、事務処理の統一。物品、国の債権の
管理に関し、事務処理手続の統一、必要な調整。
会計法、その他の会計に関する法令の規定に基
づく収入、支出、契約、物品、債権に関する各省
各庁からの協議（司計課の所掌に属するものを
除く。）。国が出資している法人（国際機関を除
く。）の会計。予算執行職員等の責任に関する法
律の施行に関する事務の総括。

［給与共済課］ 国の予算のうち給与に係る部分、
その使用状況の監査に関する事務の総括。政府
関係機関の役職員の給与。国家公務員の旅費そ
の他実費弁償の制度。国家公務員共済組合制度。
財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の
庶務。国家公務員等の給与に関する国の予算に
関係する事務に係る処理手続の統一、必要な調
整。

［調査課］ 財政に関する政策の基礎となる事項、
内外財政の制度、運営の調査、研究。財政運営の
長期的な方針、見通し。財政に関する統計の作
成、分析。財政制度等審議会の庶務（国家公務員
共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事
業等分科会、国有財産分科会に係るものを除
く。）。

［主計官］ 国の予算の作成、執行、国の予備費の
管理、国の決算の作成、国の財務の統括の立場
からする地方公共団体の歳出に関する事務。

［主計監査官］ 国の予算の執行、物品、国の債権
の管理の適切な執行を期するために必要な監査
の実施に関する事務。

―主 税 局―

［総務課］ 租税（関税、とん税及び特別とん税を
除く。調査課（租税の収入の見積方法の調査、研
究を除く。）において同じ。）に関する政策一般。
租税の収入の見積り及び決算の調査。地方税、
地方交付税及び地方譲与税の制度。地方公共団
体の歳入の調査（地方債に関するものを除く。）。
局の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［調査課］ 租税に関する政策の基礎となる事項
並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調
査及び研究。租税に関する制度の中長期的な観
点に立った企画。租税に関する統計の作成及び
分析。租税の収入の見積方法の調査及び研究。

［税制第一課］ 直接国税（法人税及び地方法人
税を除く。）に関する制度の企画及び立案（税制
第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。）。
国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の
企画及び立案。税理士に関する制度の企画及び
立案。

［税制第二課］ 間接国税に関する制度の企画及
び立案（税制第一課の所掌に属するものを除
く。）。酒税の保全に関する制度の企画及び立案。

［税制第三課］ 法人税及び地方法人税に関する
制度の企画及び立案（税制第一課及び参事官の
所掌に属するものを除く。）。所得税法第 条第
２項第２号の規定による指定。所得税法施行令
第 条の２第４項の規定による協議。租税特
別措置の適用の実態を把握するための調査及び
その結果の国会への報告に関する事務の総括。

［参事官］ 外国との租税に関する協定の企画及
び立案。所得税、法人税及び地方法人税に関す
る制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法

人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並び
に国外の関連者との取引に係るものの企画及び
立案。上記に掲げるもののほか、局の所掌事務
に係る国際関係事務（調査課の所掌に属するも
のを除く。）の総括。

―関 税 局―

［総務課］ 関税、とん税及び特別とん税に関す
る政策一般。本省と税関との事務の連絡調整。
税関の機構及び定員に関する事務の調整。税関
の経費の概算の調整及び配賦。税関所属の行政
財産及び物品の管理に関する事務の調整。輸出
入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務
及び組織の適正な運営の確保。

［管理課］ 税関の職員の人事、教養及び訓練並
びに福利厚生に関する事務の調整。税関行政の
考査に関する事務の調整。

［関税課］ 関税、とん税及び特別とん税並びに
税関行政に関する制度（外国との関税及び税関
行政に関する協定を含む。）の企画及び立案（関
税率表の品目分類を除く。）。局の所掌事務に係
る国際協力。税関統計。関税・外国為替等審議会
関税分科会の庶務。

［監視課］ 関税に関する法令の規定による輸出
入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り（業務課
及び調査課の所掌に属するものを除く。）。旅客
及び乗組員の携帯品その他これに類するものに
係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関するこ
と（関税率表の品目分類、輸入貨物の課税価格
の算定、輸出入貨物の分析、犯則物件及び公売
し又は売却する物件の鑑定及び調査課の所掌に
属するものを除く。）開港及び税関空港。関税定
率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場。
コンテナーに関する通関条約の実施。保税制度
の運営。

［業務課］ 関税、とん税及び特別とん税並びに
貨物割の賦課及び徴収（監視課及び調査課の所
掌に属するものを除く。）。関税率表の品目分類。
輸入貨物の課税価格の算定。貨物の輸出入その
他輸出入貨物に係る許可及び承認（旅客及び乗
組員の携帯品その他これに類するものに係るも
の並びに調査課の所掌に属するものを除く。）。
輸出入貨物の分析。郵便物の輸出入手続。犯則
物件及び公売し又は売却する物件の鑑定。通関
業の監督及び通関士。税関行政に関する不服申
立て及び訴訟。関税等不服審査会の庶務。

［調査課］ 輸入された貨物に係る関税及び貨物
割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関
する検査。輸出された貨物に関する調査及び検
査。関税に関する法令及び貨物割に関する犯則
事件の調査及び処分並びに情報。関税、とん税
及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並
びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、
船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報。

―理 財 局―

［総務課］ 国庫制度、通貨制度、国債、財政投融
資、国有財産に関する政策一般。国内資金運用
の調整。産業資金の需給の調整。日本銀行の業
務、組織の適正な運営の確保（金融庁、大臣官
房、国際局の所掌に属するものを除く。）。国有
財産の管理、処分に関する経費、収入の見積り。
たばこ事業、塩事業の発達、改善、調整。日本た
ばこ産業株式会社の行う業務。国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務

（国税庁の所掌に属するものを除く。）。財政制
度等審議会たばこ事業等分科会の庶務。局の所
掌事務で他の所掌に属しないもの。

［国庫課］ 国庫収支の調整。国庫制度、通貨制度
の企画、立案。国庫金の出納、管理、運用、国の
保管金、国が保管する有価証券の管理。日本銀
行の国庫金の取扱事務の監督。政府契約に基づ
く支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監
査、指示。貨幣、紙幣の発行、回収、取締り、紙
幣類似証券及びすき入紙製造の取締り。日本銀
行券に関すること。独立行政法人造幣局及び独
立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般。

［国債企画課］ 国債（国債業務課の所掌に属す
るものを除く。）に関すること。国債整理基金の
管理、運用。国債整理基金特別会計及び東日本
大震災復興特別会計の経理（東日本大震災復興
特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理
に限る。）。国債整理基金特別会計に属する普通
財産の管理、処分、物品の管理。日本銀行の国債
の取扱事務の監督（国債業務課の所掌に属する
ものを除く。）。

［国債業務課］ 国債の発行、償還、利払の実施。
債券、借入金に係る債務について国が債務を負
担する保証契約（管理課の所掌に属するものを
除く。）。在外公館等借入金の返済。国債の発行、
償還、利払の実施の事務に係る日本銀行の国債
の取扱事務の監督。

［財政投融資総括課］ 財政投融資制度の企画、
立案。財政投融資計画の総括。財政融資資金の
管理、運用（管理課及び計画官の所掌に属する
ものを除く。）。財政投融資特別会計の経理（国
有財産調整課及び管理課並びに計画官の所掌に
属するものを除く。）。財政投融資特別会計の投
資勘定に属する普通財産の管理、処分（管理課
の所掌に属するものを除く。）。財政制度等審議
会財政投融資分科会の庶務。

［国有財産企画課］ 国有財産制度の企画、立案。
国有財産に関する事務の運営に関する必要な調
整。国有財産の評価鑑定に関する企画、立案。財
政制度等審議会国有財産分科会の庶務。国の出
資（財政投融資特別会計の投資勘定、国債整理
基金特別会計からの出資を除く。）の実行、管理。
普通財産のうち有価証券の管理、処分。

［国有財産調整課］ 国有財産の管理、処分に関
する必要な調整。国有財産の管理に関する企画、
立案、事務の統一（国有財産業務課の所掌に属
するものを除く。）。国家公務員の宿舎の設置（合
同宿舎については、その設置、管理）に関するこ
と、国家公務員の宿舎の設置、管理に関する事
務の総括。財務省所管の普通財産のうち、提供
財産（条約に基づいて日本国にある外国軍隊の
用に供する国有の財産をいう。）の管理。国有財
産法、国家公務員宿舎法、国の庁舎等の使用調
整等に関する特別措置法に基づく監査。国の庁
舎等の使用調整等に関する特別措置法第５条に
規定する特定国有財産整備計画。財政投融資特
別会計特定国有財産整備勘定の経理。財政投融
資特別会計特定国有財産整備勘定に属する普通
財産の管理、処分。

［国有財産業務課］ 普通財産の処分に関する企
画、立案、事務の統一。普通財産のうち、特許権、
著作権、商標権、実用新案権その他これらに準
ずる権利の管理、処分。財務省所管の普通財産
（公共の用に供する財産を除く。）の管理に関す
る企画、立案、事務の統一。普通財産である国有
の会議場施設の管理の委託。財務省所管の普通

財産、当該普通財産の管理、処分に関連して発
生し又は取得した物品の管理、処分に関する必
要な審理。国有財産の評価鑑定に関する必要な
審理。普通財産、普通財産の管理、処分に関連し
て発生し又は取得した物品の管理、処分に係る
債権、合同宿舎の管理に係る債権の管理。外国
政府による不動産に関する権利の取得のための
手続。

［管理課］ 財政融資資金の運用金の管理、回収、
運用利殖金の受入れ。財政融資資金に属する資
産、負債の増減、現在額に関すること。財政融資
資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定
の投資先並びに債権及び借入金に係る債務につ
いて国が債務を負担する保証契約の保証先（以
下「保証先」という。）における資金の使用状況
の調査及び実地監査（保証先にあっては、財政
投融資計画の執行に関するものに限る。）。国が
従前の法令による公団から引き継いだ債権（経
済産業省の所掌に属するものを除く。）、薪炭需
給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した
債権の管理。特別経理会社、閉鎖機関、在外会社
に関すること。連合国財産（国土交通省の所掌
に属するものを除く。）の保全、返還、その返還
に伴う損失の処理。連合国財産の補償。ドイツ
財産の管理、処理。国外居住外国人等に対する
債務の弁済のためにする供託の特例。接収貴金
属等の処理。旧賠償庁の所掌に属していた特殊
財産で大蔵大臣が管理することとなったものの
処理。国有財産の増減、現在額、現状に関するこ
と。国有財産に関する情報提供。

［計画官］ 財政投融資計画の作成、執行。国の特
別会計、地方公共団体、特別の法律により設立
された法人に対する財政融資資金の運用、財政
投融資特別会計の投資勘定の投資。地方債の発
行の協議における同意、その発行の許可につい
ての協議。地方債の発行の同意、許可に関する
基準についての協議。同意、許可に係る地方債
の予定額の総額等に関する書類の作成について
の協議。地方債その他地方財政に関する調査、
研究。

―国 際 局―

［総務課］ 外国為替、国際通貨制度、その安定に
関する政策一般。外国為替、国際通貨制度、その
安定に関する事務の総括、調整。国際局の所掌
事務に係る国際協力（地域協力課の所掌に属す
るものを除く。）。国際局の所掌事務で、他の所
掌に属しないもの。

［調査課］ 外国為替、国際通貨制度、その安定に
関する調査等（地域協力課及び為替市場課の所
掌に属するものを除く。）。外国為替、国際通貨
制度、その安定に関する制度の企画、立案。法
令、外国との協定に関する資料の収集、整備。対
外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通
貨の指定。外国為替の取引の管理、調整（為替市
場課の所掌に属するものを除く。）。技術導入契
約の締結等、対内直接投資等及び特定取得の管
理及び調整。外国政府の不動産に関する権利の
取得の審査。外国為替に関する統計。外国為替
及び外国貿易法に基づく検査。海外投融資（開
発政策課の所掌に属するものを除く。）。犯罪に
よる収益の移転防止に関する法律第２条第２項
第 号に規定する両替業務を行う者。関税・外
国為替等審議会の庶務（関税分科会を除く。）。

［国際機構課］ 外国との外国為替、国際通貨制
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度、その安定に関する協定の企画、立案（開発政
策課の所掌に属するものを除く。）。国際通貨基
金。国際機構に係る外国為替、国際通貨制度、そ
の安定（開発政策課の所掌に属するものを除
く。）。

［地域協力課］ 外国為替、国際通貨制度、その安
定に関する地域協力。国際協力に関する事務の
うち、地域協力。外国為替、国際通貨制度、その
安定に関する国際会議。

［為替市場課］ 外国為替相場の決定、安定。外国
為替資金の管理、運営その他外貨資金の管理。
外国為替資金特別会計の経理。外国為替資金特
別会計に属する普通財産の管理、処分。金の政
府買い入れ及び金の輸出入規制。日本銀行の行
う外国為替の売買及び国際金融業務。国際収支、
国際貸借の調整。国際収支、国際貸借に関する
統計並びに調査及び研究。

［開発政策課］ 海外への投融資のうち経済開発
に係るものに関するもので、国際通貨制度及び
その安定上の政策、外国政府等との協定の企画
及び立案、その協定に関する財務で財務省の所
掌に属するものの管理並びに統計。経済協力又
は開発に関する国際機構に係る投融資。国際協
力銀行、独立行政法人国際協力機構（本邦から
の海外投融資に関するものに限る。）。

［開発機関課］ 国際復興開発銀行、国際金融公
社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関。
アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、
欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフ
リカ開発基金。
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度、その安定に関する協定の企画、立案（開発政
策課の所掌に属するものを除く。）。国際通貨基
金。国際機構に係る外国為替、国際通貨制度、そ
の安定（開発政策課の所掌に属するものを除
く。）。

［地域協力課］ 外国為替、国際通貨制度、その安
定に関する地域協力。国際協力に関する事務の
うち、地域協力。外国為替、国際通貨制度、その
安定に関する国際会議。

［為替市場課］ 外国為替相場の決定、安定。外国
為替資金の管理、運営その他外貨資金の管理。
外国為替資金特別会計の経理。外国為替資金特
別会計に属する普通財産の管理、処分。金の政
府買い入れ及び金の輸出入規制。日本銀行の行
う外国為替の売買及び国際金融業務。国際収支、
国際貸借の調整。国際収支、国際貸借に関する
統計並びに調査及び研究。

［開発政策課］ 海外への投融資のうち経済開発
に係るものに関するもので、国際通貨制度及び
その安定上の政策、外国政府等との協定の企画
及び立案、その協定に関する財務で財務省の所
掌に属するものの管理並びに統計。経済協力又
は開発に関する国際機構に係る投融資。国際協
力銀行、独立行政法人国際協力機構（本邦から
の海外投融資に関するものに限る。）。

［開発機関課］ 国際復興開発銀行、国際金融公
社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関。
アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、
欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフ
リカ開発基金。

 

国税庁

（長官官房）
［総務課］ 庁の所掌事務に関する総合調整。法

令案その他の公文書類の審査、進達。公文書類
の接受、発送、編集、保存。情報の公開。個人情
報の保護。機構及び定員。事務の監察。広報（税
務に関する広聴を除く。）。国税審議会の庶務（酒
類分科会に係るものを除く。）（人事課の所掌に
属するものを除く。）。税理士制度の運営。納税
環境の整備に関する事務の総括。税務に関する
広聴の総括。事務能率の増進。官報掲載。税務大
学校の組織、運営一般。

［人事課］ 機密。長官の官印、庁印の保管。職員
の任免、給与、懲戒、服務その他の人事、教養、
訓練（国税庁監察官の所掌に属するものを除
く。）。質問検査章その他の証票の管理。国税審
議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。行政財産、物品の管理。建築物の営繕
（厚生管理官の所掌に属するものを除く。）。印
紙の形式に関する企画、立案。庁内の管理。

［企画課］ 長期的な運営方針。調査、研究、一般
的な資料、情報の収集、提供。統計に関する事務
の総括。高度情報化への対応に関する事務の総
括。情報システムの整備、管理。行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律第 条の規定による法人番号の指
定、通知、公表。

［国際業務課］ 外国との租税に関する協定の実
施についての協議。国際的に処理を要する事項。
国際協力。

［厚生管理官］ 職員の衛生、医療その他の福利
厚生。国家公務員共済組合法第３条第１項の規
定により財務省に設けられた共済組合（国税庁、
独立行政法人酒類総合研究所の職員に関するも
のに限る。）。職員（独立行政法人酒類総合研究
所の職員を含む。）に貸与する宿舎。事務所その
他の施設における高齢者、障害者等（高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第
２条第１号に規定する高齢者、障害者等をいう。）
の円滑な利用の確保に関する方針についての企
画。

［首席国税庁監察官］ 職員（国税庁、国税局、沖
縄国税事務所の審議会等、施設等機関の職員を
除く。）についてその職務上必要な監察を行い、
法令の定めるところに従い、財務省設置法第
条第１項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、
必要な措置をとること。

（課税部）
［課税総括課］ 内国税の賦課に関する事務のう

ち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関
する事務の基本的な運営方針の企画、立案。事
務の総括。内国税の賦課に関する資料、情報に
関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は
税額の決定に関する事務の管理（調査査察部、
酒税課の所掌に属するものを除く。）。内国税の
賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法
定資料に係るもの。所得税、復興特別所得税、法
人税（法人に対する再評価税を含む。以下同じ。）、
地方法人税、復興特別法人税、相続税等（相続
税、贈与税、地価税、登録免許税、財産税をいう。
以下同じ。）、消費税、印紙税の課税標準の調査、
これらの国税に関する検査（調査査察部の所掌
に属するものを除く。）で、当該調査、検査を受

ける者の所得の金額、事業の規模、態様又は取
得した財産の価額その他の状況に照らし、必要
なものの指導、監督、これに必要な調査、検査。
たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料
税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重
量税、電源開発促進税、国際観光旅客税（以下
「たばこ税等」という。）の賦課に関する事務の
うち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決
定に関する事務の管理。たばこ税等の課税標準
の調査、たばこ税等に関する検査、犯則事件の
調査及び処分に関する事務の指導、監督、これ
に必要な調査、検査（調査査察部の所掌に属す
るものを除く。）。消費税、たばこ税等の賦課に
関する法令の解釈。たばこ税、揮発油税、地方揮
発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税
の課税物件の分析、鑑定。印紙の模造の取締り。
内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務
の総括（酒税課の所掌に属するものを除く。）。
内国税の賦課に関する法令の適用（調査査察部、
他課の所掌に属するものを除く。）。内国税の賦
課に関する不服申立て（調査査察部、酒税課の
所掌に属するものを除く。）。内国税の賦課に関
する訴訟（酒税課の所掌に属するものを除く。）。
外国との租税に関する協定の実施のために行う
外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達
（調査査察部の所掌に属するものを除く。）並び
に外国居住者等の所得に対する相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国
居住者等所得相互免除法」という。）第 条の
２第７項に規定する報告事項の提供に関する調
査に関する事務で、必要なものの指導、監督、こ
れに必要な調査。

［個人課税課］ 所得税、復興特別所得税、個人事
業者の資産の譲渡等（消費税法第２条第１項第
８号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第８
号の２に規定する特定資産の譲渡等に該当する
ものを除く。以下同じ。）及び特定仕入れに係る
消費税（以下「所得税等」という。）の賦課に関
する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は
税額の決定に関する事務の管理（他課の所掌に
属するものを除く。）。所得税等の課税標準の調
査、所得税等に関する検査並びに犯則事件の調
査及び処分に関する事務の指導、監督、これに
必要な調査、検査（調査査察部、他課の所掌に属
するものを除く。）。所得税、復興特別所得税の
賦課に関する法令の解釈（調査査察部、他課の
所掌に属するものを除く。）。所得税、復興特別
所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務
の指導、監督（調査査察部、他課の所掌に属する
ものを除く。）。外国との租税に関する協定の実
施のために行う外国の租税の賦課（個人に関す
るものに限る。）に関する調査（報告事項の提供
に関するものを除く。）及び文書の送達に関する
事務の指導、監督、これに必要な調査（調査査察
部、他課の所掌に属するものを除く。）。

［資産課税課］ 相続税等、譲渡所得等に係る所
得税等（所得税法第 条第１項に規定する山林
所得及び同法第 条第１項に規定する譲渡所
得に係る所得税及び復興特別所得税並びにこれ
らの所得の基因となる資産の譲渡等及び特定仕
入れに係る消費税をいう。以下同じ。）の賦課に
関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に
係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に
関する事務の管理（課税総括課の所掌に属する
ものを除く。）。相続税等、譲渡所得等に係る所
得税等の課税標準の調査、相続税等、譲渡所得
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等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件
の調査及び処分に関する事務の指導、監督、こ
れに必要な調査、検査（調査査察部、課税総括課
の所掌に属するものを除く。）。相続税等、譲渡
所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の解
釈（調査査察部、課税総括課の所掌に属するも
のを除く。）。相続税等、譲渡所得等に係る所得
税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の
指導、監督（調査査察部、課税総括課の所掌に属
するものを除く。）。外国との租税に関する協定
の実施のために行う外国の租税の賦課（相続、
遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及
び譲渡所得等（所得税法第 条第１項に規定す
る山林所得及び同法第 条第１項に規定する
譲渡所得をいう。以下同じ。）を有する個人に係
る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資
産に関するものに限る。）に関する調査（報告事
項の提供に関するものを除く。）及び文書の送達
に関する事務の指導、監督、これに必要な調査
（調査査察部、課税総括課の所掌に属するもの
を除く。）。

［法人課税課］ 法人税、地方法人税、復興特別法
人税、法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係
る消費税、所得税法第２条第１項第 号に規定
する源泉徴収に係る所得税、東日本大震災から
の復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法第６条第 号に
規定する源泉徴収に係る復興特別所得税（以下
「法人税等」という。）の賦課に関する事務のう
ち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に
関する事務の管理（課税総括課の所掌に属する
ものを除く。）。法人税等の課税標準の調査、法
人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び
処分に関する事務の指導、監督、これに必要な
調査、検査（調査査察部、課税総括課の所掌に属
するものを除く。）。法人税、地方法人税、復興特
別法人税、所得税法第２条第１項第 号に規定
する源泉徴収に係る所得税、東日本大震災から
の復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法第６条第 号に
規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の賦課
に関する法令の解釈（調査査察部、課税総括課
の所掌に属するものを除く。）。法人税、地方法
人税、復興特別法人税、所得税法第２条第１項
第 号に規定する源泉徴収に係る所得税、東日
本大震災からの復興のための施策を実施するた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法第６
条第 号に規定する源泉徴収に係る復興特別
所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務
の指導、監督（調査査察部、課税総括課の所掌に
属するものを除く。）。外国との租税に関する協
定の実施のために行う外国の租税の賦課（法人
及び源泉徴収義務者に関するものに限る。）に関
する調査（報告事項の提供に関するものを除く。）
及び文書の送達に関する事務の指導、監督、こ
れに必要な調査（調査査察部、課税総括課の所
掌に属するものを除く。）。

［酒税課］ 酒税の賦課に関する事務のうち、酒
税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
の管理。酒税の課税標準の調査、酒税に関する
検査、犯則事件の調査及び処分に関する事務の
指導、監督、これに必要な調査、検査（調査査察
部の所掌に属するものを除く。）。酒税の賦課に
関する法令の解釈、適用。酒税の賦課に関する
不服申立て、訴訟。酒税の保全、酒類業の発達、
改善、調整（酒税の保全に関する制度の企画、立

案を除く。）。醸造技術の研究、開発、酒類の品
質、安全性の確保。酒類に係る資源の有効な利
用の確保。国立研究開発法人農業・食品産業技
術総合研究機構の行う業務（酒類製造業に係る
ものに限る。）。国税審議会酒類分科会の庶務。

（徴収部）
［管理運営課］ 内国税の徴収に関する事務の管
理（徴収課の所掌に属するものを除く。）。内国
税の徴収に関する法令の解釈、適用（徴収課の
所掌に属するものを除く。）。内国税の徴収に関
する不服申立て、訴訟（徴収課の所掌に属する
ものを除く。）。内国税収入の概算。内国税の還
付。庁に係る国税収納金整理資金の管理事務。
納税貯蓄組合。内国税の賦課に関する事務のう
ち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関
するもの以外のものに関すること。外国との租
税に関する協定の実施のために行う外国の租税
に関する報告事項の管理及び外国居住者等所得
相互免除法第 条の２第１項に規定する報告
事項の管理。

［徴収課］ 内国税の滞納処分、納税の猶予及び
外国との租税に関する協定に基づく徴収の共助
の要請による徴収（以下「徴収の共助の要請に
よる徴収」という。）に関する事務の管理。内国
税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査、検
査、内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事
務の指導、監督。内国税の滞納処分、納税の猶予
及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令
の解釈、適用。内国税の滞納処分、納税の猶予に
関する不服申立て、訴訟。会社更生法、金融機関
等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更
生事件。外国との租税に関する協定の実施のた
めに行う外国の租税の徴収に関すること（調査
査察部の所掌に属するものを除く。）。物価統制
令第 条に規定する割増金の徴収。保険料等の
徴収（財務省組織令第 条第５号から第 号
までに掲げる事務をいう。）。

（調査査察部）
［調査課］ 所得その他の内国税の課税標準の調
査、内国税に関する検査、外国との租税に関す
る協定の実施のために行う調査で、財務省組織
令第 条の規定に基づく財務省令で別に定め
るもののうち国税庁調査査察部の行うもの（査
察課の所掌に属するものを除く。）。所得その他
の内国税の課税標準の調査、内国税に関する検
査、外国との租税に関する協定の実施のために
行う調査で、財務省組織令第 条の規定に基づ
く財務省令で別に定めるもののうち国税局の調
査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調
査第三部、調査第四部、沖縄国税事務所の調査
課の行うものに関する事務の指導、監督（査察
課の所掌に属するものを除く。）。内国税の賦課
に関する法令の適用に関する事務のうち財務省
組織令第 条の規定に基づく財務省令で別に
定めるもの（査察課の所掌に属するものを除
く。）。内国税の賦課に関する不服申立てに関す
る事務のうち上記に掲げる事務に係るもの。

［査察課］ 国税通則法に基づく犯則事件の調査
及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国と
の租税に関する協定の実施のために行う調査で、
財務省組織令第 条の規定に基づく財務省令
で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行
うもの。国税通則法に基づく犯則事件の調査及
び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との
租税に関する協定の実施のために行う調査で、
財務省組織令第 条の規定に基づく財務省令
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等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件
の調査及び処分に関する事務の指導、監督、こ
れに必要な調査、検査（調査査察部、課税総括課
の所掌に属するものを除く。）。相続税等、譲渡
所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の解
釈（調査査察部、課税総括課の所掌に属するも
のを除く。）。相続税等、譲渡所得等に係る所得
税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の
指導、監督（調査査察部、課税総括課の所掌に属
するものを除く。）。外国との租税に関する協定
の実施のために行う外国の租税の賦課（相続、
遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及
び譲渡所得等（所得税法第 条第１項に規定す
る山林所得及び同法第 条第１項に規定する
譲渡所得をいう。以下同じ。）を有する個人に係
る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資
産に関するものに限る。）に関する調査（報告事
項の提供に関するものを除く。）及び文書の送達
に関する事務の指導、監督、これに必要な調査
（調査査察部、課税総括課の所掌に属するもの
を除く。）。

［法人課税課］ 法人税、地方法人税、復興特別法
人税、法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係
る消費税、所得税法第２条第１項第 号に規定
する源泉徴収に係る所得税、東日本大震災から
の復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法第６条第 号に
規定する源泉徴収に係る復興特別所得税（以下
「法人税等」という。）の賦課に関する事務のう
ち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に
関する事務の管理（課税総括課の所掌に属する
ものを除く。）。法人税等の課税標準の調査、法
人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び
処分に関する事務の指導、監督、これに必要な
調査、検査（調査査察部、課税総括課の所掌に属
するものを除く。）。法人税、地方法人税、復興特
別法人税、所得税法第２条第１項第 号に規定
する源泉徴収に係る所得税、東日本大震災から
の復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法第６条第 号に
規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の賦課
に関する法令の解釈（調査査察部、課税総括課
の所掌に属するものを除く。）。法人税、地方法
人税、復興特別法人税、所得税法第２条第１項
第 号に規定する源泉徴収に係る所得税、東日
本大震災からの復興のための施策を実施するた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法第６
条第 号に規定する源泉徴収に係る復興特別
所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務
の指導、監督（調査査察部、課税総括課の所掌に
属するものを除く。）。外国との租税に関する協
定の実施のために行う外国の租税の賦課（法人
及び源泉徴収義務者に関するものに限る。）に関
する調査（報告事項の提供に関するものを除く。）
及び文書の送達に関する事務の指導、監督、こ
れに必要な調査（調査査察部、課税総括課の所
掌に属するものを除く。）。

［酒税課］ 酒税の賦課に関する事務のうち、酒
税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務
の管理。酒税の課税標準の調査、酒税に関する
検査、犯則事件の調査及び処分に関する事務の
指導、監督、これに必要な調査、検査（調査査察
部の所掌に属するものを除く。）。酒税の賦課に
関する法令の解釈、適用。酒税の賦課に関する
不服申立て、訴訟。酒税の保全、酒類業の発達、
改善、調整（酒税の保全に関する制度の企画、立

案を除く。）。醸造技術の研究、開発、酒類の品
質、安全性の確保。酒類に係る資源の有効な利
用の確保。国立研究開発法人農業・食品産業技
術総合研究機構の行う業務（酒類製造業に係る
ものに限る。）。国税審議会酒類分科会の庶務。

（徴収部）
［管理運営課］ 内国税の徴収に関する事務の管

理（徴収課の所掌に属するものを除く。）。内国
税の徴収に関する法令の解釈、適用（徴収課の
所掌に属するものを除く。）。内国税の徴収に関
する不服申立て、訴訟（徴収課の所掌に属する
ものを除く。）。内国税収入の概算。内国税の還
付。庁に係る国税収納金整理資金の管理事務。
納税貯蓄組合。内国税の賦課に関する事務のう
ち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関
するもの以外のものに関すること。外国との租
税に関する協定の実施のために行う外国の租税
に関する報告事項の管理及び外国居住者等所得
相互免除法第 条の２第１項に規定する報告
事項の管理。

［徴収課］ 内国税の滞納処分、納税の猶予及び
外国との租税に関する協定に基づく徴収の共助
の要請による徴収（以下「徴収の共助の要請に
よる徴収」という。）に関する事務の管理。内国
税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査、検
査、内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事
務の指導、監督。内国税の滞納処分、納税の猶予
及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令
の解釈、適用。内国税の滞納処分、納税の猶予に
関する不服申立て、訴訟。会社更生法、金融機関
等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更
生事件。外国との租税に関する協定の実施のた
めに行う外国の租税の徴収に関すること（調査
査察部の所掌に属するものを除く。）。物価統制
令第 条に規定する割増金の徴収。保険料等の
徴収（財務省組織令第 条第５号から第 号
までに掲げる事務をいう。）。

（調査査察部）
［調査課］ 所得その他の内国税の課税標準の調

査、内国税に関する検査、外国との租税に関す
る協定の実施のために行う調査で、財務省組織
令第 条の規定に基づく財務省令で別に定め
るもののうち国税庁調査査察部の行うもの（査
察課の所掌に属するものを除く。）。所得その他
の内国税の課税標準の調査、内国税に関する検
査、外国との租税に関する協定の実施のために
行う調査で、財務省組織令第 条の規定に基づ
く財務省令で別に定めるもののうち国税局の調
査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調
査第三部、調査第四部、沖縄国税事務所の調査
課の行うものに関する事務の指導、監督（査察
課の所掌に属するものを除く。）。内国税の賦課
に関する法令の適用に関する事務のうち財務省
組織令第 条の規定に基づく財務省令で別に
定めるもの（査察課の所掌に属するものを除
く。）。内国税の賦課に関する不服申立てに関す
る事務のうち上記に掲げる事務に係るもの。

［査察課］ 国税通則法に基づく犯則事件の調査
及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国と
の租税に関する協定の実施のために行う調査で、
財務省組織令第 条の規定に基づく財務省令
で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行
うもの。国税通則法に基づく犯則事件の調査及
び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との
租税に関する協定の実施のために行う調査で、
財務省組織令第 条の規定に基づく財務省令

で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、
査察部、沖縄国税事務所の査察課の行うものに
関する事務の指導、監督。国税通則法に基づく
調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則
事件に関する外国との租税に関する協定の実施
のために行う調査をするために必要な資料、情
報の収集、整理。内国税の賦課に関する法令の
解釈、適用に関する事務のうち上記に掲げる事
務に係るもの。
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文部科学省

―大 臣 官 房―

［人事課］ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他
の人事、教養、訓練。職員の衛生、医療その他の
福利厚生。共済組合。機構、定員。文化功労者。
栄典の推薦、伝達の実施、表彰、儀式。恩給に関
する連絡事務。

［総務課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事
務次官の官印、省印の保管。公文書類の接受、発
送、編集、保存。法令案その他の公文書類の審
査、進達。情報の公開。個人情報の保護。省の所
掌事務に関する総合調整（政策課の所掌に属す
るものを除く。）。国会との連絡。広報。法人（学
校法人、宗教法人を除く。）の監督に関する基本
方針の企画、立案、調整。事務能率の増進。官報
掲載。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。国有財産の管理、処分、物品の管理。東
日本大震災復興特別会計の経理のうち省の所掌
に係るもの。東日本大震災復興特別会計に属す
る固有財産の管理、処分、物品の管理のうち省
の所掌に係るもの。職員（省の所管する独立行
政法人の職員を含む。）に貸与する宿舎。建築物
（本省の庁舎に限る。）の営繕。庁内の管理。

［政策課］ 基本的かつ総合的な政策の企画、立
案。省の所掌事務に関する総合調整（政策の企
画、立案に関するものに限る。）。行政の考査。政
策の評価。情報システムの整備、管理。国立国会
図書館支部文部科学省図書館。閣議決定された
基本的方針に基づく行政各部の施策の統一を図
るために必要な企画、立案、総合調整。

［国際課］ 国際交流に関する基本的な政策の企
画、立案、推進。国際協力（スポーツ庁、文化庁、
科学技術・学術政策局、研究開発局の所掌に属
するものを除く。）。国際的諸活動（国際交流、国
際協力を除く。）に関する連絡調整。

（文教施設企画・防災部）
［施設企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

文教施設、科学技術に関する研究開発に必要な
施設の整備に関する基本的な施策の企画、立案、
調整。公立、私立の文教施設、地方独立行政法人
が設置する文教施設の整備に関する指導、助言
（スポーツ庁、文化庁、他局、施設助成課、参事
官の所掌に属するものを除く。）。学校施設、学
校用家具の基準の設定。学校環境の整備に関す
る指導、助言。教育、学術、スポーツ、文化の直
接の用に供する物資（学校給食用物資を除く。）、
教育、学術、スポーツ、文化の用に供する物資の
うち国際的に供給の不足するもの（学校給食用
物資を除く。）の入手、利用に関する便宜の供与。
学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用
の防止に係る返還命令、移転命令。国立の文教
施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、
施工管理の基準、技術的監査。独立行政法人、国
立大学法人、大学共同利用機関法人が設置する
文教施設の整備に関する請負契約、施工管理の
基準。

［施設助成課］ 公立の学校施設の整備（災害復
旧に係るものを除く。）に関する指導、助言。公
立の学校施設の整備（災害復旧に係るものを除
く。）のための援助、補助。

［計画課］ 国立の文教施設、独立行政法人、国立
大学法人、大学共同利用機関法人が設置する文

教施設の整備に関する長期計画の企画、立案、
予算案の準備。国立の文教施設、独立行政法人、
国立大学法人、大学共同利用機関法人が設置す
る文教施設の整備に関する長期計画の実施に係
る連絡調整。国立大学法人、大学共同利用機関
法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機
構、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置
する文教施設の整備のための補助金の交付（災
害復旧に係るものを除く。）。独立行政法人大学
改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、
大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施
設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な
資金の貸付け。独立行政法人大学改革支援・学
位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用
機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構
に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備
又は設備の設置に必要な資金の交付。国立の文
教施設の立地計画、環境整備。独立行政法人、国
立大学法人、大学共同利用機関法人が設置する
文教施設の立地計画（独立行政法人、国立大学
法人、大学共同利用機関法人において土地又は
借地権の取得を必要とすることとなるものに限
る。）。

［参事官］ 公立の学校施設の災害復旧に係る援
助、補助。公立の社会教育施設の整備（災害復旧
に係るものに限る。）のための補助。私立学校教
育の振興のための学校法人その他の私立学校の
設置者、地方公共団体、関係団体に対する助成
（学校施設の災害復旧に係るものに限る。）。国
立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政
法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法
人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の
災害復旧に係る補助金の交付。文教施設の防災
に関する施策の基本方針の企画、立案、調整。文
教施設の防災その他保全に関する指導、助言（ス
ポーツ庁、文化庁、他局の所掌に属するものを
除く。）。国立の文教施設、独立行政法人、国立
大学法人、大学共同利用機関法人が設置する文
教施設の整備に関する設計、積算、施工、維持保
全に係る技術的基準。国立の文教施設の整備に
関する建設計画、設計、積算、施工管理の実施。

―総 合 教 育 政 策 局―

［政策課］ 局の所掌事務に関する総合調整。豊
かな人間性を備えた創造的な人材の育成のため
の教育改革に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。教育基本法の施行に関する事務の総括。
教育基本法第 条第１項に規定する基本的な
計画。生涯学習に係る機会の整備に関する基本
的な政策の企画、立案、調整。教育、スポーツ、
文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。中央教育審議会の
庶務（生涯学習分科会、初等中等教育分科会、大
学分科会に係るものを除く。）。

［教育人材政策課］ 教育職員の養成、資質の保
持、向上。地方公務員である教育職員の採用の
ための選考に関する指導、助言、勧告。独立行政
法人教職員支援機構の組織、運営一般。

［国際教育課］ 国際理解教育の振興に関する企
画、立案、援助、助言。海外に在留する邦人の子
女のための在外教育施設、関係団体が行う教育、
海外から帰国した児童、生徒の教育、本邦に在
留する外国人の児童、生徒の学校生活への適応
のための指導。教育の振興に係る国際文化交流
の振興（外交政策に係るもの、高等教育局、国際
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文部科学省

―大 臣 官 房―

［人事課］ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他
の人事、教養、訓練。職員の衛生、医療その他の
福利厚生。共済組合。機構、定員。文化功労者。
栄典の推薦、伝達の実施、表彰、儀式。恩給に関
する連絡事務。

［総務課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事
務次官の官印、省印の保管。公文書類の接受、発
送、編集、保存。法令案その他の公文書類の審
査、進達。情報の公開。個人情報の保護。省の所
掌事務に関する総合調整（政策課の所掌に属す
るものを除く。）。国会との連絡。広報。法人（学
校法人、宗教法人を除く。）の監督に関する基本
方針の企画、立案、調整。事務能率の増進。官報
掲載。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。国有財産の管理、処分、物品の管理。東
日本大震災復興特別会計の経理のうち省の所掌
に係るもの。東日本大震災復興特別会計に属す
る固有財産の管理、処分、物品の管理のうち省
の所掌に係るもの。職員（省の所管する独立行
政法人の職員を含む。）に貸与する宿舎。建築物
（本省の庁舎に限る。）の営繕。庁内の管理。

［政策課］ 基本的かつ総合的な政策の企画、立
案。省の所掌事務に関する総合調整（政策の企
画、立案に関するものに限る。）。行政の考査。政
策の評価。情報システムの整備、管理。国立国会
図書館支部文部科学省図書館。閣議決定された
基本的方針に基づく行政各部の施策の統一を図
るために必要な企画、立案、総合調整。

［国際課］ 国際交流に関する基本的な政策の企
画、立案、推進。国際協力（スポーツ庁、文化庁、
科学技術・学術政策局、研究開発局の所掌に属
するものを除く。）。国際的諸活動（国際交流、国
際協力を除く。）に関する連絡調整。

（文教施設企画・防災部）
［施設企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

文教施設、科学技術に関する研究開発に必要な
施設の整備に関する基本的な施策の企画、立案、
調整。公立、私立の文教施設、地方独立行政法人
が設置する文教施設の整備に関する指導、助言
（スポーツ庁、文化庁、他局、施設助成課、参事
官の所掌に属するものを除く。）。学校施設、学
校用家具の基準の設定。学校環境の整備に関す
る指導、助言。教育、学術、スポーツ、文化の直
接の用に供する物資（学校給食用物資を除く。）、
教育、学術、スポーツ、文化の用に供する物資の
うち国際的に供給の不足するもの（学校給食用
物資を除く。）の入手、利用に関する便宜の供与。
学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用
の防止に係る返還命令、移転命令。国立の文教
施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、
施工管理の基準、技術的監査。独立行政法人、国
立大学法人、大学共同利用機関法人が設置する
文教施設の整備に関する請負契約、施工管理の
基準。

［施設助成課］ 公立の学校施設の整備（災害復
旧に係るものを除く。）に関する指導、助言。公
立の学校施設の整備（災害復旧に係るものを除
く。）のための援助、補助。

［計画課］ 国立の文教施設、独立行政法人、国立
大学法人、大学共同利用機関法人が設置する文

教施設の整備に関する長期計画の企画、立案、
予算案の準備。国立の文教施設、独立行政法人、
国立大学法人、大学共同利用機関法人が設置す
る文教施設の整備に関する長期計画の実施に係
る連絡調整。国立大学法人、大学共同利用機関
法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機
構、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置
する文教施設の整備のための補助金の交付（災
害復旧に係るものを除く。）。独立行政法人大学
改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、
大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施
設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な
資金の貸付け。独立行政法人大学改革支援・学
位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用
機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構
に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備
又は設備の設置に必要な資金の交付。国立の文
教施設の立地計画、環境整備。独立行政法人、国
立大学法人、大学共同利用機関法人が設置する
文教施設の立地計画（独立行政法人、国立大学
法人、大学共同利用機関法人において土地又は
借地権の取得を必要とすることとなるものに限
る。）。

［参事官］ 公立の学校施設の災害復旧に係る援
助、補助。公立の社会教育施設の整備（災害復旧
に係るものに限る。）のための補助。私立学校教
育の振興のための学校法人その他の私立学校の
設置者、地方公共団体、関係団体に対する助成
（学校施設の災害復旧に係るものに限る。）。国
立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政
法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法
人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の
災害復旧に係る補助金の交付。文教施設の防災
に関する施策の基本方針の企画、立案、調整。文
教施設の防災その他保全に関する指導、助言（ス
ポーツ庁、文化庁、他局の所掌に属するものを
除く。）。国立の文教施設、独立行政法人、国立
大学法人、大学共同利用機関法人が設置する文
教施設の整備に関する設計、積算、施工、維持保
全に係る技術的基準。国立の文教施設の整備に
関する建設計画、設計、積算、施工管理の実施。

―総 合 教 育 政 策 局―

［政策課］ 局の所掌事務に関する総合調整。豊
かな人間性を備えた創造的な人材の育成のため
の教育改革に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。教育基本法の施行に関する事務の総括。
教育基本法第 条第１項に規定する基本的な
計画。生涯学習に係る機会の整備に関する基本
的な政策の企画、立案、調整。教育、スポーツ、
文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。中央教育審議会の
庶務（生涯学習分科会、初等中等教育分科会、大
学分科会に係るものを除く。）。

［教育人材政策課］ 教育職員の養成、資質の保
持、向上。地方公務員である教育職員の採用の
ための選考に関する指導、助言、勧告。独立行政
法人教職員支援機構の組織、運営一般。

［国際教育課］ 国際理解教育の振興に関する企
画、立案、援助、助言。海外に在留する邦人の子
女のための在外教育施設、関係団体が行う教育、
海外から帰国した児童、生徒の教育、本邦に在
留する外国人の児童、生徒の学校生活への適応
のための指導。教育の振興に係る国際文化交流
の振興（外交政策に係るもの、高等教育局、国際

統括官の所掌に属するものを除く。）。地方公共
団体の機関その他の関係機関に対する国際理解
教育に係る専門的、技術的な指導、助言。教育関
係職員その他の関係者に対する国際理解教育に
係る専門的、技術的な指導、助言。

［生涯学習推進課］ 生涯学習に係る機会の整備
の推進（地域学習推進課、男女共同参画共生社
会学習・安全課の所掌に属するものを除く。）。
中学校卒業程度認定、高等学校卒業程度認定。
専修学校、各種学校における教育の振興に関す
る企画、立案、援助、助言（初等中等教育局、高
等教育局、男女共同参画共生社会学習・安全課
の所掌に属するものを除く。）。専修学校、各種
学校における教育の基準の設定（スポーツ庁、
文化庁、高等教育局、男女共同参画共生社会学
習・安全課の所掌に属するものを除く。）。私立
の専修学校、各種学校における教育の振興のた
めの学校法人その他の私立の専修学校、各種学
校の設置者、地方公共団体、関係団体に対する
助成（スポーツ庁、文化庁、大臣官房の所掌に属
するものを除く。）。社会教育としての通信教育
（地域学習推進課の所掌に属するものを除く。）。
地方公共団体の機関その他の関係機関に対する
専修学校、各種学校における教育に係る専門的、
技術的な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、初等
中等教育局、高等教育局、男女共同参画共生社
会学習・安全課の所掌に属するものを除く。）。
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教
育指導者その他の関係者に対する専修学校、各
種学校における教育に係る専門的、技術的な指
導、助言（スポーツ庁、文化庁、初等中等教育局、
高等教育局、男女共同参画共生社会学習・安全
課の所掌に属するものを除く。）。中央教育審議
会生涯学習分科会の庶務。放送大学学園の組織、
運営一般。

［地域学習推進課］ 社会教育の振興に関する企
画、立案、援助、助言（文化庁、男女共同参画共
生社会学習・安全課の所掌に属するものを除
く。）。社会教育主事、司書、司書補、司書教諭
の講習。社会教育のための補助（文化庁、男女共
同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するも
のを除く。）。公立、私立の社会教育施設の整備
（災害復旧に係るものを除く。）に関する指導、
助言（スポーツ庁、文化庁、男女共同参画共生社
会学習・安全課の所掌に属するものを除く。）。
公立の社会教育施設の整備のための補助（スポ
ーツ庁、文化庁、大臣官房、男女共同参画共生社
会学習・安全課の所掌に属するものを除く。）。
学校図書館。生涯学習に係る機会の整備の推進
（ボランティア活動の振興に係るものに限る。）。
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施
策の企画、立案、調整。学校運営協議会等。青少
年教育に関する施設において行う青少年の団体
宿泊訓練。社会教育における視聴覚教育。家庭
教育の支援。青少年の健全な育成の推進（こど
も家庭庁、男女共同参画共生社会学習・安全課
の所掌に属するものを除く。）。青少年の健全な
育成に関する基本的な政策の企画、立案。地方
公共団体の機関その他の関係機関に対する社会
教育に係る専門的、技術的な指導、助言（スポー
ツ庁、文化庁、男女共同参画共生社会学習・安全
課の所掌に属するものを除く。）。教育関係職
員、社会教育に関する団体、社会教育指導者そ
の他の関係者に対する社会教育に係る専門的、
技術的な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、男女
共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属する

ものを除く。）。
［男女共同参画共生社会学習・安全課］ 男女共
同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促
進のための生涯学習に係る機会の整備の推進。
女性教育の振興に関する企画、立案、援助、助
言。女性教育のための補助。公立、私立の女性教
育施設の整備（災害復旧に係るものを除く。）に
関する指導、助言。公立の女性教育施設の整備
（災害復旧に係るものを除く。）のための補助。
学校安全（初等中等教育の基準（教材、学級編
制、教職員定数に係るものに限る。）の設定に関
することを除く。）。青少年の心身に有害な影響
を与える環境の改善（こども家庭庁の所掌に属
するものを除く。）。地方公共団体の機関その他
の関係機関に対する女性教育に係る専門的、技
術的な指導、助言。教育関係職員、社会教育に関
する団体、社会教育指導者その他の関係者に対
する女性教育に係る専門的、技術的な指導、助
言。

［日本語教育課］ 外国人に対する日本語教育（外
交政策に係るもの、高等教育局、国際教育課の
所掌に属するものを除く。）。

［参事官］ 教育、スポーツ、文化、宗教に係る調
査、研究に関する基本的な施策の企画、立案、調
整。教育、スポーツ、文化、宗教に係る統計（他
の所掌に属するものを除く。）。児童、生徒の学
力の状況に関する全国的な調査、分析（初等中
等教育局の所掌に属するものを除く。）。外国の
教育事情に関する調査、研究。国立教育政策研
究所の組織、運営一般。

―初 等 中 等 教 育 局―

［初等中等教育企画課］ 局の所掌事務に関する
総合調整。初等中等教育の振興に関する基本的
な政策の企画、立案。地方教育行政に関する制
度の企画、立案。地方教育行政の組織、一般的運
営に関する指導、助言、勧告（スポーツ庁、文化
庁の所掌に属するものを除く。）。地方公務員で
ある教育関係職員の任免その他の身分取扱い
（給与を除く。）に関する制度の企画、立案、こ
れらの制度の運営に関する指導、助言、勧告（ス
ポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、健康教育・
食育課の所掌に属するものを除く。）。初等中等
教育の基準の設定（スポーツ庁、文化庁、総合教
育政策局、他課、参事官の所掌に属するものを
除く。）。義務教育学校における教育の振興に関
する企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、
他課、参事官の所掌に属するものを除く。）。中
央教育審議会初等中等教育分科会の庶務。

［財務課］ 地方教育費に関する企画。地方公務
員である教育関係職員の給与に関する制度の企
画、立案、その運営に関する指導、助言、勧告。
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の
改善に関する企画、立案、援助、助言。公立の小
学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校の小学部、中学部、高等部
（学校給食法第６条に規定する共同調理場を含
む。）の学級編制、教職員定数の基準の設定。義
務教育費国庫負担法による補助。経済的理由に
よって就学困難な児童、生徒に係る就学奨励の
ための補助。へき地における教育の振興に関す
る施策の基本方針の企画、立案、調整。地方公務
員である教育関係職員の福利厚生。公立の幼稚
園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定
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こども園に係る予算案（学校施設、学校におけ
る体育、芸術に関する教育、学校安全に係るも
のを除く。）の準備に関する連絡調整。地方公共
団体の機関その他の関係機関に対する地方公務
員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係
る専門的、技術的な指導、助言。教育関係職員そ
の他の関係者に対する地方公務員である教育関
係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術
的な指導、助言。

［教育課程課］ 初等中等教育の教育課程（中学
校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教
育学校における産業教育（以下単に「産業教育」
という。）に係るものを除く。以下同じ。）に関す
る企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、他
課の所掌に属するものを除く。）。初等中等教育
の教育課程の基準の設定（スポーツ庁、文化庁、
総合教育政策局、幼児教育課、特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。）。地方公共団体の
機関その他の関係機関に対する初等中等教育の
教育課程に係る専門的、技術的な指導、助言（ス
ポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、幼児教育
課、特別支援教育課の所掌に属するものを除
く。）。教育関係職員その他の関係者に対する初
等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な
指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策
局、幼児教育課、特別支援教育課の所掌に属す
るものを除く。）。小学校、中学校、義務教育学
校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の小
学部、中学部、高等部における理科教育のため
の補助。視聴覚教育に関する連絡調整。学校教
育における視聴覚教育（大学、高等専門学校に
おけるものを除く。）（学校情報基盤・教材課の
所掌に属するものを除く。）。少年院の長が行う
教科指導についての勧告。

［児童生徒課］ 小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校における生徒指導（以
下単に「生徒指導」という。）、進路指導（以下単
に「進路指導」という。）に関する企画、立案、
援助、助言（総合教育政策局、特別支援教育課の
所掌に属するものを除く。）。地方公共団体の機
関その他の関係機関に対する生徒指導、進路指
導に係る専門的、技術的な指導、助言（総合教育
政策局、特別支援教育課の所掌に属するものを
除く。）。教育関係職員その他の関係者に対する
生徒指導、進路指導に係る専門的、技術的な指
導、助言（総合教育政策局、特別支援教育課の所
掌に属するものを除く。）。

［幼児教育課］ 幼児に対する教育の振興に関す
る基本的な施策の企画、立案、調整。幼稚園、幼
保連携型認定こども園における教育の振興に関
する企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、
他課の所掌に属するものを除く。）。幼稚園、幼
保連携型認定こども園における教育のための補
助（総合教育政策局、特別支援教育課、健康教
育・食育課の所掌に属するものを除く。）。幼稚
園、幼保連携型認定こども園における教育の基
準の設定（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策
局、健康教育・食育課の所掌に属するものを除
く。）。私立学校教育の振興のための学校法人そ
の他の私立学校の設置者、地方公共団体、関係
団体に対する助成（幼稚園、幼保連携型認定こ
ども園の施設の整備に係るものに限る。）（スポ
ーツ庁、文化庁、大臣官房の所掌に属するもの
を除く。）。地方公共団体の機関その他の関係機
関に対する幼稚園、幼保連携型認定こども園に
おける教育に係る専門的、技術的な指導、助言

（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、他課の
所掌に属するものを除く。）。教育関係職員その
他の関係者に対する幼稚園、幼保連携型認定こ
ども園における教育に係る専門的、技術的な指
導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、
他課の所掌に属するものを除く。）。

［特別支援教育課］ 特別支援学校、特別支援学
級における教育その他の教育上特別の支援を必
要とする幼児、児童、生徒に対する教育（以下
「特別支援教育」という。）、幼稚園、小学校、中
学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、幼保連携型認定こども園におけ
る障害者に関する理解を深めるための教育（以
下「障害者理解教育」という。）の振興に関する
企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、他課
の所掌に属するものを除く。）。幼児、児童、生徒
に係る就学奨励、特別支援教育の用に供する設
備の整備のための補助。特別支援教育の基準（学
級編制、教職員定数に係るものを除く。）の設定
（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、健康教
育・食育課の所掌に属するものを除く。）。特別
支援学校の高等部における通信教育。地方公共
団体の機関その他の関係機関に対する特別支援
教育、障害者理解教育に係る専門的、技術的な
指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策
局、他課の所掌に属するものを除く。）。教育関
係職員その他の関係者に対する特別支援教育、
障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導、
助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、他
課の所掌に属するものを除く。）。特別支援学校
の理療に関する学科、理学療法に関する学科、
歯科技工に関する学科の認定。独立行政法人国
立特別支援教育総合研究所の組織、運営一般。

［学校情報基盤・教材課］ 学校教育の情報化の
推進に関する法律第８条第１項に規定する学校
教育情報化推進計画の作成、推進。幼稚園、小学
校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園
（以下「幼稚園等」という。）における情報通信
の技術を活用した効果的な事務の処理、情報通
信の技術の活用を支援する人材の育成、確保（以
下「情報通信技術の活用等」という。）に関する
企画、立案、援助、助言。初等中等教育の教材の
基準の設定（スポーツ庁、文化庁の所掌に属す
るものを除く。）。幼稚園等における情報通信機
器その他の視聴覚教育メディアの整備、利用（情
報通信機器の利用に限る。）、情報通信ネットワ
ークの整備（学校施設の整備に係るものを除
く。）、利用。教育用品（学校用家具を除く。）の
基準の設定。地方公共団体の機関その他の関係
機関に対する幼稚園等における情報通信技術の
活用等に係る専門的、技術的な指導、助言。教育
関係職員その他の関係者に対する幼稚園等にお
ける情報通信技術の活用等に係る専門的、技術
的な指導、助言。

［教科書課］ 教科用図書の検定。教科用図書そ
の他の教授上用いられる図書の発行、義務教育
諸学校において使用する教科用図書の無償措置。
省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理。

［健康教育・食育課］ 健康教育の振興、食育の推
進に関する基本的な施策の企画、立案、調整。学
校保健、学校給食（学校における保健教育の基
準の設定、初等中等教育の基準（教材、学級編
制、教職員定数に係るものに限る。）の設定、公
立の学校の給食施設の整備を除く。）。公立学校
の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公務災害
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こども園に係る予算案（学校施設、学校におけ
る体育、芸術に関する教育、学校安全に係るも
のを除く。）の準備に関する連絡調整。地方公共
団体の機関その他の関係機関に対する地方公務
員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係
る専門的、技術的な指導、助言。教育関係職員そ
の他の関係者に対する地方公務員である教育関
係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術
的な指導、助言。

［教育課程課］ 初等中等教育の教育課程（中学
校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教
育学校における産業教育（以下単に「産業教育」
という。）に係るものを除く。以下同じ。）に関す
る企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、他
課の所掌に属するものを除く。）。初等中等教育
の教育課程の基準の設定（スポーツ庁、文化庁、
総合教育政策局、幼児教育課、特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。）。地方公共団体の
機関その他の関係機関に対する初等中等教育の
教育課程に係る専門的、技術的な指導、助言（ス
ポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、幼児教育
課、特別支援教育課の所掌に属するものを除
く。）。教育関係職員その他の関係者に対する初
等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な
指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策
局、幼児教育課、特別支援教育課の所掌に属す
るものを除く。）。小学校、中学校、義務教育学
校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の小
学部、中学部、高等部における理科教育のため
の補助。視聴覚教育に関する連絡調整。学校教
育における視聴覚教育（大学、高等専門学校に
おけるものを除く。）（学校情報基盤・教材課の
所掌に属するものを除く。）。少年院の長が行う
教科指導についての勧告。

［児童生徒課］ 小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校における生徒指導（以
下単に「生徒指導」という。）、進路指導（以下単
に「進路指導」という。）に関する企画、立案、
援助、助言（総合教育政策局、特別支援教育課の
所掌に属するものを除く。）。地方公共団体の機
関その他の関係機関に対する生徒指導、進路指
導に係る専門的、技術的な指導、助言（総合教育
政策局、特別支援教育課の所掌に属するものを
除く。）。教育関係職員その他の関係者に対する
生徒指導、進路指導に係る専門的、技術的な指
導、助言（総合教育政策局、特別支援教育課の所
掌に属するものを除く。）。

［幼児教育課］ 幼児に対する教育の振興に関す
る基本的な施策の企画、立案、調整。幼稚園、幼
保連携型認定こども園における教育の振興に関
する企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、
他課の所掌に属するものを除く。）。幼稚園、幼
保連携型認定こども園における教育のための補
助（総合教育政策局、特別支援教育課、健康教
育・食育課の所掌に属するものを除く。）。幼稚
園、幼保連携型認定こども園における教育の基
準の設定（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策
局、健康教育・食育課の所掌に属するものを除
く。）。私立学校教育の振興のための学校法人そ
の他の私立学校の設置者、地方公共団体、関係
団体に対する助成（幼稚園、幼保連携型認定こ
ども園の施設の整備に係るものに限る。）（スポ
ーツ庁、文化庁、大臣官房の所掌に属するもの
を除く。）。地方公共団体の機関その他の関係機
関に対する幼稚園、幼保連携型認定こども園に
おける教育に係る専門的、技術的な指導、助言

（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、他課の
所掌に属するものを除く。）。教育関係職員その
他の関係者に対する幼稚園、幼保連携型認定こ
ども園における教育に係る専門的、技術的な指
導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、
他課の所掌に属するものを除く。）。

［特別支援教育課］ 特別支援学校、特別支援学
級における教育その他の教育上特別の支援を必
要とする幼児、児童、生徒に対する教育（以下
「特別支援教育」という。）、幼稚園、小学校、中
学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、幼保連携型認定こども園におけ
る障害者に関する理解を深めるための教育（以
下「障害者理解教育」という。）の振興に関する
企画、立案、援助、助言（総合教育政策局、他課
の所掌に属するものを除く。）。幼児、児童、生徒
に係る就学奨励、特別支援教育の用に供する設
備の整備のための補助。特別支援教育の基準（学
級編制、教職員定数に係るものを除く。）の設定
（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、健康教
育・食育課の所掌に属するものを除く。）。特別
支援学校の高等部における通信教育。地方公共
団体の機関その他の関係機関に対する特別支援
教育、障害者理解教育に係る専門的、技術的な
指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策
局、他課の所掌に属するものを除く。）。教育関
係職員その他の関係者に対する特別支援教育、
障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導、
助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、他
課の所掌に属するものを除く。）。特別支援学校
の理療に関する学科、理学療法に関する学科、
歯科技工に関する学科の認定。独立行政法人国
立特別支援教育総合研究所の組織、運営一般。

［学校情報基盤・教材課］ 学校教育の情報化の
推進に関する法律第８条第１項に規定する学校
教育情報化推進計画の作成、推進。幼稚園、小学
校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園
（以下「幼稚園等」という。）における情報通信
の技術を活用した効果的な事務の処理、情報通
信の技術の活用を支援する人材の育成、確保（以
下「情報通信技術の活用等」という。）に関する
企画、立案、援助、助言。初等中等教育の教材の
基準の設定（スポーツ庁、文化庁の所掌に属す
るものを除く。）。幼稚園等における情報通信機
器その他の視聴覚教育メディアの整備、利用（情
報通信機器の利用に限る。）、情報通信ネットワ
ークの整備（学校施設の整備に係るものを除
く。）、利用。教育用品（学校用家具を除く。）の
基準の設定。地方公共団体の機関その他の関係
機関に対する幼稚園等における情報通信技術の
活用等に係る専門的、技術的な指導、助言。教育
関係職員その他の関係者に対する幼稚園等にお
ける情報通信技術の活用等に係る専門的、技術
的な指導、助言。

［教科書課］ 教科用図書の検定。教科用図書そ
の他の教授上用いられる図書の発行、義務教育
諸学校において使用する教科用図書の無償措置。
省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理。

［健康教育・食育課］ 健康教育の振興、食育の推
進に関する基本的な施策の企画、立案、調整。学
校保健、学校給食（学校における保健教育の基
準の設定、初等中等教育の基準（教材、学級編
制、教職員定数に係るものに限る。）の設定、公
立の学校の給食施設の整備を除く。）。公立学校
の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公務災害

補償。
［参事官］ 高等学校、中等教育学校における教

育、中学校、高等学校における教育で学校教育
法第 条の規定によるもの（以下「高等学校等
における教育」という。）の振興に関する企画、
立案、援助、助言（総合教育政策局、他課の所掌
に属するものを除く。）。高等学校等就学支援金
の支給に関する法律の施行。生徒（専修学校の
専門課程の生徒を除く。）の奨学。高等学校、中
等教育学校における教育の基準の設定（スポー
ツ庁、文化庁、総合教育政策局、他課の所掌に属
するものを除く。）。高等学校、中等教育学校の
後期課程における通信教育。産業教育の振興に
関する企画、立案、援助、助言（特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。）。産業教育のため
の補助（特別支援教育課の所掌に属するものを
除く。）。産業教育の基準（教材に係るものを除
く。）の設定 （特別支援教育課の所掌に属する
ものを除く。）。私立学校教育の振興のための学
校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団
体、関係団体に対する助成（産業教育のための
施設の整備に係るものに限る。）（大臣官房の所
掌に属するものを除く。）。中学校卒業程度を入
学資格とする専修学校、各種学校における教育
の振興（教育内容に係るものに限る。）に関する
援助、助言 （安全教育に係るもの、健康教育・
食育課の所掌に属するものを除く。）。地方公共
団体の機関その他の関係機関に対する高等学校
等における教育、産業教育に係る専門的、技術
的な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育
政策局、他課の所掌に属するものを除く。）。教
育関係職員その他の関係者に対する高等学校等
における教育、産業教育に係る専門的、技術的
な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教育政
策局、他課の所掌に属するものを除く。）。看護
師、准看護師、介護福祉士の養成のための高等
学校、中等教育学校の指定。

―高 等 教 育 局―

［高等教育企画課］ 局の所掌事務に関する総合
調整。大学、高等専門学校における教育の振興
に関する基本的な政策の企画、立案。大学にお
ける教育、研究、高等専門学校における教育に
ついての評価に関する企画、立案、援助、助言。
大学、高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更
その他の事項の認可。中央教育審議会大学分科
会の庶務。大学設置・学校法人審議会の庶務（学
校法人分科会に係るものを除く。）。独立行政法
人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営
一般。

［大学振興課］ 大学の組織、運営に関する企画、
立案、援助、助言（医学教育課、国立大学法人支
援課の所掌に属するものを除く。）。大学におけ
る教育の振興に関する企画、立案、援助、助言
（総合教育政策局、初等中等教育局、専門教育
課、医学教育課の所掌に属するものを除く。）。
大学における教育のための補助（総合教育政策
局、初等中等教育局、専門教育課、医学教育課の
所掌に属するものを除く。）。大学における教育
の基準の設定（スポーツ庁、文化庁、総合教育政
策局、専門教育課、医学教育課の所掌に属する
ものを除く。）。大学の入学者の選抜、学位の授
与。放送大学学園が設置する放送大学（以下「放
送大学」という。）における教育。地方公共団体
の機関、大学その他の関係機関に対する大学に

おける教育に係る専門的、技術的な指導、助言
（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局、初等中
等教育局、専門教育課、医学教育課の所掌に属
するものを除く。）。教育関係職員その他の関係
者に対する大学における教育に係る専門的、技
術的な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教
育政策局、初等中等教育局、専門教育課、医学教
育課の所掌に属するものを除く。）。公立大学法
人。

［専門教育課］ 大学における学術の各分野にお
ける専門的な学識、実践的な能力を培うことを
目的とする教育（医学、歯学、薬学に関する教
育、医療技術者の養成のための教育、社会福祉
に関する専門的知識、技術を有する者の養成の
ための教育（医学教育課の所掌事務において「医
学等に関する教育」という。）を除く。）、情報教
育（以下「専門教育等」と総称する。）の振興（組
織、運営に係るものを除く。）、高等専門学校に
おける教育の振興に関する企画、立案、援助、助
言（総合教育政策局、初等中等教育局、高等教育
企画課の所掌に属するものを除く。）。大学にお
ける専門教育等、高等専門学校における教育の
ための補助（総合教育政策局、初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。）。大学における専
門教育等、高等専門学校における教育の基準の
設定（スポーツ庁、文化庁、総合教育政策局の所
掌に属するものを除く。）。高等学校卒業程度を
入学資格とする専修学校、各種学校（医学教育
課の所掌事務に規定するものを除く。）における
教育の振興（教育内容に係るものに限る。）に関
する援助、助言（総合教育政策局、初等中等教育
局の所掌に属するものを除く。）。公認心理師に
関する事務のうち省の所掌に係るもの。国立高
等専門学校における教育（総合教育政策局、初
等中等教育局の所掌に属するものを除く。）。大
学（放送大学を除く。）、高等専門学校における
通信教育、視聴覚教育。地方公共団体の機関、大
学、高等専門学校その他の関係機関に対する大
学における専門教育等、高等専門学校における
教育、高等学校卒業程度を入学資格する専修学
校、各種学校（医学教育課の所掌事務に規定す
るものを除く。）における教育に係る専門的、技
術的な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、総合教
育政策局、初等中等教育局の所掌に属するもの
を除く。）。教育関係職員その他の関係者に対す
る大学における専門教育等、高等専門学校にお
ける教育、高等学校卒業程度を入学資格とする
専修学校、各種学校（医学教育課の所掌事務に
規定するものを除く。）における教育に係る専門
的、技術的な指導、助言（スポーツ庁、文化庁、
総合教育政策局、初等中等教育局の所掌に属す
るものを除く。）。独立行政法人国立高等専門学
校機構の組織、運営一般。

［医学教育課］ 大学における医学等に関する教
育の振興（組織、運営に係るものを除く。）に関
する企画、立案、援助、助言。大学の附属病院の
組織、運営に関する企画、立案、援助、助言。大
学における医学等に関する教育のための補助。
大学における医学等に関する教育の基準の設定。
附属専修学校等における医療技術者等養成教育
の振興（教育内容に係るものに限る。）に関する
援助、助言。附属専修学校等における医療技術
者等養成教育の基準の設定。医療技術者又は社
会福祉に関する専門的知識、技術を有する者の
養成のための大学、これに附属する専修学校、
各種学校の指定。看護師等の人材確保の促進に
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関する法律第３条の基本指針のうち同条第２項
第２号に掲げる事項。地方公共団体の機関、大
学その他の関係機関に対する大学における医学
等に関する教育、附属専修学校等における医療
技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導、
助言。教育関係職員その他の関係者に対する大
学における医学等に関する教育、附属専修学校
等における医療技術者等養成教育に係る専門的、
技術的な指導、助言。

［学生支援課］ 学生、生徒（専修学校の専門課程
の生徒に限る。）の奨学。学生（外国人留学生を
除く。）の厚生、補導。独立行政法人日本学生支
援機構の組織、運営一般。

［国立大学法人支援課］ 国立大学における教育、
研究（国立大学附置の研究所、国立大学の附属
図書館におけるものを除く。）（総合教育政策局、
初等中等教育局、他課の所掌に属するものを除
く。）。国立大学法人評価委員会の庶務（大学共
同利用機関法人分科会に係るものを除く。）。国
立大学法人の組織、運営一般。

［参事官］ 外国人留学生の厚生、補導。外国人留
学生の受入れの連絡、教育、海外への留学生の
派遣。政府開発援助のうち外国人留学生に係る
技術協力（外交政策に係るものを除く。）。大学、
高等専門学校における教育の振興に係る国際文
化交流の振興（外交政策に係るもの、国際統括
官の所掌に属するものを除く。）。

（私学部）
［私学行政課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

私立学校に関する行政の制度の企画、立案、こ
れらの行政の組織、一般的運営に関する指導、
助言、勧告（参事官の所掌に属するものを除く。）。
大臣が所轄庁である学校法人についての認可、
認定。私立学校教職員の共済制度。大学設置・学
校法人審議会学校法人分科会の庶務。

［私学助成課］ 私立学校教育の振興のための学
校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団
体、関係団体に対する助成（スポーツ庁、文化
庁、大臣官房、総合教育政策局、初等中等教育
局、参事官の所掌に属するものを除く。）。日本
私立学校振興・共済事業団の組織、運営一般。

［参事官］ 大臣が所轄庁である学校法人の経営
（放送大学学園に係るものを除く。）に関する指
導、助言。学校法人の会計に関する制度の企画、
立案、学校法人の会計に関する行政の一般的運
営に関する指導、助言、勧告。私立学校振興助成
法第 条第４号の勧告。

―科学技術・学術政策局―

［政策課］ 局の所掌事務に関する総合調整。科
学技術に関する基本的な政策の企画、立案、推
進（内閣府、研究振興局、研究開発局、他課、参
事官の所掌に属するものを除く。）。科学技術に
関する関係行政機関の事務の調整（内閣府、研
究振興局、研究開発局、国際研究開発政策課、人
材政策課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
学術の振興に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。科学技術に関する研究開発の推進のため
の環境の整備（研究振興局、国際研究開発政策
課、産業連携・地域振興課、参事官の所掌に属す
るものを除く。）。資源の総合的利用（他の府省
の所掌に属するものを除く。）。科学技術・学術
審議会の庶務（研究計画・評価分科会、海洋開発
分科会、測地学分科会、技術士分科会に係るも
のを除く。）。科学技術・学術政策研究所の組織、

運営一般。
［研究開発戦略課］ 科学技術に関する制度一般
に関する基本的な政策の企画、立案、推進。科学
技術に関する研究開発の評価一般に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。科学技術に関する
研究開発に関する計画の作成、推進（研究振興
局、研究開発局の所掌に属するものを除く。）。
科学技術、学術に関する内外の動向の調査、分
析。科学技術、学術に関する統計の作成。科学技
術・イノベーション創出の振興に関する年次報
告。科学技術に関する研究開発が経済社会、国
民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことそ
の他の措置（研究振興局、研究開発局、国際研究
開発政策課の所掌に属するものを除く。）。成果
の実用化により極めて重要なイノベーションの
創出をもたらす可能性のある研究開発を推進す
る観点からの省の所掌事務に係る科学技術に関
する研究開発の実施の調整。国立研究開発法人
審議会の庶務。

［国際研究開発政策課］ 科学技術に関する国際
交流に関する基本的な政策の企画、立案、推進
（研究振興局、研究開発局の所掌に属するもの
を除く。）。科学技術に関する国際交流に関する
関係行政機関の事務の調整（研究振興局、研究
開発局の所掌に属するものを除く。）。科学技術
に関する研究開発に係る国際交流の助成。国際
的な平和、安全の維持を妨げることとなる科学
技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止
その他外国との間において行われる研究開発に
おける公正性の確保。省の所掌事務に係る国際
交流に関する事務のうち科学技術に係るものの
総括（国際統括官の所掌に属するものを除く。）。
特定重要技術に関する研究開発その他の我が国、
国民の安全の確保のために必要な研究開発を推
進する観点からの省の所掌事務に係る科学技術
に関する研究開発の実施の調整。学術の振興に
係る国際文化交流の振興（外交政策に係るもの、
国際統括官の所掌に属するものを除く。）。省の
所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科
学技術、学術に係るもの（研究開発局の所掌に
属するものを除く。）。

［人材政策課］ 科学技術に関する研究者、技術
者に関する基本的な政策の企画、立案、推進（国
際研究開発政策課、参事官の所掌に属するもの
を除く。）。科学技術に関する研究者、技術者に
関する関係行政機関の事務の調整（国際研究開
発政策課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
研究者の養成、資質の向上（研究開発局、国際研
究開発政策課、参事官の所掌に属するものを除
く。）。技術者の養成、資質の向上（省に置かれる
試験研究機関、大臣が所管する法人において行
うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属
するものを除く。）。技術士。科学技術に関する
知識の普及、国民の関心、理解の増進。国立研究
開発法人科学技術振興機構の組織、運営一般。

［産業連携・地域振興課］ 科学技術に関する研
究開発の成果の普及、成果の活用の促進（研究
振興局の所掌に属するものを除く。）。大学等に
おける技術に関する研究成果の民間事業者への
移転の促進に関する法律の施行。発明、実用新
案の実施化の推進。地域の振興に資する見地か
らする科学技術の振興であって省の所掌事務に
係るもの。

［参事官］ 研究開発に必要な施設、設備（関係行
政機関に重複して設置することが多額の経費を
要するため適当でないと認められるものに限
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関する法律第３条の基本指針のうち同条第２項
第２号に掲げる事項。地方公共団体の機関、大
学その他の関係機関に対する大学における医学
等に関する教育、附属専修学校等における医療
技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導、
助言。教育関係職員その他の関係者に対する大
学における医学等に関する教育、附属専修学校
等における医療技術者等養成教育に係る専門的、
技術的な指導、助言。

［学生支援課］ 学生、生徒（専修学校の専門課程
の生徒に限る。）の奨学。学生（外国人留学生を
除く。）の厚生、補導。独立行政法人日本学生支
援機構の組織、運営一般。

［国立大学法人支援課］ 国立大学における教育、
研究（国立大学附置の研究所、国立大学の附属
図書館におけるものを除く。）（総合教育政策局、
初等中等教育局、他課の所掌に属するものを除
く。）。国立大学法人評価委員会の庶務（大学共
同利用機関法人分科会に係るものを除く。）。国
立大学法人の組織、運営一般。

［参事官］ 外国人留学生の厚生、補導。外国人留
学生の受入れの連絡、教育、海外への留学生の
派遣。政府開発援助のうち外国人留学生に係る
技術協力（外交政策に係るものを除く。）。大学、
高等専門学校における教育の振興に係る国際文
化交流の振興（外交政策に係るもの、国際統括
官の所掌に属するものを除く。）。

（私学部）
［私学行政課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

私立学校に関する行政の制度の企画、立案、こ
れらの行政の組織、一般的運営に関する指導、
助言、勧告（参事官の所掌に属するものを除く。）。
大臣が所轄庁である学校法人についての認可、
認定。私立学校教職員の共済制度。大学設置・学
校法人審議会学校法人分科会の庶務。

［私学助成課］ 私立学校教育の振興のための学
校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団
体、関係団体に対する助成（スポーツ庁、文化
庁、大臣官房、総合教育政策局、初等中等教育
局、参事官の所掌に属するものを除く。）。日本
私立学校振興・共済事業団の組織、運営一般。

［参事官］ 大臣が所轄庁である学校法人の経営
（放送大学学園に係るものを除く。）に関する指
導、助言。学校法人の会計に関する制度の企画、
立案、学校法人の会計に関する行政の一般的運
営に関する指導、助言、勧告。私立学校振興助成
法第 条第４号の勧告。

―科学技術・学術政策局―

［政策課］ 局の所掌事務に関する総合調整。科
学技術に関する基本的な政策の企画、立案、推
進（内閣府、研究振興局、研究開発局、他課、参
事官の所掌に属するものを除く。）。科学技術に
関する関係行政機関の事務の調整（内閣府、研
究振興局、研究開発局、国際研究開発政策課、人
材政策課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
学術の振興に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。科学技術に関する研究開発の推進のため
の環境の整備（研究振興局、国際研究開発政策
課、産業連携・地域振興課、参事官の所掌に属す
るものを除く。）。資源の総合的利用（他の府省
の所掌に属するものを除く。）。科学技術・学術
審議会の庶務（研究計画・評価分科会、海洋開発
分科会、測地学分科会、技術士分科会に係るも
のを除く。）。科学技術・学術政策研究所の組織、

運営一般。
［研究開発戦略課］ 科学技術に関する制度一般

に関する基本的な政策の企画、立案、推進。科学
技術に関する研究開発の評価一般に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。科学技術に関する
研究開発に関する計画の作成、推進（研究振興
局、研究開発局の所掌に属するものを除く。）。
科学技術、学術に関する内外の動向の調査、分
析。科学技術、学術に関する統計の作成。科学技
術・イノベーション創出の振興に関する年次報
告。科学技術に関する研究開発が経済社会、国
民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことそ
の他の措置（研究振興局、研究開発局、国際研究
開発政策課の所掌に属するものを除く。）。成果
の実用化により極めて重要なイノベーションの
創出をもたらす可能性のある研究開発を推進す
る観点からの省の所掌事務に係る科学技術に関
する研究開発の実施の調整。国立研究開発法人
審議会の庶務。

［国際研究開発政策課］ 科学技術に関する国際
交流に関する基本的な政策の企画、立案、推進
（研究振興局、研究開発局の所掌に属するもの
を除く。）。科学技術に関する国際交流に関する
関係行政機関の事務の調整（研究振興局、研究
開発局の所掌に属するものを除く。）。科学技術
に関する研究開発に係る国際交流の助成。国際
的な平和、安全の維持を妨げることとなる科学
技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止
その他外国との間において行われる研究開発に
おける公正性の確保。省の所掌事務に係る国際
交流に関する事務のうち科学技術に係るものの
総括（国際統括官の所掌に属するものを除く。）。
特定重要技術に関する研究開発その他の我が国、
国民の安全の確保のために必要な研究開発を推
進する観点からの省の所掌事務に係る科学技術
に関する研究開発の実施の調整。学術の振興に
係る国際文化交流の振興（外交政策に係るもの、
国際統括官の所掌に属するものを除く。）。省の
所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科
学技術、学術に係るもの（研究開発局の所掌に
属するものを除く。）。

［人材政策課］ 科学技術に関する研究者、技術
者に関する基本的な政策の企画、立案、推進（国
際研究開発政策課、参事官の所掌に属するもの
を除く。）。科学技術に関する研究者、技術者に
関する関係行政機関の事務の調整（国際研究開
発政策課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
研究者の養成、資質の向上（研究開発局、国際研
究開発政策課、参事官の所掌に属するものを除
く。）。技術者の養成、資質の向上（省に置かれる
試験研究機関、大臣が所管する法人において行
うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属
するものを除く。）。技術士。科学技術に関する
知識の普及、国民の関心、理解の増進。国立研究
開発法人科学技術振興機構の組織、運営一般。

［産業連携・地域振興課］ 科学技術に関する研
究開発の成果の普及、成果の活用の促進（研究
振興局の所掌に属するものを除く。）。大学等に
おける技術に関する研究成果の民間事業者への
移転の促進に関する法律の施行。発明、実用新
案の実施化の推進。地域の振興に資する見地か
らする科学技術の振興であって省の所掌事務に
係るもの。

［参事官］ 研究開発に必要な施設、設備（関係行
政機関に重複して設置することが多額の経費を
要するため適当でないと認められるものに限

る。）の整備（共用に供することを含む。）その他
の科学技術に関する研究開発の基盤の整備（研
究振興局、産業連携・地域振興課の所掌に属す
るものを除く。）。科学技術に関する研究開発に
係る交流の助成（国際研究開発政策課、産業連
携・地域振興課の所掌に属するものを除く。）。
科学技術に関する研究開発における公正性の確
保（国際研究開発政策課の所掌に属するものを
除く。）。省の所掌事務に係る科学技術に関する
研究開発に係る交流（国際交流を除く。）に関す
る事務の総括。省の所掌事務に係る科学技術に
関する研究開発を効果的かつ効率的に行うため
に必要な人的、技術的援助一般。省の所掌事務
に係る科学技術に関する研究開発であって公募
によるものの実施の調整。科学技術に関する関
係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑
波研究学園都市建設法第２条第１項に規定する
筑波研究学園都市に係るもの。

―研 究 振 興 局―

［振興企画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政
策（研究開発の評価一般に関するものを除く。）
の企画、立案、推進（研究開発局、大学研究基盤
整備課、ライフサイエンス課、参事官の所掌に
属するものを除く。）。科学技術に関する各分野
の研究開発に関する計画の作成、推進（研究開
発局、ライフサイエンス課、参事官の所掌に属
するものを除く。）。科学技術に関する研究開発
に関する関係行政機関の事務の調整（研究開発
局、ライフサイエンス課、参事官の所掌に属す
るものを除く。）。学術の振興（高等教育局、科学
技術・学術政策局、大学研究基盤整備課、学術研
究推進課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機
関に対する、学術に係る専門的、技術的な指導、
助言。研究者その他の関係者に対する、学術に
係る専門的、技術的な指導、助言。発明、実用新
案の奨励。大学共同利用機関法人人間文化研究
機構が設置する大学共同利用機関における教育
及び研究。日本学士院の組織、運営一般。

［基礎・基盤研究課］ 科学技術に関する基礎研
究。基盤的研究開発（研究開発局、ライフサイエ
ンス課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術
に関する試験、研究（基盤的研究開発を除く。）。
放射線の利用に関する研究開発（ライフサイエ
ンス課の所掌に属するものを除く。）。放射性同
位元素の利用の推進。大学共同利用機関法人自
然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学
共同利用機関、大学共同利用機関法人高エネル
ギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機
関における教育、研究。国立研究開発法人量子
科学技術研究開発機構、国立研究開発法人理化
学研究所の組織、運営一般。

［大学研究基盤整備課］ 大学、大学共同利用機
関における科学技術に関する研究開発に関する
基本的な政策の企画、立案、推進（研究開発局、
ライフサイエンス課、参事官の所掌に属するも
のを除く。）。学術に関する研究機関の研究体制
の整備に関する企画、立案、援助、助言。学術に
関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、
保存、活用。学術に関する研究設備。国立研究開
発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法
人科学技術振興機構法第 条第１項第５号及

び第６号に掲げる業務、これらに附帯する業務、
同条第２項に規定する業務。国際卓越研究大学
の研究及び研究成果の活用のための体制の強化
に関する法律の施行。国立大学附置の研究所、
大学共同利用機関における教育、研究（研究開
発局、他課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人
分科会の庶務。大学共同利用機関法人の組織、
運営一般。

［学術研究推進課］ 学術の振興のための助成。
学術用語の制定、普及。独立行政法人日本学術
振興会の組織、運営一般。

［ライフサイエンス課］ ライフサイエンス、健
康の増進、日常生活の向上、人命の安全の確保
に関する科学技術（以下「ライフサイエンス等」
という。）に関する研究開発に関する基本的な政
策の企画、立案、推進。ライフサイエンス等に関
する研究開発に関する計画の作成、推進。ライ
フサイエンス等に関する研究開発に関する関係
行政機関の事務の調整。科学技術に関する研究
開発が経済社会、国民生活に及ぼす影響に関し、
評価を行うことその他の措置に関する事務のう
ち、ライフサイエンスに関する研究開発に関す
る安全の確保、生命倫理に係るもの。基盤的研
究開発に関する事務のうちライフサイエンス等
に係るもの。放射線の医学的利用に関する研究
開発。大学共同利用機関法人自然科学研究機構
が設置する基礎生物学に係る大学共同利用機関、
生理学に係る大学共同利用機関、大学共同利用
機関法人情報・システム研究機構が設置する遺
伝学に係る大学共同利用機関における教育、研
究。

［参事官］ 情報科学技術、物質・材料科学技術
（物質に関する科学技術であって材料の創製に
資することとなるもの及び材料としての物質に
関する科学技術をいう。以下同じ。）に関する研
究開発に関する基本的な政策の企画、立案、推
進。情報科学技術、物質・材料科学技術に関する
研究開発に関する計画の作成、推進。情報科学
技術、物質・材料科学技術に関する研究開発に
関する関係行政機関の事務の調整。研究開発に
必要な施設、設備（関係行政機関に重複して設
置することが多額の経費を要するため適当でな
いと認められるものに限る。）の整備（共用に供
することを含む。）に関する事務のうち情報シス
テムに係るもの。科学技術に関する研究開発、
学術に関する情報処理の高度化、情報の流通の
促進。大学の附属図書館その他の学術に関する
図書施設。基盤的研究開発に関する事務のうち
情報科学技術、物質・材料科学技術に係るもの。
国立大学の附属図書館、大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構が設置する統計学、数
理科学に係る大学共同利用機関、情報学に係る
大学共同利用機関における教育、研究。国立研
究開発法人物質・材料研究機構の組織、運営一
般。

―研 究 開 発 局―

［開発企画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
省の所掌事務に係る研究開発施設の設置、運転
の円滑化（原子力課の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る大規模な技術開発に
共通する事項に関する企画、立案。省の所掌事
務に係る原子力の平和的利用の確保。電源開発
促進勘定の経理。電源開発促進勘定に属する国
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有財産の管理、処分、物品の管理。
［地震火山防災研究課］ 地震、火山に関する調

査研究、防災科学技術に関する研究開発に関す
る基本的な政策の企画、立案、推進。地震、火山
に関する調査研究、防災科学技術に関する研究
開発に関する計画の作成、推進。地震、火山に関
する調査研究、防災科学技術に関する研究開発
に関する関係行政機関の事務の調整。基盤的研
究開発に関する事務のうち地震、火山に関する
調査研究、防災科学技術に係るもの。科学技術・
学術審議会測地学分科会の庶務。国立研究開発
法人防災科学技術研究所の組織、運営一般。

［海洋地球課］ 海洋科学技術、地球科学技術（以
下「海洋科学技術等」という。）に関する研究開
発に関する基本的な政策の企画、立案、推進。海
洋科学技術等に関する研究開発に関する計画の
作成、推進。海洋科学技術等に関する研究開発
に関する関係行政機関の事務の調整。南極地域
観測に関する関係行政機関の事務の調整。基盤
的研究開発に関する事務のうち海洋科学技術等
に係るもの。大学共同利用機関法人情報・シス
テム研究機構が設置する極地に関する科学に係
る大学共同利用機関における教育、研究。国立
研究開発法人海洋研究開発機構の組織、運営一
般。

［環境エネルギー課］ 環境科学技術、エネルギ
ー科学技術（以下「環境科学技術等」という。）
に関する研究開発、核融合に関する基本的な政
策の企画、立案、推進。環境科学技術等、核融合
に関する研究開発に関する計画の作成、推進。
環境科学技術等に関する研究開発、核融合に関
する関係行政機関の事務の調整。基盤的研究開
発に関する事務のうち環境科学技術等、核融合
に係るもの。原子力に関する技術開発で科学技
術の水準の向上を図るためのもののうち核融合
に係るもの。原子力政策のうち科学技術に関す
るもののうち、核融合に係るもの。省の所掌事
務に係る国際協力に関する事務のうち核融合に
係るもの。大学共同利用機関法人自然科学研究
機構が設置する核融合に関する科学に係る大学
共同利用機関における教育、研究。

［宇宙開発利用課］ 航空科学技術に関する研究
開発、宇宙の開発に係る科学技術に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。航空科学技術に関
する研究開発、宇宙の開発に係る科学技術に関
する研究開発に関する計画の作成、推進。航空
科学技術に関する研究開発、宇宙の開発に係る
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整。
基盤的研究開発に関する事務のうち航空科学技
術、宇宙の開発に係る科学技術に係るもの。宇
宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の
向上を図るためのもの。宇宙の利用の推進に関
する事務のうち科学技術の水準の向上を図るた
めのもの。省の所掌事務に係る国際協力に関す
る事務のうち宇宙の利用の推進に係るもの。大
学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置す
る天文学に係る大学共同利用機関における教育、
研究。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
における学術研究、教育。国立研究開発法人宇
宙航空研究開発機構の組織、運営一般。

［原子力課］ 原子力に関する科学技術に関する
基本的な政策の企画、立案、推進（環境エネルギ
ー課の所掌に属するものを除く。）。原子力に関
する科学技術に関する研究開発に関する計画の
作成、推進（環境エネルギー課の所掌に属する
ものを除く。）。原子力に関する科学技術に関す

る関係行政機関の事務の調整（環境エネルギー
課の所掌に属するものを除く。）。基盤的研究開
発に関する事務のうち原子力に関する科学技術
（量子の研究に係るものを除く。）に係るもの
（環境エネルギー課の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る研究開発施設の設置、
運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係る
もの。原子力に関する技術開発で科学技術の水
準の向上を図るためのもの（環境エネルギー課
の所掌に属するものを除く。）。原子力政策のう
ち科学技術に関するもの（環境エネルギー課の
所掌に属するものを除く。）。原子力に関する関
係行政機関の試験、研究に係る経費その他これ
に類する経費の配分計画。原子力に関する研究
者の養成、資質の向上。原子力に関する技術者
の養成、資質の向上（省に置かれる試験研究機
関、大臣が所管する法人において行うものに限
る。）。省の所掌事務に係る国際協力に関する事
務のうち原子力に係るもの（環境エネルギー課
の所掌に属するものを除く。）。国立研究開発法
人日本原子力研究開発機構の組織、運営一般。

［参事官］ 原子力損害の賠償。

―国 際 統 括 官―

［国際統括官］ ユネスコ活動（ユネスコ活動に
関する法律第２条に規定するユネスコ活動をい
う。）の振興に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。日本ユネスコ国内委員会の事務の処理。
国際交流に関する条約その他の国際約束の実施
に関する事務のうち省の所掌事務に係るものの
総括。国際文化交流に関する諸外国との人物交
流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際
的取決めの交渉、締結（スポーツ庁、文化庁の所
掌に属するものを除く。）。
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有財産の管理、処分、物品の管理。
［地震火山防災研究課］ 地震、火山に関する調

査研究、防災科学技術に関する研究開発に関す
る基本的な政策の企画、立案、推進。地震、火山
に関する調査研究、防災科学技術に関する研究
開発に関する計画の作成、推進。地震、火山に関
する調査研究、防災科学技術に関する研究開発
に関する関係行政機関の事務の調整。基盤的研
究開発に関する事務のうち地震、火山に関する
調査研究、防災科学技術に係るもの。科学技術・
学術審議会測地学分科会の庶務。国立研究開発
法人防災科学技術研究所の組織、運営一般。

［海洋地球課］ 海洋科学技術、地球科学技術（以
下「海洋科学技術等」という。）に関する研究開
発に関する基本的な政策の企画、立案、推進。海
洋科学技術等に関する研究開発に関する計画の
作成、推進。海洋科学技術等に関する研究開発
に関する関係行政機関の事務の調整。南極地域
観測に関する関係行政機関の事務の調整。基盤
的研究開発に関する事務のうち海洋科学技術等
に係るもの。大学共同利用機関法人情報・シス
テム研究機構が設置する極地に関する科学に係
る大学共同利用機関における教育、研究。国立
研究開発法人海洋研究開発機構の組織、運営一
般。

［環境エネルギー課］ 環境科学技術、エネルギ
ー科学技術（以下「環境科学技術等」という。）
に関する研究開発、核融合に関する基本的な政
策の企画、立案、推進。環境科学技術等、核融合
に関する研究開発に関する計画の作成、推進。
環境科学技術等に関する研究開発、核融合に関
する関係行政機関の事務の調整。基盤的研究開
発に関する事務のうち環境科学技術等、核融合
に係るもの。原子力に関する技術開発で科学技
術の水準の向上を図るためのもののうち核融合
に係るもの。原子力政策のうち科学技術に関す
るもののうち、核融合に係るもの。省の所掌事
務に係る国際協力に関する事務のうち核融合に
係るもの。大学共同利用機関法人自然科学研究
機構が設置する核融合に関する科学に係る大学
共同利用機関における教育、研究。

［宇宙開発利用課］ 航空科学技術に関する研究
開発、宇宙の開発に係る科学技術に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。航空科学技術に関
する研究開発、宇宙の開発に係る科学技術に関
する研究開発に関する計画の作成、推進。航空
科学技術に関する研究開発、宇宙の開発に係る
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整。
基盤的研究開発に関する事務のうち航空科学技
術、宇宙の開発に係る科学技術に係るもの。宇
宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の
向上を図るためのもの。宇宙の利用の推進に関
する事務のうち科学技術の水準の向上を図るた
めのもの。省の所掌事務に係る国際協力に関す
る事務のうち宇宙の利用の推進に係るもの。大
学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置す
る天文学に係る大学共同利用機関における教育、
研究。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
における学術研究、教育。国立研究開発法人宇
宙航空研究開発機構の組織、運営一般。

［原子力課］ 原子力に関する科学技術に関する
基本的な政策の企画、立案、推進（環境エネルギ
ー課の所掌に属するものを除く。）。原子力に関
する科学技術に関する研究開発に関する計画の
作成、推進（環境エネルギー課の所掌に属する
ものを除く。）。原子力に関する科学技術に関す

る関係行政機関の事務の調整（環境エネルギー
課の所掌に属するものを除く。）。基盤的研究開
発に関する事務のうち原子力に関する科学技術
（量子の研究に係るものを除く。）に係るもの
（環境エネルギー課の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る研究開発施設の設置、
運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係る
もの。原子力に関する技術開発で科学技術の水
準の向上を図るためのもの（環境エネルギー課
の所掌に属するものを除く。）。原子力政策のう
ち科学技術に関するもの（環境エネルギー課の
所掌に属するものを除く。）。原子力に関する関
係行政機関の試験、研究に係る経費その他これ
に類する経費の配分計画。原子力に関する研究
者の養成、資質の向上。原子力に関する技術者
の養成、資質の向上（省に置かれる試験研究機
関、大臣が所管する法人において行うものに限
る。）。省の所掌事務に係る国際協力に関する事
務のうち原子力に係るもの（環境エネルギー課
の所掌に属するものを除く。）。国立研究開発法
人日本原子力研究開発機構の組織、運営一般。

［参事官］ 原子力損害の賠償。

―国 際 統 括 官―

［国際統括官］ ユネスコ活動（ユネスコ活動に
関する法律第２条に規定するユネスコ活動をい
う。）の振興に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。日本ユネスコ国内委員会の事務の処理。
国際交流に関する条約その他の国際約束の実施
に関する事務のうち省の所掌事務に係るものの
総括。国際文化交流に関する諸外国との人物交
流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際
的取決めの交渉、締結（スポーツ庁、文化庁の所
掌に属するものを除く。）。

 

スポーツ庁

［政策課］ 庁の職員の任免、給与、懲戒、服務そ
の他の人事、教養、訓練。庁の職員の衛生、医療
その他の福利厚生。表彰、儀式。機密。長官の官
印、庁印の保管。公文書類の接受、発送、編集、
保存。法令案その他の公文書類の審査、進達。庁
の保有する情報の公開。庁の保有する個人情報
の保護。庁の所掌事務に関する総合調整。広報。
庁の機構、定員。庁の事務能率の増進。庁の所掌
事務に関する官報掲載。庁の所掌に係る経費、
収入の予算、決算、会計、会計の監査。庁所属の
行政財産、物品の管理。庁の職員に貸与する宿
舎。庁内の管理。庁の行政の考査。スポーツに関
する基本的な政策の企画、立案、推進。スポーツ
に関する関係行政機関の事務の調整。スポーツ
の振興に関する基本的な政策の企画、立案。学
校における体育（学校の教育課程として行われ
るものに限る。）の振興に関する企画、立案、援
助、助言。学校における体育、保健教育の基準の
設定。地方公共団体の機関その他の関係機関に
対する学校における体育（学校の教育課程とし
て行われるものに限る。）に係る専門的、技術的
な指導、助言。教育関係職員その他の関係者に
対する学校における体育（学校の教育課程とし
て行われるものに限る。）に係る専門的、技術的
な指導、助言。スポーツのための助成（他課、参
事官の所掌に属するものを除く。）。スポーツ振
興投票。庁の情報システムの整備、管理。スポー
ツ審議会の庶務。独立行政法人日本スポーツ振
興センターの組織、運営一般。

［健康スポーツ課］ スポーツ（学校における体
育を除く。以下同じ。）の振興に関する企画、立
案、援助、助言（地域スポーツ課、競技スポーツ
課、参事官の所掌に属するものを除く。）。スポ
ーツのための補助（地域スポーツ課、競技スポ
ーツ課、参事官の所掌に属するものを除く。）。
心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会
の確保（青少年に係るものを除く。）。全国的な
規模において行われるスポーツ事業（地域スポ
ーツ課、競技スポーツ課、参事官の所掌に属す
るものを除く。）。地方公共団体の機関その他の
関係機関に対するスポーツに係る専門的、技術
的な指導、助言（地域スポーツ課、競技スポーツ
課の所掌に属するものを除く。）。スポーツの指
導者その他の関係者に対するスポーツに係る専
門的、技術的な指導、助言（地域スポーツ課、競
技スポーツ課の所掌に属するものを除く。）。

［地域スポーツ課］ 地域スポーツクラブ（スポ
ーツ基本法第 条に規定する地域スポーツク
ラブをいう。）、スポーツ推進委員（スポーツ基
本法第 条第１項のスポーツ推進委員をいう。）
その他の地域におけるスポーツの推進に係る体
制の整備に関する企画、立案、援助、助言。学校
における体育（学校の教育課程として行われる
ものを除く。）の振興に関する企画、立案、援助、
助言。スポーツのための補助（地域スポーツク
ラブ、スポーツ推進委員その他の地域における
スポーツの推進に係る体制の整備、学校におけ
る体育（学校の教育課程として行われるものを
除く。）に係るものに限る。）。青少年の心身の健
康の保持増進に資するスポーツの機会の確保。
全国的な規模において行われるスポーツ事業の
うち、主として青少年を対象とするもの。地方
公共団体の機関その他の関係機関に対する地域

スポーツクラブ、スポーツ推進委員その他の地
域におけるスポーツの推進に係る体制の整備、
学校における体育（学校の教育課程として行わ
れるものを除く。）に係る専門的、技術的な指導、
助言。教育関係職員、スポーツの指導者その他
の関係者に対する地域スポーツクラブ、スポー
ツ推進委員その他の地域におけるスポーツの推
進に係る体制の整備、学校における体育（学校
の教育課程として行われるものを除く。）に係る
専門的、技術的な指導、助言。

［競技スポーツ課］ スポーツに関する競技水準
の向上（スポーツにおけるドーピングの防止活
動の促進に関することを除く。）。スポーツに関
する競技水準の向上を主たる目的とする全国的
な規模の事業を行う団体（プロ野球、プロサッ
カーその他の専ら公衆の観覧に供するために行
われるスポーツ事業（以下「プロスポーツ事業」
という。）を行うものを除く。以下「中央競技団
体」という。）の業務の適正かつ円滑な実施の促
進に関する企画、立案、援助、助言。中央競技団
体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための
補助。全国的な規模において行われるスポーツ
事業（プロスポーツ事業を除く。）のうち、国民
スポーツ大会その他の全国的な競技水準におい
て行われるもの。

［参事官］ 地域の振興に資する見地からのスポ
ーツの振興に関する企画、立案、援助、助言。ス
ポーツの振興に寄与する人材の育成（学校にお
ける体育に係るものを除く。）に関する企画、立
案、援助、助言。スポーツ団体（中央競技団体を
除く。）の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関
する企画、立案、援助、助言。スポーツのための
補助（地域の振興に資する見地からのスポーツ
の振興、スポーツの振興に寄与する人材の育成
（学校における体育に係るものを除く。）、スポ
ーツ団体（中央競技団体を除く。）の業務の適正
かつ円滑な実施の促進に係るものに限る。）。国
際的な規模において行われるスポーツ事業、全
国的な規模において行われるプロスポーツ事業。
スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進。
公立、私立のスポーツ施設の整備（災害復旧に
係るものを除く。）に関する指導、助言。公立の
スポーツ施設の整備（災害復旧に係るものを除
く。）のための補助。私立学校教育の振興のため
の学校法人（放送大学学園を除く。）その他の私
立学校の設置者、地方公共団体、関係団体に対
する助成（体育施設の整備（災害復旧に係るも
のを除く。）に係るものに限る。）。スポーツの振
興に係る国際文化交流の振興（外交政策に係る
ものを除く。）。スポーツ庁の所掌事務に係る国
際協力。
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文化庁

［政策課］ 庁の職員の任免、給与、懲戒、服務そ
の他の人事、教養、訓練。庁の職員の衛生、医療
その他の福利厚生。表彰、儀式。恩給に関する連
絡事務。機密。長官の官印、庁印の保管。公文書
類の接受、発送、編集、保存。法令案その他の公
文書類の審査、進達。庁の保有する情報の公開。
庁の保有する個人情報の保護。庁の所掌事務に
関する総合調整。広報。庁の機構、定員。庁の事
務能率の増進。庁の所掌事務に関する官報掲載。
庁の所掌に係る経費、収入の予算、決算、会計、
会計の監査。庁所属の行政財産、物品の管理。東
日本大震災復興特別会計の経理のうち庁の所掌
に係るもの。東日本大震災復興特別会計に属す
る行政財産、物品の管理のうち庁の所掌に係る
もの。庁の職員に貸与する宿舎。庁内の管理。庁
の行政の考査。文化の振興に関する基本的な政
策の企画、立案。庁の情報システムの整備、管
理。

［企画調整課］ 文化に関する基本的な政策の企
画、立案、推進。文化に関する関係行政機関の事
務の調整。劇場、音楽堂、美術館その他の文化施
設（文化施設の災害復旧に係る指導、助言に関
すること、公立の文化施設の災害復旧に係る補
助に関することを除く。）。博物館による社会教
育の振興（博物館の災害復旧に係る指導、助言
に関すること、公立の博物館の災害復旧に係る
補助に関することを除く。）。学芸員となる資格
の認定。アイヌ文化の振興（国語課の所掌に属
するものを除く。）。文化審議会の庶務（国語分
科会、著作権分科会、文化財分科会、文化功労者
選考分科会に係るものを除く。）。独立行政法人
国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独
立行政法人国立文化財機構、独立行政法人日本
芸術文化振興会の組織、運営一般。

［文化経済・国際課］ 経済の振興に資する見地
からの文化の振興に関する基本的な施策の企画、
立案、調整。庁の所掌事務に関する税制に関す
る調整。興行入場券（特定興行入場券の不正転
売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確
保に関する法律第２条第２項に規定する興行入
場券をいう。）の適正な流通の確保に関する関
係行政機関の事務の調整。庁の所掌に係る国際
文化交流の振興 （他課、参事官の所掌に属する
ものを除く。）。庁の所掌事務に係る国際協力
（他課、参事官の所掌に属するものを除く。）。

［国語課］ 国語の改善、その普及。アイヌ文化の
振興（アイヌ語の継承、アイヌ語に関する知識
の普及、啓発に関することに限る。）。

［著作権課］ 著作者の権利、出版権、著作隣接権
の保護、利用。文化審議会著作権分科会の庶務。

［文化資源活用課］ 文化（著作権等に係る事項
を除く。以下同じ。）に係る資源の活用 （参事
官の所掌に規定するものを除く。）による文化
の振興。文化財の保存、活用に関する総合的な
政策の企画、立案。文化財についての補助、損失
補償。

［文化財第一課］ 建造物以外の有形文化財の保
存。無形文化財の保存。民俗文化財の保存。文化
財の保存技術の保存。文化審議会文化財分科会
の庶務。

［文化財第二課］ 建造物である有形文化財の保
存。記念物の保存。文化的景観の保存。伝統的建
造物群保存地区の保存。埋蔵文化財の保存。

［宗務課］ 宗教法人の規則、規則の変更、合併、
任意解散の認証、宗教に関する情報資料の収集、
宗教団体との連絡。都道府県知事に対する宗教
に係る専門的、技術的な指導、助言。

［参事官］ 文化（文化財に係る事項、著作権等に
係る事項を除く。以下同じ。）の振興（文化に係
る資源の活用によるものを除く。以下同じ。）に
関する企画、立案、援助、助言。文化の振興のた
めの助成。文化に関する展示会、講習会その他
の催しを主催すること。文化の振興に係る国際
文化交流の振興（外交政策に係るものを除く。）。
建造物以外の有形文化財の活用。無形文化財の
活用。民俗文化財の活用。文化財の保存技術の
活用。観光の振興に資する見地からの文化の振
興に関する基本的な施策の企画、立案、調整。文
化観光拠点施設を中核とした地域における文化
観光の推進に関する法律の施行。学校における
芸術に関する教育の基準の設定。私立学校教育
の振興のための学校法人（放送大学学園を除く。）
その他の私立学校の設置者、地方公共団体、関
係団体に対する助成（学校における芸術に関す
る教育に係るものに限る。）。地方公共団体の機
関その他の関係機関に対する学校における芸術
に関する教育に係る専門的、技術的な指導、助
言。教育関係職員その他の関係者に対する学校
における芸術に関する教育に係る専門的、技術
的な指導、助言。
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文化庁

［政策課］ 庁の職員の任免、給与、懲戒、服務そ
の他の人事、教養、訓練。庁の職員の衛生、医療
その他の福利厚生。表彰、儀式。恩給に関する連
絡事務。機密。長官の官印、庁印の保管。公文書
類の接受、発送、編集、保存。法令案その他の公
文書類の審査、進達。庁の保有する情報の公開。
庁の保有する個人情報の保護。庁の所掌事務に
関する総合調整。広報。庁の機構、定員。庁の事
務能率の増進。庁の所掌事務に関する官報掲載。
庁の所掌に係る経費、収入の予算、決算、会計、
会計の監査。庁所属の行政財産、物品の管理。東
日本大震災復興特別会計の経理のうち庁の所掌
に係るもの。東日本大震災復興特別会計に属す
る行政財産、物品の管理のうち庁の所掌に係る
もの。庁の職員に貸与する宿舎。庁内の管理。庁
の行政の考査。文化の振興に関する基本的な政
策の企画、立案。庁の情報システムの整備、管
理。

［企画調整課］ 文化に関する基本的な政策の企
画、立案、推進。文化に関する関係行政機関の事
務の調整。劇場、音楽堂、美術館その他の文化施
設（文化施設の災害復旧に係る指導、助言に関
すること、公立の文化施設の災害復旧に係る補
助に関することを除く。）。博物館による社会教
育の振興（博物館の災害復旧に係る指導、助言
に関すること、公立の博物館の災害復旧に係る
補助に関することを除く。）。学芸員となる資格
の認定。アイヌ文化の振興（国語課の所掌に属
するものを除く。）。文化審議会の庶務（国語分
科会、著作権分科会、文化財分科会、文化功労者
選考分科会に係るものを除く。）。独立行政法人
国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独
立行政法人国立文化財機構、独立行政法人日本
芸術文化振興会の組織、運営一般。

［文化経済・国際課］ 経済の振興に資する見地
からの文化の振興に関する基本的な施策の企画、
立案、調整。庁の所掌事務に関する税制に関す
る調整。興行入場券（特定興行入場券の不正転
売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確
保に関する法律第２条第２項に規定する興行入
場券をいう。）の適正な流通の確保に関する関
係行政機関の事務の調整。庁の所掌に係る国際
文化交流の振興 （他課、参事官の所掌に属する
ものを除く。）。庁の所掌事務に係る国際協力
（他課、参事官の所掌に属するものを除く。）。

［国語課］ 国語の改善、その普及。アイヌ文化の
振興（アイヌ語の継承、アイヌ語に関する知識
の普及、啓発に関することに限る。）。

［著作権課］ 著作者の権利、出版権、著作隣接権
の保護、利用。文化審議会著作権分科会の庶務。

［文化資源活用課］ 文化（著作権等に係る事項
を除く。以下同じ。）に係る資源の活用 （参事
官の所掌に規定するものを除く。）による文化
の振興。文化財の保存、活用に関する総合的な
政策の企画、立案。文化財についての補助、損失
補償。

［文化財第一課］ 建造物以外の有形文化財の保
存。無形文化財の保存。民俗文化財の保存。文化
財の保存技術の保存。文化審議会文化財分科会
の庶務。

［文化財第二課］ 建造物である有形文化財の保
存。記念物の保存。文化的景観の保存。伝統的建
造物群保存地区の保存。埋蔵文化財の保存。

［宗務課］ 宗教法人の規則、規則の変更、合併、
任意解散の認証、宗教に関する情報資料の収集、
宗教団体との連絡。都道府県知事に対する宗教
に係る専門的、技術的な指導、助言。

［参事官］ 文化（文化財に係る事項、著作権等に
係る事項を除く。以下同じ。）の振興（文化に係
る資源の活用によるものを除く。以下同じ。）に
関する企画、立案、援助、助言。文化の振興のた
めの助成。文化に関する展示会、講習会その他
の催しを主催すること。文化の振興に係る国際
文化交流の振興（外交政策に係るものを除く。）。
建造物以外の有形文化財の活用。無形文化財の
活用。民俗文化財の活用。文化財の保存技術の
活用。観光の振興に資する見地からの文化の振
興に関する基本的な施策の企画、立案、調整。文
化観光拠点施設を中核とした地域における文化
観光の推進に関する法律の施行。学校における
芸術に関する教育の基準の設定。私立学校教育
の振興のための学校法人（放送大学学園を除く。）
その他の私立学校の設置者、地方公共団体、関
係団体に対する助成（学校における芸術に関す
る教育に係るものに限る。）。地方公共団体の機
関その他の関係機関に対する学校における芸術
に関する教育に係る専門的、技術的な指導、助
言。教育関係職員その他の関係者に対する学校
における芸術に関する教育に係る専門的、技術
的な指導、助言。

 

厚生労働省

―大 臣 官 房―

［人事課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。大臣、副大臣、大臣
政務官、事務次官の官印、省印の保管。機構、定
員。栄典の推薦、伝達の実施、表彰、儀式。

［総務課］ 公文書類の接受、発送、編集、保存。
法令案その他の公文書類の審査、進達。省の保
有する情報の公開。個人情報の保護。省の所掌
事務に関する総合調整（政策統括官の所掌に属
するものを除く。）。国会との連絡。広報（国際課
の所掌に属するものを除く。）。事務能率の増進。
官報掲載。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。国有財産の管理、処分、物品の管理。東
日本大震災復興特別会計の経理のうち省の所掌
に係るもの。東日本大震災復興特別会計に属す
る国有財産の管理、処分、物品の管理のうち省
の所掌に係るもの。庁内の管理。建築物の営繕。
職員（省の所管する独立行政法人の職員を含む。）
に貸与する宿舎。職員の衛生、医療その他の福
利厚生。国家公務員共済組合法第３条第１項の
規定により省に設けられた共済組合。恩給に関
する連絡事務。

［地方課］ 地方支分部局の所掌事務の運営に関
する総合的監督。地方支分部局の職員の人事、
教養、訓練、福利厚生に関する事務の取りまと
め。地方支分部局の機構、定員。地方支分部局の
経費の概算の調整、配賦。地方支分部局所属の
行政財産、物品に関する事務の取りまとめ。地
方支分部局を通じた本省の施策の周知徹底。省
の所掌事務に関する地方情勢の調査。

［国際課］ 省の所掌事務に係る国際機関、国際
会議、外国の行政機関、団体に係る事務の調整。
国際協力に関する事務の総括。海外の情報の収
集、分析、その結果の提供（他局並びに人材開発
統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除
く。）。海外に対する広報。職員の海外渡航。

［厚生科学課］ 疾病の予防、治療に関する研究
その他省の所掌事務に関する科学技術に関する
事務の総括。原因の明らかでない公衆衛生上重
大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急
の事態への対処。医薬品等行政評価・監視委員
会の庶務。省の所掌事務に係る災害対策に関す
る事務の総括。国立医薬品食品衛生研究所、国
立保健医療科学院及び国立社会保障・人口問題
研究所の組織、運営一般。省の所管する国立研
究開発法人の組織、運営一般。高度専門医療に
関する研究等を行う国立研究開発法人に関する
法律第３条の２に規定する国立高度専門医療研
究センターの職員に貸与する宿舎。

―医 政 局―

［総務課］ 保健医療に関する基本的な政策の企
画、立案、推進。局の所掌事務に関する総合調
整。医療を提供する体制の確保（他局及び他課
の所掌に属するものを除く。）。

［地域医療計画課］ 保健医療の普及、向上（他局
及び他課の所掌に属するものを除く。）。医療監
視員、地域における保健医療に係る計画。救急
医療体制、へき地医療体制の整備。病院、診療
所、助産所の整備（他局及び他課の所掌に属す

るものを除く。）。病院、診療所、助産所における
安全管理。病院、診療所、助産所における業務委
託（医療法第 条の３の規定により行われる業
務の委託をいう。）。看護師等の人材確保の促進
に関する法律の規定による看護師等の確保（病
院、診療所、助産所の開設者に対する指導、助言
に関することに限り、職業安定局及び人材開発
統括官の所掌に属するものを除く。）。臨床検査
技師等に関する法律第 条の３第１項に規定
する衛生検査所。救急救命士。外国医師等が行
う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等
に関する法律の規定による外国看護師等（外国
において救急救命士に相当する資格を有する者
に限る。）の臨床修練。武力攻撃事態等における
国民の保護のための措置に関する法律（以下「国
民保護法」という。）第 条第１項に規定する
外国医療関係者のうち外国において救急救命士
に相当する資格を有する者による医療の提供の
許可。社会保険診療報酬支払基金の行う業務（感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律第 条の 第１項に規定する流行初
期医療確保措置関係業務（以下、「流行初期医療
確保措置関係業務」という。）に関することに限
る。）。

［医療経営支援課］ 医療法人。病院、診療所、助
産所の経営管理。国立ハンセン病療養所の職員
の任免、給与、懲戒、服務その他の人事、教養、
訓練。国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医
療その他の福利厚生。国家公務員共済組合法第
３条第２項の規定により省に設けられた共済組
合。国立ハンセン病療養所において行うべき国
民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療
その他の国の医療政策として国立ハンセン病療
養所が担うべき医療の提供。国立ハンセン病療
養所が行う研究、保健医療に関する技術者の養
成、研修。国立ハンセン病療養所の医療に関す
る業務の指導、監督。国立ハンセン病療養所に
係る経費の予算、決算、会計、会計の監査。国立
ハンセン病療養所に係る行政財産、物品の管理。
国立ハンセン病療養所の職員、独立行政法人国
立病院機構の職員に貸与する宿舎。独立行政法
人国立病院機構の組織、運営一般。独立行政法
人地域医療機能推進機構の組織、運営一般。独
立行政法人福祉医療機構の行う業務（独立行政
法人福祉医療機構法第 条第１項第２号に規
定する病院等（以下「病院等」という。）の開設
者に対する資金の貸付け、病院等の経営の診断
又は指導に関する業務に関することに限る。）。

［医事課］ 医師、歯科医師その他医療関係者に
関する事務（他局の所掌に属するものを除く。）
の総括。医師、診療放射線技師、臨床検査技師、
理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学
技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師。外国
医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条
等の特例等に関する法律の規定による外国医師
及び外国看護師等（外国において診療放射線技
師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視
能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語
聴覚士に相当する資格を有する者に限る。）の臨
床修練並びに外国医師の臨床教授等。国民保護
法第 条第１項に規定する外国医療関係者の
うち外国医師による医療の提供の許可。死体の
解剖、保存。

［歯科保健課］ 歯科保健医療の普及、向上。歯科
医師、歯科衛生士、歯科技工士。外国医師等が行

264



う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等
に関する法律の規定による外国歯科医師及び外
国看護師等（外国において歯科衛生士又は歯科
技工士に相当する資格を有する者に限る。）の臨
床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等。国民
保護法第 条第１項に規定する外国医療関係
者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可。

［看護課］ 保健師、助産師、看護師、准看護師。
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定
による看護師等の確保（同法第２条第２項に規
定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険
法第８条第 項に規定する介護老人保健施設
又は同条第 項に規定する介護医療院の開設
者に対する指導及び助言に関すること並びに職
業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計
画課の所掌に属するものを除く。）。外国医師等
が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特
例等に関する法律の規定による外国看護師等
（外国において助産師又は看護師に相当する資
格を有する者に限る。）の臨床修練。国民保護法
第 条第１項に規定する外国医療関係者のう
ち外国において看護師又は准看護師に相当する
資格を有する者による医療の提供の許可。

［医薬産業振興・医療情報企画課］ 医薬産業の
振興に関する総合的な企画、立案、調整。保健医
療に関する情報の保護、利用、保健医療に関す
る情報の処理に係る体制の整備に関する総合的
な企画、立案、調整。医療技術の評価に関する総
合的な企画、立案、調整（他局の所掌に属するも
のを除く。）。医薬品、医薬部外品、医療機器その
他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通、
消費の増進、改善、調整（他局及び研究開発政策
課の所掌に属するものを除く。）。医薬品、医薬
部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療
等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業、
修理業の発達、改善、調整（研究開発政策課の所
掌に属するものを除く。）。医薬品、医薬部外品、
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の
輸出入（医薬局の所掌に属するものを除く。）。
医療機器（医療用品、歯科材料、衛生用品を除
く。）の配置、使用（地域医療計画課の所掌に属
するものを除く。）。

［研究開発政策課］ 医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製
品の研究、開発（医薬局の所掌に属するものを
除く。）。再生医療等の安全性の確保等に関する
法律第２条第１項に規定する再生医療等（他局
及び他課の所掌に属するものを除く。）。独立行
政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務（独
立行政法人医薬品医療機器総合機構法第 条
第１項第７号及び第８号並びに第２項第３号に
掲げる業務に関することに限る。）。薬用植物の
栽培、生産。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療
機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造
販売業、製造業、販売業、貸与業、修理業（研究、
開発に係る部分に限る。）の発達、改善、調整。

［参事官］ 保健医療に関する情報の保護、利用、
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備
に関する政策の企画、立案、推進。医療機関等情
報化補助業務（診療録に関することに限る。）。
医療技術の評価（他局の所掌に属するものを除
く。）。

―健康・生活衛生局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。保

健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律、難病の
患者に対する医療等に関する法律、児童福祉法
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定
を施行するため都道府県知事、市町村長が行う
事務についての監査。原子爆弾被爆者に対する
援護。

［健康課］ 国民の健康の増進、栄養の改善、生活
習慣病（労働基準局及び保険局並びに他課の所
掌に属するものを除く。）。食生活の指導。衛生
教育。栄養士、管理栄養士、調理師。地域におけ
る保健の向上（総務課の所掌に属するものを除
く。）。地方衛生研究所その他地方公共団体の衛
生に関する試験検査研究施設（総務課の所掌に
属するものを除く。）。

［がん・疾病対策課］ がん、その他の疾病の予
防、治療（他局及び他課の所掌に属するものを
除く。）。省の所掌事務に係るがん、その他の悪
性新生物対策に関する基本的な政策の企画、立
案、調整。社会保険診療報酬支払基金の行う業
務（特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支
給に関する特別措置法第 条第２項に規定す
る特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に関することに限る。）。

［難病対策課］ 臓器の移植。造血幹細胞移植。治
療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾
病の予防、治療（他局及び総務課の所掌に属す
るものを除く。）。児童福祉法の規定による小児
慢性特定疾病医療費の支給等。ハンセン病（他
局の所掌に属するものを除く。）。

［生活衛生課］ 建築物衛生の改善、向上。埋葬、
火葬、改葬、墓地及び納骨堂。理容師、美容師、
クリーニング師。理容所、美容所、興行場、旅館、
公衆浴場その他の多数の者の集合する場所、ク
リーニング所の衛生。公衆衛生の向上、増進、国
民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振興に関する法律第２条第１
項各号に掲げる営業の発達、改善、調整。株式会
社日本政策金融公庫の行う業務。生活衛生の向
上及び増進（感染症対策部及び食品監視安全課
の所掌に属するものを除く。）。

［食品監視安全課］ 飲食に起因する衛生上の危
害の発生の防止に関する調査、指導。食品衛生
法第 条第１項、第 条第１項に規定する公
衆衛生上必要な措置に関する基準。食品衛生に
関する施策に関する情報の提供及び国民からの
意見の聴取。食品衛生監視員。食品等及び洗浄
剤の衛生に関する取締り（感染症対策部の所掌
に属するものを除く。）。農薬が含まれ、又は付
着している食品の飲食に起因する衛生上の危害
の発生の防止。食品衛生法第 条第１項に規定
する製品検査、同項、同条第２項に規定する検
査施設。食品、添加物の衛生に関する輸出検査。
局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安
全性の確保に係るものに関する連絡調整。製菓
衛生師。と畜場、食鳥処理場の衛生の確保、と畜
検査、食鳥検査その他獣畜、食鳥の処理の適正。
化製場その他これに類する施設の規制。

（感染症対策部）
［企画・検疫課］ 部の所掌事務に関する総合調
整。省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん
延を防止するための対策に関する調整。港及び
飛行場における検疫。販売の用に供し、又は営
業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに
関する事務の調整。

［感染症対策課］ エイズ、結核その他の感染症
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う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等
に関する法律の規定による外国歯科医師及び外
国看護師等（外国において歯科衛生士又は歯科
技工士に相当する資格を有する者に限る。）の臨
床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等。国民
保護法第 条第１項に規定する外国医療関係
者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可。

［看護課］ 保健師、助産師、看護師、准看護師。
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定
による看護師等の確保（同法第２条第２項に規
定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険
法第８条第 項に規定する介護老人保健施設
又は同条第 項に規定する介護医療院の開設
者に対する指導及び助言に関すること並びに職
業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計
画課の所掌に属するものを除く。）。外国医師等
が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特
例等に関する法律の規定による外国看護師等
（外国において助産師又は看護師に相当する資
格を有する者に限る。）の臨床修練。国民保護法
第 条第１項に規定する外国医療関係者のう
ち外国において看護師又は准看護師に相当する
資格を有する者による医療の提供の許可。

［医薬産業振興・医療情報企画課］ 医薬産業の
振興に関する総合的な企画、立案、調整。保健医
療に関する情報の保護、利用、保健医療に関す
る情報の処理に係る体制の整備に関する総合的
な企画、立案、調整。医療技術の評価に関する総
合的な企画、立案、調整（他局の所掌に属するも
のを除く。）。医薬品、医薬部外品、医療機器その
他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通、
消費の増進、改善、調整（他局及び研究開発政策
課の所掌に属するものを除く。）。医薬品、医薬
部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療
等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業、
修理業の発達、改善、調整（研究開発政策課の所
掌に属するものを除く。）。医薬品、医薬部外品、
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の
輸出入（医薬局の所掌に属するものを除く。）。
医療機器（医療用品、歯科材料、衛生用品を除
く。）の配置、使用（地域医療計画課の所掌に属
するものを除く。）。

［研究開発政策課］ 医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製
品の研究、開発（医薬局の所掌に属するものを
除く。）。再生医療等の安全性の確保等に関する
法律第２条第１項に規定する再生医療等（他局
及び他課の所掌に属するものを除く。）。独立行
政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務（独
立行政法人医薬品医療機器総合機構法第 条
第１項第７号及び第８号並びに第２項第３号に
掲げる業務に関することに限る。）。薬用植物の
栽培、生産。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療
機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造
販売業、製造業、販売業、貸与業、修理業（研究、
開発に係る部分に限る。）の発達、改善、調整。

［参事官］ 保健医療に関する情報の保護、利用、
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備
に関する政策の企画、立案、推進。医療機関等情
報化補助業務（診療録に関することに限る。）。
医療技術の評価（他局の所掌に属するものを除
く。）。

―健康・生活衛生局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。保

健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律、難病の
患者に対する医療等に関する法律、児童福祉法
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定
を施行するため都道府県知事、市町村長が行う
事務についての監査。原子爆弾被爆者に対する
援護。

［健康課］ 国民の健康の増進、栄養の改善、生活
習慣病（労働基準局及び保険局並びに他課の所
掌に属するものを除く。）。食生活の指導。衛生
教育。栄養士、管理栄養士、調理師。地域におけ
る保健の向上（総務課の所掌に属するものを除
く。）。地方衛生研究所その他地方公共団体の衛
生に関する試験検査研究施設（総務課の所掌に
属するものを除く。）。

［がん・疾病対策課］ がん、その他の疾病の予
防、治療（他局及び他課の所掌に属するものを
除く。）。省の所掌事務に係るがん、その他の悪
性新生物対策に関する基本的な政策の企画、立
案、調整。社会保険診療報酬支払基金の行う業
務（特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支
給に関する特別措置法第 条第２項に規定す
る特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に関することに限る。）。

［難病対策課］ 臓器の移植。造血幹細胞移植。治
療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾
病の予防、治療（他局及び総務課の所掌に属す
るものを除く。）。児童福祉法の規定による小児
慢性特定疾病医療費の支給等。ハンセン病（他
局の所掌に属するものを除く。）。

［生活衛生課］ 建築物衛生の改善、向上。埋葬、
火葬、改葬、墓地及び納骨堂。理容師、美容師、
クリーニング師。理容所、美容所、興行場、旅館、
公衆浴場その他の多数の者の集合する場所、ク
リーニング所の衛生。公衆衛生の向上、増進、国
民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振興に関する法律第２条第１
項各号に掲げる営業の発達、改善、調整。株式会
社日本政策金融公庫の行う業務。生活衛生の向
上及び増進（感染症対策部及び食品監視安全課
の所掌に属するものを除く。）。

［食品監視安全課］ 飲食に起因する衛生上の危
害の発生の防止に関する調査、指導。食品衛生
法第 条第１項、第 条第１項に規定する公
衆衛生上必要な措置に関する基準。食品衛生に
関する施策に関する情報の提供及び国民からの
意見の聴取。食品衛生監視員。食品等及び洗浄
剤の衛生に関する取締り（感染症対策部の所掌
に属するものを除く。）。農薬が含まれ、又は付
着している食品の飲食に起因する衛生上の危害
の発生の防止。食品衛生法第 条第１項に規定
する製品検査、同項、同条第２項に規定する検
査施設。食品、添加物の衛生に関する輸出検査。
局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安
全性の確保に係るものに関する連絡調整。製菓
衛生師。と畜場、食鳥処理場の衛生の確保、と畜
検査、食鳥検査その他獣畜、食鳥の処理の適正。
化製場その他これに類する施設の規制。

（感染症対策部）
［企画・検疫課］ 部の所掌事務に関する総合調

整。省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん
延を防止するための対策に関する調整。港及び
飛行場における検疫。販売の用に供し、又は営
業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに
関する事務の調整。

［感染症対策課］ エイズ、結核その他の感染症

の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に
対する医療（他局及び他課の所掌に属するもの
を除く。）。感染症により公衆衛生上重大な危害
が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態へ
の対処（企画・検疫課の所掌に属するものを除
く。）。国立健康危機管理研究機構の組織、運営
一般。

［予防接種課］ 予防接種の実施。生物学的製剤
（ワクチンに限る。）の生産及び流通の増進、改
善及び調整。

―医 薬 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。薬
剤師。支払基金電子処方箋管理業務、連合会電
子処方箋管理業務。医療機関等情報化補助業務
（支払基金電子処方箋管理業務に関することに
限る。）。独立行政法人医薬品医療機器総合機構
の行う業務（医政局及び他課の所掌に属するも
のを除く。）。

［医薬品審査管理課］ 医薬品（体外診断用医薬
品を除く。）、医薬部外品及び化粧品（以下「医薬
品等」という。）の生産に関する技術上の指導、
監督。医薬品等の製造業の許可、製造販売の承
認。医薬品（体外診断用医薬品を除く。）の再審
査、再評価。日本薬局方。医薬品等の基準。希少
疾病用医薬品、先駆的医薬品及び特定用途医薬
品（体外診断用医薬品を除く。）の指定。毒物、
劇物の取締り（監視指導・麻薬対策課の所掌に
属するものを除く。）。人の健康を損なうおそれ
又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障
を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛
生上の観点からする評価、製造、輸入、使用その
他の取扱いの規制。有害物質を含有する家庭用
品の規制。ダイオキシン類（ダイオキシン類対
策特別措置法第２条第１項に規定するダイオキ
シン類をいう。）の耐容一日摂取量。独立行政法
人医薬品医療機器総合機構の行う業務（独立行
政法人医薬品医療機器総合機構法第 条第１
項第５号イからニまでに掲げる業務（同号イ、
ロに掲げる業務については、医薬品等に関する
ことに限り、同号ハに掲げる業務については、
医薬品等の製造業の許可、製造販売の承認、医
薬品（体外診断用医薬品を除く。）の再審査、再
評価、日本薬局方、医薬品等の基準に関するこ
とに限り、同号ニに掲げる業務については医薬
品等に関することに限る。）、これらに附帯する
業務、同条第２項第１号（医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
（以下、「医薬品医療機器等法」という。）第
条の５第１項に係る部分に限る。）、第２号に掲
げる業務（医薬品等に関することに限る。））。

［医療機器審査管理課］ 医療機器、体外診断用
医薬品及び再生医療等製品（以下「医療機器等」
という。）の生産に関する技術上の指導、監督。
医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、
医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等
製品の製造業の許可。医療機器及び体外診断用
医薬品の使用成績に関する評価。再生医療等製
品の再審査、再評価。医療機器の販売業、貸与
業、修理業、再生医療等製品の販売業（医政局の
所掌に属するものを除く。）。医療機器等の基準。
希少疾病用医薬品（体外診断用医薬品に限る。）、
希少疾病用医療機器、希少疾病用再生医療等製
品、先駆的医薬品（体外診断用医薬品に限る。）、
先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品並び

に特定用途医薬品（体外診断用医薬品に限る。）、
特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品
の指定。独立行政法人医薬品医療機器総合機構
の行う業務（独立行政法人医薬品医療機器総合
機構法第 条第１項第５号イからニまでに掲
げる業務（同号イ、ロに掲げる業務については
医療機器等に関することに限り、同号ハに掲げ
る業務については医療機器及び体外診断用医薬
品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承
認並びに再生医療等製品の製造業の許可、医療
機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する
評価、再生医療等製品の再審査及び再評価、医
療機器等の基準並びに医療機器その他衛生用品
及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及
び普及その他の産業標準化に関することに限り、
同号ニに掲げる業務については医療機器等に関
することに限る。）、これらに附帯する業務、同
条第２項第１号（医薬品医療機器等法第 条の
５第１項に係る部分に限る。）及び第２号に掲げ
る業務（医療機器等に関することに限る。）、医
療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関
する産業標準の整備、普及その他の産業標準化。

［医薬安全対策課］ 医薬品等、医療機器等の安
全性の確保に関する企画、立案。医薬品等、医療
機器等の使用による保健衛生上の危害の発生又
は拡大の防止に関する企画、立案。医薬品等、医
療機器等の製造販売業の許可。医薬品等、医療
機器等の安全性の調査（医薬品審査管理課及び
医療機器審査管理課の所掌に属するものを除
く。）。再生医療等製品、生物由来製品（医薬品医
療機器等法第２条第 項に規定する生物由来
製品をいう。）、特定医療機器（同法第 条の５
第１項に規定する特定医療機器をいう。）の記録
の作成、保存の事務に係る指導、助言。独立行政
法人医薬品医療機器総合機構の行う業務（独立
行政法人医薬品医療機器総合機構法第 条第
１項第５号ハ、ホに掲げる業務並びにこれらに
附帯する業務に関することに限り、医薬品審査
管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属する
ものを除く。）。

［監視指導・麻薬対策課］ 不良な医薬品等、医療
機器等又は不正な表示のされた医薬品等、医療
機器等の取締り。医薬品等及び医療機器等の輸
入の確認。医薬品等、医療機器等の広告。医薬品
等、医療機器等の検査、検定。医薬品等及び医療
機器等に係る課徴金。薬事監視員。医薬品医療
機器等法に規定する指定薬物の取締り。毒物劇
物監視員。麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚醒
剤に関する取締り。麻薬取締官、麻薬取締員が
司法警察員として行う職務。麻薬、向精神薬、大
麻、あへん、覚醒剤に係る国際捜査共助。独立行
政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務（独
立行政法人医薬品医療機器総合機構法第 条
第２項第１号（医薬品医療器等法第 条の２第
１項に係る部分に限る。）に掲げる業務に関する
ことに限る。）。

［血液対策課］ 採血業の監督。献血の推進。血液
製剤の適正な使用の確保。血液製剤の安定的な
供給の確保。生物学的製剤の生産、流通の増進、
改善、調整（健康・生活衛生局の所掌に属するも
のを除く）。

―労 働 基 準 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。労
働保険審査会の庶務。
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［労働条件政策課］ 労働時間、休息その他の労
働条件、労働者の保護に関する政策の企画、立
案（雇用環境・均等局及び他課の所掌に属する
ものを除く。）。労働時間、休息（労働基準法の施
行に関すること及び労働基準監督官の行う監督
に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に
属するものを除く。）。労働能率の増進（賃金体
系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に
属するものを除く。）。

［監督課］ 労働条件、産業安全（鉱山における保
安を除く。）、労働衛生、労働者の保護に関する
労働基準監督官の行う監督（労働者についての
じん肺管理区分の決定に関する監督に関するこ
とを含み、鉱山における通気及び災害時の救護
に関する監督に関することを除く。）、家内労働
法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督。
労働契約その他の労働条件、労働者の保護（雇
用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを
除く。）。児童の使用の禁止。労働基準監督官が
司法警察員として行う職務。労働基準監督官を
採用するための試験の実施。都道府県労働局に
おける労働基準局の所掌に係る事務の実施状況
の監察（労災管理課の所掌に属するものを除
く。）。社会保険労務士（年金局の所掌に属する
ものを除く。）。外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律に規定する
労働基準監督官の職権の行使。

［労働関係法課］ 労働契約に関する政策の企画、
立案（雇用環境・均等局の所掌に属するものを
除く。）。労働契約（労働基準法の施行に関する
こと及び労働基準監督官の行う監督に関するこ
と並びに雇用環境・均等局の所掌に属するもの
を除く。）。労働者の団結する権利、団体交渉そ
の他の団体行動をする権利の保障（中央労働委
員会の所掌に属するものを除く。）。労働関係の
調整に関する政策の企画、立案。個別労働関係
紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組
への支援、個別労働関係紛争の解決の促進に関
する法律第 条第２項の規定による情報の提
供その他の必要な措置。

［賃金課］ 賃金の支払及び最低賃金に関する政
策の企画、立案。最低賃金（労働基準監督官の行
う監督に関することを除く。）。賃金体系。退職
手当の保全措置その他の退職手当（退職手当の
支払に関すること及び労働基準監督官の行う監
督に関することを除く。）。

［労災管理課］ 労働基準法の規定による災害補
償、政府が管掌する労働者災害補償保険事業、
石綿による健康被害の救済に関する総合的な企
画、立案、調整（他課の所掌に属するものを除
く。）。特定石綿被害建設業務労働者等給付金等。
都道府県労働局における災害補償、労働者災害
補償保険に係る事務の実施状況の監察。労働保
険特別会計の労災勘定の経理。労働保険特別会
計の労災勘定に属する国有財産の管理、処分、
物品の管理。

［労働保険徴収課］ 労働保険の保険関係の成立、
消滅。労働保険料、労働者災害補償保険の特別
保険料、これらに係る徴収金の徴収。労働保険
事務組合の業務に係る監督。労働保険特別会計
の徴収勘定の経理。石綿による健康被害の救済
に関する法律の規定による一般拠出金、これに
係る徴収金の徴収。

［補償課］ 労働基準法の規定による災害補償の
実施（労働基準監督官の行う監督に関すること
を除く。）。労働者災害補償保険法の規定による

保険給付、これに係る徴収金の徴収（労災保険
業務課の所掌に属するものを除く。）。石綿によ
る健康被害の救済に関する法律の規定による特
別遺族給付金の支給、これに係る徴収金の徴収
（労災保険業務課の所掌に属するものを除く。）。

［労災保険業務課］ 労働者災害補償保険法に基
づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業と
して行われる年金たる特別支給金、労災就学等
援護費の支給。労働者災害補償保険法に基づく
療養の給付、二次健康診断等給付を行う病院、
診療所に対する当該給付に要する費用の支払。
労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関す
る記録の作成。労働保険の保険料の徴収等に関
する法律に規定する労災保険率、第二種特別加
入保険料率、第三種特別加入保険料率、労働者
災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作
成。労働者災害補償保険に関する保険数理、統
計に関する資料の作成。災害補償、労働者災害
補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づ
く特別遺族年金の支給。石綿による健康被害の
救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支
給に関する記録の作成。石綿による健康被害の
救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関
する数理、統計に関する資料の作成。石綿によ
る健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺
族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織。

（安全衛生部）
［計画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。労
働災害防止計画。労働安全衛生法に規定する指
定試験機関、指定コンサルタント試験機関、指
定登録機関の組織、運営一般。中央労働災害防
止協会、労働災害防止協会の組織、運営一般、船
員災害防止協会の監督、助成。独立行政法人労
働者健康安全機構の組織、運営一般。

［安全課］ 産業安全に関する登録型式検定機関
（労働安全衛生法第 条の２第１項に規定す
る登録型式検定機関をいう。以下同じ。）の組織、
運営一般。労働安全衛生法第 条第２項の規定
による計画の届出（労働基準監督官の行う監督
に関することを除く。）。産業安全（鉱山におけ
る保安を除く。）（労働基準監督官の行う監督に
関すること及び化学物質対策課の所掌に属する
ものを除く。）。家内労働者の安全（化学物質対
策課の所掌に属するものを除く。）。

［労働衛生課］ 労働者についてのじん肺管理区
分の決定。労働衛生（鉱山における通気、災害時
の救護に関すること、労働基準監督官の行う監
督に関すること、労災管理課及び化学物質対策
課の所掌に属するものを除く。）。家内労働者の
衛生（化学物質対策課の所掌に属するものを除
く。）。

［化学物質対策課］ 危険物の危険性に係る産業
安全（鉱山における保安を除く。）（労働基準監
督官の行う監督に関することを除く。）。労働安
全衛生法第 条の４、第 条の５に規定する
化学物質についての有害性の調査（労働基準監
督官の行う監督に関することを除く。）。労働者
がさらされる化学物質又は労働者の従事する作
業と労働者の疾病との相関関係を把握するため
の疫学的調査その他の調査。労働衛生に関する
登録型式検定機関の組織、運営一般。労働安全
衛生法第 条の２の規定による通知（労働基準
監督官の行う監督に関することを除く。）。化学
物質による労働者の健康障害を防止するための
指針。有害物の有害性に係る労働衛生（鉱山に
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［労働条件政策課］ 労働時間、休息その他の労
働条件、労働者の保護に関する政策の企画、立
案（雇用環境・均等局及び他課の所掌に属する
ものを除く。）。労働時間、休息（労働基準法の施
行に関すること及び労働基準監督官の行う監督
に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に
属するものを除く。）。労働能率の増進（賃金体
系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に
属するものを除く。）。

［監督課］ 労働条件、産業安全（鉱山における保
安を除く。）、労働衛生、労働者の保護に関する
労働基準監督官の行う監督（労働者についての
じん肺管理区分の決定に関する監督に関するこ
とを含み、鉱山における通気及び災害時の救護
に関する監督に関することを除く。）、家内労働
法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督。
労働契約その他の労働条件、労働者の保護（雇
用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを
除く。）。児童の使用の禁止。労働基準監督官が
司法警察員として行う職務。労働基準監督官を
採用するための試験の実施。都道府県労働局に
おける労働基準局の所掌に係る事務の実施状況
の監察（労災管理課の所掌に属するものを除
く。）。社会保険労務士（年金局の所掌に属する
ものを除く。）。外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律に規定する
労働基準監督官の職権の行使。

［労働関係法課］ 労働契約に関する政策の企画、
立案（雇用環境・均等局の所掌に属するものを
除く。）。労働契約（労働基準法の施行に関する
こと及び労働基準監督官の行う監督に関するこ
と並びに雇用環境・均等局の所掌に属するもの
を除く。）。労働者の団結する権利、団体交渉そ
の他の団体行動をする権利の保障（中央労働委
員会の所掌に属するものを除く。）。労働関係の
調整に関する政策の企画、立案。個別労働関係
紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組
への支援、個別労働関係紛争の解決の促進に関
する法律第 条第２項の規定による情報の提
供その他の必要な措置。

［賃金課］ 賃金の支払及び最低賃金に関する政
策の企画、立案。最低賃金（労働基準監督官の行
う監督に関することを除く。）。賃金体系。退職
手当の保全措置その他の退職手当（退職手当の
支払に関すること及び労働基準監督官の行う監
督に関することを除く。）。

［労災管理課］ 労働基準法の規定による災害補
償、政府が管掌する労働者災害補償保険事業、
石綿による健康被害の救済に関する総合的な企
画、立案、調整（他課の所掌に属するものを除
く。）。特定石綿被害建設業務労働者等給付金等。
都道府県労働局における災害補償、労働者災害
補償保険に係る事務の実施状況の監察。労働保
険特別会計の労災勘定の経理。労働保険特別会
計の労災勘定に属する国有財産の管理、処分、
物品の管理。

［労働保険徴収課］ 労働保険の保険関係の成立、
消滅。労働保険料、労働者災害補償保険の特別
保険料、これらに係る徴収金の徴収。労働保険
事務組合の業務に係る監督。労働保険特別会計
の徴収勘定の経理。石綿による健康被害の救済
に関する法律の規定による一般拠出金、これに
係る徴収金の徴収。

［補償課］ 労働基準法の規定による災害補償の
実施（労働基準監督官の行う監督に関すること
を除く。）。労働者災害補償保険法の規定による

保険給付、これに係る徴収金の徴収（労災保険
業務課の所掌に属するものを除く。）。石綿によ
る健康被害の救済に関する法律の規定による特
別遺族給付金の支給、これに係る徴収金の徴収
（労災保険業務課の所掌に属するものを除く。）。

［労災保険業務課］ 労働者災害補償保険法に基
づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業と
して行われる年金たる特別支給金、労災就学等
援護費の支給。労働者災害補償保険法に基づく
療養の給付、二次健康診断等給付を行う病院、
診療所に対する当該給付に要する費用の支払。
労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関す
る記録の作成。労働保険の保険料の徴収等に関
する法律に規定する労災保険率、第二種特別加
入保険料率、第三種特別加入保険料率、労働者
災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作
成。労働者災害補償保険に関する保険数理、統
計に関する資料の作成。災害補償、労働者災害
補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づ
く特別遺族年金の支給。石綿による健康被害の
救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支
給に関する記録の作成。石綿による健康被害の
救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関
する数理、統計に関する資料の作成。石綿によ
る健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺
族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織。

（安全衛生部）
［計画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。労

働災害防止計画。労働安全衛生法に規定する指
定試験機関、指定コンサルタント試験機関、指
定登録機関の組織、運営一般。中央労働災害防
止協会、労働災害防止協会の組織、運営一般、船
員災害防止協会の監督、助成。独立行政法人労
働者健康安全機構の組織、運営一般。

［安全課］ 産業安全に関する登録型式検定機関
（労働安全衛生法第 条の２第１項に規定す
る登録型式検定機関をいう。以下同じ。）の組織、
運営一般。労働安全衛生法第 条第２項の規定
による計画の届出（労働基準監督官の行う監督
に関することを除く。）。産業安全（鉱山におけ
る保安を除く。）（労働基準監督官の行う監督に
関すること及び化学物質対策課の所掌に属する
ものを除く。）。家内労働者の安全（化学物質対
策課の所掌に属するものを除く。）。

［労働衛生課］ 労働者についてのじん肺管理区
分の決定。労働衛生（鉱山における通気、災害時
の救護に関すること、労働基準監督官の行う監
督に関すること、労災管理課及び化学物質対策
課の所掌に属するものを除く。）。家内労働者の
衛生（化学物質対策課の所掌に属するものを除
く。）。

［化学物質対策課］ 危険物の危険性に係る産業
安全（鉱山における保安を除く。）（労働基準監
督官の行う監督に関することを除く。）。労働安
全衛生法第 条の４、第 条の５に規定する
化学物質についての有害性の調査（労働基準監
督官の行う監督に関することを除く。）。労働者
がさらされる化学物質又は労働者の従事する作
業と労働者の疾病との相関関係を把握するため
の疫学的調査その他の調査。労働衛生に関する
登録型式検定機関の組織、運営一般。労働安全
衛生法第 条の２の規定による通知（労働基準
監督官の行う監督に関することを除く。）。化学
物質による労働者の健康障害を防止するための
指針。有害物の有害性に係る労働衛生（鉱山に

おける通気及び災害時の救護に関すること、労
働基準監督官の行う監督に関すること並びに労
働安全衛生法第７章（第 条及び第 条の２
を除く。）に掲げる措置に関すること並びに労災
管理課の所掌に属するものを除く。）。危険物の
危険性に係る家内労働者の安全。有害物の有害
性に係る家内労働者の衛生。

―職 業 安 定 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。政
府が行う職業紹介、職業指導（人材開発統括官
並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及
び労働市場センター業務室の所掌に属するもの
を除く。）。公共職業安定所の行う業務の指導に
係る事務の調整。都道府県労働局における職業
安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察（雇
用保険課の所掌に属するものを除く。）。生活困
窮者の雇用機会の確保及び職業の安定。雇用管
理の改善（雇用管理の改善に関する政策の企画
及び立案に係る基礎的な調査に関すること並び
に人材開発統括官及び他課の所掌に属するもの
を除く。）。職業紹介事業者の行う職業紹介事業
に係る介護労働者に関する相談援助その他の措
置。

［雇用政策課］ 労働施策の総合的な推進並びに
労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律第 条第１項に規定する基本方針の
策定、推進。労働力需給の調整。職業の安定に関
する政策の企画、立案（他課の所掌に属するも
のを除く。）。雇用量の増加その他雇用量の調整
に関する企画についての関係行政機関との連絡。
雇用に関する情報の収集、分析、その結果の提
供（労働市場センター業務室の所掌に属するも
のを除く。）。

［雇用保険課］ 政府が管掌する雇用保険事業（労
働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に
属するものを除く。）。労働保険特別会計の雇用
勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休
業等給付勘定の経理。労働保険特別会計の雇用
勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休
業等給付勘定に属する国有財産の管理、処分、
物品の管理。国家公務員その他国会の議決を経
た歳出予算によって給与が支給される者に対し
雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手
当の支給。

［需給調整事業課］ 職業紹介、労働者の募集、募
集情報等提供事業、労働者供給事業、労働者派
遣事業の監督（人材開発統括官及び雇用開発企
画課の所掌に属するものを除く。）。派遣労働者、
一の場所において行われる事業の仕事の一部を
請け負う請負人が雇用する労働者（当該場所に
おいて業務に従事する労働者に限る。）の雇用管
理の改善（建設労働者及び港湾労働者に係るも
のを除く。）。労働者派遣を行う事業主、労働者
派遣の役務の提供を受ける者に対する監督（港
湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係
るものを除く。）。政府以外の者の行う労働力の
需要供給の調整を図るための事業の事業主、派
遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言
その他の措置（港湾運送の業務について行う労
働者派遣事業に係るものを除く。）。

［外国人雇用対策課］ 政府が行う外国人の職業
紹介（労働市場センター業務室の所掌に属する
ものを除く。）。外国人の雇用に関する事項につ
いて事業主その他の関係者に対して行う必要な

助言その他の措置。外国人の職業の安定。
［雇用開発企画課］ 次に掲げる事務に関する総
合的な企画、立案、調整。高齢者の雇用の確保、
就業の機会の確保、高年齢者等の再就職の促進
（政府が行う職業紹介及び職業指導に関するこ
とを除く。）。政府が行う障害者の職業紹介、職
業指導（求人及び求職の結合に係る調整に関す
ることを除く。）。障害者の雇用の促進その他の
職業生活における自立の促進。地域雇用開発促
進法第２条第１項に規定する地域雇用開発（人
材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するも
のを除く。）。雇用機会が不足している地域にお
ける雇用機会の確保。高年齢者等、障害者、季節
的に雇用される労働者の職業の安定。
雇用機会の確保（人材開発統括官並びに総務課、
雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属する
ものを除く。）。建設労働者及び港湾労働者の雇
用管理の改善。港湾労働者の募集、港湾運送の
業務について行う労働者派遣事業。高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律第６条第１項に規
定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定。
障害者の雇用の促進等に関する法律第７条第１
項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定。
失業対策。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構の組織、運営一般。港湾労働者、炭鉱労
働者、炭鉱離職者、日雇労働者、就職が困難な者
の職業の安定（総務課の所掌に属するものを除
く。）。

［高齢者雇用対策課］ 高年齢者の雇用の確保、
就業の機会の確保（雇用開発企画課の所掌に属
するものを除く。）。高年齢者等の再就職の促進
（政府が行う職業紹介及び職業指導に関するこ
と並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを
除く。）。高年齢者等の職業の安定（雇用開発企
画課の所掌に属するものを除く。）。

［障害者雇用対策課］ 政府が行う障害者の職業
紹介、職業指導（求人及び求職の結合に係る調
整に関することを除く。）。障害者の雇用の促進
その他の職業生活における自立の促進（雇用開
発企画課の所掌に属するものを除く。）。障害者
の職業の安定（雇用開発企画課の所掌に属する
ものを除く。）。

［地域雇用対策課］ 地域雇用開発促進法第２条
第１項に規定する地域雇用開発（人材開発統括
官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。）。
雇用機会が不足している地域における雇用機会
の確保（農山村に係るものを除く。）。季節的に
雇用される労働者の雇用に関する援護措置。

［労働市場センター業務室］ 求人及び求職の結
合に係る調整。労働市場に関する情報の収集、
連絡。雇用保険の被保険者、これを雇用する事
業主に関する記録の作成。局の所掌事務に関す
る電子計算組織。

―雇用環境・均等局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。個
別労働関係紛争の解決の促進（労働基準局の所
掌に属するものを除く。）。労働時間等の設定の
改善。省の所掌に係る男女共同参画社会の形成
の促進に関する連絡調整。都道府県労働局にお
ける雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施
状況の監察。

［雇用機会均等課］ 雇用の分野における男女の
均等な機会、待遇の確保。職場における労働者
の就業環境を害する言動に起因する問題。家族
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労働問題、家事使用人。女性労働者に特殊な労
働条件（労働基準監督官の行う監督に関するこ
とを除く。）。女性労働者の特性に係る労働問題。
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関
する女性問題（在宅労働課の所掌に属するもの
を除く。）。

［有期・短時間労働課］ 短時間労働者、有機雇用
労働者の福祉の増進。

［職業生活両立課］ 育児又は家族介護を行う労
働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題。

［在宅労働課］ 在宅就労その他の多様な就業形
態を選択する者に係る対策。家内労働者の福祉
の増進（労働基準局の所掌に属するものを除
く。）。

［勤労者生活課］ 勤労者の財産形成の促進。中
小企業退職金共済法の規定による退職金共済。
労働者の福利厚生（労働基準局の所掌に属する
ものを除く。）。労働者協同組合。労働金庫の事
業。

―社 会 ・ 援 護 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。社
会福祉に関する基本的な政策の企画、立案、推
進（福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属する
ものを除く。）。社会福祉事業の発達、改善、調整
（老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌
に属するものを除く。）。共同募金。日本赤十字
社の行う業務。自殺総合対策大綱の作成、推進。
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関す
る制度の企画、立案。

［保護課］ 生活困窮者その他保護を要する者に
対する必要な保護（総務課及び地域福祉課の所
掌に属するものを除く。）。授産施設を経営する
事業の発達、改善、調整。

［地域福祉課］ 地域における社会福祉の増進に
関する企画、立案、調整。社会福祉に関する事業
（社会福祉事業を除く。）の発達、改善、調整（老
健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉
基盤課の所掌に属するものを除く。）。社会福祉
に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支
援。困難な問題を抱える女性への支援に関する
法律の規定による困難な問題を抱える女性の支
援。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律の規定による被害者の保護。生
活福祉資金の貸付事業。公営住宅。住宅地区改
良法第 条の規定による協議。地方改善事業。
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない
者で、野外において生活しているものの保護、
更生。国民生活の保護、指導（障害保健福祉部並
びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除
く。）。社会福祉法第 条第１項に規定する基本
指針（同条第２項第４号に掲げる事項に係る部
分に限る。）の策定。地域における社会福祉に係
る計画（老健局及び障害保健福祉部の所掌に属
するものを除く。）。社会福祉協議会。民生委員。
児童委員（主任児童委員の指名に関することに
限る。）。地域における社会福祉の増進（老健局
及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤
課の所掌に属するものを除く。）。

［福祉基盤課］ 社会福祉施設の設備、運営に関
する調整。社会福祉に関する事業の業務に必要
な知識、技術を有する人材の確保に関する企画、
立案、調整。社会福祉法人の認可、監督（老健局
及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除
く。）。社会福祉法人に関する総括。社会福祉法

第 条第１項に規定する基本指針の策定（地域
福祉課の所掌に属するものを除く。）。都道府県
福祉人材センター、中央福祉人材センター。福
利厚生センター。社会福祉に関する事業に関係
する者の教養、訓練。社会福祉施設職員等退職
手当共済制度。独立行政法人福祉医療機構の行
う業務（他局及び障害保健福祉部の所掌に属す
るものを除く。）。消費生活協同組合の事業。社
会福祉士、介護福祉士。社会福祉主事。社会福祉
に関する事業に係る福祉サービスの評価。社会
福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する
苦情の解決その他適切な事業の実施。

［援護企画課］ 引揚援護、未帰還者及びこれに
類する者（以下「未帰還者等」という。）、戦傷病
者、戦没者遺族、未帰還者留守家族、これらに類
する者の援護に係る事項に関する総合的な企画、
立案、調整。中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律の施行（他局
の所掌に属するものを除く。）。中華人民共和国、
旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地
に引き揚げた者の応急援護、引揚先における更
生、補導。未帰還者等のうち中華人民共和国及
び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあ
るもの（以下「中国旧ソビエト未帰還者等」とい
う。）の状況の調査、身上資料の作成、保管。中
国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理。全国戦
没者追悼式、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式。旧陸
海軍関係者の叙位、叙勲に関する調査。

［援護・業務課］ 内地以外の地域から内地に引
き揚げた者の応急援護、引揚先における更生、
補導（援護企画課の所掌に属するものを除く。）。
戦傷病者、未帰還者留守家族、これらに類する
者の援護。戦没者遺族、これに類する者の援護
に関する企画、立案。引揚者給付金等支給法に
規定する引揚者給付金、遺族給付金の支給。戦
傷病者戦没者遺族等援護法に規定する障害年金、
障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金の支
給。戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に
規定する特別給付金の支給。戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金支給法に規定する特別弔慰金
の支給。戦傷病者等の妻に対する特別給付金支
給法に規定する特別給付金の支給。戦没者の父
母等に対する特別給付金支給法に規定する特別
給付金の支給。戦没者遺族、これに類する者の
援護（援護企画課の所掌に属するものを除く。）。
未帰還者等（中国旧ソビエト未帰還者等を除く。
以下同じ。）の状況の調査、身上資料の作成、保
管。未帰還者等の死亡の処理。旧陸海軍に関す
る復員業務（旧陸海軍関係の死亡者の遺骨、遺
留品の処理に関する業務を除く。）。旧陸海軍に
関する人事資料。旧陸海軍に関する恩給請求書
の進達。旧陸海軍の残務の整理（援護企画課及
び事業課の所掌に属するものを除く。）。

［事業課］ 戦没者の遺骨の収集、墓参、これらに
類する事業（援護企画課の所掌に属するものを
除く。）。旧陸海軍関係の死亡者の遺骨、遺留品
の処理。

（障害保健福祉部）
［企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。障
害者の福祉に関する事業の発達、改善、調整（社
会福祉法第 条第１項の規定による報告の徴
収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所
掌に属するものを除く。）。障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律に規
定する障害支援区分の認定。心身障害者扶養保
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労働問題、家事使用人。女性労働者に特殊な労
働条件（労働基準監督官の行う監督に関するこ
とを除く。）。女性労働者の特性に係る労働問題。
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関
する女性問題（在宅労働課の所掌に属するもの
を除く。）。

［有期・短時間労働課］ 短時間労働者、有機雇用
労働者の福祉の増進。

［職業生活両立課］ 育児又は家族介護を行う労
働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題。

［在宅労働課］ 在宅就労その他の多様な就業形
態を選択する者に係る対策。家内労働者の福祉
の増進（労働基準局の所掌に属するものを除
く。）。

［勤労者生活課］ 勤労者の財産形成の促進。中
小企業退職金共済法の規定による退職金共済。
労働者の福利厚生（労働基準局の所掌に属する
ものを除く。）。労働者協同組合。労働金庫の事
業。

―社 会 ・ 援 護 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。社
会福祉に関する基本的な政策の企画、立案、推
進（福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属する
ものを除く。）。社会福祉事業の発達、改善、調整
（老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌
に属するものを除く。）。共同募金。日本赤十字
社の行う業務。自殺総合対策大綱の作成、推進。
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関す
る制度の企画、立案。

［保護課］ 生活困窮者その他保護を要する者に
対する必要な保護（総務課及び地域福祉課の所
掌に属するものを除く。）。授産施設を経営する
事業の発達、改善、調整。

［地域福祉課］ 地域における社会福祉の増進に
関する企画、立案、調整。社会福祉に関する事業
（社会福祉事業を除く。）の発達、改善、調整（老
健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉
基盤課の所掌に属するものを除く。）。社会福祉
に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支
援。困難な問題を抱える女性への支援に関する
法律の規定による困難な問題を抱える女性の支
援。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律の規定による被害者の保護。生
活福祉資金の貸付事業。公営住宅。住宅地区改
良法第 条の規定による協議。地方改善事業。
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない
者で、野外において生活しているものの保護、
更生。国民生活の保護、指導（障害保健福祉部並
びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除
く。）。社会福祉法第 条第１項に規定する基本
指針（同条第２項第４号に掲げる事項に係る部
分に限る。）の策定。地域における社会福祉に係
る計画（老健局及び障害保健福祉部の所掌に属
するものを除く。）。社会福祉協議会。民生委員。
児童委員（主任児童委員の指名に関することに
限る。）。地域における社会福祉の増進（老健局
及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤
課の所掌に属するものを除く。）。

［福祉基盤課］ 社会福祉施設の設備、運営に関
する調整。社会福祉に関する事業の業務に必要
な知識、技術を有する人材の確保に関する企画、
立案、調整。社会福祉法人の認可、監督（老健局
及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除
く。）。社会福祉法人に関する総括。社会福祉法

第 条第１項に規定する基本指針の策定（地域
福祉課の所掌に属するものを除く。）。都道府県
福祉人材センター、中央福祉人材センター。福
利厚生センター。社会福祉に関する事業に関係
する者の教養、訓練。社会福祉施設職員等退職
手当共済制度。独立行政法人福祉医療機構の行
う業務（他局及び障害保健福祉部の所掌に属す
るものを除く。）。消費生活協同組合の事業。社
会福祉士、介護福祉士。社会福祉主事。社会福祉
に関する事業に係る福祉サービスの評価。社会
福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する
苦情の解決その他適切な事業の実施。

［援護企画課］ 引揚援護、未帰還者及びこれに
類する者（以下「未帰還者等」という。）、戦傷病
者、戦没者遺族、未帰還者留守家族、これらに類
する者の援護に係る事項に関する総合的な企画、
立案、調整。中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律の施行（他局
の所掌に属するものを除く。）。中華人民共和国、
旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地
に引き揚げた者の応急援護、引揚先における更
生、補導。未帰還者等のうち中華人民共和国及
び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあ
るもの（以下「中国旧ソビエト未帰還者等」とい
う。）の状況の調査、身上資料の作成、保管。中
国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理。全国戦
没者追悼式、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式。旧陸
海軍関係者の叙位、叙勲に関する調査。

［援護・業務課］ 内地以外の地域から内地に引
き揚げた者の応急援護、引揚先における更生、
補導（援護企画課の所掌に属するものを除く。）。
戦傷病者、未帰還者留守家族、これらに類する
者の援護。戦没者遺族、これに類する者の援護
に関する企画、立案。引揚者給付金等支給法に
規定する引揚者給付金、遺族給付金の支給。戦
傷病者戦没者遺族等援護法に規定する障害年金、
障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金の支
給。戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に
規定する特別給付金の支給。戦没者等の遺族に
対する特別弔慰金支給法に規定する特別弔慰金
の支給。戦傷病者等の妻に対する特別給付金支
給法に規定する特別給付金の支給。戦没者の父
母等に対する特別給付金支給法に規定する特別
給付金の支給。戦没者遺族、これに類する者の
援護（援護企画課の所掌に属するものを除く。）。
未帰還者等（中国旧ソビエト未帰還者等を除く。
以下同じ。）の状況の調査、身上資料の作成、保
管。未帰還者等の死亡の処理。旧陸海軍に関す
る復員業務（旧陸海軍関係の死亡者の遺骨、遺
留品の処理に関する業務を除く。）。旧陸海軍に
関する人事資料。旧陸海軍に関する恩給請求書
の進達。旧陸海軍の残務の整理（援護企画課及
び事業課の所掌に属するものを除く。）。

［事業課］ 戦没者の遺骨の収集、墓参、これらに
類する事業（援護企画課の所掌に属するものを
除く。）。旧陸海軍関係の死亡者の遺骨、遺留品
の処理。

（障害保健福祉部）
［企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。障

害者の福祉に関する事業の発達、改善、調整（社
会福祉法第 条第１項の規定による報告の徴
収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所
掌に属するものを除く。）。障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律に規
定する障害支援区分の認定。心身障害者扶養保

険事業。心身障害者扶養共済制度の助長。特別
児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手
当、国民年金法等の一部を改正する法律第７条
の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支
給に関する法律第 条に規定する福祉手当。障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律の規定による業務管理体制の整備
に関する監督。障害者支援施設又は障害福祉サ
ービス事業（療養介護、生活介護、自立訓練、就
労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限
る。）を行う施設において提供された障害福祉サ
ービスに要する費用の監査。身体障害者更生相
談所、身体障害者福祉司、知的障害者更生相談
所、知的障害者福祉司。身体障害者手帳。補装
具。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律の規定による障害者の日常
生活上の便宜を図るための用具の給付、貸与。
福祉用具の研究、開発、普及の促進、適切な利用
の確保（老健局の所掌に属するものを除く。）。
障害者の社会経済活動への参加の促進（職業安
定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを
除く。）。精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律第 条の６、第 条の５の規定による報
告徴収等の事務、同法を施行するため都道府県
知事が行う事務についての監査。アルコール健
康障害対策推進計画の策定、推進。国立障害者
リハビリテーションセンターの組織、運営一般。

［障害福祉課］ 身体障害者の福祉の増進（企画
課の所掌に属するものを除く。）。知的障害者の
福祉の増進（企画課の所掌に属するものを除
く。）。精神障害者（知的障害者を除く。以下同
じ。）の福祉の増進（企画課の所掌に属するもの
を除く。）。障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律の規定による障害
者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保
護、自立の支援、養護者に対する支援（他局の所
掌に属するものを除く。）。身体障害者、知的障
害者、精神障害者の福祉に関する事業の発達、
改善、調整（社会福祉法人の認可及び監督に関
することを除く。）。授産事業に関する企画、調
査、調整。

［精神・障害保健課］ 障害者の保健の向上（企画
課の所掌に属するものを除く。）。精神保健福祉
士。公認心理師に関する事務のうち省の所掌に
係るもの。国民の精神的健康の増進。

―老 健 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。介
護保険制度に関する基本的な企画、立案。老人
の福祉、保健、介護保険に関する調査、研究の総
括。介護保険の数理、統計。老人福祉法の規定に
よる福祉の措置の実施に関する監査。老人福祉
法第 条の２第１項の規定による緊急時にお
ける事務執行。介護保険法第 条第１項、第２
項の規定による帳簿書類等の提示等。介護保険
法第 条第２項、第 条第３項の規定によ
る指示。介護保険法の規定による業務管理体制
の整備に関する監督。介護保険法第 条の規
定による報告の徴収等（同条第１項及び第２項
の規定によるものに限る。）。介護保険法第
条の３第１項の規定による緊急時における事務
執行。

［介護保険計画課］ 介護保険事業に関する企画、
立案（他課の所掌に属するものを除く。）。介護
保険法に規定する基本指針、介護保険事業計画。

老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その
他の老人の福祉の増進（他課の所掌に属するも
のを除く。）。介護保険に関する保険者、都道府
県に対する助成（認知症施策・地域介護推進課
の所掌に属するものを除く。）。介護保険に関す
る医療保険者の納付金。社会保険診療報酬支払
基金の行う業務（介護保険法第 条第２項に
規定する介護保険関係業務に関することに限
る。）。国民健康保険団体連合会の行う業務（介
護保険法第 条に規定する介護保険事業関係
業務に関することに限る。）。

［高齢者支援課］ 老人福祉法の規定による老人
福祉施設の規制（総務課及び認知症施策・地域
介護推進課の所掌に属するものを除く。）。老人
福祉法に規定する有料老人ホーム。老人の福祉
に関する事業を行うことを主たる目的とする社
会福祉法人の認可、監督（社会福祉法第 条第
１項の規定による報告の徴収、検査に関するこ
とを除く。）。障害がある老人の日常生活上の便
宜を図るための住宅の改善。福祉用具の研究、
開発、普及の促進、適切な利用の確保（老人に係
るものに限る。）。老人の福祉又は保健に関する
事業の用に供する施設の整備。高齢者の居住の
安定確保に関する法律に規定する基本方針、都
道府県高齢者居住安定確保計画、市町村高齢者
居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住
宅事業。高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に
対する支援等に関する法律の規定による高齢者
虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護、
養護者に対する支援。

［認知症施策・地域介護推進課］ 介護保険法第
５条の２第１項に規定する認知症に関する施策
の企画、立案、調整、推進。老人の福祉、保健、
介護保険に関する事業の発達、改善、調整（総務
課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除
く。）。老人の福祉、保健、介護保険に関する事業
の業務に必要な知識、技術を有する人材の確保。
老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業、
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、
老人介護支援センターの規制。老人福祉法に規
定する老人健康保持事業、老人クラブ。介護保
険法に規定する市町村特別給付、保健福祉事業。
介護保険法に規定する地域支援事業（他課の所
掌に属するものを除く。）。介護保険法第 条
の２の規定による交付。

［老人保健課］ 老人の保健の向上（他課の所掌
に属するものを除く。）。介護保険法に規定する
要介護認定、要支援認定。介護保険法に規定す
る指定居宅サービスに要する費用の額の基準、
指定地域密着型サービスに要する費用の額の基
準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、
指定施設サービス等に要する費用の額の基準、
指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用
の額の基準、指定介護予防支援に要する費用の
額の基準。介護保険法に規定する居宅介護サー
ビス費等区分支給限度基準額、介護予防サービ
ス費等区分支給限度基準額。介護保険法に規定
する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、
居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防
福祉用具購入費支給限度基準額、介護予防住宅
改修費支給限度基準額。介護保険法に規定する
食費の基準費用額、居住費の基準費用額。介護
保険法の規定による保険給付に係る請求、審査、
支払。
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―保 険 局―

［総務課］ 医療保険制度、後期高齢者医療制度
に関する総合的な企画、立案（医療介護連携政
策課の所掌に属するものを除く。）。医療保険制
度の調整（他課の所掌に属するものを除く。）。
社会保険審査官、社会保険審査会の庶務。年金
特別会計の健康勘定、年金特別会計の業務勘定
のうち特別保健福祉事業の経理。年金特別会計
の健康勘定に属する国有財産の管理、処分、物
品の管理。

［保険課］ 健康保険事業の企画、立案。船員保険
事業の企画、立案。全国健康保険協会の行う業
務。健康保険組合、健康保険組合連合会の行う
業務。社会保険診療報酬支払基金の行う業務（流
行初期医療確保措置関係業務、特定 型肝炎ウ
イルス感染者給付金等支給関係業務、支払基金
電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療
機関等情報化補助業務及び連結情報提供に関す
ること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に
属するものを除く。）。健康保険法第 条の規
定による報告の徴収、指示。

［国民健康保険課］ 国民健康保険事業の企画、
立案。国民健康保険の保険者、国民健康保険団
体連合会の行う業務（高齢者医療関係業務、連
合会電子処方箋管理業務、介護保険事業関係業
務及び連結情報提供に関すること並びに医療課
の所掌に属するものを除く。）。

［高齢者医療課］ 後期高齢者医療制度の企画、
立案。後期高齢者医療広域連合の行う業務（医
療課及び調査課の所掌に属するものを除く。）。
後期高齢者医療制度において市町村が処理する
事務。後期高齢者医療制度に関する都道府県に
対する助成。高齢者の医療の確保に関する法律
（以下「高齢者医療確保法」という。）第 条
第１項に規定する後期高齢者支援金等（調査課
の所掌に属するものを除く。）。医療保険制度の
調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保
険者間の費用負担の調整。社会保険診療報酬支
払基金の行う業務（高齢者医療確保法第 条
第３項に規定する高齢者医療制度関係業務に関
することに限る。）。国民健康保険団体連合会の
行う業務（高齢者医療確保法第 条に規定す
る高齢者医療関係業務に関することに限る。）。
特別保健福祉事業。

［医療介護連携政策課］ 保健医療の普及、向上
に関する事業、健康保険事業、船員保険事業、国
民健康保険事業、後期高齢者医療に係る事業と
老人の福祉、保健、介護保険に関する事業との
連携。社会保険診療報酬、訪問看護療養費、家族
訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画、
立案。高齢者医療確保法に規定する医療費適正
化基本方針、全国医療費適正化計画、都道府県
医療費適正化計画、特定健康診査等基本指針、
特定健康診査等実施計画。社会保険診療報酬支
払基金の行う業務（医療機関等情報化補助業務
に関すること（医政局及び医薬局の所掌に属す
るものを除く。）に限る。）。

［医療課］ 健康保険事業、船員保険事業、国民健
康保険事業、後期高齢者医療制度に係る療養に
関する監督。社会保険診療報酬、訪問看護療養
費、家族訪問看護療養費。保険医療機関、保険薬
局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ
の他医療保険事業の療養担当者に対する監督。
全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国
民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う

福祉事業、保健事業の医療に関する医療技術上
の監督。社会保険診療報酬支払基金の審査委員
会、特別審査委員会、国民健康保険団体連合会
の審査委員会、国民健康保険法第 条第６項の
規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置
される診療報酬の審査に関する組織。医療保険
関係法令による医療に関する団体との連絡。中
央社会保険医療協議会、地方社会保険医療協議
会の庶務。

［調査課］ 健康保険、船員保険、国民健康保険、
後期高齢者医療制度の数理、統計（年金局の所
掌に属するものを除く。）。医療保険制度の調整
のための統計数理的調査。

―年 金 局―

［総務課］ 年金制度に関する総合的な企画、立
案（国際年金課の所掌に属するものを除く。）。
年金制度の調整。局の所掌事務に関する総合調
整。

［年金課］ 政府が管掌する厚生年金保険事業に
関する企画、立案（他課の所掌に属するものを
除く。）。政府が管掌する国民年金事業に関する
企画、立案（他課の所掌に属するものを除く。）。
政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金
（国民年金基金連合会（国民年金法の規定によ
り業務を行う場合に限る。）を含む。以下同じ。）
に関する制度の調整。年金生活者支援給付金の
支給に関する法律に基づく事業に関する企画、
立案（事業企画課及び事業管理課の所掌に属す
るものを除く。）。

［国際年金課］ 年金制度（外国との社会保障に
関する協定に定めるものに限る。）に関する総合
的な企画、立案。政府が管掌する厚生年金保険
事業、国民年金事業の実施（外国との社会保障
に関する協定の実施に係るものに限る。）。政府
が管掌する厚生年金保険事業、国民年金事業の
うち外国人に係るものに関する企画、立案。外
国の年金制度に関する調査、研究。

［資金運用課］ 政府が管掌する厚生年金保険事
業、国民年金事業の運営の安定のための資金運
用に関する制度の企画、立案。年金積立金管理
運用独立行政法人の行う業務。

［企業年金・個人年金課］ 確定給付企業年金（企
業年金連合会を含む。以下同じ。）、石炭鉱業年
金基金、確定拠出年金、国民年金基金に関する
制度の企画、立案。確定給付企業年金、石炭鉱業
年金基金、国民年金基金に関する制度の数理。
石炭鉱業年金基金、国民年金基金に対する監督、
助成。確定給付企業年金事業（企業年金連合会
の事業を含む。）、確定拠出年金事業に関する監
督。

［数理課］ 年金制度（省の所掌に属するものに
限る。以下同じ。）の数理（企業年金・個人年金
課の所掌に属するものを除く。）。年金制度の企
画、立案のための統計数理的調査。

［事業企画課］ 政府が管掌する厚生年金保険事
業、国民年金事業、全国健康保険協会が管掌す
る健康保険、船員保険の事業のうち健康保険法
第５条第２項若しくは第 条第２項又は船員
保険法第４条第２項の規定により厚生労働大臣
が行う業務、年金生活者支援給付金の支給に関
する法律に基づく事業（以下、「政府管掌年金事
業等」という。）の実施に関する総合的な企画、
立案、調整（国際年金課の所掌に属するものを
除く。）。政府が管掌する厚生年金保険、国民年
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―保 険 局―

［総務課］ 医療保険制度、後期高齢者医療制度
に関する総合的な企画、立案（医療介護連携政
策課の所掌に属するものを除く。）。医療保険制
度の調整（他課の所掌に属するものを除く。）。
社会保険審査官、社会保険審査会の庶務。年金
特別会計の健康勘定、年金特別会計の業務勘定
のうち特別保健福祉事業の経理。年金特別会計
の健康勘定に属する国有財産の管理、処分、物
品の管理。

［保険課］ 健康保険事業の企画、立案。船員保険
事業の企画、立案。全国健康保険協会の行う業
務。健康保険組合、健康保険組合連合会の行う
業務。社会保険診療報酬支払基金の行う業務（流
行初期医療確保措置関係業務、特定 型肝炎ウ
イルス感染者給付金等支給関係業務、支払基金
電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療
機関等情報化補助業務及び連結情報提供に関す
ること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に
属するものを除く。）。健康保険法第 条の規
定による報告の徴収、指示。

［国民健康保険課］ 国民健康保険事業の企画、
立案。国民健康保険の保険者、国民健康保険団
体連合会の行う業務（高齢者医療関係業務、連
合会電子処方箋管理業務、介護保険事業関係業
務及び連結情報提供に関すること並びに医療課
の所掌に属するものを除く。）。

［高齢者医療課］ 後期高齢者医療制度の企画、
立案。後期高齢者医療広域連合の行う業務（医
療課及び調査課の所掌に属するものを除く。）。
後期高齢者医療制度において市町村が処理する
事務。後期高齢者医療制度に関する都道府県に
対する助成。高齢者の医療の確保に関する法律
（以下「高齢者医療確保法」という。）第 条
第１項に規定する後期高齢者支援金等（調査課
の所掌に属するものを除く。）。医療保険制度の
調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保
険者間の費用負担の調整。社会保険診療報酬支
払基金の行う業務（高齢者医療確保法第 条
第３項に規定する高齢者医療制度関係業務に関
することに限る。）。国民健康保険団体連合会の
行う業務（高齢者医療確保法第 条に規定す
る高齢者医療関係業務に関することに限る。）。
特別保健福祉事業。

［医療介護連携政策課］ 保健医療の普及、向上
に関する事業、健康保険事業、船員保険事業、国
民健康保険事業、後期高齢者医療に係る事業と
老人の福祉、保健、介護保険に関する事業との
連携。社会保険診療報酬、訪問看護療養費、家族
訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画、
立案。高齢者医療確保法に規定する医療費適正
化基本方針、全国医療費適正化計画、都道府県
医療費適正化計画、特定健康診査等基本指針、
特定健康診査等実施計画。社会保険診療報酬支
払基金の行う業務（医療機関等情報化補助業務
に関すること（医政局及び医薬局の所掌に属す
るものを除く。）に限る。）。

［医療課］ 健康保険事業、船員保険事業、国民健
康保険事業、後期高齢者医療制度に係る療養に
関する監督。社会保険診療報酬、訪問看護療養
費、家族訪問看護療養費。保険医療機関、保険薬
局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ
の他医療保険事業の療養担当者に対する監督。
全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国
民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う

福祉事業、保健事業の医療に関する医療技術上
の監督。社会保険診療報酬支払基金の審査委員
会、特別審査委員会、国民健康保険団体連合会
の審査委員会、国民健康保険法第 条第６項の
規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置
される診療報酬の審査に関する組織。医療保険
関係法令による医療に関する団体との連絡。中
央社会保険医療協議会、地方社会保険医療協議
会の庶務。

［調査課］ 健康保険、船員保険、国民健康保険、
後期高齢者医療制度の数理、統計（年金局の所
掌に属するものを除く。）。医療保険制度の調整
のための統計数理的調査。

―年 金 局―

［総務課］ 年金制度に関する総合的な企画、立
案（国際年金課の所掌に属するものを除く。）。
年金制度の調整。局の所掌事務に関する総合調
整。

［年金課］ 政府が管掌する厚生年金保険事業に
関する企画、立案（他課の所掌に属するものを
除く。）。政府が管掌する国民年金事業に関する
企画、立案（他課の所掌に属するものを除く。）。
政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金
（国民年金基金連合会（国民年金法の規定によ
り業務を行う場合に限る。）を含む。以下同じ。）
に関する制度の調整。年金生活者支援給付金の
支給に関する法律に基づく事業に関する企画、
立案（事業企画課及び事業管理課の所掌に属す
るものを除く。）。

［国際年金課］ 年金制度（外国との社会保障に
関する協定に定めるものに限る。）に関する総合
的な企画、立案。政府が管掌する厚生年金保険
事業、国民年金事業の実施（外国との社会保障
に関する協定の実施に係るものに限る。）。政府
が管掌する厚生年金保険事業、国民年金事業の
うち外国人に係るものに関する企画、立案。外
国の年金制度に関する調査、研究。

［資金運用課］ 政府が管掌する厚生年金保険事
業、国民年金事業の運営の安定のための資金運
用に関する制度の企画、立案。年金積立金管理
運用独立行政法人の行う業務。

［企業年金・個人年金課］ 確定給付企業年金（企
業年金連合会を含む。以下同じ。）、石炭鉱業年
金基金、確定拠出年金、国民年金基金に関する
制度の企画、立案。確定給付企業年金、石炭鉱業
年金基金、国民年金基金に関する制度の数理。
石炭鉱業年金基金、国民年金基金に対する監督、
助成。確定給付企業年金事業（企業年金連合会
の事業を含む。）、確定拠出年金事業に関する監
督。

［数理課］ 年金制度（省の所掌に属するものに
限る。以下同じ。）の数理（企業年金・個人年金
課の所掌に属するものを除く。）。年金制度の企
画、立案のための統計数理的調査。

［事業企画課］ 政府が管掌する厚生年金保険事
業、国民年金事業、全国健康保険協会が管掌す
る健康保険、船員保険の事業のうち健康保険法
第５条第２項若しくは第 条第２項又は船員
保険法第４条第２項の規定により厚生労働大臣
が行う業務、年金生活者支援給付金の支給に関
する法律に基づく事業（以下、「政府管掌年金事
業等」という。）の実施に関する総合的な企画、
立案、調整（国際年金課の所掌に属するものを
除く。）。政府が管掌する厚生年金保険、国民年

金の被保険者等に関する記録の管理（事業管理
課の所掌に属するものを除く。）。政府管掌年金
事業等の実施に関する事務の処理に関する電子
計算組織の整備、管理。政府管掌年金事業等の
統計、政府管掌年金事業等の運営のための統計
数理的調査。政府管掌年金事業等の実施に関す
る事務についての監査。社会保険労務士（社会
保険労務士法別表第２第２号１に規定する社会
保険諸法令に関する業務に係るものに限る。）。
年金委員。日本年金機構の組織、運営一般。年金
特別会計の経理。年金特別会計に属する国有財
産の管理、処分、物品の管理。

［事業管理課］ 政府管掌年金事業等の実施（国
際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを
除く。）。政府が管掌する国民年金事業、全国健
康保険協会が管掌する健康保険の事業、年金生
活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事
業の実施に関し市町村が処理する事務。厚生年
金保険法第 条の２第１項の規定による厚生
年金保険原簿（同法第 条に規定する原簿をい
う。）の訂正の請求、国民年金法第 条の２第
１項の規定による国民年金原簿（同法第 条に
規定する国民年金原簿をいう。）の訂正の請求。
子ども・子育て支援法第 条第１項（第１号に
係る部分に限る。）の規定による拠出金の徴収。

―人 材 開 発 統 括 官―

［人材開発統括官］ 公共職業訓練。技能検定。事
業主その他の関係者による職業能力の開発、向
上の促進、労働者の自発的な職業能力の開発、
向上（労働基準局の所掌に属するものを除く。）。
勤労青少年の福祉の増進。学生、生徒、学校卒業
者の職業紹介、職業指導についての職業安定機
関と学校、関係行政機関との間における連絡、
援助、協力。職業安定法第 条の２の規定によ
る無料職業紹介事業。青少年の雇用の促進等に
関する法律第 条第１項に規定する青少年雇
用情報の提供。学校卒業者その他これに類する
者の雇用機会の確保。学校卒業者その他これに
類する者の雇用管理の改善（建設労働者及び港
湾労働者に係るものを除く。）。介護労働者の雇
用管理の改善等に関する法律第 条第２項に
規定する介護労働安定センターの組織、運営一
般。

［参事官］ 人材開発統括官のつかさどる職務の
補助。

―政 策 統 括 官―

［政策統括官］ 社会保障制度に関する総合的か
つ基本的な政策の企画、立案、推進。少子高齢社
会への総合的な対応に関する関係行政機関の事
務の調整。省の所掌事務に関する総合的かつ基
本的な政策の企画、立案。政策の企画、立案の調
整。政策の評価。行政の考査。年次報告書。経済
問題に関する総合的な分析、見通しの作成、産
業労働事情の調査。労働組合その他労働に関す
る団体に係る連絡調整。労働関係の調整（中央
労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均
等局の所掌に属するものを除く。）。人口政策。
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計（他
局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除
く。）。国立国会図書館支部厚生労働省図書館。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織、
運営一般。省の所掌事務に係る資料その他の情
報の収集、分析、これらの結果の提供（他局及び

人材開発統括官の所掌に属するものを除く。）。
省の情報システムの整備、管理（他局の所掌に
属するものを除く。）。厚生行政科学研究事業に
係る補助。社会保障審議会の庶務（大臣官房及
び他局の所掌に属するものを除く。）。労働政策
審議会の庶務（他局及び人材開発統括官の所掌
に属するものを除く。）。厚生労働省設置法第３
条第１項、第２項の任務に関連する特定の内閣
の重要政策について、閣議決定された基本的な
方針に基づく行政各部の施策の統一を図るため
に必要な企画、立案、総合調整。

［参事官］ 政策統括官のつかさどる職務の補助。 
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中央労働委員会

［総務課］ 機密。事務局の職員の給与、服務その
他の人事（任免及び懲戒を除く。）、教養、訓練。
会長、事務局長の官印、委員会、事務局の公印の
保管。事務局の機構、定員。公文書類の接受、発
送、編集、保存。公文書類の審査、進達。規則案
の作成。情報の公開。個人情報の保護。事務局の
所掌事務に関する総合調整。広報。官報掲載。経
費、収入の予算、決算、会計、地方事務所の会計
の監査。行政財産、物品の管理。庁内の管理。建
築物の営繕。事務局の職員の衛生、医療その他
の福利厚生。会議の庶務（審査課の所掌に属す
るものを除く。）。あっせん員候補者、臨時のあ
っせん員の委嘱、あっせん員、調停委員、仲裁委
員の指名。労働争議のあっせん、調停、仲裁のた
めに必要な賃金等に関する調査（労働争議の実
情調査を除く。）、労働組合法第 条第２項の規
定により公益委員が行う調査（不当労働行為に
関する調査及び労働争議の実情調査を除く。）。

［審査課］ 不当労働行為に係る事務に関する連
絡調整。会議（公益委員のみで行うものに限る。）
の庶務。労働組合の資格審査、これに係る再審
査。労働組合法第５条第１項の規定による立証、
同法第 条第１項の規定による証明。労働組合
法第 条の規定による決議。行政執行法人の職
員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、
審問、事実認定、命令、和解。不当労働行為に関
する裁判所に対する通知、訴訟。行政執行法人
の労働関係に関する法律第４条第２項の規定に
よる認定、告示、同条第４項の規定による通知
の受理。労働組合の資格審査、これに係る再審
査、労働組合法第５条第１項の規定による立証、
同法第 条第１項の規定による証明、労働組合
法第 条の規定による決議、不当労働行為に関
する調査、審問、事実認定、命令、和解、裁判所
に対する通知、訴訟、労働関係調整法第 条の
規定による請求に関する都道府県労働委員会の
事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言、委
員、事務局職員の研修その他の援助、管轄の指
定。

［調整第一課］ 労働関係調整法第９条の規定に
よる届出の受理、同法第 条の規定による通知
の受理、労働争議のあっせん、調停、仲裁の申
請、請求の受理。労働関係調整法第 条の２第
２項の規定による緊急調整の決定に関する委員
会の意見。労働争議のあっせん、調停、仲裁の事
務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に
関する報告の徴収、勧告、助言、委員、事務局職
員の研修その他の援助、管轄の指定。地方調整
委員、特別調整委員、あっせん員候補者、調停委
員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡。
労働争議の実情調査、あっせん、調停、仲裁（総
務課及び調整第二課の所掌に属するものを除
く。）。事務局の行う労働争議に関する事務で調
整第二課の所掌に属しないもの。都道府県労働
委員会が行う場合における個別労働関係紛争の
解決の促進に関する事務についての助言、指導。

［調整第二課］ 特別の法律により特別の設立行
為をもって設立された法人（独立行政法人通則
法第２条第４項に規定する行政執行法人を除
く。）、日本国有鉄道改革法第 条第１項の規定
により指定された法人の行う事業に関する労働
争議の実情調査、あっせん、調停、仲裁に関する
事務（総務課の所掌に属するものを除く。）。

［審査総括官］ 不当労働行為に関する調査、審
問、事実認定、命令、和解、再審査に関する事務
（審査課の所掌に属するものを除く。）。
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中央労働委員会

［総務課］ 機密。事務局の職員の給与、服務その
他の人事（任免及び懲戒を除く。）、教養、訓練。
会長、事務局長の官印、委員会、事務局の公印の
保管。事務局の機構、定員。公文書類の接受、発
送、編集、保存。公文書類の審査、進達。規則案
の作成。情報の公開。個人情報の保護。事務局の
所掌事務に関する総合調整。広報。官報掲載。経
費、収入の予算、決算、会計、地方事務所の会計
の監査。行政財産、物品の管理。庁内の管理。建
築物の営繕。事務局の職員の衛生、医療その他
の福利厚生。会議の庶務（審査課の所掌に属す
るものを除く。）。あっせん員候補者、臨時のあ
っせん員の委嘱、あっせん員、調停委員、仲裁委
員の指名。労働争議のあっせん、調停、仲裁のた
めに必要な賃金等に関する調査（労働争議の実
情調査を除く。）、労働組合法第 条第２項の規
定により公益委員が行う調査（不当労働行為に
関する調査及び労働争議の実情調査を除く。）。

［審査課］ 不当労働行為に係る事務に関する連
絡調整。会議（公益委員のみで行うものに限る。）
の庶務。労働組合の資格審査、これに係る再審
査。労働組合法第５条第１項の規定による立証、
同法第 条第１項の規定による証明。労働組合
法第 条の規定による決議。行政執行法人の職
員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、
審問、事実認定、命令、和解。不当労働行為に関
する裁判所に対する通知、訴訟。行政執行法人
の労働関係に関する法律第４条第２項の規定に
よる認定、告示、同条第４項の規定による通知
の受理。労働組合の資格審査、これに係る再審
査、労働組合法第５条第１項の規定による立証、
同法第 条第１項の規定による証明、労働組合
法第 条の規定による決議、不当労働行為に関
する調査、審問、事実認定、命令、和解、裁判所
に対する通知、訴訟、労働関係調整法第 条の
規定による請求に関する都道府県労働委員会の
事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言、委
員、事務局職員の研修その他の援助、管轄の指
定。

［調整第一課］ 労働関係調整法第９条の規定に
よる届出の受理、同法第 条の規定による通知
の受理、労働争議のあっせん、調停、仲裁の申
請、請求の受理。労働関係調整法第 条の２第
２項の規定による緊急調整の決定に関する委員
会の意見。労働争議のあっせん、調停、仲裁の事
務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に
関する報告の徴収、勧告、助言、委員、事務局職
員の研修その他の援助、管轄の指定。地方調整
委員、特別調整委員、あっせん員候補者、調停委
員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡。
労働争議の実情調査、あっせん、調停、仲裁（総
務課及び調整第二課の所掌に属するものを除
く。）。事務局の行う労働争議に関する事務で調
整第二課の所掌に属しないもの。都道府県労働
委員会が行う場合における個別労働関係紛争の
解決の促進に関する事務についての助言、指導。

［調整第二課］ 特別の法律により特別の設立行
為をもって設立された法人（独立行政法人通則
法第２条第４項に規定する行政執行法人を除
く。）、日本国有鉄道改革法第 条第１項の規定
により指定された法人の行う事業に関する労働
争議の実情調査、あっせん、調停、仲裁に関する
事務（総務課の所掌に属するものを除く。）。

［審査総括官］ 不当労働行為に関する調査、審
問、事実認定、命令、和解、再審査に関する事務
（審査課の所掌に属するものを除く。）。

 
農林水産省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官及び
事務次官の官印並びに省印の保管。機構及び定
員。職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事
並びに教養及び訓練。省の事務能率の増進。職
員の衛生、医療その他の福利厚生。国家公務員
共済組合法第３条第１項の規定により省に設け
られた共済組合。恩給に関する連絡事務。栄典
の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式。農
林水産研修所の行う研修。

［文書課］ 法令案その他の公文書類の審査及び
進達。官報掲載。省の所掌事務に関する総合調
整（輸出・国際局及び政策課の所掌に属するも
のを除く。）。国会との連絡。

［予算課］ 省の所掌に係る経費及び収入の予算、
決算及び会計。省所管の国有財産の管理及び処
分並びに物品の管理。食料安定供給特別会計の
業務勘定の経理。食料安定供給特別会計の業務
勘定に属する物品の管理。東日本大震災復興特
別会計の経理のうち省の所掌に係るもの。東日
本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理
及び処分並びに物品の管理のうち省の所掌に係
るもの。省所管の建築物の営繕。職員（省の所管
する独立行政法人の職員を含む。）に貸与する宿
舎。庁内の管理。

［政策課］ 省の所掌事務に関する基本的な政策
の企画及び立案。食料の安定供給の確保に関す
る政策（食品衛生に係るものを除く。）の企画及
び立案（新事業・食品産業部の所掌に属するも
のを除く。）。食料自給率の目標。食料の需給の
見通し。省の所掌事務に係る物資についての物
価対策に関する事務のうち省の所掌に係るもの
の総括。農林水産政策研究所の組織及び運営一
般。食料・農業・農村政策審議会の庶務。閣議決
定された基本的方針に基づく行政各部の施策の
統一を図るために必要な企画、立案、総合調整
（輸出・国際局の所掌に属するものを除く。）。

［広報評価課］ 広報。省の所掌事務に関する政
策の評価。省の所掌事務に係る情報の収集、整
理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立
案並びに推進。省の保有する情報の公開。省の
保有する個人情報の保護。公文書類の接受、発
送、編集及び保存。

［地方課］ 地方農政局及び北海道農政事務所の
所掌事務の運営に関する総合的監督。省とその
地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調
整。地方農政局及び北海道農政事務所の職員の
人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事
務の取りまとめ。地方農政局及び北海道農政事
務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめ。
地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算
の調整及び配賦。地方農政局及び北海道農政事
務所を通じた本省の施策の周知徹底。省の所掌
事務に関する地方情勢に関する調査。省の所掌
事務に係る災害対策に関する事務の総括。

［環境バイオマス政策課］ 省の所掌事務に係る
環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立
案。省の所掌事務に係るバイオマス（動植物に
由来する有機物である資源をいう。）その他の
資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策
の企画及び立案。独立行政法人環境再生保全機
構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第

条第１項第３号及び第４号に掲げる業務、これ
らに附帯する業務。

（新事業・食品産業部）
［新事業・食品産業政策課］ 農林水産業及び食

品産業その他の省の所掌に係る事業に関する新
たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及
び立案並びに推進（農村振興局の所掌に属する
ものを除く。）。食品産業その他の省の所掌に
係る事業に関する政策の企画及び立案。食品産
業その他の省の所掌に係る事業の振興のための
金融上の措置に関する事務の連絡調整。食品産
業その他の省の所掌に係る事業に関する税制に
関する調整。食品産業その他の省の所掌に係る
事業に関する外資導入に関する事務の総括。食
品産業その他の省の所掌に係る事業に関する技
術の改良及び発達に関する事務の総括。商品市
場における取引及び商品投資の監督に関する事
務のうち省の所掌に係るもの（協同組合等検査
に関することを除く。）。食料の生産及び流通
の合理化に関する総合的な政策の企画及び立
案。省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改
善及び調整に関する事務の総括（消費・安全局
の所掌に属するものを除く。）。

［食品流通課］ 省の所掌に係る卸売業及び小売
業の合理化。省の所掌に係る卸売業及び小売業
を営む中小企業の育成及び発展。省の所掌に係
る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関
する事務の総括（新事業・食品産業政策課及び
外食・食文化課の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る物資の流通の増
進、改善及び調整に関する事務の総括。中央卸
売市場の監督その他卸売市場に関すること。
（協同組合等検査に関することを除く。）。

［食品製造課］ 省の所掌に係る製造業の合理
化。省の所掌に係る製造業を営む中小企業の育
成及び発展。省の所掌に係る製造業の発達、改
善及び調整に関する事務の総括（新事業・食品
産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属する
ものを除く。）。飲食料品及び油脂の生産、流
通及び消費の増進、改善及び調整。食品産業そ
の他の省の所掌に係る事業に関する企業行動の
適正化に関する事務の総括。省の所掌に係る事
業における標準化に関する事務の総括。日本農
林規格に関すること（消費・安全局の所掌に属
するものを除く。）。

［外食・食文化課］ 食料の安定供給の確保の観
点からの外食産業の発達、改善及び調整。外食
産業その他の省の所掌に係る事業（卸売業、小
売業及び製造業を除く。）の合理化。外食産業
その他の省の所掌に係る事業（卸売業、小売業
及び製造業を除く。）を営む中小企業の育成及
び発展。外食産業その他の省の所掌に係る事業
（卸売業、小売業及び製造業を除く。）の発
達、改善及び調整に関する事務の総括（新事
業・食品産業政策課の所掌に属するものを除
く。）。食品産業その他の省の所掌に係る事業
における資源の有効な利用の確保に関する事務
の総括。食品産業その他の省の所掌に係る事業
に関する環境の保全に関する事務の総括。食文
化の振興に関する事務のうち省の所掌に係るも
の（輸出・国際局の所掌に属するものを除
く）。地域伝統芸能等を活用した行事の実施に
よる観光及び特定地域商工業の振興に関する法
律の施行。

（統計部）
［管理課］ 部の所掌事務に関する総合調整。統
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計に関する省の職員の養成。国立国会図書館支
部農林水産省図書館。

［経営・構造統計課］ 農林水産業の経営及び農
林漁家の経済に関する統計の作成。農山漁村の
物価及び賃金に関する統計の作成。農畜産物及
び林産物の生産費に関する統計の作成。農林水
産業に関するセンサスその他農林水産業の構造
に関する統計の作成。営農環境その他の農山漁
村の地域経済に関する統計の作成。

［生産流通消費統計課］ 農林水産物の生産、流
通、加工及び消費に関する統計の作成。

［統計企画管理官］ 省の所掌事務に係る統計に
関する企画及び立案。省の所掌事務に係る統計
の発達及び改善（他課の所掌に属するものを除
く。）。

（検査・監察部）
［調整・監察課］ 協同組合等検査に関する事務

の連絡調整。協同組合等検査の方針の作成。検
査報告書の審査。協同組合等検査の結果に基づ
き、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要
な処理。省の行政の監察。省の所掌に係る会計
の監査。

［検査課］ 協同組合等検査の実施。

―消費・安全局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。独
立行政法人農林水産消費安全技術センターの組
織及び運営一般。

［消費者行政・食育課］ 省の所掌事務に係る一
般消費者の利益の保護。消費生活用製品安全法
の施行。省の所掌事務に係る物資の表示に関す
る事務の総括。食品表示基準及び飲食料品以外
の農林物資の品質に関する表示の基準（これら
の基準の策定に関することを除く。）。指定農林
物資に係る表示（登録認証機関等に関すること
を除く。）。米穀及び米穀を原材料とする飲食料
品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝
達。米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守
事項（当該遵守事項の策定に関することを除
く。）。農産物検査法の規定による農産物の検査
の適正かつ確実な実施を確保するための措置。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達（畜
水産安全管理課の所掌に属するものを除く。）。
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の
記録及び伝達（特定水産動植物等の国内流通の
適正化等に関する法律第７条第１項又は第２項
の規定による勧告、同条第３項の規定による命
令並びに同法第 条第１項の規定による報告
の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施
に係るものに限る。）。局の所掌事務に関する消
費者その他の関係者との情報及び意見の交換。
食育推進基本計画の作成及び推進。健全な食生
活その他の食料の消費に関する知識の普及に関
する事務の総括。

［食品安全政策課］ 省の所掌事務のうち食品の
安全に係るものに関する総合的な政策の企画及
び立案。食品を摂取することにより人の健康に
係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあ
る緊急の事態への対処に関する事務のうち省の
所掌に係るものの総括。局の所掌事務のうち国
際的な基準に係るものの総括。

［農産安全管理課］ 農林産物の食品としての安
全性の確保に関する事務のうち生産過程に係る
もの（食品衛生に関すること及び環境省の所掌
に係る農薬の安全性の確保に関することを除

く。）。農地の土壌の汚染の防止及び除去。肥料
及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及
び調整（農産局の所掌に属するもの及び経済産
業省がその生産を所掌する肥料の生産に関する
ことを除く。）。遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に関する法律の
施行。農業資材審議会の庶務。

［畜水産安全管理課］ 畜産物及び水産物の食品
としての安全性の確保に関する事務のうち生産
過程に係るもの（食品衛生に関することを除
く。）。獣医師及び獣医療。飼料及び飼料添加物
並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器
及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増
進、改善及び調整（飼料にあっては、畜産局の所
掌に属するものを除く。）。養殖水産動植物の衛
生及び輸出入に係る水産動物の検疫。愛玩動物
看護師に関する事務のうち省の所掌に係るもの。

［植物防疫課］ 病害虫の防除（蚕病の予防に関
することを除く。）及び輸出入に係る植物の検疫。

［動物衛生課］ 家畜の衛生並びに輸出入に係る
動物（水産動物を除く。）及び畜産物の検疫。

―輸出・国際局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整（輸
出企画課の所掌に属するものを除く。）。省の所
掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の
企画及び立案（輸出企画課及び参事官の所掌に
属するものを除く。）。省の所掌事務についての
海外との連絡調整。

［輸出企画課］ 省の所掌事務に係る物資につい
ての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及
び立案（輸出支援課、国際地域課及び参事官の
所掌に属するものを除く。）。農林水産物・食品
輸出本部の庶務。省の所掌事務に係る物資の輸
出のための海外における販売の促進。食品産業
その他の省の所掌に係る事業の海外事業活動。
食文化の振興に関する事務のうち海外における
我が国の食文化の普及に関するものであって、
省の所掌に係るもの。閣議決定された基本的方
針に基づく行政各部の施策の統一を図るために
必要な企画及び立案、総合調整。

［輸出支援課］ 省の所掌事務に係る物資につい
ての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当
該物資の輸出のための産地の形成その他の事業
者の取組への支援に関するものの企画及び立案
（参事官の所掌に属するものを除く。）。輸出先
国（農林水産物及び食品の輸出の促進に関する
法律第 条第２項第２号に規定する輸出先国）
の政府機関が定める輸入条件（同号に規定する
輸入条件。）に適合した省の所掌事務に係る物
資の輸出の円滑化（国際地域課及び参事官の所
掌に属するものを除く。）。

［国際地域課］ 二国間の経済上の連携に関する
事務のうち省の所掌に係るものの総括。省の所
掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の
企画及び立案。省の所掌事務に係る国際協力に
関する事務の総括。省の所掌事務に係る物資に
ついての輸出先国（農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律第 条第２項第２号に規
定する輸出先国）の政府機関が定める輸入条件
（同号に規定する輸入条件。）に関する当該輸
出先国の政府機関との協議（参事官の所掌に属
するものを除く。）。省の所掌に係る国際関係事
務を行うために必要な調査。

［国際経済課］ 多数国間の国際機関及び国際会
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計に関する省の職員の養成。国立国会図書館支
部農林水産省図書館。

［経営・構造統計課］ 農林水産業の経営及び農
林漁家の経済に関する統計の作成。農山漁村の
物価及び賃金に関する統計の作成。農畜産物及
び林産物の生産費に関する統計の作成。農林水
産業に関するセンサスその他農林水産業の構造
に関する統計の作成。営農環境その他の農山漁
村の地域経済に関する統計の作成。

［生産流通消費統計課］ 農林水産物の生産、流
通、加工及び消費に関する統計の作成。

［統計企画管理官］ 省の所掌事務に係る統計に
関する企画及び立案。省の所掌事務に係る統計
の発達及び改善（他課の所掌に属するものを除
く。）。

（検査・監察部）
［調整・監察課］ 協同組合等検査に関する事務

の連絡調整。協同組合等検査の方針の作成。検
査報告書の審査。協同組合等検査の結果に基づ
き、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要
な処理。省の行政の監察。省の所掌に係る会計
の監査。

［検査課］ 協同組合等検査の実施。

―消費・安全局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。独
立行政法人農林水産消費安全技術センターの組
織及び運営一般。

［消費者行政・食育課］ 省の所掌事務に係る一
般消費者の利益の保護。消費生活用製品安全法
の施行。省の所掌事務に係る物資の表示に関す
る事務の総括。食品表示基準及び飲食料品以外
の農林物資の品質に関する表示の基準（これら
の基準の策定に関することを除く。）。指定農林
物資に係る表示（登録認証機関等に関すること
を除く。）。米穀及び米穀を原材料とする飲食料
品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝
達。米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守
事項（当該遵守事項の策定に関することを除
く。）。農産物検査法の規定による農産物の検査
の適正かつ確実な実施を確保するための措置。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達（畜
水産安全管理課の所掌に属するものを除く。）。
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の
記録及び伝達（特定水産動植物等の国内流通の
適正化等に関する法律第７条第１項又は第２項
の規定による勧告、同条第３項の規定による命
令並びに同法第 条第１項の規定による報告
の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施
に係るものに限る。）。局の所掌事務に関する消
費者その他の関係者との情報及び意見の交換。
食育推進基本計画の作成及び推進。健全な食生
活その他の食料の消費に関する知識の普及に関
する事務の総括。

［食品安全政策課］ 省の所掌事務のうち食品の
安全に係るものに関する総合的な政策の企画及
び立案。食品を摂取することにより人の健康に
係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあ
る緊急の事態への対処に関する事務のうち省の
所掌に係るものの総括。局の所掌事務のうち国
際的な基準に係るものの総括。

［農産安全管理課］ 農林産物の食品としての安
全性の確保に関する事務のうち生産過程に係る
もの（食品衛生に関すること及び環境省の所掌
に係る農薬の安全性の確保に関することを除

く。）。農地の土壌の汚染の防止及び除去。肥料
及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及
び調整（農産局の所掌に属するもの及び経済産
業省がその生産を所掌する肥料の生産に関する
ことを除く。）。遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に関する法律の
施行。農業資材審議会の庶務。

［畜水産安全管理課］ 畜産物及び水産物の食品
としての安全性の確保に関する事務のうち生産
過程に係るもの（食品衛生に関することを除
く。）。獣医師及び獣医療。飼料及び飼料添加物
並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器
及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増
進、改善及び調整（飼料にあっては、畜産局の所
掌に属するものを除く。）。養殖水産動植物の衛
生及び輸出入に係る水産動物の検疫。愛玩動物
看護師に関する事務のうち省の所掌に係るもの。

［植物防疫課］ 病害虫の防除（蚕病の予防に関
することを除く。）及び輸出入に係る植物の検疫。

［動物衛生課］ 家畜の衛生並びに輸出入に係る
動物（水産動物を除く。）及び畜産物の検疫。

―輸出・国際局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整（輸
出企画課の所掌に属するものを除く。）。省の所
掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の
企画及び立案（輸出企画課及び参事官の所掌に
属するものを除く。）。省の所掌事務についての
海外との連絡調整。

［輸出企画課］ 省の所掌事務に係る物資につい
ての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及
び立案（輸出支援課、国際地域課及び参事官の
所掌に属するものを除く。）。農林水産物・食品
輸出本部の庶務。省の所掌事務に係る物資の輸
出のための海外における販売の促進。食品産業
その他の省の所掌に係る事業の海外事業活動。
食文化の振興に関する事務のうち海外における
我が国の食文化の普及に関するものであって、
省の所掌に係るもの。閣議決定された基本的方
針に基づく行政各部の施策の統一を図るために
必要な企画及び立案、総合調整。

［輸出支援課］ 省の所掌事務に係る物資につい
ての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当
該物資の輸出のための産地の形成その他の事業
者の取組への支援に関するものの企画及び立案
（参事官の所掌に属するものを除く。）。輸出先
国（農林水産物及び食品の輸出の促進に関する
法律第 条第２項第２号に規定する輸出先国）
の政府機関が定める輸入条件（同号に規定する
輸入条件。）に適合した省の所掌事務に係る物
資の輸出の円滑化（国際地域課及び参事官の所
掌に属するものを除く。）。

［国際地域課］ 二国間の経済上の連携に関する
事務のうち省の所掌に係るものの総括。省の所
掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の
企画及び立案。省の所掌事務に係る国際協力に
関する事務の総括。省の所掌事務に係る物資に
ついての輸出先国（農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律第 条第２項第２号に規
定する輸出先国）の政府機関が定める輸入条件
（同号に規定する輸入条件。）に関する当該輸
出先国の政府機関との協議（参事官の所掌に属
するものを除く。）。省の所掌に係る国際関係事
務を行うために必要な調査。

［国際経済課］ 多数国間の国際機関及び国際会

議に関する事務のうち省の所掌に係るものの総
括。省の所掌事務に係る物資についての関税及
び国際協定に関する事務のうち省の所掌に係る
ものの総括（国際地域課の所掌に属するものを
除く。）。省の所掌事務に係る物資についての輸
出入に関する連絡調整。

［知的財産課］ 農林水産業及び食品産業その他
の省の所掌に係る事業における知的財産の活用
に関する総合的な政策の企画及び立案。特定農
林水産物等の名称の保護。農林水産植物の品種
登録。種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及
び調整（農産局の所掌に属するものを除く。）。

［参事官］ 省の所掌事務に係る物資についての
輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立
案に関する事務のうち重要事項に係るものを分
掌、又は局の所掌事務に関する重要事項の企画
及び立案。。

―農 産 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。食
料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理。食
料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘
定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特
別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理。

［穀物課］ 穀類及びその生産に伴う副産物の生
産、流通及び消費の増進、改善及び調整。
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及
び消費の増進、改善及び調整。主要食糧の流通
及び加工に関する事業の発達、改善及び調整。
農産物検査法の規定による農産物の検査（消費・
安全局の所掌に属するものを除く。）。

［園芸作物課］ 野菜、果実、花きその他の園芸農
産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調
整。

［地域作物課］ 工芸農作物、いも類及び蚕糸の
生産、流通及び消費の増進、改善及び調整。砂
糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費
の増進、改善及び調整。蚕病の予防。蚕糸業専用
物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調
整。

（農産政策部）
［企画課］ 農業生産に関する総合的な政策の企

画及び立案（農業環境対策課の所掌に属するも
のを除く。）。農作物の作付体系の合理化（農業
環境対策課の所掌に属するものを除く。）。主要
食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案。
米穀の需給計画の作成。米穀の生産の調整。主
要食糧（麦類（その加工品を含む。）を除く。）
の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要
食糧（麦類（その加工品を含む。）を除く。）の
価格の安定。

［貿易業務課］ 主要食糧の輸入に係る納付金の
徴収その他輸入の調整。主要食糧の集荷、買入
れ、保管及び売渡し（企画課の所掌に属するも
のを除く。）。麦類（その加工品を含む。）の価格
の安定。輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの
実施。

［技術普及課］ 農業技術の改良及び発達（畜産
局の所掌に属するものを除く。）。農業及び農林
漁業従事者の生活に関する知識の普及交換。農
機具その他の農業専用物品（肥料、農薬及び蚕
糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。）の
生産、流通及び消費の増進、改善及び調整。肥料
及び農薬の生産及び流通の合理化（経済産業省
がその生産を所掌する肥料の生産に関すること

を除く。）。
［農業環境対策課］ 農業生産に関する総合的な
政策のうち環境の保全に関するものの企画及び
立案。農作物の災害（病虫害及び鳥獣害を除く。）
の防除。持続性の高い農業生産方式の導入の促
進。緑肥及び堆肥の生産（技術普及課の所掌に
属するものを除く。）。農地の土壌の改良。農業
の生産工程の改善のための農業生産に関する規
範。

―畜 産 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。独
立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一
般。独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助
に係る予算案の準備に関する事務（畜産に関す
るものに限る。）の調整。

［企画課］ 畜産に関する政策の企画及び立案。
独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関
する事務（畜産に関するものに限る。）の調整（総
務課の所掌に属するものを除く。）。畜産に関す
る生産方式の改善及び経営管理の合理化。畜産
業専用物品（畜産製品の製造に係るもの、飼料
及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部
外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。）の
生産、流通及び消費の増進、改善及び調整。

［畜産振興課］ 畜産技術の改良及び発達。家畜
の改良及び増殖。畜産に関する環境の保全。
独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営
一般。

［飼料課］ 飼料の安定供給の確保。草地の整備。
［牛乳乳製品課］ 牛乳及び乳製品の生産、流通
及び消費の増進、改善及び調整。

［食肉鶏卵課］ 食肉、鶏卵その他の畜産物（牛乳
及び乳製品を除く。）の生産、流通及び消費の増
進、改善及び調整。家畜の取引。

［競馬監督課］ 中央競馬及び地方競馬の監督及
び助成。

―経 営 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。農
林水産業及び食品産業その他の省の所掌に係る
事業に関する税制に関する調整に関する事務の
総括。

［経営政策課］ 農業経営に関する総合的な政策
の企画及び立案。農業経営の改善及び安定。農
業構造の改善（農地政策課の所掌に属するもの
を除く。）。農業者年金。食料安定供給特別会計
の農業経営安定勘定の経理。

［農地政策課］ 農地制度。農地の権利移動（転用
のためのものを除く。）その他農地関係の調整。
農地の利用の集積。農地法第 条第１項に規定
する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処
分。農業委員会。

［就農・女性課］ 新規就農の促進。青年農業者そ
の他の農業を担うべき者の育成。女性の農業経
営への参画の促進その他就農条件の改善。農業
労働。農林水産業における女性の能力の活用の
促進に関する事務のうち省の所掌に係るものに
ついての連絡調整。

［協同組織課］ 農業協同組合その他の農業者の
協同組織の発達（協同組合等検査に関すること
及び信用事業の監督に関することを除く。）。農
住組合の設立及び業務（農地の利用に関するこ
とを除く。）。

［金融調整課］ 農林水産業及び食品産業その他
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の省の所掌に係る事業の振興のための金融上の
措置に関する総合的な企画及び立案。農林水産
業及び食品産業その他の省の所掌に係る事業の
振興のための資金についての調整。農林水産業
及び食品産業その他の省の所掌に係る事業の振
興のための金融上の措置に関する助成（林野庁
及び水産庁の所掌に属するものを除く。）。農業
協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の
監督（協同組合等検査に関することを除く。）。
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農
業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険
機構の業務の監督（協同組合等検査に関するこ
とを除く。）。独立行政法人農林漁業信用基金の
組織及び運営一般（協同組合等検査に関するこ
とを除く。）。

［保険課］ 農業保険（協同組合等検査に関する
こと及び保険監理官の職務に属するものを除
く。）。食料安定供給特別会計の農業再保険勘定
の経理。農漁業保険審査会の庶務。

［保険監理官］ 農業保険（農業経営収入保険事
業を除く。）に関する団体の業務の監督（業務及
び会計の検査を除く。）及び助成。農業保険のう
ち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施
（農業経営収入保険事業に係るものを除く。）。
独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険
関係業務（農業経営収入保険事業に係るものを
除く。）。

―農 村 振 興 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。食
料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の
経理。食料安定供給特別会計の国営土地改良事
業勘定に属する物品の管理。

（農村政策部）
［農村計画課］ 農山漁村の振興に関する総合的

な政策の企画及び立案並びに推進（地域振興課
及び都市農村交流課の所掌に属するものを除
く。）。農林水産業に係る国土の総合開発及び国
土調査。農業振興地域整備計画その他農山漁村
の総合的な振興計画（中山間地域等の総合的な
振興計画を除く。）の作成についての指導及び助
成（林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除
く。）。都市及びその周辺における農業の振興。
土地その他の資源の農業上の利用の確保（地域
振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。）。
市民農園の整備の促進。農地の転用。農村地域
への産業の導入の促進等に関する法律の施行。

［地域振興課］ 農業の有する多面的機能の発揮
の促進。農地法第 条第１項第１号に掲げる農
地の農業上の利用の確保。中山間地域等の振興
に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推
進（都市農村交流課の所掌に属するものを除
く。）。中山間地域等の総合的な振興計画の作成
についての指導及び助成。中山間地域等におけ
る農業の生産条件に関する不利を補正するため
の支援。豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する
総合的な政策の企画及び立案並びに推進。

［都市農村交流課］ 農山漁村に滞在しつつ行う
農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地
域間交流（林野庁及び水産庁の所掌に属するも
のを除く。）。農業就業構造の改善。地域資源を
活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連
事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び
立案並びに推進。農林水産物の生産された地域
における当該農林水産物の消費の増進、改善及

び調整に関する総合的な政策の企画及び立案。
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進。
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の
活用の促進に関する事務のうち省の所掌に係る
ものについての連絡調整。農山漁村における高
齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のう
ち省の所掌に係るものについての連絡調整。

［鳥獣対策・農村環境課］ 鳥獣害の防除。土地改
良事業その他の局の所掌事務に関する事業に係
る環境の保全に関する企画及び立案。土地その
他の開発資源の調査。地すべり等防止法の規定
による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区
域の指定及び廃止。

（整備部）
［設計課］ 部の所掌に属する事務の調整。土地
改良事業計画の技術的な基準。土地改良事業の
工事の設計。土地改良事業に関する長期計画。
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び
立案。土地改良事業に用いる機械器具の管理。
国際かんがい排水委員会。部の所掌事務に係る
国際協力に関する事務の総括。

［土地改良企画課］ 土地改良事業に関する制度
（協同組合等検査に関することを除く。）。交換
分合（国立研究開発法人森林研究・整備機構の
行うものを除く。）の指導及び助成。

［水資源課］ 水資源の農業上の利用の確保（防
災課の所掌に属するものを除く。）。農業水利。
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業
水利施設の管理。土地改良事業のうち前述の事
業以外の事業（他課の所掌に属するものを除
く。）。土地改良財産の管理及び処分。

［農地資源課］ 土地改良事業のうち区画整理、
干拓及び農用地の造成の事業。土地改良事業に
係る営農計画の実施に関する指導。

［地域整備課］ 土地改良事業のうち農業用道路
及び農業集落排水施設の整備を行う事業。国立
研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分
合その他農用地及び農業用施設の整備。農業振
興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興
計画の実施についての指導及び助成（林野庁及
び水産庁の所掌に属するものを除く。）。

［防災課］ 土地改良事業のうち農用地及び農業
用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施
行。農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全そ
の他の管理。農地の保全に係る地すべり防止に
関する事業に関すること並びに農地の保全に係
るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び
監督（農村政策部の所掌に属するものを除く。）。
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の省の所掌に係る事業の振興のための金融上の
措置に関する総合的な企画及び立案。農林水産
業及び食品産業その他の省の所掌に係る事業の
振興のための資金についての調整。農林水産業
及び食品産業その他の省の所掌に係る事業の振
興のための金融上の措置に関する助成（林野庁
及び水産庁の所掌に属するものを除く。）。農業
協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の
監督（協同組合等検査に関することを除く。）。
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農
業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険
機構の業務の監督（協同組合等検査に関するこ
とを除く。）。独立行政法人農林漁業信用基金の
組織及び運営一般（協同組合等検査に関するこ
とを除く。）。

［保険課］ 農業保険（協同組合等検査に関する
こと及び保険監理官の職務に属するものを除
く。）。食料安定供給特別会計の農業再保険勘定
の経理。農漁業保険審査会の庶務。

［保険監理官］ 農業保険（農業経営収入保険事
業を除く。）に関する団体の業務の監督（業務及
び会計の検査を除く。）及び助成。農業保険のう
ち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施
（農業経営収入保険事業に係るものを除く。）。
独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険
関係業務（農業経営収入保険事業に係るものを
除く。）。

―農 村 振 興 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。食
料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の
経理。食料安定供給特別会計の国営土地改良事
業勘定に属する物品の管理。

（農村政策部）
［農村計画課］ 農山漁村の振興に関する総合的

な政策の企画及び立案並びに推進（地域振興課
及び都市農村交流課の所掌に属するものを除
く。）。農林水産業に係る国土の総合開発及び国
土調査。農業振興地域整備計画その他農山漁村
の総合的な振興計画（中山間地域等の総合的な
振興計画を除く。）の作成についての指導及び助
成（林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除
く。）。都市及びその周辺における農業の振興。
土地その他の資源の農業上の利用の確保（地域
振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。）。
市民農園の整備の促進。農地の転用。農村地域
への産業の導入の促進等に関する法律の施行。

［地域振興課］ 農業の有する多面的機能の発揮
の促進。農地法第 条第１項第１号に掲げる農
地の農業上の利用の確保。中山間地域等の振興
に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推
進（都市農村交流課の所掌に属するものを除
く。）。中山間地域等の総合的な振興計画の作成
についての指導及び助成。中山間地域等におけ
る農業の生産条件に関する不利を補正するため
の支援。豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する
総合的な政策の企画及び立案並びに推進。

［都市農村交流課］ 農山漁村に滞在しつつ行う
農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地
域間交流（林野庁及び水産庁の所掌に属するも
のを除く。）。農業就業構造の改善。地域資源を
活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連
事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び
立案並びに推進。農林水産物の生産された地域
における当該農林水産物の消費の増進、改善及

び調整に関する総合的な政策の企画及び立案。
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進。
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の
活用の促進に関する事務のうち省の所掌に係る
ものについての連絡調整。農山漁村における高
齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のう
ち省の所掌に係るものについての連絡調整。

［鳥獣対策・農村環境課］ 鳥獣害の防除。土地改
良事業その他の局の所掌事務に関する事業に係
る環境の保全に関する企画及び立案。土地その
他の開発資源の調査。地すべり等防止法の規定
による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区
域の指定及び廃止。

（整備部）
［設計課］ 部の所掌に属する事務の調整。土地

改良事業計画の技術的な基準。土地改良事業の
工事の設計。土地改良事業に関する長期計画。
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び
立案。土地改良事業に用いる機械器具の管理。
国際かんがい排水委員会。部の所掌事務に係る
国際協力に関する事務の総括。

［土地改良企画課］ 土地改良事業に関する制度
（協同組合等検査に関することを除く。）。交換
分合（国立研究開発法人森林研究・整備機構の
行うものを除く。）の指導及び助成。

［水資源課］ 水資源の農業上の利用の確保（防
災課の所掌に属するものを除く。）。農業水利。
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業
水利施設の管理。土地改良事業のうち前述の事
業以外の事業（他課の所掌に属するものを除
く。）。土地改良財産の管理及び処分。

［農地資源課］ 土地改良事業のうち区画整理、
干拓及び農用地の造成の事業。土地改良事業に
係る営農計画の実施に関する指導。

［地域整備課］ 土地改良事業のうち農業用道路
及び農業集落排水施設の整備を行う事業。国立
研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分
合その他農用地及び農業用施設の整備。農業振
興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興
計画の実施についての指導及び助成（林野庁及
び水産庁の所掌に属するものを除く。）。

［防災課］ 土地改良事業のうち農用地及び農業
用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施
行。農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全そ
の他の管理。農地の保全に係る地すべり防止に
関する事業に関すること並びに農地の保全に係
るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び
監督（農村政策部の所掌に属するものを除く。）。

林野庁

（林政部）
［林政課］ 庁の所掌事務に関する総合調整。広

報。庁の行政の考査及び国有林野事業の監査。
機密。長官の官印及び庁印の保管。庁の職員の
任免、給与、懲戒、服務その他の人事（災害補償
に関することを除く。）。庁の職員（森林管理局
の職員を除く。）の教養及び訓練。庁の機構及び
定員。法令案その他の公文書類の審査及び進達。
公文書類の接受、発送、編集及び保存。庁の保有
する情報の公開。庁の保有する個人情報の保護。
庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び
会計並びに会計の監査。庁所属の国有財産の管
理及び処分並びに物品の管理。庁内の管理。林
政審議会の庶務。

［企画課］ 林業に関する総合的な政策の企画及
び立案。林業の振興のための金融上の措置に関
する企画及び立案並びに助成。林業・木材産業
改善資金の貸付けについての助成。林業に関す
る税制に関する調整。国立国会図書館支部林野
庁図書館。

［経営課］ 林業経営の改善及び安定。林業構造
の改善。森林組合その他の林業者の協同組織の
発達（協同組合等検査に関することを除く。）。
林産物（木材を除く。）及び加工炭の生産、流通
及び消費の増進、改善及び調整。

［木材産業課］ 木材の生産及び流通の増進、改
善及び調整に関する事務。

［木材利用課］ 木材の適切な利用の促進その他
の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事
務。

（森林整備部）
［計画課］ 森林資源に関する全国計画（森林整

備保全事業計画を除く。）。民有林野の森林資源
の確保。森林の経営の監督及び助成。森林保険。
庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総
括。

［森林利用課］ 民有林野の森林資源の総合的な
利用。山村の総合的な振興計画の作成及び実施
についての指導及び助成（整備課の所掌に属す
るものを除く。）。山村に滞在しつつ行う林業の
体験その他の山村と都市との地域間交流。森林
に関する環境の保全に関する事務のうち庁の所
掌に係るものの総括。国土緑化の推進。

［整備課］ 森林整備保全事業計画（治山課の所
掌に属するものを除く。）。民有林野の造林、林
道の開設及び改良その他の森林の整備。山村の
総合的な振興計画の実施（森林の整備と一体的
に行われるものに限る。）についての指導及び助
成。国立研究開発法人森林研究・整備機構の行
う森林の整備。

［治山課］ 治山計画。民有林野の治水。森林にお
ける開発行為の規制。保安林。林野の保全に係
る地すべり防止に関する事業並びに林野の保全
に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成
及び監督。

［研究指導課］ 森林及び林業に関する試験及び
研究。林業技術の改良及び発達並びに普及交換。
森林技術総合研修所の行う研修（森林管理局の
職員に対するものを除く。）。民有林野の森林病
害虫の駆除及び予防その他の森林の保護。国立
研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運
営一般。国立研究開発法人森林研究・整備機構
の行う業務（農村振興局並びに計画課及び整備

課の所掌に属するものを除く。）。
（国有林野部）

［管理課］ 森林管理局の職員の教養及び訓練。
森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関す
る事務の取りまとめ。森林管理局の経費の概算
の調整及び配賦。国有林野事業債務管理特別会
計の経理。庁の職員の衛生、医療その他の福利
厚生及び災害補償。国家公務員共済組合法第３
条第２項の規定により省に設けられた共済組合。
庁の職員（国立研究開発法人森林研究・整備機
構の職員を含む。）に貸与する宿舎。庁所属の建
築物の営繕。森林管理局の所掌事務の運営に関
する総合的監督。

［経営企画課］ 国有林野事業に関する政策の企
画及び立案。国有林野の森林資源の確保及び総
合的な利用。国有林野の管理経営（業務課の所
掌に属するものを除く。）。

［業務課］ 国有林野の造林、林道の開設及び改
良その他の森林の整備。国有林野の治水。国有
林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林
の保護。国有林野の産物及び製品。国有林野の
活用。国有林野その他森林管理局及び森林技術
総合研修所所属の国有財産の管理及び処分。
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水産庁

（漁政部）
［漁政課］ 庁の所掌事務に関する総合調整。広

報。庁の行政の考査。機密。長官の官印及び庁印
の保管。庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その
他の人事並びに教養及び訓練。庁の機構及び定
員。法令案その他の公文書類の審査及び進達。
公文書類の接受、発送、編集及び保存。庁の保有
する情報の公開。庁の保有する個人情報の保護。
庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び
会計並びに会計の監査。庁所属の国有財産の管
理及び処分並びに物品の管理。庁の職員の衛生、
医療その他の福利厚生。庁内の管理。水産政策
審議会の庶務。

［企画課］ 水産に関する総合的な政策の企画及
び立案。漁業労働。

［水産経営課］ 水産業経営の改善及び安定。水
産業の振興のための金融上の措置に関する企画
及び立案並びに助成。水産業に関する税制に関
する調整。漁業協同組合その他の水産業者の協
同組織の発達（協同組合等検査に関することを
除く。）。漁業信用基金協会の業務の監督（協同
組合等検査に関することを除く。）。独立行政法
人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付け。

［加工流通課］ 水産物の加工、流通及び消費の
増進、改善及び調整（消費・安全局及び漁港漁場
整備部の所掌に属するものを除く。）。水産業専
用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改
善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専
用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵
（水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に
属するものを除く。）。水産業における資源の有
効な利用の確保（漁港漁場整備部の所掌に属す
るものを除く。）。

［漁業保険管理官］ 漁船損害等補償及び漁業災
害補償（協同組合等検査に関することを除く。）。
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁
業共済保険勘定の経理。

（資源管理部）
［管理調整課］ 水産資源の保存及び管理。漁業

（捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を
除く。）の指導及び監督（取締りを除く。）（漁獲
監理官の所掌に属するものを除く。）。遊漁船業
の発達、改善及び調整。

［国際課］ 漁業に関する国際協定。庁の所掌事
務に係る国際協力に関する事務の総括。捕鯨業、
海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監
督（漁獲監理官の所掌に属するものを除く。）。

［漁業取締課］ 漁業の取締り。外国人が行う漁
業及び水産動植物の採捕の規制。漁船の建造の
調整及び登録。

［漁獲監理官］ 特定水産資源（漁業法第 条第
２項第３号に規定する特定水産資源をいう。）の
漁獲の指導及び監督に関する事務。

（増殖推進部）
［研究指導課］ 水産に関する試験及び研究（漁

場の保全及び水産資源に係るものを除く。）。水
産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換
並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助
成。漁船の検査。国立研究開発法人水産研究・教
育機構の組織及び運営一般。

［漁場資源課］ 漁場の保全及び水産資源に関す
る試験及び研究。沿岸漁業に係る漁場の保全。
海洋水産資源の開発の促進。

［栽培養殖課］ 栽培漁業の促進。持続的な養殖
生産の確保。沿岸及び内水面における水産資源
の保護。

（漁港漁場整備部）
［計画・海業政策課］ 漁村の総合的な振興計画
の作成についての指導及び助成。漁港漁場整備
事業の計画。漁港の維持管理その他漁港（漁港
漁場整備事業及び災害復旧に関することを除
く。）。庁の所掌に係る海業の振興に関する事務
の総括。漁港施設等活用事業の振興。

［事業課］ 漁港漁場整備事業（計画に関するこ
とを除く。）。漁港施設等活用事業により設置す
る施設の設置及び撤去に関する指導及び助言。

［防災漁村課］ 漁港の災害復旧。漁港の区域に
係る海岸の整備、利用、保全その他の管理。農林
水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置
に関する法律の施行に関する事務のうち庁の所
掌に係るもの。漁村の総合的な振興計画の実施
についての指導及び助成。漁村に滞在しつつ行
う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交
流（計画・海業政策課及び事業課の所掌に属す
るものを除く。）。沿岸漁業の構造改善。 
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水産庁

（漁政部）
［漁政課］ 庁の所掌事務に関する総合調整。広

報。庁の行政の考査。機密。長官の官印及び庁印
の保管。庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その
他の人事並びに教養及び訓練。庁の機構及び定
員。法令案その他の公文書類の審査及び進達。
公文書類の接受、発送、編集及び保存。庁の保有
する情報の公開。庁の保有する個人情報の保護。
庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び
会計並びに会計の監査。庁所属の国有財産の管
理及び処分並びに物品の管理。庁の職員の衛生、
医療その他の福利厚生。庁内の管理。水産政策
審議会の庶務。

［企画課］ 水産に関する総合的な政策の企画及
び立案。漁業労働。

［水産経営課］ 水産業経営の改善及び安定。水
産業の振興のための金融上の措置に関する企画
及び立案並びに助成。水産業に関する税制に関
する調整。漁業協同組合その他の水産業者の協
同組織の発達（協同組合等検査に関することを
除く。）。漁業信用基金協会の業務の監督（協同
組合等検査に関することを除く。）。独立行政法
人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付け。

［加工流通課］ 水産物の加工、流通及び消費の
増進、改善及び調整（消費・安全局及び漁港漁場
整備部の所掌に属するものを除く。）。水産業専
用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改
善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専
用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵
（水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に
属するものを除く。）。水産業における資源の有
効な利用の確保（漁港漁場整備部の所掌に属す
るものを除く。）。

［漁業保険管理官］ 漁船損害等補償及び漁業災
害補償（協同組合等検査に関することを除く。）。
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁
業共済保険勘定の経理。

（資源管理部）
［管理調整課］ 水産資源の保存及び管理。漁業

（捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を
除く。）の指導及び監督（取締りを除く。）（漁獲
監理官の所掌に属するものを除く。）。遊漁船業
の発達、改善及び調整。

［国際課］ 漁業に関する国際協定。庁の所掌事
務に係る国際協力に関する事務の総括。捕鯨業、
海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監
督（漁獲監理官の所掌に属するものを除く。）。

［漁業取締課］ 漁業の取締り。外国人が行う漁
業及び水産動植物の採捕の規制。漁船の建造の
調整及び登録。

［漁獲監理官］ 特定水産資源（漁業法第 条第
２項第３号に規定する特定水産資源をいう。）の
漁獲の指導及び監督に関する事務。

（増殖推進部）
［研究指導課］ 水産に関する試験及び研究（漁

場の保全及び水産資源に係るものを除く。）。水
産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換
並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助
成。漁船の検査。国立研究開発法人水産研究・教
育機構の組織及び運営一般。

［漁場資源課］ 漁場の保全及び水産資源に関す
る試験及び研究。沿岸漁業に係る漁場の保全。
海洋水産資源の開発の促進。

［栽培養殖課］ 栽培漁業の促進。持続的な養殖
生産の確保。沿岸及び内水面における水産資源
の保護。

（漁港漁場整備部）
［計画・海業政策課］ 漁村の総合的な振興計画

の作成についての指導及び助成。漁港漁場整備
事業の計画。漁港の維持管理その他漁港（漁港
漁場整備事業及び災害復旧に関することを除
く。）。庁の所掌に係る海業の振興に関する事務
の総括。漁港施設等活用事業の振興。

［事業課］ 漁港漁場整備事業（計画に関するこ
とを除く。）。漁港施設等活用事業により設置す
る施設の設置及び撤去に関する指導及び助言。

［防災漁村課］ 漁港の災害復旧。漁港の区域に
係る海岸の整備、利用、保全その他の管理。農林
水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置
に関する法律の施行に関する事務のうち庁の所
掌に係るもの。漁村の総合的な振興計画の実施
についての指導及び助成。漁村に滞在しつつ行
う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交
流（計画・海業政策課及び事業課の所掌に属す
るものを除く。）。沿岸漁業の構造改善。 

 

経済産業省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。大臣、副大臣、大臣
政務官、事務次官の官印、省印の保管。栄典の推
薦、伝達の実施、表彰、儀式。経済産業研修所の
組織、運営一般。

［総務課］ 省の所掌事務に関する総合調整。基
本的な政策の企画、立案。公文書類の接受、発
送、編集、保存。法令案その他の公文書類の審
査、進達。官報掲載。国会との連絡。広報。機構、
定員。内外の経済、産業に関する事情、経済産業
政策に関する図書、資料の収集、保管、編集、提
供。国立国会図書館支部経済産業省図書館に関
すること。経済産業局、沖縄総合事務局の所掌
事務の運営に関する総合的監督。経済産業局の
職員の人事、教養、訓練に関する事務の取りま
とめ。経済産業局の機構、定員に関する事務の
取りまとめ。経済産業局の経費の概算の調整、
配賦。経済産業局所属の行政財産、物品の管理
に関する事務の取りまとめ。閣議決定された基
本的方針に基づく行政各部の施策の統一を図る
ために必要な企画、立案、総合調整。

［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。国有財産の管理、処分、物品の管理。職
員の衛生、医療その他の福利厚生。国家公務員
共済組合法第３条第１項の規定により経済産業
省に設けられた共済組合に関すること。職員（経
済産業省の所管する独立行政法人の職員を含
む。）に貸与する宿舎に関すること。建築物の営
繕。庁内の管理。職員の執務能率の増進に必要
な施設の運用。旧貿易特別会計、旧米国対日援
助物資等処理特別会計の清算。

［業務改革課］ 政策の評価。行政の考査。事務能
率の増進。情報の公開。個人情報の保護。情報シ
ステムの整備、管理。独立行政法人その他の法
人に関する事務の総括。

［保安政策課］ 産業保安並びに省の所掌に係る
製品の安全の確保及び化学物質の管理に関する
総合的な政策の企画及び立案（電力安全課、製
品安全課、化学物質管理課及び鉱山・火薬類監
理官の所掌に属するものを除く。）。産業保安の
確保（電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所
掌に属するものを除く。）産業保安監督部及び那
覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関す
る総合的監督、職員の人事、教養、訓練、機構及
び定員、経費の概算の調整及び配賦、行政財産
及び物品の管理に関する事務の取りまとめ。

［電力安全課］ 電力設備に係る保安の確保。事
業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環
境影響評価。

［製品安全課］ 省の所掌に係る製品の安全に関
する事務の総括。消費生活用製品安全法の施行。
液化石油ガス器具等、ガス用品、電気用品（一般
消費者の利用に供されるものに限る。）の技術上
の基準への適合。家庭用品の品質表示。

［化学物質管理課］ 化学物質の管理に関する省
の所掌に係る事務。

［鉱山・火薬類監理官］ 火薬類の取締り。鉱山に
おける保安。二酸化炭素の貯留事業に関する法
律第 条第１項第３号に規定する試掘場にお
ける保安。

［参事官］ 省の所掌事務に関する統計に関する

事務の総括、商鉱工業に関する統計調査、統計
調査結果の総合的解析。

―経 済 産 業 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。経
済構造改革の推進。民間の経済活力の向上を図
る観点から必要な経済財政諮問会議において行
われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る
企画、立案への参画に関する政策の企画。市場
における経済取引に係る準則の整備に関する事
務の総括。中小企業等経営強化法の施行 イノベ
ーション・環境局の所掌に属するもの及び中小
企業者に係るものを除く。 。業種に普遍的な産
業政策（特許庁、イノベーション・環境局及び商
務情報政策局並びに他課の所掌に属するものを
除く。）。商鉱工業の発達、改善に関する基本（商
務情報政策局の所掌に属するものを除く。）。事
業の発達、改善、調整に関する事務の総括（調査
課、産業創造課、産業人材課、企業行動課の所掌
に属するものを除く。）。商工会議所、日本商工
会議所の組織、運営一般。局の所掌事務で他の
所掌に属しないものに関すること。

［調査課］ 調査に関する事務の総括。内外経済
事情、経済政策の調査。事業に関する総合的な
調査。経済に関する長期計画。物資（電力を含
む。）の総合的な需給の調整。物資（電力を含む。）
の需給の調整に関する事務の総括。価格に関す
る事務の総括。価格の統制。

［産業構造課］ 産業構造の改善。独立行政法人
経済産業研究所の組織、運営一般。産業構造審
議会の庶務。

［産業組織課］ 企業間関係その他の産業組織の
改善。不正競争の防止。工業所有権、これに類す
るものの保護、利用（特許庁、商務情報政策局の
所掌に属するものを除く。）。

［産業創造課］ 産業活動の創造に関する総合的
な政策の企画及び立案並びに推進。産業活動の
革新に関する総合的な政策の企画及び立案並び
に推進。産業活動の再生に関する総合的な政策
の企画及び立案並びに推進。

［産業資金課］ 金融上の措置に関する事務の総
括。財政投融資計画に関する事務の総括。破綻
金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信
用保険の特例に関する臨時措置法に規定する破
綻金融機関等関連特別保険等。エネルギー環境
適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関
する法律の施行（製造産業局及び商務情報政策
局の所掌に属するものを除く。）。独立行政法人
中小企業基盤整備機構法第 条第１項第２号
に掲げる業務に関する事務の調整。

［産業人材課］ 人材に関する事務の総括。人材
の育成（通商政策局及びイノベーション・環境
局の所掌に属するものを除く。）。

［企業行動課］ 事業に関する経営管理の改善、
能率の向上、企業行動の適正化に関する事務の
総括。事業の経理に関する事務の総括。事業に
関する税制に関する調整に関する事務の総括。
事業の労務に関する事務の総括。

［投資促進課］ 省の所掌に係る事業に関する外
国投資家の事業活動（（貿易経済安全保障局の所
掌に属するものを除く。）。省の所掌に係る事業
の海外事業活動。通商に関する税制に関する調
整。

［地域経済産業政策課］ 地域に関する総合的な
政策の企画、立案、推進。地方情勢に関する調査
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（中小企業庁の所掌に属するものを除く。）。地
域における企業の事業活動の高度化の推進（商
務情報政策局の所掌に属するものを除く。）。地
域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の
基盤強化に関する法律の施行。

［地域産業基盤整備課］ 産業立地に関すること
（商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所
掌に属するものを除く。）。工業用水道事業の助
成及び監督。地域における商鉱工業一般の振興
（商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所
掌に属するものを除く。）。工場立地法の施行（工
場立地に伴う公害の防止に関する調査に関する
ことを除く。）。中心市街地の活性化に関する法
律の施行（中小企業庁の所掌に属するものを除
く。）。

―通 商 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。通
商に関する政策、手続 通商戦略課の所掌に属す
るものを除く。 。独立行政法人日本貿易振興機
構の組織、運営一般。在外公館との連絡。通商に
関する統計の作成。通商経済上の経済協力（通
商経済上の地域協力に係るものを除く。以下同
じ。）に関する総合的な政策の企画及び立案並び
に推進。通商経済上の経済協力に関する協定又
は取決め（貿易振興課及び通商金融課の所掌に
属するものを除く。）。経済協力に関する国際機
関及び国際会議における通商経済上の経済協力
（資源エネルギー庁の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る国際協力に関する事
務のうち経済協力（地域協力に係るものを除く。）
に関する事務の総括。貿易保険法第 条第１項
の規定による検査の実施。局の所掌事務で他の
所掌に属しないものに関すること。

［通商戦略課］ 通商戦略に関する企画及び立案
案。通商に関する調査に関する事務の総括。

［貿易振興課］ 貿易の振興に関する事務（通商
金融課の所掌に属するものを除く。）。通商経済
上の技術及び人材に関する協力（通商経済上の
地域協力に係るものを除く。以下同じ。）に関す
る協定又は取決めの実施。通商経済上の技術及
び人材に関する協力。

［通商金融課］ 通商金融。通商経済上の資金協
力（通商経済上の地域協力に係るものを除く。
以下同じ。）に関する協定又は取決めの実施。通
商経済上の資金協力。貿易保険（総務課の所掌
に属するものを除く。）。多数国間投資保証機関
に関する事務のうち省の所掌に係るもの。

［米州課］ アメリカ合衆国、その属地、カナダ、
中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの
実施。通商に関する調査。外国公館との連絡。通
商使節、これに類するもののあっせん。

［欧州課］ ヨーロッパ諸国との通商に関する協
定又は取決めの実施。通商に関する調査。外国
公館との連絡。通商使節及びこれに類するもの
のあっせん。

［中東アフリカ課］ 中東諸国、アフリカ諸国と
の通商に関する協定又は取決めの実施。通商に
関する調査。外国公館との連絡。通商使節及び
これに類するもののあっせん。

［アジア大洋州課］ アジア諸国（中国、朝鮮及び
モンゴルを除く。）、大洋州諸国との通商に関す
る協定又は取決めの実施。通商に関する調査。
外国公館との連絡。通商使節、これに類するも
ののあっせん。

［北東アジア課］ 中国、朝鮮及びモンゴルとの
通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関
する調査。外国公館との連絡。通商使節、これに
類するもののあっせん。

（国際経済部）
［参事官］ 通商に関する多数国間の協定、取決
めの実施に関する事務の総括。多数国間の国際
機関、国際会議。通商経済上の地域協力に関す
る協定又は取決めの実施。国際商品協定の実施。
通商に関する多数国間の協定又は取決め（貿易
経済安全保障局の所掌に属するものを除く。）。
通商経済上の国際協力（通商経済上の経済協力
（通商経済上の地域協力に係るものを除く。）に
係るものを除く。以下同じ。）に関する総合的な
政策の企画及び立案並びに推進。通商経済上の
国際協力に関する事務の総括。通商経済上の国
際協力（通商経済上の地域協力に係るものを除
く。）に関する国際機関及び国際会議。通商経済
上の地域協力。経済上の連携に係る通商経済上
の国際協力。国際協力（経済協力（地域協力に係
るものを除く。）に係るものを除く。）に関する
事務の総括。

［経済連携課］ 経済上の連携に係る国際協力に
関すること（資源エネルギー庁及び他課の所掌
に属するものを除く。）。国際協力に関する事務
のうち経済上の連携に関する事務の総括（総務
課の所掌事務に属するものを除く。）。通商経済
上の地域協力に関する協定又は取決めの実施。
通商経済上の地域協力（資源エネルギー庁の所
掌に属するものを除く。）。

―貿 易 経 済 安 全 保 障 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。輸
出及び輸入の増進、改善及び調整に関する事務
の総括。輸出及び輸入に関する総合的な調査。
省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法
律に基づく特定秘密の保護、重要経済安保情報
の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済
安保情報の保護、活用に関する事務の総括。局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する
こと。

［経済安全保障政策課］ 安全保障の確保に関す
る経済施策に関する総合的な政策の企画及び立
案並びに推進に関する事務。

（貿易管理部）
［貿易管理課］ 輸出、輸入の管理（イノベーショ
ン・環境局、他課の所掌に属するものを除く。）。
外国為替及び外国貿易法第 条第２項及び輸
出入取引法第 条の規定により税関長に委任
された権限に係る事務に関する税関長の指揮監
督。通商に伴う外国為替の管理、調整（他課の所
掌に属するものを除く。）。条約に基づいて日本
国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国
人、これらに類する者に対する物資の供給、役
務の提供（防衛省の所掌に属するものを除く。）。

［貿易審査課］ 輸出、輸入の承認。特定有害廃棄
物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関
する事務のうち輸出移動書類、輸入移動書類に
関すること。農林畜水産物、飲食料品、農薬の輸
出、輸入の管理（輸出、輸入の承認に関する事後
審査に関するものを除く。）。絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律の施行に
関する事務のうち同法第 条に規定する希少
野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施、
同法第 条に規定する報告の徴収、立入検査の
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（中小企業庁の所掌に属するものを除く。）。地
域における企業の事業活動の高度化の推進（商
務情報政策局の所掌に属するものを除く。）。地
域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の
基盤強化に関する法律の施行。

［地域産業基盤整備課］ 産業立地に関すること
（商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所
掌に属するものを除く。）。工業用水道事業の助
成及び監督。地域における商鉱工業一般の振興
（商務情報政策局及び地域経済産業政策課の所
掌に属するものを除く。）。工場立地法の施行（工
場立地に伴う公害の防止に関する調査に関する
ことを除く。）。中心市街地の活性化に関する法
律の施行（中小企業庁の所掌に属するものを除
く。）。

―通 商 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。通
商に関する政策、手続 通商戦略課の所掌に属す
るものを除く。 。独立行政法人日本貿易振興機
構の組織、運営一般。在外公館との連絡。通商に
関する統計の作成。通商経済上の経済協力（通
商経済上の地域協力に係るものを除く。以下同
じ。）に関する総合的な政策の企画及び立案並び
に推進。通商経済上の経済協力に関する協定又
は取決め（貿易振興課及び通商金融課の所掌に
属するものを除く。）。経済協力に関する国際機
関及び国際会議における通商経済上の経済協力
（資源エネルギー庁の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る国際協力に関する事
務のうち経済協力（地域協力に係るものを除く。）
に関する事務の総括。貿易保険法第 条第１項
の規定による検査の実施。局の所掌事務で他の
所掌に属しないものに関すること。

［通商戦略課］ 通商戦略に関する企画及び立案
案。通商に関する調査に関する事務の総括。

［貿易振興課］ 貿易の振興に関する事務（通商
金融課の所掌に属するものを除く。）。通商経済
上の技術及び人材に関する協力（通商経済上の
地域協力に係るものを除く。以下同じ。）に関す
る協定又は取決めの実施。通商経済上の技術及
び人材に関する協力。

［通商金融課］ 通商金融。通商経済上の資金協
力（通商経済上の地域協力に係るものを除く。
以下同じ。）に関する協定又は取決めの実施。通
商経済上の資金協力。貿易保険（総務課の所掌
に属するものを除く。）。多数国間投資保証機関
に関する事務のうち省の所掌に係るもの。

［米州課］ アメリカ合衆国、その属地、カナダ、
中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの
実施。通商に関する調査。外国公館との連絡。通
商使節、これに類するもののあっせん。

［欧州課］ ヨーロッパ諸国との通商に関する協
定又は取決めの実施。通商に関する調査。外国
公館との連絡。通商使節及びこれに類するもの
のあっせん。

［中東アフリカ課］ 中東諸国、アフリカ諸国と
の通商に関する協定又は取決めの実施。通商に
関する調査。外国公館との連絡。通商使節及び
これに類するもののあっせん。

［アジア大洋州課］ アジア諸国（中国、朝鮮及び
モンゴルを除く。）、大洋州諸国との通商に関す
る協定又は取決めの実施。通商に関する調査。
外国公館との連絡。通商使節、これに類するも
ののあっせん。

［北東アジア課］ 中国、朝鮮及びモンゴルとの
通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関
する調査。外国公館との連絡。通商使節、これに
類するもののあっせん。

（国際経済部）
［参事官］ 通商に関する多数国間の協定、取決

めの実施に関する事務の総括。多数国間の国際
機関、国際会議。通商経済上の地域協力に関す
る協定又は取決めの実施。国際商品協定の実施。
通商に関する多数国間の協定又は取決め（貿易
経済安全保障局の所掌に属するものを除く。）。
通商経済上の国際協力（通商経済上の経済協力
（通商経済上の地域協力に係るものを除く。）に
係るものを除く。以下同じ。）に関する総合的な
政策の企画及び立案並びに推進。通商経済上の
国際協力に関する事務の総括。通商経済上の国
際協力（通商経済上の地域協力に係るものを除
く。）に関する国際機関及び国際会議。通商経済
上の地域協力。経済上の連携に係る通商経済上
の国際協力。国際協力（経済協力（地域協力に係
るものを除く。）に係るものを除く。）に関する
事務の総括。

［経済連携課］ 経済上の連携に係る国際協力に
関すること（資源エネルギー庁及び他課の所掌
に属するものを除く。）。国際協力に関する事務
のうち経済上の連携に関する事務の総括（総務
課の所掌事務に属するものを除く。）。通商経済
上の地域協力に関する協定又は取決めの実施。
通商経済上の地域協力（資源エネルギー庁の所
掌に属するものを除く。）。

―貿 易 経 済 安 全 保 障 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。輸
出及び輸入の増進、改善及び調整に関する事務
の総括。輸出及び輸入に関する総合的な調査。
省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法
律に基づく特定秘密の保護、重要経済安保情報
の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済
安保情報の保護、活用に関する事務の総括。局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する
こと。

［経済安全保障政策課］ 安全保障の確保に関す
る経済施策に関する総合的な政策の企画及び立
案並びに推進に関する事務。

（貿易管理部）
［貿易管理課］ 輸出、輸入の管理（イノベーショ

ン・環境局、他課の所掌に属するものを除く。）。
外国為替及び外国貿易法第 条第２項及び輸
出入取引法第 条の規定により税関長に委任
された権限に係る事務に関する税関長の指揮監
督。通商に伴う外国為替の管理、調整（他課の所
掌に属するものを除く。）。条約に基づいて日本
国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国
人、これらに類する者に対する物資の供給、役
務の提供（防衛省の所掌に属するものを除く。）。

［貿易審査課］ 輸出、輸入の承認。特定有害廃棄
物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関
する事務のうち輸出移動書類、輸入移動書類に
関すること。農林畜水産物、飲食料品、農薬の輸
出、輸入の管理（輸出、輸入の承認に関する事後
審査に関するものを除く。）。絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律の施行に
関する事務のうち同法第 条に規定する希少
野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施、
同法第 条に規定する報告の徴収、立入検査の

実施。輸入貨物に係る相殺関税、不当廉売関税
に関する事務、緊急関税その他の貨物の輸入の
増加の際の緊急の措置に関する事務、輸入貨物
に係る関税割当ての実施に関する事務（省の所
掌に係るもの。）。通商に伴う支払等、特定資本
取引、役務取引等の許可（安全保障貿易審査課
の所掌に属するものを除く。）。

［安全保障貿易管理課］ 国際的な平和、安全の
維持を妨げることとなると認められる外国貿易
の管理、通商に伴う外国為替の管理に関する事
務。（（経済産業省組織令第 条第 号に掲げる
事務に係るもの及び安全保障貿易審査課の所掌
に属するものを除く。）。外国為替及び外国貿易
法の規定による外国投資家の対内直接投資等、
特定取得及び技術導入契約の締結等の規制。

［安全保障貿易審査課］ 外国為替及び外国貿易
法第 条第１項、第２項に規定する輸出の許可。
外国為替及び外国貿易法第 条第１項から第
４項に規定する取引又は行為の許可。

―イノベーション・環境局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。イ
ノベーションの創出に関する調査に関する事務
の総括。イノベーションの創出に関する総合的
な調査。イノベーションの創出に関する国際機
関及び国際会議に関する事務の総括（基準認証
政策課の所掌に属するものを除く。）。技術に関
する調査に関する事務の総括。技術に関する総
合的な調査。鉱工業の科学技術に関する国際機
関、国際会議に関する事務の総括。国立研究開
発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の
組織及び運営一般。国立研究開発法人産業技術
総合研究所の組織及び運営一般。独立行政法人
製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般。国
立研究開発法人審議会の庶務。局の所掌事務で
他の所掌に属しないものに関すること。

［イノベーション政策課］ イノベーションの創
出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに
推進（イノベーション創出新事業推進課の所掌
に属するものを除く。）。イノベーションの創出
に関する事務の総括。人材の育成に関する事務
のうち鉱工業の科学技術の進歩、改良を図るた
めのもの。大学等における技術に関する研究成
果の民間事業者への移転の促進に関する法律の
施行。

［イノベーション創出新事業推進課］ イノベー
ションの創出に係る新たな事業活動を促進する
ための環境の整備。中小企業等経営強化法の施
行（同法第６条の規定による診断及び指導に関
すること並びに同法第８条第１項に規定する社
外高度人材活用新事業分野開拓計画に関するこ
とに限る。）

［研究開発課］ 技術に関する事務の総括（脱炭
素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属す
るものを除く。）。技術に関する政策の評価。民
間における技術の開発に係る環境の整備（特許
庁の所掌に属するものを除く。）。鉱工業の科学
技術に関する総合的な政策の企画及び立案並び
に推進。鉱工業の科学技術に関する研究、開発
の実施。鉱工業の科学技術に関する研究及び開
発の技術指導及び助成並びにその成果の普及。
鉱工業の科学技術に関する研究、開発、企業化
の促進に必要な施設、設備の整備。鉱工業の科
学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事
業の発達、改善及び調整（総務課の所掌に属す

るものを除く。）。技術研究組合法の施行。
［基準認証政策課］ 省の所掌に係る基準・認証
制度に関する総合的な政策の企画、立案、推進。
産業標準の整備、普及その他産業標準化に関す
る事務の総括、産業標準化に関する国際機関、
国際会議（国際標準課、国際電気標準課の所掌
に属するものを除く。）。鉱工業の科学技術の進
歩、改良を図るための技術上の情報、研究材料
の整備。計量の標準の整備、適正な計量の実施
の確保（資源エネルギー庁の所掌に属するもの
を除く。）。地質の調査、これに関連する業務。日
本産業標準調査会の庶務。計量行政審議会の庶
務。

［国際標準課］ 国際標準化機構に関すること。
産業標準の整備、普及、産業標準に対する適合
性の確認（国際電気標準課の所掌に属するもの
を除く。）。

［国際電気標準課］ 国際電気標準会議に関する
こと。電気技術、電子技術、情報技術の分野に係
る産業標準の整備、普及。電気技術、電子技術、
情報技術の分野に係る産業標準に対する適合性
の確認。

［環境政策課］ 環境の保全に関する事務の総括。
環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総
合的な政策の企画、立案、推進。地球環境保全に
関する対策の促進に関する総合的な政策の企画、
立案、推進（脱炭素成長型経済構造移行投資促
進課の所掌に属するものを除く。）。

［脱炭素成長型経済構造移行投資促進課］ 脱炭
素成長型経済構造への円滑な移行に関する基本
的な政策の企画及び立案並びに推進。脱炭素成
長型経済構造への円滑な移行に資する投資その
他の事業活動の促進。脱炭素成長型経済構造へ
の円滑な移行の推進に関する法律第二条第二項
に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を財源
とする予算に関する事務の総括。炭素成長型経
済構造への円滑な移行に係る技術に関する事務
の総括。

［資源循環経済課］ 省の所掌事務に係る資源の
循環利用等（リサイクルの推進その他資源の有
効な利用、産業公害の防止及び産業廃棄物の効
率的な処理をいう。）の確保に関する経済環境の
整備に関する総合的な政策の企画及び立案並び
に推進。省の所掌に係る産業公害の防止対策の
促進に関する総合的な政策の企画及び立案並び
に推進。省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関
する対策の促進に関する総合的な政策の企画及
び立案並びに推進。特定工場における公害防止
組織の整備に関する法律の施行。資源の有効な
利用の促進に関する法律の施行。産業廃棄物の
処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
の施行。自動車から排出される窒素酸化物及び
粒子状物質の特定地域における総量の削減等に
関する特別措置法の施行。特定有害廃棄物等の
輸出入等の規制に関する法律の施行（輸出移動
書類及び輸入移動書類に関することを除く。）。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
に関する法律の施行。特定家庭用機器再商品化
法の施行。食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律の施行。使用済小型電子機器等の再
資源化の促進に関する法律の施行。プラスチッ
クに係る資源循環の促進等に関する法律の施行。

―製 造 産 業 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
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の所掌に係る調査に関する事務の総括。局の所
掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

［鉱物課］ 次に掲げる物資に関する事務。鉱物
及びこれに類するもの（金属課の所掌に属する
事務に係るものを除く。）、重要土石、非金属鉱
物製品（他課の所掌に属する事務に係るものを
除く。）、非鉄金属（金属課の所掌に属する事務
に係るものを除く。）

［金属課］ 次に掲げる物資に関する事務。鉄鋼、
鉄鋼製品（他課の所掌に属する事務に係るもの
を除く。）、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニ
ウム及び希有金属、電線、ケーブル、伸銅品及び
鉛管板、その他非鉄金属製品（他課の所掌に属
する事務に係るものを除く。）、金属くず、氷晶
石及びふっ化アルミニウム。非鉄金属（核燃料
物質を除く。）の回収及び再生。

［素材産業課］ 次に掲げる物資に関する事務。
ソーダ及びその誘導品、無機酸、無機薬品、酸
素、窒素、水素その他単体ガス、カリ塩（にがり
製品を含む。）、火薬、爆薬及び火工品（生活製品
課及び航空機武器産業課の所掌に属する事務に
係るものを除く。）、冷媒及び触媒（有機触媒を
除く。）、石油化学工業品（他課の所掌に属する
事務に係るものを除く。）、石炭化学工業品（他
課の所掌に属する事務に係るものを除く。）、カ
ーバイド及びその誘導品、可燃性天然ガスの誘
導品、合成ゴム、合成樹脂及び可塑剤、合成樹脂
製品（他課の所掌に属する事務に係るものを除
く。）、染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間
物。合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味
料、塗料、印刷インク及び印刷ワニス、合成洗
剤、選鉱剤その他界面活性剤、ゴム及びゴム製
品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラック、し
ょう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光
材料、ろうそく、合成糊料、糊抜剤及び接着剤、
樹脂、樹脂ろう及び五倍子、アンモニア系製品、
その他生物化学の知見を利用して製造される化
学工業品以外の化学工業品（金属課の所掌に属
する事務に係るものを除く。）、板ガラス、光学
ガラス及びガラス繊維、耐火物及び土管、電極、
電ブラシ、炭素棒、ピッチコークスその他炭素
製品、セメント及びセメント製品、研削剤、研削
砥石及び研磨布紙、その他窯業品（生活製品課
の所掌に属する事務に係るものを除く。）、砂利
その他骨材及び石材、紙及び紙製品、パルプ及
びセロファン。アルコール（アルコール事業法
第２条第１項に規定するアルコールをいう。）。
工業塩の流通及び消費の増進、改善、調整。化学
肥料（炭酸カルシウムを除く。）の輸出、輸入、
生産の増進、改善、調整。革新的な素材の利用に
関するものの総括。

［生活製品課］ 住宅設備機器及びインテリア用
品に関する事務の総括。工場生産住宅その他こ
れに類するもので省の所掌に係るものの生産に
関する指導及び助成。次に掲げる物資に関する
事務。綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、く
ず繊維及び雑繊維、綿糸、麻糸、毛糸、絹糸、化
学繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維糸、織物、ニッ
ト製品、不織布及びフェルト、縫製品、漁網綱及
び漁具糸、繊維雑品、その他繊維工業品（他課の
所掌に属する事務に係るものを除く。）、抄繊維
製品、日用金属製品及び日用合成樹脂製品、陶
磁器及びほうろう鉄器、ガラス製品（素材産業
課の所掌に属する事務に係るものを除く。）、マ
ッチ、コルク及び木竹製品、運動用具、文房具及

び楽器、おもちゃ、喫煙具、装身具及び傘、皮革、
皮革製品、タンニン、にかわ及びゼラチン、履
物、かばん及び袋物、包装材料、その他雑貨工業
品（素材産業課の所掌に属する事務に係るもの
を除く。）、れんが及び瓦、石膏製品、石綿製品及
び岩綿製品、建築金物及び建具、畳、畳床、リノ
リウムその他床材料、アスファルトルーフィン
グ、アスファルト乳剤その他防水工事材料、繊
維板その他建築用ボード、その他土木建築材料
（木材及び素材産業課の所掌に属する事務に係
るものを除く。）、熱絶縁装置。木材の防腐業及
び防火加工業の発達、改善及び調整。

［産業機械課］ 次に掲げる物資に関する事務。
工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工
業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、
荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、
ミシンその他鉱工業用機械（自動車課の所掌に
属する事務に係るものを除く。）、農業機械器具、
水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機
械、醸造機械、たばこ製造機械、製材木工機械、
時計、光学機械、理化学機械、計量器、冷凍機、
冷凍機応用装置、自動販売機、集じん装置、排ガ
ス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置、
油圧機器、空圧機器、橋、軸受、ねじ、歯車、ロ
ーラーチェーン、工具、機械刃物、のこぎり、や
すり、鋳造品、鍛造品（他課の所掌に属する事務
に係るものを除く。）、製鉄機械、鍛圧機械、鋳造
機械、工業窯炉、金型、鋳型、ロール、粉末冶金、
バルブ、鉄管継手、発電機、電動機、変圧器、遮
断器、開閉装置、制御装置その他重電機器、ボイ
ラー、原子炉、その部品、装置、蒸気機関、ター
ビン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔、架線金物、
他課の所掌に属さない機械器具、これに類する
もの。鉄道車両等の輸出、輸入の増進、改善、調
整、鉄道車両等に関するもの。熱処理業の発達、
改善、調整。事業の発達、改善、調整に関する事
務のうちロボットの利用に関するものの総括。

［自動車課］ 次に掲げる物資に関する事務。自
動車（トレーラーを含む。）、その車体、部品、ト
ラクターその他特殊自動車、消防ポンプ、ばね、
産業車両、陸用内燃機関。自転車（リヤカーを含
む。）、自転車競走、小型自動車競走の施行。

［航空機武器産業課］ 次に掲げる物資に関する
事務。航空機、その部品、武器、その部品、猟銃、
捕鯨砲、もり銃、と殺銃、捕鯨用標識銃、救命索
発射銃、空気銃。

［宇宙産業課］ 次に掲げる物資に関する事務。
人工衛星及びロケット（航空機武器産業課の所
掌に属する事務に係るものを除く。）並びにこれ
らの部品。宇宙の開発に関する大規模な技術開
発であって、鉱工業の発達及び改善を図るもの。
事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち
宇宙の利用に関するものの総括。

―商 務 情 報 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。情
報処理の促進に関する事務の総括。地域におけ
る情報処理の促進。情報通信の高度化に関する
事務のうち情報処理に係るもの。情報通信機器
に関する総合的な政策の企画、立案、推進。独立
行政法人情報処理推進機構の組織、運営一般。
局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［情報経済課］ 情報処理の促進に関する経済の
発展に係る環境の整備（総務課及び情報技術利
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の所掌に係る調査に関する事務の総括。局の所
掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

［鉱物課］ 次に掲げる物資に関する事務。鉱物
及びこれに類するもの（金属課の所掌に属する
事務に係るものを除く。）、重要土石、非金属鉱
物製品（他課の所掌に属する事務に係るものを
除く。）、非鉄金属（金属課の所掌に属する事務
に係るものを除く。）

［金属課］ 次に掲げる物資に関する事務。鉄鋼、
鉄鋼製品（他課の所掌に属する事務に係るもの
を除く。）、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニ
ウム及び希有金属、電線、ケーブル、伸銅品及び
鉛管板、その他非鉄金属製品（他課の所掌に属
する事務に係るものを除く。）、金属くず、氷晶
石及びふっ化アルミニウム。非鉄金属（核燃料
物質を除く。）の回収及び再生。

［素材産業課］ 次に掲げる物資に関する事務。
ソーダ及びその誘導品、無機酸、無機薬品、酸
素、窒素、水素その他単体ガス、カリ塩（にがり
製品を含む。）、火薬、爆薬及び火工品（生活製品
課及び航空機武器産業課の所掌に属する事務に
係るものを除く。）、冷媒及び触媒（有機触媒を
除く。）、石油化学工業品（他課の所掌に属する
事務に係るものを除く。）、石炭化学工業品（他
課の所掌に属する事務に係るものを除く。）、カ
ーバイド及びその誘導品、可燃性天然ガスの誘
導品、合成ゴム、合成樹脂及び可塑剤、合成樹脂
製品（他課の所掌に属する事務に係るものを除
く。）、染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間
物。合成染料、有機顔料、抜染剤及び人工甘味
料、塗料、印刷インク及び印刷ワニス、合成洗
剤、選鉱剤その他界面活性剤、ゴム及びゴム製
品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラック、し
ょう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真感光
材料、ろうそく、合成糊料、糊抜剤及び接着剤、
樹脂、樹脂ろう及び五倍子、アンモニア系製品、
その他生物化学の知見を利用して製造される化
学工業品以外の化学工業品（金属課の所掌に属
する事務に係るものを除く。）、板ガラス、光学
ガラス及びガラス繊維、耐火物及び土管、電極、
電ブラシ、炭素棒、ピッチコークスその他炭素
製品、セメント及びセメント製品、研削剤、研削
砥石及び研磨布紙、その他窯業品（生活製品課
の所掌に属する事務に係るものを除く。）、砂利
その他骨材及び石材、紙及び紙製品、パルプ及
びセロファン。アルコール（アルコール事業法
第２条第１項に規定するアルコールをいう。）。
工業塩の流通及び消費の増進、改善、調整。化学
肥料（炭酸カルシウムを除く。）の輸出、輸入、
生産の増進、改善、調整。革新的な素材の利用に
関するものの総括。

［生活製品課］ 住宅設備機器及びインテリア用
品に関する事務の総括。工場生産住宅その他こ
れに類するもので省の所掌に係るものの生産に
関する指導及び助成。次に掲げる物資に関する
事務。綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、く
ず繊維及び雑繊維、綿糸、麻糸、毛糸、絹糸、化
学繊維糸、くず繊維糸及び雑繊維糸、織物、ニッ
ト製品、不織布及びフェルト、縫製品、漁網綱及
び漁具糸、繊維雑品、その他繊維工業品（他課の
所掌に属する事務に係るものを除く。）、抄繊維
製品、日用金属製品及び日用合成樹脂製品、陶
磁器及びほうろう鉄器、ガラス製品（素材産業
課の所掌に属する事務に係るものを除く。）、マ
ッチ、コルク及び木竹製品、運動用具、文房具及

び楽器、おもちゃ、喫煙具、装身具及び傘、皮革、
皮革製品、タンニン、にかわ及びゼラチン、履
物、かばん及び袋物、包装材料、その他雑貨工業
品（素材産業課の所掌に属する事務に係るもの
を除く。）、れんが及び瓦、石膏製品、石綿製品及
び岩綿製品、建築金物及び建具、畳、畳床、リノ
リウムその他床材料、アスファルトルーフィン
グ、アスファルト乳剤その他防水工事材料、繊
維板その他建築用ボード、その他土木建築材料
（木材及び素材産業課の所掌に属する事務に係
るものを除く。）、熱絶縁装置。木材の防腐業及
び防火加工業の発達、改善及び調整。

［産業機械課］ 次に掲げる物資に関する事務。
工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工
業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、
荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、
ミシンその他鉱工業用機械（自動車課の所掌に
属する事務に係るものを除く。）、農業機械器具、
水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機
械、醸造機械、たばこ製造機械、製材木工機械、
時計、光学機械、理化学機械、計量器、冷凍機、
冷凍機応用装置、自動販売機、集じん装置、排ガ
ス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置、
油圧機器、空圧機器、橋、軸受、ねじ、歯車、ロ
ーラーチェーン、工具、機械刃物、のこぎり、や
すり、鋳造品、鍛造品（他課の所掌に属する事務
に係るものを除く。）、製鉄機械、鍛圧機械、鋳造
機械、工業窯炉、金型、鋳型、ロール、粉末冶金、
バルブ、鉄管継手、発電機、電動機、変圧器、遮
断器、開閉装置、制御装置その他重電機器、ボイ
ラー、原子炉、その部品、装置、蒸気機関、ター
ビン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔、架線金物、
他課の所掌に属さない機械器具、これに類する
もの。鉄道車両等の輸出、輸入の増進、改善、調
整、鉄道車両等に関するもの。熱処理業の発達、
改善、調整。事業の発達、改善、調整に関する事
務のうちロボットの利用に関するものの総括。

［自動車課］ 次に掲げる物資に関する事務。自
動車（トレーラーを含む。）、その車体、部品、ト
ラクターその他特殊自動車、消防ポンプ、ばね、
産業車両、陸用内燃機関。自転車（リヤカーを含
む。）、自転車競走、小型自動車競走の施行。

［航空機武器産業課］ 次に掲げる物資に関する
事務。航空機、その部品、武器、その部品、猟銃、
捕鯨砲、もり銃、と殺銃、捕鯨用標識銃、救命索
発射銃、空気銃。

［宇宙産業課］ 次に掲げる物資に関する事務。
人工衛星及びロケット（航空機武器産業課の所
掌に属する事務に係るものを除く。）並びにこれ
らの部品。宇宙の開発に関する大規模な技術開
発であって、鉱工業の発達及び改善を図るもの。
事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち
宇宙の利用に関するものの総括。

―商 務 情 報 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。情
報処理の促進に関する事務の総括。地域におけ
る情報処理の促進。情報通信の高度化に関する
事務のうち情報処理に係るもの。情報通信機器
に関する総合的な政策の企画、立案、推進。独立
行政法人情報処理推進機構の組織、運営一般。
局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［情報経済課］ 情報処理の促進に関する経済の
発展に係る環境の整備（総務課及び情報技術利

用促進課の所掌に属するものを除く。）。情報処
理に関する個人情報の保護。情報処理に関する
利用の機会の確保。

［サイバーセキュリティ課］ 情報処理に関する
サイバーセキュリティの確保。

［情報技術利用促進課］ 省の所掌に係る情報処
理に関連する技術の利用の促進。情報処理技術
者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知
識、技術の向上。情報処理の促進（他課の所掌に
属するものを除く。）。

［情報産業課］ 次に掲げる物資に関する事務。
電子計算機、その関連装置、放送装置その他情
報通信機器、テレビジョン受信機、電子顕微鏡、
方向探知器、魚群探知機その他電子機器（電子
計算機、その関連装置を除く。）、家庭用電気冷
蔵庫、家庭用エアコンディショナーその他電気
機器（重電機器を除く。）、半導体素子、集積回路
その他情報通信機器、電子機器、電気機器の部
品、用品、材料（電気絶縁材料を除く。）、電気計
測器、放射線計測器（照射線量計を除く。）、電気
式自動制御機器、事務用機械、通信用電線、通信
用ケーブル。省の所掌事務のうち情報処理に関
連する技術に関する研究及び開発。半導体集積
回路の回路配置に関する法律の施行。

［電池産業課］ 次に掲げる物資に関する事務。
蓄電池、乾電池その他電池に関するもの。

［サービス政策課］ 省の所掌事務のうちサービ
ス業に関する総合的な政策の企画、立案、推進。
省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括。
省の所掌に係るサービス業の発達、改善、調整
（資源エネルギー庁、製造産業局、他課の所掌
に属するものを除く。）。生涯学習の振興のため
の施策の推進体制の整備に関する法律の施行。

［文化創造産業課］ 省の所掌に係るサービス業
のうち文化の創造に関連するものの発達、改善
及び調整。省の所掌に係る事業のうち文化の創
造に関連するものに関する事務の総括。省の所
掌に係る我が国の文化の特色を生かした商品又
は役務を通じて我が国の文化が海外で高い評価
を得ていることに係る事業に関する総合的な政
策の企画及び立案並びに推進。印刷業、製本業
の発達、改善、調整。レコードその他情報記録物
に関するもの。広告代理業の発達、改善、調整。
サービス業のうち以上に掲げる業務に関連する
ものの発達、改善、調整。伝統的工芸品の輸出、
輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調
整。デザインに関する指導及び奨励並びにその
盗用防止。博覧会、展示会その他参考品及びこ
れに類するものの収集及び展示紹介。伝統的工
芸品産業の振興に関する法律の施行。地域伝統
芸能等を活用した行事の実施による観光及び特
定地域商工業の振興に関する法律の施行。

［ヘルスケア産業課］ 省の所掌に係るヘルスケ
ア産業（健康の保持及び増進に資する商品の生
産若しくは販売又は役務の提供の提供を行う産
業をいう。）の発達、改善及び調整（製造産業局
並びに情報産業課及び文化創造産業課の所掌に
属するものを除く。）。次に掲げる物資に関する
事務。医療用機械器具、福祉用具、省の所掌事務
のうち医療に関連する技術に関する研究・開発
に関する総合的な政策と企画及び立案並びに推
進。

［生物化学産業課］ 次に掲げる物資に関する事
務、発酵工業品（その誘導品を含む。）その他生
物化学の知見を利用して製造される化学工業品
（製造産業局の所掌に属する事務に係るものを

除く。）、有機触媒、硬化油、脂肪酸、グリセリン
その他油脂製品、有機酸、せっけん、香料、化粧
品、試薬。事業の発達、改善、調整に関する事務
のうち生物化学の知見の利用に関するものの総
括。

［流通政策課］ 商業の発達及び改善に関する基
本に関することその他商一般（経済産業政策局
及び中小企業庁並びに商取引・消費経済政策課
の所掌に属するものを除く。）。百貨店業その他
大規模小売店舗における小売業（経済産業政策
局の所掌に属するものを除く。）。物資の流通（輸
送、保管及び保険を含む。）の効率化及び適正化
に関する省の所掌に係る事務。訪問販売及び通
信販売の事業。流通業務の総合化及び効率化の
促進に関する法律の施行に関する事務で省の所
掌に属するもの（中小企業庁の所掌に属するも
のを除く。）。

［商取引・消費経済政策課］ 商業の発達及び改
善に関する基本に関することその他商一般に関
する事務のうち一般消費者に係る取引に関する
こと。割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっ
せん、前払式特定取引に関すること。物品賃貸
その他の信用を供与して行う物品、役務の取引
一般に関すること。商品市場における取引、商
品投資の監督に関する事務のうち省の所掌に係
るもの。省の所掌事務に係る消費の合理化に関
する事務の総括。省の所掌事務に係る一般消費
者の利益の保護に関すること（大臣官房及び経
済産業政策局の所掌に属するものを除く。）ゴル
フ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の
施行。犯罪による収益の移転防止に関する法律
の施行（同法第２条第２項に規定する特定事業
者（同項第 号に掲げる者に限る。）のうち同
法第 条第１項第 号に規定する業務を行う
者に関することに限る。）。消費経済審議会の庶
務。

資源エネルギー庁

（長官官房）
［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。長官の官印、庁印の
保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。法令
案その他の公文書類の審査、進達。情報の公開。
個人情報の保護。総合調整。行政の考査。広報。
機構、定員。経費、収入の予算、決算、会計、会
計の監査。エネルギー対策特別会計の経理。国
有財産の管理、処分、物品の管理。エネルギー対
策特別会計に属する国有財産の管理、処分、物
品の管理。職員の衛生、医療その他の福利厚生。
鉱物資源、エネルギーに関する総合的な政策。
産業公害の防止対策の促進に関する事務の総括。
資源の有効な利用の確保に関する事務の総括。
物資の流通（輸送、保管、保険を含む。）の効率
化、適正化に関する事務の総括。一般消費者の
利益の保護に関する事務の総括。総合資源エネ
ルギー調査会の庶務。庁の所掌事務で他の所掌
に属しないものに関すること。

［国際課］ 鉱物資源及びエネルギーに係る通商
経済上の国際協力。関税に関する事務のうち資
源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務
の総括。国際協力に関する事務の総括。

（省エネルギー・新エネルギー部）
［政策課］ 省エネルギー、新エネルギーに関す
る基本的な政策に関する事務。

［新エネルギーシステム課］ 省エネルギー及び
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新エネルギーに係る技術を有効に組み合わせて
一体的に活用する新たなエネルギーの供給及び
利用に係るシステムに関する政策に関する事務。

［省エネルギー対策課］ 省エネルギーに関する
政策に関する事務。

［新エネルギー対策課］ 新エネルギーに関する
政策に関する事務（資源・燃料部及び水素・アン
モニア課の所掌に属するものを除く。）。調達価
格等算定委員会の庶務。

［水素・アンモニア課］ 新エネルギーとしての
水素及びアンモニアの輸出、輸入、生産、流通及
び消費に関する基本的な政策の企画、立案、推
進に関する事務。

（資源・燃料部）
［政策課］ 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭そ

の他の鉱物、これに類するもの、これらの製品
の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。鉱物及びこれに類
するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率
的な供給の確保（電力・ガス事業部並びに資源
開発課及び燃料供給基盤整備課の所掌に属する
ものを除く。）。石油、石油製品に関する基本的
な政策。石油、石油製品の価格。石油、石油製品
に係る事業の資金。鉱害の賠償（資源開発課の
所掌に属するものを除く。）。独立行政法人石油
天然ガス・金属鉱物資源機構の組織、運営一般。

［資源開発課］ 石油、、可燃性天然ガス、石炭、
亜炭の開発。石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭
の埋蔵量の調査。石炭、亜炭、これらの製品に関
する基本的な政策に関すること（燃料環境適合
利用推進課の所掌に属するものを除く。）。石油、
可燃性天然ガス、可燃性天然ガス製品の輸出、
輸入、生産。石炭、亜炭、これらの製品に関する
ものに関すること。資源・燃料部の所掌に係る
資源を原材料として製造される水素、アンモニ
アの輸出、輸入、生産の増進、改善、調整（製造
産業局の所掌に属するものを除く。）。石炭鉱業、
亜炭鉱業に係る鉱害に関すること。水洗炭業に
よる被害の防止。

［燃料供給基盤整備課］ 石油製品の生産。石油
製品の輸出及び輸入。石油及び石油製品の備蓄
（燃料環境適合利用推進課の所掌に属するもの
を除く。）。石油及び石油製品の需給の調整（燃
料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除
く。）。石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品
及び可燃性天然ガス製品の流通。石油パイプラ
イン事業の発達、改善及び調整。石油製品に類
するものに関するもの。液化石油ガスの取引の
適正化。揮発油等の品質の確保等に関する法律
の施行。

［燃料環境適合利用推進課］ 資源・燃料部の所
掌に係る燃料の利用に伴って発生する二酸化炭
素の貯蔵その他環境への負荷の程度が低い方法
による当該燃料の利用の推進に関する基本的な
政策（当該燃料の安定的かつ効率的な供給の確
保に資するものに限る。）の企画及び立案並びに
推進。

（電力・ガス事業部）
［政策課］ 電気、ガス、熱の安定的かつ効率的な

供給の確保に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。電気、電気事業（電力・ガス取引監視等委
員会、電力基盤整備課の所掌に属するものを除
く。）。電気の適正な計量の実施の確保（電気の
取引に関するものに限る。）。ガス、ガス事業（電
力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するもの
を除く。）。熱、熱供給事業（電力・ガス取引監視

等委員会の所掌に属するものを除く。）。
［電力基盤整備課］ 電源開発に関する基本的な
政策の企画、立案、推進。発電水力の調査、調整、
電源の開発その他電気に関する施設の建設の推
進（原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌
に属するものを除く。）。電気の供給計画。電気
の需給の調整。

［原子力政策課］ エネルギーに関する原子力政
策。エネルギーとしての利用に関する原子力の
技術開発（原子力立地・核燃料サイクル産業課
及び放射性廃棄物対策課の所掌に属するものを
除く。）。国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構の行う業務のうち核燃料サイクルを技術的
に確立するために必要な業務。

［原子力立地・核燃料サイクル産業課］ 核原料
物質、核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の
確保。核原料物質、核燃料物質に関するもの。エ
ネルギーとしての利用に関する核原料物質、核
燃料物質に係る技術開発。原子力発電施設の建
設の推進。

［放射性廃棄物対策課］ エネルギーとしての利
用に関する放射性廃棄物に係る技術開発に関す
ること。原子力に係る廃棄の事業の発達、改善、
調整。
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新エネルギーに係る技術を有効に組み合わせて
一体的に活用する新たなエネルギーの供給及び
利用に係るシステムに関する政策に関する事務。

［省エネルギー対策課］ 省エネルギーに関する
政策に関する事務。

［新エネルギー対策課］ 新エネルギーに関する
政策に関する事務（資源・燃料部及び水素・アン
モニア課の所掌に属するものを除く。）。調達価
格等算定委員会の庶務。

［水素・アンモニア課］ 新エネルギーとしての
水素及びアンモニアの輸出、輸入、生産、流通及
び消費に関する基本的な政策の企画、立案、推
進に関する事務。

（資源・燃料部）
［政策課］ 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭そ

の他の鉱物、これに類するもの、これらの製品
の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。鉱物及びこれに類
するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率
的な供給の確保（電力・ガス事業部並びに資源
開発課及び燃料供給基盤整備課の所掌に属する
ものを除く。）。石油、石油製品に関する基本的
な政策。石油、石油製品の価格。石油、石油製品
に係る事業の資金。鉱害の賠償（資源開発課の
所掌に属するものを除く。）。独立行政法人石油
天然ガス・金属鉱物資源機構の組織、運営一般。

［資源開発課］ 石油、、可燃性天然ガス、石炭、
亜炭の開発。石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭
の埋蔵量の調査。石炭、亜炭、これらの製品に関
する基本的な政策に関すること（燃料環境適合
利用推進課の所掌に属するものを除く。）。石油、
可燃性天然ガス、可燃性天然ガス製品の輸出、
輸入、生産。石炭、亜炭、これらの製品に関する
ものに関すること。資源・燃料部の所掌に係る
資源を原材料として製造される水素、アンモニ
アの輸出、輸入、生産の増進、改善、調整（製造
産業局の所掌に属するものを除く。）。石炭鉱業、
亜炭鉱業に係る鉱害に関すること。水洗炭業に
よる被害の防止。

［燃料供給基盤整備課］ 石油製品の生産。石油
製品の輸出及び輸入。石油及び石油製品の備蓄
（燃料環境適合利用推進課の所掌に属するもの
を除く。）。石油及び石油製品の需給の調整（燃
料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除
く。）。石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品
及び可燃性天然ガス製品の流通。石油パイプラ
イン事業の発達、改善及び調整。石油製品に類
するものに関するもの。液化石油ガスの取引の
適正化。揮発油等の品質の確保等に関する法律
の施行。

［燃料環境適合利用推進課］ 資源・燃料部の所
掌に係る燃料の利用に伴って発生する二酸化炭
素の貯蔵その他環境への負荷の程度が低い方法
による当該燃料の利用の推進に関する基本的な
政策（当該燃料の安定的かつ効率的な供給の確
保に資するものに限る。）の企画及び立案並びに
推進。

（電力・ガス事業部）
［政策課］ 電気、ガス、熱の安定的かつ効率的な

供給の確保に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。電気、電気事業（電力・ガス取引監視等委
員会、電力基盤整備課の所掌に属するものを除
く。）。電気の適正な計量の実施の確保（電気の
取引に関するものに限る。）。ガス、ガス事業（電
力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するもの
を除く。）。熱、熱供給事業（電力・ガス取引監視

等委員会の所掌に属するものを除く。）。
［電力基盤整備課］ 電源開発に関する基本的な

政策の企画、立案、推進。発電水力の調査、調整、
電源の開発その他電気に関する施設の建設の推
進（原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌
に属するものを除く。）。電気の供給計画。電気
の需給の調整。

［原子力政策課］ エネルギーに関する原子力政
策。エネルギーとしての利用に関する原子力の
技術開発（原子力立地・核燃料サイクル産業課
及び放射性廃棄物対策課の所掌に属するものを
除く。）。国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構の行う業務のうち核燃料サイクルを技術的
に確立するために必要な業務。

［原子力立地・核燃料サイクル産業課］ 核原料
物質、核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の
確保。核原料物質、核燃料物質に関するもの。エ
ネルギーとしての利用に関する核原料物質、核
燃料物質に係る技術開発。原子力発電施設の建
設の推進。

［放射性廃棄物対策課］ エネルギーとしての利
用に関する放射性廃棄物に係る技術開発に関す
ること。原子力に係る廃棄の事業の発達、改善、
調整。

 

特許庁

（総 務 部）
［秘書課］ 機密。職員任免、給与、懲戒、服務そ

の他の人事、教養、訓練。長官の官印、庁印。公
文書類の接受、発送、編集、保存。情報の公開。
個人情報の保護。職員の医療その他の福利厚生
（会計課の所掌に属するものを除く。）。事務能
率の増進。弁理士。工業所有権審議会弁理士審
査分科会の庶務。

［総務課］ 法令案その他の公文書類の審査、進
達。庁の所掌事務に関する総合調整。行政の考
査。広報。機構、定員。工業所有権に関する情報
システムの整備、管理に関する事務。工業所有
権に関する指導（国際協力課の所掌に属するも
のを除く。）。工業所有権に関する分類。工業所
有権の関する民間における技術の開発に係る環
境の整備（企画調査課の所掌に属するものを除
く。）。工業所有権に関する条約に関する連絡調
整。工業所有権に関する不正競争の防止。独立
行政法人工業所有権情報・研修館の組織、運営
一般。工業所有権審議会の庶務（弁理士審査分
科会に係るものを除く。）。裁定。（訟務に関する
事務の総括（審判部の所掌に属するものを除く。）
庁の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［会計課］ 特許特別会計の経理。特許特別会計
に属する行政財産、物品の管理。職員の衛生。

［企画調査課］ 企業等による工業所有権の取得、
管理に関する施策の企画、立案。工業所有権に
関する調査（国際政策課及び国際協力課の所掌
に属するものを除く。）。工業所有権に関する統
計。工業所有権に関する知識の普及、啓発、人材
育成に係る環境の整備（普及支援課の所掌に属
するものを除く。）。

［普及支援課］ 企業等による工業所有権の取得、
管理の啓発。工業所有権に関する公報その他の
資料の収集、編集、刊行。国立国会図書館支部特
許庁図書館。

［国際政策課］ 工業所有権に関する外国の制度
の調査（国際協力課の所掌に属するものを除
く。）。国際協力。工業所有権に関する外国との
連絡。工業所有権に関する多数国間の国際機関
及び国際会議に関すること（総務課の所掌に属
するものを除く。）。

［国際協力課］ 工業所有権に関する指導に関す
る事務のうち外国人に係るもの。工業所有権に
関する外国の制度の調査（開発途上にある海外
の地域（以下「開発途上地域」という。）に係る
ものに限る。）。開発途上地域に対する国際協力。
工業所有権に関する開発途上地域との連絡。外
国に対する工業所有権に関する出願、日本国民
の所有に係る外国工業所有権。工業所有権に関
する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国
人に係るもの。国際協力に関する事務のうち商
標及び意匠に関すること。

（審査業務部）
［審査業務課］ 工業所有権に関する出願書類（実

用新案技術評価に関する書類、工業所有権に関
する手続等の特例に関する法律の規定により出
願書類、実用新案技術評価に関する書類とみな
されるものを含む。以下同じ。）の方式審査（出
願課の所掌に属するものを除く。）。工業所有権
に関する出願書類の整理、保管（出願課の所掌
に属するものを除く。）。工業所有権の登録（出
願課の所掌に属するものを除く。）。工業所有権

に関する出願及び登録に関する事務の連絡調整。
工業所有権に関する出願及び登録（出願課の所
掌に属するものを除く。）。

［出願課］ 国際出願（特許法及び実用新案法の
規定により特許出願及び実用新案登録出願とみ
なされる国際出願を除く。）、意匠に係る国際登
録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出
願書類の方式審査。工業所有権に関する出願書
類の接受、発送。工業所有権に関する出願に係
る申請人の登録。工業所有権に関する書類の閲
覧、謄写、特許庁の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録されている事項の閲覧、
交付。工業所有権に関する証明、謄本又は抄本。
工業所有権に関する審判、特許異議及び登録異
議（判定、鑑定を含む。）に関する書類（工業所
有権の特例に関する法律の規定によりこれらの
書類とみなされるものを含む。）、物件の接受。
工業所有権の出願及び登録に関する情報提供。

［商標課］ 商標の審査に関する事務の連絡調整
に関する事務。

［審査長］ 商標の審査に関する事務。
（審査第一部）

［調整課］ 発明の審査（特許協力条約に基づく
国際出願等に関する法律の規定に基づく国際調
査、国際予備審査を含む。以下同じ。）、実用新案
技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関
する事務。

［意匠課］ 意匠の審査に関する事務の連絡調整
に関する事務。

［審査長］ 審査第一部の所掌事務に係る発明の
審査及び実用新案技術評価書の作成、意匠の審
査に関する事務。

（審査第二部）
［審査長］ 審査第二部の所掌事務に係る発明の
審査、実用新案技術評価書の作成に関する事務。

（審査第三部）
［審査長］ 審査第三部の所掌事務に係る発明の
審査、実用新案技術評価書の作成に関する事務。

（審査第四部）
［審査長］ 審査第四部の所掌事務に係る発明の
審査、実用新案技術評価書の作成に関する事務。

（審 判 部）
［審判課、審判長］ 工業所有権に関する審判、特

許異議及び登録異議に関する事務の連絡調整。
工業所有権に関する審判事件、特許異議申立事
件及び登録異議申立事件（判定請求事件、鑑定
を含む。以下同じ。）に関する事務。工業所有権
に関する審決、特許、商標登録の取消決定の取
消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定
代理人。審判長は、命を受けて、工業所有権に関
する審判事件、特許異議申立事件及び登録異議
申立事件に関する事務。
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中小企業庁

（長官官房）

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。長官の官印、庁印の
保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。公文
書類の審査（事業環境部の所掌に属するものを
除く。）。情報の公開。個人情報の保護。庁の所掌
事務に関する総合調整。行政の考査。広報。機
構、定員。経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。行政財産、物品の管理。職員の衛生、医
療その他の福利厚生。中小企業の経営に関する
相談、中小企業に関する行政に関する苦情若し
くは意見の申出又は照会の必要な処理、又はそ
のあっせん。信用保証協会法の施行に関する事
務のうち検査に関する事務であって、省の所掌
に係るもの。株式会社日本政策金融公庫法の施
行に関する事務のうち検査に関する事務であっ
て、省の所掌に係るもの。株式会社商工組合中
央金庫法の施行に関する事務のうち検査に関す
る事務であって、省の所掌に係るものに関する
こと。独立行政法人中小企業基盤整備機構の組
織、運営一般。庁の所掌事務で他の所掌に属し
ないものに関すること。

（事業環境部）
［企画課］ 中小企業の育成、発展を図るための

基本となる方策の企画、立案。法令案、例規案の
審査、進達。中小企業の育成、発展、その経営の
向上に必要な事項についての総合的な情報の収
集、分析、提供。中小企業に関する基本問題、そ
の他の中小企業に関係がある経済問題に関する
調査、研究（金融課、財務課の所掌に属するもの
を除く。）。中小企業等経営強化法の施行（同法
第 条第１項に規定する経営力向上計画（中小
企業者に係るものに限り、財務課の所掌に属す
るものを除く。）及び同法第 条第１項に規定
する事業分野別経営力向上推進業務に関するこ
とに限る。）。中小企業政策審議会の庶務。

［金融課］ 中小企業に対する円滑な資金の供給
（長官官房、経営支援部、財務課の所掌に属す
るものを除く。）。中小企業信用保険に関する事
務の総括。

［財務課］ 中小企業の自己資本の充実の促進。
中小企業に関する税制に関する調整。中小企業
における経営の承継の円滑化。中小企業等経営
強化法の施行（同法第 条第１項に規定する経
営力向上計画（中小企業者の行う同法第 条第

項に規定する事業承継等に係るものに限る。）
及び同法第 条第１項に規定する事業再編投
資計画に関することに限る。）。中小企業投資育
成株式会社の組織、運営一般。

［取引課］ 中小企業に係る取引の適正化。中小
企業の事業活動の機会の確保。下請関係にある
中小企業の経営の向上。

（経営支援部）
［経営支援課］ 中小企業の経営方法の改善その

他の経営の向上（事業環境部及び小規模企業振
興課に属するものを除く。）。中小企業の経営に
関する診断、助言、研修。中小企業の交流又は連
携及び中小企業による組織（他課の所掌に属す
るものを除く。）。中小企業庁の所掌事務に係る
国際協力。中小企業の海外における事業の展開
の促進。中小企業の技術の向上。中小企業の新
技術を利用した事業活動の促進。中小企業等経

営強化法の施行（同法第 条第１項に規定する
経営革新計画（中小企業者に係るものに限る。）
並びに同法第 条第１項に規定する経営革新
等支援業務及び同法第 条第１項に規定する
情報処理支援業務に関することに限る。）。

［小規模企業振興課］ 小規模企業の振興に関す
る基本的な政策の企画、立案、推進。中小企業の
新たな事業の創出（イノベーション・環境局の
所掌に属するものを除く。）。中小企業の新たな
事業活動を通じた経営の向上（事業環境部及び
経営支援課の所掌に属するものを除く。）。中小
企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の
交流又は連携（イノベーション・環境局の所掌
に属するものを除く。）。中小企業の経営の安定
（事業環境部の所掌に属するものを除く。）。商
工会及び全国商工会連合会の組織、運営一般。
中小企業等経営強化法の施行（経済産業政策局
及びイノベーション・環境局並びに事業環境部
並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。）。

［商業課］ 中小小売商業、中小サービス業、中小
卸売業の育成、発展。商店街振興組合法の施行。
中小小売商業振興法の施行。中心市街地の活性
化に関する法律の施行（中小小売商業高度化事
業に関することに限る。）。流通業務の総合化及
び効率化の促進に関する法律の施行（中小企業
者が実施する流通業務総合効率化事業に関する
ことに限る。）。
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中小企業庁

（長官官房）

［総務課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他の人事、教養、訓練。長官の官印、庁印の
保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。公文
書類の審査（事業環境部の所掌に属するものを
除く。）。情報の公開。個人情報の保護。庁の所掌
事務に関する総合調整。行政の考査。広報。機
構、定員。経費、収入の予算、決算、会計、会計
の監査。行政財産、物品の管理。職員の衛生、医
療その他の福利厚生。中小企業の経営に関する
相談、中小企業に関する行政に関する苦情若し
くは意見の申出又は照会の必要な処理、又はそ
のあっせん。信用保証協会法の施行に関する事
務のうち検査に関する事務であって、省の所掌
に係るもの。株式会社日本政策金融公庫法の施
行に関する事務のうち検査に関する事務であっ
て、省の所掌に係るもの。株式会社商工組合中
央金庫法の施行に関する事務のうち検査に関す
る事務であって、省の所掌に係るものに関する
こと。独立行政法人中小企業基盤整備機構の組
織、運営一般。庁の所掌事務で他の所掌に属し
ないものに関すること。

（事業環境部）
［企画課］ 中小企業の育成、発展を図るための

基本となる方策の企画、立案。法令案、例規案の
審査、進達。中小企業の育成、発展、その経営の
向上に必要な事項についての総合的な情報の収
集、分析、提供。中小企業に関する基本問題、そ
の他の中小企業に関係がある経済問題に関する
調査、研究（金融課、財務課の所掌に属するもの
を除く。）。中小企業等経営強化法の施行（同法
第 条第１項に規定する経営力向上計画（中小
企業者に係るものに限り、財務課の所掌に属す
るものを除く。）及び同法第 条第１項に規定
する事業分野別経営力向上推進業務に関するこ
とに限る。）。中小企業政策審議会の庶務。

［金融課］ 中小企業に対する円滑な資金の供給
（長官官房、経営支援部、財務課の所掌に属す
るものを除く。）。中小企業信用保険に関する事
務の総括。

［財務課］ 中小企業の自己資本の充実の促進。
中小企業に関する税制に関する調整。中小企業
における経営の承継の円滑化。中小企業等経営
強化法の施行（同法第 条第１項に規定する経
営力向上計画（中小企業者の行う同法第 条第

項に規定する事業承継等に係るものに限る。）
及び同法第 条第１項に規定する事業再編投
資計画に関することに限る。）。中小企業投資育
成株式会社の組織、運営一般。

［取引課］ 中小企業に係る取引の適正化。中小
企業の事業活動の機会の確保。下請関係にある
中小企業の経営の向上。

（経営支援部）
［経営支援課］ 中小企業の経営方法の改善その

他の経営の向上（事業環境部及び小規模企業振
興課に属するものを除く。）。中小企業の経営に
関する診断、助言、研修。中小企業の交流又は連
携及び中小企業による組織（他課の所掌に属す
るものを除く。）。中小企業庁の所掌事務に係る
国際協力。中小企業の海外における事業の展開
の促進。中小企業の技術の向上。中小企業の新
技術を利用した事業活動の促進。中小企業等経

営強化法の施行（同法第 条第１項に規定する
経営革新計画（中小企業者に係るものに限る。）
並びに同法第 条第１項に規定する経営革新
等支援業務及び同法第 条第１項に規定する
情報処理支援業務に関することに限る。）。

［小規模企業振興課］ 小規模企業の振興に関す
る基本的な政策の企画、立案、推進。中小企業の
新たな事業の創出（イノベーション・環境局の
所掌に属するものを除く。）。中小企業の新たな
事業活動を通じた経営の向上（事業環境部及び
経営支援課の所掌に属するものを除く。）。中小
企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の
交流又は連携（イノベーション・環境局の所掌
に属するものを除く。）。中小企業の経営の安定
（事業環境部の所掌に属するものを除く。）。商
工会及び全国商工会連合会の組織、運営一般。
中小企業等経営強化法の施行（経済産業政策局
及びイノベーション・環境局並びに事業環境部
並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。）。

［商業課］ 中小小売商業、中小サービス業、中小
卸売業の育成、発展。商店街振興組合法の施行。
中小小売商業振興法の施行。中心市街地の活性
化に関する法律の施行（中小小売商業高度化事
業に関することに限る。）。流通業務の総合化及
び効率化の促進に関する法律の施行（中小企業
者が実施する流通業務総合効率化事業に関する
ことに限る。）。

 

国土交通省

―大 臣 官 房―

［人事課］ 機密に関すること。省の職員の任免、
給与、懲戒、服務、その他の人事、教養、訓練に
関すること（福利厚生課の所掌に属するものを
除く。）。省の定員に関すること。栄典の推薦、伝
達の実施、表彰・儀式。

［総務課］ 大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官
の官印、省印の保管。公文書類の接受、発送、編
集、保存。法令案その他の公文書類の審査、進
達。省の所掌事務に関する総合調整（総合政策
局及び道路局の所掌に属するものを除く。）。国
会との連絡。省の保有する情報の公開。省の機
構。本省で使用する乗用自動車の管理。事務能
率の増進。官報掲載。省の所掌事務で他の所掌
に属しないものに関すること。

［広報課］ 広報。
［会計課］ 経費、収入の予算、決算、会計、会計

の監査。財政投融資計画に関する事務の総括（総
合政策局の所掌に属するものを除く。）。国有財
産の管理、処分、物品の管理。特別会計に属する
国有財産の管理及び処分並びに物品の管理。東
日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通
省の所掌に係るもの。公共事業の入札、契約の
改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整。
庁内の管理。

［福利厚生課］ 職員の衛生、医療、その他の福利
厚生に関すること。国土交通省共済組合に関す
ること。職員に貸与する宿舎に関すること。職
員の災害補償。恩給に関する連絡事務に関する
こと。

［技術調査課］ 直轄事業に係る建設技術に関す
る研究、開発（他局及び官庁営繕部の所掌に属
するものを除く。）。直轄事業に係る技術基準、
積算基準（二以上の部局に共通するものに限る。）
（不動産・建設経済局の所掌に属するものを除
く。）。直轄事業に係る建設工事用機械の整備、
運用（二以上の部局に共通するものに限る。）。
直轄事業に係る電気通信施設の整備、管理。公
共事業に係る評価の適正化に係る技術基準、費
用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調
整。建設業法の規定による建設機械施工管理の
技術検定。宇宙の開発に関する大規模な技術開
発であって、測量その他の国土の管理に係るも
の。建設技術に関する研究、開発、これらの助
成、建設技術に関する指導、普及（他局及び官庁
営繕部の所掌に属するものを除く。）。建設工事
用機械に関する調査、統計。省の所掌事務に関
する建設技術に関する事務の総括。国立研究開
発法人審議会の庶務。

［監察官］ 省の行政の監察に関する事務（海上
保安庁、海事局、航空局の所掌に属するものを
除く。）。

［危機管理官］ 省の所掌に係る危機管理に関す
る基本的な政策の企画、立案。省の所掌に係る
危機管理に関する事務の総括（水管理・国土保
全局、運輸安全監理官の所掌に属するものを除
く。）。

［運輸安全監理官］ 運輸事業者の輸送に係る安
全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送
の安全の確保に関する基本に関すること。省の
所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確
保に関する事務の総括。省の所掌事務に関する

交通に関連する防災に関する事務の総括。
（官庁営繕部）

［管理課］ 部の所掌事務に関する総合調整。部
の所掌事務に関する法令案の作成。営繕工事に
係る入札、契約。官公庁施設に関する基準の設
定、指導、監督（計画課、整備課の所掌に属する
ものを除く。）。財政投融資特別会計の特定国有
財産整備勘定の経理。部の所掌事務で他の所掌
に属しないものに関すること。

［計画課］ 官公庁施設の整備に関する計画の企
画、立案、当該計画に関する関係機関との連絡
調整。営繕工事に係る積算。官公庁施設の建設
等に関する法律第九条に規定する営繕計画書。
官公庁施設に関する基準の設定、指導、監督に
関する事務（整備課の所掌に属するものを除く。）
のうち、技術上の調査、審査。官公庁施設の建設
等に関する法律第 条第３項に規定する指導
（整備課の所掌に属するものを除く。）。

［整備課］ 営繕工事（他課の所掌に属するもの
を除く。）。官公庁施設に関する基準（官公庁施
設の建設等に関する法律第 条第１項に規定
する位置、規模、構造の基準に限る。）の設定。
官公庁施設の建設等に関する法律第 条第３
項に規定する指導（国家機関の建築物のうち特
に重要なものに係るものに限る。）。

［設備・環境課］ 営繕工事（国家機関の建築物の
うち特に重要なものに係るものを除く。）のうち
設備工事の設計（管理課、計画課の所掌に属す
るものを除く。）。営繕工事に関する事務のうち、
環境対策の企画、立案。営繕工事の検査。

―総 合 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整（政
策課の所掌に属するものを除く。）。省の所掌事
務に関する財政投融資計画に関する事務の総括
（政府関係金融機関の行う投融資に関するもの
に限る。）。総合的な交通体系の整備（交通政策
課、モビリティサービス推進課の所掌に属する
ものを除く。）。交通安全基本計画に係る事項の
実施に関する関係行政機関の事務の調整。省の
所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事
務の総括（大臣官房の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に関する交通に関する事故
に係る救済に関する事務の総括。社会資本整備
審議会の庶務（公共用地分科会、産業分科会、住
宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河
川分科会、道路分科会、建築分科会に係るもの
を除く。）。交通政策審議会の庶務（交通体系分
科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科
会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会、気象
分科会に係るものを除く。）。運輸審議会の庶務。
中央交通安全対策会議の庶務（海上交通、航空
交通の安全に関する事項に係るものに限る。）。
局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［政策課］ 省の所掌事務に関する総合的かつ基
本的な方針その他の政策の企画、立案、当該政
策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。
省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本
的かつ短期的な政策（官民の連携による社会資
本整備に係るものを除く。）の企画、立案、当該
政策を実施するために必要な省の所掌事務の総
括。省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を
要する事項に関する基本的な政策の企画、立案
に関する事務で他の所掌に属しないもの、当該
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政策を実施するために必要な省の所掌事務の総
括。閣議決定された基本的方針に基づく行政各
部の施策の統一を図るために必要な企画、立案、
総合調整（道路局の所掌に属するものを除く。）。

［社会資本整備政策課］ 省の所掌事務に係る社
会資本整備に関する基本的な政策の企画、立案、
当該政策を実施するために必要な省の所掌事務
の総括（政策課の所掌に属するものを除く。）。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進（大
臣官房の所掌に属するものを除く。）。

［共生社会政策課］ 省の所掌事務に関する共生
社会の形成の促進のための移動上及び公共施設
その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向
上並びに一般消費者の利便の増進に関する基本
的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施
するために必要な国土交通省の所掌事務の総括。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律の施行（他局の所掌に属するものを除
く。）。

［環境政策課］ 省の所掌事務に係る環境の保全
（良好な環境の創出を含む。）に関する基本的な
政策の企画、立案、当該政策を実施するために
必要な省の所掌事務の総括。特定工場における
公害防止組織の整備に関する法律第７条に規定
する資格に関すること。独立行政法人環境再生
保全機構の行う業務。省の所掌事務に係る環境
の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に
属しないものに関すること。資源の有効な利用
の促進に関する法律第３条第１項に規定する基
本方針に係る事務の取りまとめ。

［海洋政策課］ 省の所掌事務に係る海洋の開発
及び利用に関する基本的な政策の企画、立案、
当該政策を実施するために必要な省の所掌事務
の総括。海洋汚染等及び海上災害の防止（海上
保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属する
ものを除く。）。海洋構築物等に係る安全水域の
設定等に関する法律の施行に関すること。

［交通政策課］ 省の所掌事務に係る交通機関の
整備に関する基本的な政策の企画、立案、当該
政策を実施するために必要な省の所掌事務の総
括（地域交通課の所掌に属するものを除く。）。
運送産業（省の所掌に係る運送に関連する産業
をいう。）に係る企業の合理化、高度化、産業構
造の改善に関する基本的な政策の企画、立案、
当該政策を実施するために必要な省の所掌事務
の総括。省の所掌事務に係る輸送、保管に関連
する運賃、料金に関する基本的な政策の企画、
立案、当該政策を実施するために必要な省の所
掌事務の総括。運送産業の発達、改善、調整に関
する事務の取りまとめ（政策統括官の所掌に関
するものを除く。）。運送、運送事業の発達、改
善、調整を図る観点からの総合的な交通体系の
整備（モビリティサービス推進課の所掌に関す
るものを除く。）。

［地域交通課］ 公共交通機関の確保、その機能
の改善に関する援助、助成に関する基本的な政
策の企画、立案、当該政策を実施するために必
要な省の所掌事務の総括。都市交通その他の地
域的な交通に関する基本的な計画、地域におけ
る交通調整（都市局の所掌に属するものを除
く。）。公共交通機関の確保、その機能の改善に
関する総合的な事業の助成。独立行政法人鉄道
建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法
人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第 条第
１項第９号に掲げる業務、これに附帯する業務。

［モビリティサービス推進課］ 運送、運送事業

の発達、改善、調整を図る観点からの総合的な
交通体系の整備に関する事務のうち、モビリテ
ィサービス（情報通信技術その他の先端的な技
術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、
料金の支払その他の行為を一括して行うことが
できるようにするサービスその他の当該技術の
活用により交通機関の利用者の利便を増進する
サービスをいう。）の実施の推進。自家用有償旅
客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸
渡し。

［公共事業企画調整課］ 省の所掌に係る公共事
業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当
該各公共事業間の調整。直轄事業の施行の合理
化のための方策（二以上の部局に共通するもの
に限る。）に関する企画、立案、調整、指導（不
動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。）。
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進
に関する法律の規定による基本指針の策定の取
りまとめ、同法に規定する整備計画、特定周辺
整備地区、施設整備方針のうち建設業者の使用
に供するための再生処理を行う特定施設以外の
特定施設に係るもの。

［技術政策課］ 運輸技術、気象業務に関連する
技術に関する研究、開発、これらの助成、運輸技
術、気象業務に関連する技術に関する指導、普
及に関する基本的な政策の企画、立案、当該政
策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
の組織及び運営一般。宇宙の開発に関する大規
模な技術開発であって、航空保安業務の高度化
その他の交通の発達、改善、気象業務に係るも
の（気象庁及び他局の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る交通の安全の確保を
阻害するおそれがある人的又は技術的な要因に
ついての基礎的な調査、分析、当該要因を効果
的に解消する手法の開発（大臣官房及び他局の
所掌に属するものを除く。）。交通政策審議会技
術分科会の庶務。国立研究開発法人審議会の庶
務（国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所に係るものに限る。）。

［国際政策課］ 省の所掌に属する国際関係事務
に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策
を実施するために必要な省の所掌事務の総括
（国際統括官、海外プロジェクト推進課の所掌
に属するものを除く。）。省の所掌に属する国際
関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係
に関するものに関する政策の調整（国際統括官
の所掌に属するものを除く。）。省の所掌に属す
る国際関係事務で外国為替、外国貿易法第 条
第２項に規定する対内直接投資等、同条第３項
に規定する特例取得、同法第 条第１項に規定
する技術導入契約の締結等に関するものの取り
まとめ。省の所掌に属する国際関係事務に係る
政策に関する事務で他の所掌に属しないものに
関すること。

［海外プロジェクト推進課］ 省の所掌に属する
国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係
る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに
関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を
実施するために必要な省の所掌事務の総括（国
際統括官の所掌に属するものを除く。）。省の所
掌に属する国際関係事務（社会資本の整備に関
連するもの（交通に関連するものを除く。）に限
る。）で国際協力に係るものに関する基本的な政
策の企画、立案、当該政策を実施するために必
要な省の所掌事務の総括（国際統括官の所掌に
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政策を実施するために必要な省の所掌事務の総
括。閣議決定された基本的方針に基づく行政各
部の施策の統一を図るために必要な企画、立案、
総合調整（道路局の所掌に属するものを除く。）。

［社会資本整備政策課］ 省の所掌事務に係る社
会資本整備に関する基本的な政策の企画、立案、
当該政策を実施するために必要な省の所掌事務
の総括（政策課の所掌に属するものを除く。）。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進（大
臣官房の所掌に属するものを除く。）。

［共生社会政策課］ 省の所掌事務に関する共生
社会の形成の促進のための移動上及び公共施設
その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向
上並びに一般消費者の利便の増進に関する基本
的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施
するために必要な国土交通省の所掌事務の総括。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律の施行（他局の所掌に属するものを除
く。）。

［環境政策課］ 省の所掌事務に係る環境の保全
（良好な環境の創出を含む。）に関する基本的な
政策の企画、立案、当該政策を実施するために
必要な省の所掌事務の総括。特定工場における
公害防止組織の整備に関する法律第７条に規定
する資格に関すること。独立行政法人環境再生
保全機構の行う業務。省の所掌事務に係る環境
の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に
属しないものに関すること。資源の有効な利用
の促進に関する法律第３条第１項に規定する基
本方針に係る事務の取りまとめ。

［海洋政策課］ 省の所掌事務に係る海洋の開発
及び利用に関する基本的な政策の企画、立案、
当該政策を実施するために必要な省の所掌事務
の総括。海洋汚染等及び海上災害の防止（海上
保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属する
ものを除く。）。海洋構築物等に係る安全水域の
設定等に関する法律の施行に関すること。

［交通政策課］ 省の所掌事務に係る交通機関の
整備に関する基本的な政策の企画、立案、当該
政策を実施するために必要な省の所掌事務の総
括（地域交通課の所掌に属するものを除く。）。
運送産業（省の所掌に係る運送に関連する産業
をいう。）に係る企業の合理化、高度化、産業構
造の改善に関する基本的な政策の企画、立案、
当該政策を実施するために必要な省の所掌事務
の総括。省の所掌事務に係る輸送、保管に関連
する運賃、料金に関する基本的な政策の企画、
立案、当該政策を実施するために必要な省の所
掌事務の総括。運送産業の発達、改善、調整に関
する事務の取りまとめ（政策統括官の所掌に関
するものを除く。）。運送、運送事業の発達、改
善、調整を図る観点からの総合的な交通体系の
整備（モビリティサービス推進課の所掌に関す
るものを除く。）。

［地域交通課］ 公共交通機関の確保、その機能
の改善に関する援助、助成に関する基本的な政
策の企画、立案、当該政策を実施するために必
要な省の所掌事務の総括。都市交通その他の地
域的な交通に関する基本的な計画、地域におけ
る交通調整（都市局の所掌に属するものを除
く。）。公共交通機関の確保、その機能の改善に
関する総合的な事業の助成。独立行政法人鉄道
建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法
人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第 条第
１項第９号に掲げる業務、これに附帯する業務。

［モビリティサービス推進課］ 運送、運送事業

の発達、改善、調整を図る観点からの総合的な
交通体系の整備に関する事務のうち、モビリテ
ィサービス（情報通信技術その他の先端的な技
術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、
料金の支払その他の行為を一括して行うことが
できるようにするサービスその他の当該技術の
活用により交通機関の利用者の利便を増進する
サービスをいう。）の実施の推進。自家用有償旅
客運送及び業として行う自家用自動車の有償貸
渡し。

［公共事業企画調整課］ 省の所掌に係る公共事
業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当
該各公共事業間の調整。直轄事業の施行の合理
化のための方策（二以上の部局に共通するもの
に限る。）に関する企画、立案、調整、指導（不
動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。）。
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進
に関する法律の規定による基本指針の策定の取
りまとめ、同法に規定する整備計画、特定周辺
整備地区、施設整備方針のうち建設業者の使用
に供するための再生処理を行う特定施設以外の
特定施設に係るもの。

［技術政策課］ 運輸技術、気象業務に関連する
技術に関する研究、開発、これらの助成、運輸技
術、気象業務に関連する技術に関する指導、普
及に関する基本的な政策の企画、立案、当該政
策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
の組織及び運営一般。宇宙の開発に関する大規
模な技術開発であって、航空保安業務の高度化
その他の交通の発達、改善、気象業務に係るも
の（気象庁及び他局の所掌に属するものを除
く。）。省の所掌事務に係る交通の安全の確保を
阻害するおそれがある人的又は技術的な要因に
ついての基礎的な調査、分析、当該要因を効果
的に解消する手法の開発（大臣官房及び他局の
所掌に属するものを除く。）。交通政策審議会技
術分科会の庶務。国立研究開発法人審議会の庶
務（国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所に係るものに限る。）。

［国際政策課］ 省の所掌に属する国際関係事務
に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策
を実施するために必要な省の所掌事務の総括
（国際統括官、海外プロジェクト推進課の所掌
に属するものを除く。）。省の所掌に属する国際
関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係
に関するものに関する政策の調整（国際統括官
の所掌に属するものを除く。）。省の所掌に属す
る国際関係事務で外国為替、外国貿易法第 条
第２項に規定する対内直接投資等、同条第３項
に規定する特例取得、同法第 条第１項に規定
する技術導入契約の締結等に関するものの取り
まとめ。省の所掌に属する国際関係事務に係る
政策に関する事務で他の所掌に属しないものに
関すること。

［海外プロジェクト推進課］ 省の所掌に属する
国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係
る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに
関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を
実施するために必要な省の所掌事務の総括（国
際統括官の所掌に属するものを除く。）。省の所
掌に属する国際関係事務（社会資本の整備に関
連するもの（交通に関連するものを除く。）に限
る。）で国際協力に係るものに関する基本的な政
策の企画、立案、当該政策を実施するために必
要な省の所掌事務の総括（国際統括官の所掌に

属するものを除く。）。省の所掌に属する国際関
係事務のうち、外国人研修生の受入れ。

［情報政策課］ 局の所掌事務（第４条第 号か
ら第 号までに掲げるものに限る。）に関する
基本的な政策の企画、立案。省の所掌事務に関
する情報化（他の所掌に属するものを除く。）。
省の保有する個人情報の保護。省の所掌事務に
関する調査、情報の分析、統計（他の所掌に属す
るものを除く。）。

［行政情報化推進課］ 省の所掌事務に関する行
政の情報化の推進に関する総合的な政策（情報
システムに係る情報の安全の確保及び情報シス
テムの効率性に関する評価に関するものを除
く。）の企画、立案、当該政策を実施するために
必要な省の所掌事務の総括。省の情報システム
の整備、管理。国立国会図書館支部国土交通省
図書館に関すること。

―国 土 政 策 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。国
土の利用、開発、保全に関する総合的かつ基本
的な政策の企画、立案、推進（総合計画課、地方
政策課、計画官の所掌に属するものを除く。）。
局の所掌事務に係る国際協力。国土審議会の庶
務（土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源
開発分科会、豪雪地帯対策分科会に係るものを
除く。）。局の所掌事務で他の所掌に属しないも
のに関すること。

［総合計画課］ 国土利用計画、国土形成計画の
企画、立案、推進（地方政策課、計画官の所掌に
属するものを除く。）。首都圏その他の各大都市
圏の整備、開発に関する総合的な政策の企画、
立案、推進。首都圏の近郊整備地帯及び都市開
発区域の整備に関する法律第 条の２第１項
に規定する処分管理計画、近畿圏の近郊整備区
域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法
律第 条第１項に規定する処分管理計画に関
すること。総合的かつ計画的に実施すべき特定
の地域の整備及び開発のための大規模事業（首
都圏その他の各大都市圏内において行われるも
のに限る。）に関する関係行政機関の事務の調整。
国土の総合的かつ体系的な利用、開発、保全を
図る観点からの、大都市の機能の改善に関する
総合的な政策の企画、立案、推進（不動産・建設
経済局の所掌に属するものを除く。）。首都圏の
既成市街地、近畿圏の既成都市区域への産業、
人口の過度の集中の防止。多極分散型国土形成
促進法の施行に関すること。

［地方政策課］ 国土計画その他の国土の利用、
開発、保全に関する総合的かつ基本的な計画の
企画、立案、推進に資する関係行政機関の調査、
事業その他の事務に関する調整。東北地方その
他の各地方のそれぞれの整備、開発に関する総
合的な政策の企画、立案、推進。総合的かつ計画
的に実施すべき特定の地域の整備、開発のため
の大規模事業（首都圏その他の各大都市圏、北
海道の区域内において行われるものを除く。）に
関する関係行政機関の事務の調整。国土交通省
組織令第５条第６号に規定する事業に関する関
係行政機関の経費の見積りの方針、配分計画の
調整。株式会社日本政策投資銀行が株式会社日
本政策投資銀行法附則第 条第１項の規定に
より同項の規定による解散前の日本政策投資銀
行から承継する資産のうち株式会社日本政策投
資銀行法施行令附則第５条に規定する資産に該

当するものの管理（北海道局の所掌に属するも
のを除く。）。国土の総合的かつ体系的な利用、
開発、保全を図る観点からの、地方の振興に関
する総合的な政策の企画、立案、推進（地域振興
課、離島振興課、特別地域振興官の所掌に属す
るものを除く。）多極分散型国土形成促進法第７
条第１項に規定する振興拠点地域基本構想、同
法第 条第１項に規定する促進協議会に関す
ること。広域的地域活性化のための基盤整備に
関する法律の施行（都市局、港湾局の所掌に属
するものを除く。）。

［地域振興課］ 国土の総合的かつ体系的な利用、
開発、保全を図る観点からの、地方における特
定の地域の振興に関する総合的な政策の企画、
立案、推進（離島振興課、特別地域振興官の所掌
に属するものを除く。）。豪雪地帯の雪害の防除、
振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進。

［離島振興課］ 国土の総合的かつ体系的な利用、
開発、保全を図る観点からの、地方における離
島の振興に関する総合的な政策の企画、立案、
推進（特別地域振興官の所掌に属するものを除
く。）。

［計画官］ 国土利用計画若しくは国土形成計画
で全国の区域について定めるものの企画、立案
に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事
務をつかさどり、又は総務課、総合計画課の所
掌事務に関する重要事項の企画、立案への参画。

［特別地域振興官］ 国土の総合的かつ体系的な
利用、開発、保全を図る観点からの、離島（東京
都小笠原村、鹿児島県奄美市、大島郡に属する
ものに限る。）の振興に関する総合的な政策の企
画、立案、推進。小笠原総合事務所の機構、定員、
運営に要する経費に関する関係行政機関との連
絡調整。小笠原総合事務所の事務の運営の指導、
改善。

―不動産・建設経済局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌に属する総合的な政策の企画、立案（国
際市場課の所掌に属するものを除く）。土地の使
用、収用（土地政策課の所掌に属するものを除
く。）。大深度地下の公共的使用に関する特別措
置法の施行。社会資本整備審議会公共用地分科
会の庶務。局の所掌事務で他の所掌に属しない
ものに関すること。

［国際市場課］ 局の所掌に属する国際関係事務
に関する総合的な政策の企画及び立案。局の所
掌事務に係る国際協力。局の所掌に属する国際
関係事務で海外における我が国事業者の事業活
動の推進に係るもの。建設業者及び建設コンサ
ルタントの労働力の調達（外国人に係るものに
限る。）に関する企画及び立案並びに指導。

［地理空間情報課］ 土地に関する総合的かつ基
本的な政策（地理空間情報の活用の推進に係る
ものに限る。）の企画、立案、推進（政策統括官
の所掌に属するものを除く。）。土地に関する総
合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査
及び研究。国土調査。地理空間情報を活用した
不動産取引の円滑化。

［土地政策課］ 地価対策その他土地に関する総
合的かつ基本的な政策の企画、立案、推進（政策
統括官及び他課の所掌に属するものを除く。）。
国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、
土地取引の規制その他土地利用の調整（土地経
済課の所掌に属するものを除く。）。所有者不明
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土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施
行。公共用地取得制度。直轄事業に必要な公共
用地の取得の促進のための方策に関する企画、
立案、調整、指導。直轄事業に係る公共物とする
ために取得した財産の管理に関する事務の総括。
公有地の拡大の促進に関する法律の規定による
土地の先買い、土地開発公社に関する事務。都
市開発資金の貸付けに関する法律の規定による
土地開発公社に対する資金の貸付け。宅地の供
給、管理（他局の所掌に属するものを除く。）。農
住組合の設立、業務に関すること（都市局の所
掌に属するものを除く。）。国土審議会土地政策
分科会の庶務。

［土地経済課］ 土地に関する総合的かつ基本的
な政策（適正な土地の利用及び管理を促進する
ための土地の取引の円滑化に係るものに限る。）
の企画及び立案並びに推進。地価の調査。国土
利用計画法の規定による土地取引の規制、遊休
土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価
の額、買取り価格に係るもの。地価の公示。不動
産の鑑定評価。

［不動産業課］ 不動産業の発達、改善、調整、不
動産取引の円滑化、適正化に関する事務（他課
の所掌に属するものを除く。）。

［不動産市場整備課］ 不動産市場の整備。不動
産市場に関する情報の収集、分析、提供（土地経
済課の所掌に属するものを除く。）。

［建設業課］ 建設業（浄化槽工事業を含む。）の
発達、改善、調整（大臣官房、国際市場課、建設
振興課の所掌に属するものを除く。）。建設工事
の請負契約の適正化。建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律第３条第１項に規定する
基本方針に係る事務の取りまとめ。公共工事の
前払金保証事業の発達、改善、調整。社会資本整
備審議会産業分科会の庶務。

［建設振興課］ 建設業者等の経営の方法の改善、
技術の向上のための方策（建設業者に係るもの
にあっては、専ら専門工事業者（主として土木
一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者
以外の建設業者をいう。）に係るものに限る。）
に関する企画、立案、指導。建設業者等の労働
力、資材の調達に関する企画、立案、指導（国際
市場課の所掌に属するものを除く。）。建設コン
サルタントの共同の請負又は受託の方式の改善
のための方策に関する企画、立案、指導。建設業
者等が行う業務に必要な資金のあっせん。建設
業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組
合、商工組合に関すること。測量業の発達、改
善、調整（国際市場課の所掌に属するものを除
く。）。直轄事業における労働力、資材の調達の
円滑化に関する調整、指導。直轄事業の積算基
準（労働力の調達に係る積算基準に限る。）。

―都 市 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に属する総合的な政策の企画、立案
（他課の所掌に属するものを除く。）。社会資本
整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務。
局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［都市環境課］ 局の所掌事務に関する環境の保
全に関する総合的な政策の企画、立案。首都圏
及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑
地の保全（公園緑地・景観課の所掌に属するも
のを除く。）。都市における緑地の保全及び緑化

の推進に関する事務のうち、都市緑地法に規定
する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針
及び優良緑地確保計画、都市緑化支援機構の行
う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務。

［国際・デジタル政策課］ 局の所掌に属する国
際関係事務に関する総合的な政策の企画、立案。
局の所掌事務に関するデジタル社会（デジタル
社会形成基本法第２条に規定するデジタル社会
をいう。）の形成に関する総合的な政策の企画、
立案。

［都市安全課］ 局の所掌事務に関する総合的な
防災に関する企画、立案、局の所掌事務に関す
る防災に係る施策の調整。局の所掌事務に関す
る第 条第１号イに掲げる事項に関する総合
的な政策の企画、立案、局の所掌事務に関する
当該事項に係る政策の調整。防災のための住居
の集団的移転を促進する事業の援助、助成。都
市再生特別措置法第 条第 項に規定する居
住誘導区域等権利設定等促進事業。局の所掌事
務に係る災害復旧事業の指導（公園に係るもの
にあっては、工事の指導を除く。）、監督、助成。
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅
地の造成等の規制。宅地の耐震化の推進に関す
ること。密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（第２章から第４章まで、第
５章第１節、第２節、第４節、第６章から第８章
までを除く。）の施行（防災街区計画整備組合が
施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業
及び市街地再開発事業に関することを除く。）。
石油コンビナート等災害防止法に規定する緑地
等の設置に関する計画。

［まちづくり推進課］ 局の所掌事務に関するま
ちづくりの推進に関する基本的な政策の企画、
立案。官民の連携によるまちづくりの推進を図
る活動の指導、助成。局の所掌事務に関する都
市の再生に関する基本的な政策の企画、立案。
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企
画、立案、推進（国土政策局、不動産・建設経済
局の所掌に属するものを除く。）。民間都市開発
事業（港湾局の所掌に属するものを除く。）。民
間都市再生事業（港湾局の所掌に属するものを
除く。）。民間拠点施設整備事業（港湾局の所掌
に属するものを除く。）。中心市街地の活性化に
関する法律の施行（他局の所掌に属するものを
除く。）。都市再生特別措置法に規定する都市再
生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都
市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定、
低未利用土地利用促進協定並びに同法に規定す
る退避施設協定、非常用電気等供給施設協定（住
宅局の所掌に属するものを除く。）に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する
事務であって局の所掌に属するものの総括。独
立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建
築物の敷地の整備（賃貸住宅の建設を併せて行
うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴
うものに限る。）、整備した敷地の管理及び譲渡。
都市開発資金の貸付けに関する法律第１条第６
項、第７項、第 項の規定による資金の貸付け
（同条第７項の規定による資金の貸付けにあっ
ては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に
規定する業務に係るものに限る。）。

［都市計画課］ 都市計画、都市計画事業に関す
る事務（他課の所掌に属するものを除く。）。

［市街地整備課］ 土地区画整理事業（独立行政
法人都市再生機構の行う業務に関すること、水
管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。）。
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土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施
行。公共用地取得制度。直轄事業に必要な公共
用地の取得の促進のための方策に関する企画、
立案、調整、指導。直轄事業に係る公共物とする
ために取得した財産の管理に関する事務の総括。
公有地の拡大の促進に関する法律の規定による
土地の先買い、土地開発公社に関する事務。都
市開発資金の貸付けに関する法律の規定による
土地開発公社に対する資金の貸付け。宅地の供
給、管理（他局の所掌に属するものを除く。）。農
住組合の設立、業務に関すること（都市局の所
掌に属するものを除く。）。国土審議会土地政策
分科会の庶務。

［土地経済課］ 土地に関する総合的かつ基本的
な政策（適正な土地の利用及び管理を促進する
ための土地の取引の円滑化に係るものに限る。）
の企画及び立案並びに推進。地価の調査。国土
利用計画法の規定による土地取引の規制、遊休
土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価
の額、買取り価格に係るもの。地価の公示。不動
産の鑑定評価。

［不動産業課］ 不動産業の発達、改善、調整、不
動産取引の円滑化、適正化に関する事務（他課
の所掌に属するものを除く。）。

［不動産市場整備課］ 不動産市場の整備。不動
産市場に関する情報の収集、分析、提供（土地経
済課の所掌に属するものを除く。）。

［建設業課］ 建設業（浄化槽工事業を含む。）の
発達、改善、調整（大臣官房、国際市場課、建設
振興課の所掌に属するものを除く。）。建設工事
の請負契約の適正化。建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律第３条第１項に規定する
基本方針に係る事務の取りまとめ。公共工事の
前払金保証事業の発達、改善、調整。社会資本整
備審議会産業分科会の庶務。

［建設振興課］ 建設業者等の経営の方法の改善、
技術の向上のための方策（建設業者に係るもの
にあっては、専ら専門工事業者（主として土木
一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者
以外の建設業者をいう。）に係るものに限る。）
に関する企画、立案、指導。建設業者等の労働
力、資材の調達に関する企画、立案、指導（国際
市場課の所掌に属するものを除く。）。建設コン
サルタントの共同の請負又は受託の方式の改善
のための方策に関する企画、立案、指導。建設業
者等が行う業務に必要な資金のあっせん。建設
業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組
合、商工組合に関すること。測量業の発達、改
善、調整（国際市場課の所掌に属するものを除
く。）。直轄事業における労働力、資材の調達の
円滑化に関する調整、指導。直轄事業の積算基
準（労働力の調達に係る積算基準に限る。）。

―都 市 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に属する総合的な政策の企画、立案
（他課の所掌に属するものを除く。）。社会資本
整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務。
局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［都市環境課］ 局の所掌事務に関する環境の保
全に関する総合的な政策の企画、立案。首都圏
及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑
地の保全（公園緑地・景観課の所掌に属するも
のを除く。）。都市における緑地の保全及び緑化

の推進に関する事務のうち、都市緑地法に規定
する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針
及び優良緑地確保計画、都市緑化支援機構の行
う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務。

［国際・デジタル政策課］ 局の所掌に属する国
際関係事務に関する総合的な政策の企画、立案。
局の所掌事務に関するデジタル社会（デジタル
社会形成基本法第２条に規定するデジタル社会
をいう。）の形成に関する総合的な政策の企画、
立案。

［都市安全課］ 局の所掌事務に関する総合的な
防災に関する企画、立案、局の所掌事務に関す
る防災に係る施策の調整。局の所掌事務に関す
る第 条第１号イに掲げる事項に関する総合
的な政策の企画、立案、局の所掌事務に関する
当該事項に係る政策の調整。防災のための住居
の集団的移転を促進する事業の援助、助成。都
市再生特別措置法第 条第 項に規定する居
住誘導区域等権利設定等促進事業。局の所掌事
務に係る災害復旧事業の指導（公園に係るもの
にあっては、工事の指導を除く。）、監督、助成。
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅
地の造成等の規制。宅地の耐震化の推進に関す
ること。密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（第２章から第４章まで、第
５章第１節、第２節、第４節、第６章から第８章
までを除く。）の施行（防災街区計画整備組合が
施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業
及び市街地再開発事業に関することを除く。）。
石油コンビナート等災害防止法に規定する緑地
等の設置に関する計画。

［まちづくり推進課］ 局の所掌事務に関するま
ちづくりの推進に関する基本的な政策の企画、
立案。官民の連携によるまちづくりの推進を図
る活動の指導、助成。局の所掌事務に関する都
市の再生に関する基本的な政策の企画、立案。
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企
画、立案、推進（国土政策局、不動産・建設経済
局の所掌に属するものを除く。）。民間都市開発
事業（港湾局の所掌に属するものを除く。）。民
間都市再生事業（港湾局の所掌に属するものを
除く。）。民間拠点施設整備事業（港湾局の所掌
に属するものを除く。）。中心市街地の活性化に
関する法律の施行（他局の所掌に属するものを
除く。）。都市再生特別措置法に規定する都市再
生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都
市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定、
低未利用土地利用促進協定並びに同法に規定す
る退避施設協定、非常用電気等供給施設協定（住
宅局の所掌に属するものを除く。）に関すること。
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する
事務であって局の所掌に属するものの総括。独
立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建
築物の敷地の整備（賃貸住宅の建設を併せて行
うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴
うものに限る。）、整備した敷地の管理及び譲渡。
都市開発資金の貸付けに関する法律第１条第６
項、第７項、第 項の規定による資金の貸付け
（同条第７項の規定による資金の貸付けにあっ
ては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に
規定する業務に係るものに限る。）。

［都市計画課］ 都市計画、都市計画事業に関す
る事務（他課の所掌に属するものを除く。）。

［市街地整備課］ 土地区画整理事業（独立行政
法人都市再生機構の行う業務に関すること、水
管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。）。

市街地再開発事業（独立行政法人都市再生機構
の行う業務に関すること、住宅局の所掌に属す
るものを除く。）。防災街区整備事業（都市計画
において定められた防災都市施設の整備を伴う
ものに限る。）の助成、監督。独立行政法人都市
再生機構の行う業務のうち、市街地再開発事業
（賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもの
で都市計画において定められた重要な公共施設
の整備を伴うものに限る。）、防災街区整備事業
（賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもの
で都市計画において定められた防災都市施設の
整備を伴うものに限る。）、土地区画整理事業（宅
地の造成、賃貸住宅の建設と併せて行うもの以
外のものに限る。）、流通業務団地造成事業（宅
地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。）。
住宅街区整備事業（独立行政法人都市再生機構
の行う業務に関することを除く。）。流通業務市
街地の整備（独立行政法人都市再生機構の行う
業務に関することを除く。）。都市再開発法の規
定による再開発事業の計画の認定。農住組合が
行う交換分合。都市の低炭素化の促進に関する
法律第９条第１項に規定する集約都市開発事業
（住宅局の所掌に属するものを除く。）。新住宅
市街地開発事業。首都圏の近郊整備地帯及び都
市開発区域の整備に関する法律第２条第５項に
規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整
備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関す
る法律第２条第４項に規定する工業団地造成事
業。新都市基盤整備事業。まちづくりに関する
総合的な事業（主として住宅の供給を目的とす
るものを除く。）の指導、助成。都市開発資金の
貸付け（不動産・建設経済局及び住宅局並びに
他課の所掌に属するものを除く。）。

［街路交通施設課］ 都市計画事業その他市街地
の整備改善に関する事業による道路、都市高速
鉄道その他の交通施設、流通業務団地（いずれ
も交通の用に供する部分に限る。）の整備に共通
する基本的事項の企画、立案。道路、都市高速鉄
道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業
の指導、助成。都市計画事業の実施に伴い必要
となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する
施設の改築に関する事業の指導、助成。駐車場
に関すること（道路局、物流・自動車局の所掌に
属するものを除く。）。

［公園緑地・景観課］ 都市公園その他の公共空
地、保勝地の整備、管理（皇居外苑、新宿御苑、
京都御苑にあっては、これらの整備に限る。）（都
市安全課及び参事官の所掌に属するものを除
く。）。都市における緑地の保全、緑化の推進（第

条第３号に掲げるもの及び参事官の所掌に属
するものを除く。）。生産緑地に関すること。市
民農園の整備の促進。屋外広告物に関すること。
景観法（第３章を除く。）の規定による良好な景
観の形成（他局の所掌に属するものを除く。）に
関すること。古都（明日香村を含む。）における
歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画、
立案、推進。古都における歴史的風土の保存に
関する特別措置法、明日香村における歴史的風
土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措
置法の規定による特別保存地区、第一種歴史的
風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区内に
おける歴史的風土の維持保存。地域における歴
史的風致の維持及び向上に関する法律（第 条、
第 条、第５章を除く。）の施行。

［参事官］ 令和九年に開催される国際園芸博覧
会に関する事務。

―水管理・国土保全局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。社
会資本整備審議会河川分科会の庶務。局の所掌
事務で他の所掌に属しないものに関すること。

［水政課］ 局の所掌事務に関する法令案の作成
（上下水道企画課の所掌に属するものを除く。）。
河川、水流、水面（港湾内の水面を除く。）、海岸
（港湾に係る海岸を除く。）の行政監督。一級河
川、一級河川の指定区間の指定、北海道の特別
指定区間、指定河川の指定。国土交通大臣が行
う河川の利用、保全その他の管理に関する事務
のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使
用の許可その他の規制、河川台帳の調製、保管、
河川法第 条第１項に規定する廃川敷地等の
管理。砂利採取法の規定による砂利採取業者（河
川において砂利の採取を行うものに限る。）の監
督。低潮線保全区域（港湾内の低潮線保全区域
を除く。）における低潮線の保全（砂防部の所掌
に属するものを除く。）。流域における水利に関
する施策のうち、水利用の合理化、水管理の適
正化に係るもの（水利使用の許可に関連するも
のに限る。）の企画、立案、推進。公有水面（港
湾内の公有水面を除く。）の埋立て、干拓に関す
ること。運河に関すること（港湾内の運河を除
く。）。国土交通大臣が行う海岸の管理に関する
事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区
域の占用の許可その他の規制、海岸保全区域台
帳の調製、保管。津波防護施設の行政監督。津波
災害警戒区域、津波災害特別警戒区域に関する
こと（技術に関するものを除く。）。

［河川計画課］ 河川等、水資源の開発、利用のた
めの施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山
崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画、
立案。河川等、海岸に関する事業に関する基本
的な政策の企画、立案。河川等、海岸に関する事
業の経済効果の調査。河川、海岸に関する統計。
河川整備基本方針、河川整備計画に関すること。
流域における治水、水利に関する計画の策定の
指針。水利、水質の調査。

［河川環境課］ 局の所掌に係る環境の保全に関
する政策の企画、立案（上下水道企画課、下水道
事業課の所掌に属するものを除く。）。局の所掌
事務に関する事業に係る環境影響評価（水道事
業課、下水道事業課の所掌に属するものを除
く。）。河川管理施設の管理（治水課の所掌に属
するものを除く。）。河川等の環境の保全に関す
る事業。水利使用の許可その他の規制に関する
事務のうち、技術的審査。水道原水水質保全事
業の実施の促進に関する法律第７条第１項に規
定する河川管理者事業計画。河川の流水の状況
を改善するための二以上の河川を連絡する施設
その他これに類する施設の整備。水資源の開発、
利用のための施設の管理（治水課の所掌に属す
るものを除く。）。水防に関すること（水政課、下
水道事業課の所掌に属するものを除く。）。地方
公共団体等からの委託に基づき、河川等の環境
の保全に関する事業、河川の流水の状況を改善
するための二以上の河川を連絡する施設その他
のこれに類する施設の整備に関連する建設工事、
建設工事の設計、工事管理。

［治水課］ 河川の整備、利用、保全その他の管理
（他課の所掌に属するものを除く。）。河川管理
施設等の規格構造に関すること（河川環境課の
所掌に属するものを除く。）。水資源の開発、利
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用のための施設の整備（河川環境課の所掌に属
するものを除く。）。ダム使用権の設定、登録。流
域における治水、水利に関する施策の企画、立
案、推進（水政課、河川計画課の所掌に属するも
のを除く。）。地方公共団体等からの委託に基づ
き、河川、水流、水面（港湾内の水面を除く。）
の整備、利用、保全その他の管理、水資源の開
発、利用のための施設の整備、管理、運河（港湾
内の運河を除く。）に関連する建設工事、建設工
事の設計、工事管理（河川環境課、砂防部の所掌
に係るものを除く。）。

［上下水道企画課］ 水道、下水道に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。日本下水道事業団
の行う業務に関すること。下水道に関すること
（下水道事業課の所掌に属するものを除く。）。

［水道事業課］ 水道事業、水道用水供給事業の
指導、監督、助成（災害復旧事業に係るものにあ
っては、工事の指導）。水道原水水質保全事業の
実施の促進に関する法律の施行（河川環境課、
下水道事業課の所掌に属するものを除く。）。水
道に関することその他人の飲用に供する水の利
用（上下水道企画課の所掌に属するものを除
く。）。

［下水道事業課］ 公共下水道事業、流域下水道
事業、都市下水路事業の指導、監督、助成（災害
復旧事業に係るものにあっては、工事の指導）。
土地区画整理事業として行われる下水道の整備
に関する事業の指導。下水道法第２条の２第１
項に規定する流域別下水道整備総合計画。下水
道の放流水の水質の保全、再利用に関する施策
の企画、立案。下水道に関する技術に関する研
究、開発。水道原水水質保全事業の実施の促進
に関する法律第３条第１項に規定する基本方針
（下水道に係る部分に限る。）の策定。特定都市
河川浸水被害対策法の施行に関する事務のうち、
下水道に係るもの。水防法第 条の２第１項、
第２項に規定する雨水出水浸水想定区域に関す
ること。

［防災課］ 省の所掌に係る公共土木施設に関す
る災害復旧事業の指導（水道、下水道、砂防整
備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、
道路に係るものにあっては、工事の指導を除
く。）、監督、助成。河川、海岸、砂防設備に関す
る災害復旧に関連する事業の指導、監督、助成。
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政
機関の事務の連絡調整。災害対策基本法に規定
による防災業務計画の策定、大規模地震対策特
別措置法の規定による地震防災強化計画の策定
その他の防災に関する事務で省の所掌に係るも
のの総括（交通に関連する防災に関する事務に
係るものを除く。）。

（水資源部）
［水資源政策課］ 部の所掌事務に関する総合調

整。水の需給に関する総合的かつ基本的な政策
（水資源開発基本計画その他の水の需給に関す
る総合的かつ基本的な計画を除く。）の企画、立
案、推進。水資源開発基本計画に基づく事業に
関する共同費用の配分の基準に関すること。水
源地域対策の企画、立案、推進。独立行政法人水
資源機構の組織、運営一般。国土審議会水資源
開発分科会の庶務。部の所掌事務で他の所掌に
属しないものに関すること。

［水資源計画課］ 水資源開発基本計画その他の
水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企
画、立案、推進（水資源政策課の所掌に属するも
のを除く。）。部の所掌事務に係る国際協力。

（砂 防 部）
［砂防計画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
砂防に関すること（災害復旧事業、災害復旧に
関連する事業の指導、監督、助成に係るもの、保
全課の所掌に属するものを除く。）。地すべり、
ぼた山、急傾斜地の崩壊、雪崩による災害の防
止（災害復旧事業の指導、監督、助成に係るも
の、保全課の所掌に属するものを除く。）。部の
所掌事務で他の所掌に属しないものに関するこ
と。

［保全課］ 砂防工事（災害復旧事業の監督、助
成、災害復旧に関連する事業の指導、監督、助成
に係るものを除く。）。地すべり、ぼた山、急傾斜
地の崩壊、雪崩による災害の防止工事（災害復
旧事業の監督、助成に係るものを除く。）。砂防
設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、
急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設の保全。
低潮線保全区域における低潮線の保全に関する
事務のうち技術に関すること。海岸の整備、利
用、保全その他の管理（国土交通大臣が行う海
岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指
定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制、
海岸保全区域台帳の調製、保管に係るもの、海
岸の災害復旧事業、災害復旧に関連する事業の
指導、監督、助成に係るものを除く。）（港湾局の
所掌に属するものを除く。）。地方公共団体等か
らの委託に基づき、砂防、地すべり、ぼた山、急
傾斜地の崩落、雪崩による災害の防止、海岸の
整備、利用、保全その他の管理（港湾局の所掌に
属するものを除く。）に関連する建設工事、建設
工事の設計、工事管理。

―道 路 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合的な調整
（参事官の所掌に属するものを除く。）。局の所
掌事務に関する基本的な政策の企画、立案。道
路の整備、利用、保全その他の管理（これに関連
する環境対策、交通安全対策を含む。）に関する
中長期的な計画の企画、立案。民間都市開発の
推進に関する特別措置法第５条第１項の規定に
よる道路の整備に関する費用に充てるべき資金
の貸付け。東日本高速道路株式会社、首都高速
道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日
本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、
本州四国連絡高速道路株式会社の組織、運営一
般。東日本高速道路株式会社、首都高速道路株
式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速
道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四
国連絡高速道路株式会社の行う業務（鉄道局、
路政課の所掌に属するものを除く。）。独立行政
法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織、
運営一般。独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構の行う業務（本州四国連絡橋の建設
に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措
置法の規定による業務にあっては、同法第 条
の規定による交付金の交付に係るものに限る。）
（鉄道局、路政課の所掌に属するものを除く。）。
社会資本整備審議会道路分科会の庶務。国土開
発幹線自動車道建設会議の庶務。局の所掌事務
で他の所掌に属しないものに関すること。

［路政課］ 局の所掌事務に関する法令案の作成。
道路の行政監督（道路交通管理課の所掌に属す
るものを除く。）。道路網の構成の基準の設定、
国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自
動車国道の予定路線の決定、高速自動車国道、
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用のための施設の整備（河川環境課の所掌に属
するものを除く。）。ダム使用権の設定、登録。流
域における治水、水利に関する施策の企画、立
案、推進（水政課、河川計画課の所掌に属するも
のを除く。）。地方公共団体等からの委託に基づ
き、河川、水流、水面（港湾内の水面を除く。）
の整備、利用、保全その他の管理、水資源の開
発、利用のための施設の整備、管理、運河（港湾
内の運河を除く。）に関連する建設工事、建設工
事の設計、工事管理（河川環境課、砂防部の所掌
に係るものを除く。）。

［上下水道企画課］ 水道、下水道に関する基本
的な政策の企画、立案、推進。日本下水道事業団
の行う業務に関すること。下水道に関すること
（下水道事業課の所掌に属するものを除く。）。

［水道事業課］ 水道事業、水道用水供給事業の
指導、監督、助成（災害復旧事業に係るものにあ
っては、工事の指導）。水道原水水質保全事業の
実施の促進に関する法律の施行（河川環境課、
下水道事業課の所掌に属するものを除く。）。水
道に関することその他人の飲用に供する水の利
用（上下水道企画課の所掌に属するものを除
く。）。

［下水道事業課］ 公共下水道事業、流域下水道
事業、都市下水路事業の指導、監督、助成（災害
復旧事業に係るものにあっては、工事の指導）。
土地区画整理事業として行われる下水道の整備
に関する事業の指導。下水道法第２条の２第１
項に規定する流域別下水道整備総合計画。下水
道の放流水の水質の保全、再利用に関する施策
の企画、立案。下水道に関する技術に関する研
究、開発。水道原水水質保全事業の実施の促進
に関する法律第３条第１項に規定する基本方針
（下水道に係る部分に限る。）の策定。特定都市
河川浸水被害対策法の施行に関する事務のうち、
下水道に係るもの。水防法第 条の２第１項、
第２項に規定する雨水出水浸水想定区域に関す
ること。

［防災課］ 省の所掌に係る公共土木施設に関す
る災害復旧事業の指導（水道、下水道、砂防整
備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、
道路に係るものにあっては、工事の指導を除
く。）、監督、助成。河川、海岸、砂防設備に関す
る災害復旧に関連する事業の指導、監督、助成。
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政
機関の事務の連絡調整。災害対策基本法に規定
による防災業務計画の策定、大規模地震対策特
別措置法の規定による地震防災強化計画の策定
その他の防災に関する事務で省の所掌に係るも
のの総括（交通に関連する防災に関する事務に
係るものを除く。）。

（水資源部）
［水資源政策課］ 部の所掌事務に関する総合調

整。水の需給に関する総合的かつ基本的な政策
（水資源開発基本計画その他の水の需給に関す
る総合的かつ基本的な計画を除く。）の企画、立
案、推進。水資源開発基本計画に基づく事業に
関する共同費用の配分の基準に関すること。水
源地域対策の企画、立案、推進。独立行政法人水
資源機構の組織、運営一般。国土審議会水資源
開発分科会の庶務。部の所掌事務で他の所掌に
属しないものに関すること。

［水資源計画課］ 水資源開発基本計画その他の
水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企
画、立案、推進（水資源政策課の所掌に属するも
のを除く。）。部の所掌事務に係る国際協力。

（砂 防 部）
［砂防計画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

砂防に関すること（災害復旧事業、災害復旧に
関連する事業の指導、監督、助成に係るもの、保
全課の所掌に属するものを除く。）。地すべり、
ぼた山、急傾斜地の崩壊、雪崩による災害の防
止（災害復旧事業の指導、監督、助成に係るも
の、保全課の所掌に属するものを除く。）。部の
所掌事務で他の所掌に属しないものに関するこ
と。

［保全課］ 砂防工事（災害復旧事業の監督、助
成、災害復旧に関連する事業の指導、監督、助成
に係るものを除く。）。地すべり、ぼた山、急傾斜
地の崩壊、雪崩による災害の防止工事（災害復
旧事業の監督、助成に係るものを除く。）。砂防
設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、
急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設の保全。
低潮線保全区域における低潮線の保全に関する
事務のうち技術に関すること。海岸の整備、利
用、保全その他の管理（国土交通大臣が行う海
岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指
定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制、
海岸保全区域台帳の調製、保管に係るもの、海
岸の災害復旧事業、災害復旧に関連する事業の
指導、監督、助成に係るものを除く。）（港湾局の
所掌に属するものを除く。）。地方公共団体等か
らの委託に基づき、砂防、地すべり、ぼた山、急
傾斜地の崩落、雪崩による災害の防止、海岸の
整備、利用、保全その他の管理（港湾局の所掌に
属するものを除く。）に関連する建設工事、建設
工事の設計、工事管理。

―道 路 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合的な調整
（参事官の所掌に属するものを除く。）。局の所
掌事務に関する基本的な政策の企画、立案。道
路の整備、利用、保全その他の管理（これに関連
する環境対策、交通安全対策を含む。）に関する
中長期的な計画の企画、立案。民間都市開発の
推進に関する特別措置法第５条第１項の規定に
よる道路の整備に関する費用に充てるべき資金
の貸付け。東日本高速道路株式会社、首都高速
道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日
本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、
本州四国連絡高速道路株式会社の組織、運営一
般。東日本高速道路株式会社、首都高速道路株
式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速
道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四
国連絡高速道路株式会社の行う業務（鉄道局、
路政課の所掌に属するものを除く。）。独立行政
法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織、
運営一般。独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構の行う業務（本州四国連絡橋の建設
に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措
置法の規定による業務にあっては、同法第 条
の規定による交付金の交付に係るものに限る。）
（鉄道局、路政課の所掌に属するものを除く。）。
社会資本整備審議会道路分科会の庶務。国土開
発幹線自動車道建設会議の庶務。局の所掌事務
で他の所掌に属しないものに関すること。

［路政課］ 局の所掌事務に関する法令案の作成。
道路の行政監督（道路交通管理課の所掌に属す
るものを除く。）。道路網の構成の基準の設定、
国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自
動車国道の予定路線の決定、高速自動車国道、

一般国道の路線の指定。主要な都道府県道、市
道の指定、北海道の開発道路の指定、積雪寒冷
特別地域における道路交通の確保に関する特別
措置法第３条の規定による道路の指定。共同溝
整備道路、沿道整備道路の指定。高速自動車国
道（国がその整備を行うものに限る）、一般国道、
都道府県道、市町村道（国がその整備又は保全
を行うものに限る。）、北海道の開発道路の整備、
保全（除雪を含む。）以外の管理（道路交通管理
課の所掌に属するものを除く。）。地方道路公社
の行う業務（高速道路課の所掌に属するものを
除く。）。東京湾横断道路の建設に関する特別措
置法の施行。軌道法第５条の規定による工事施
行の認可、同法第７条の規定による工事の着手、
しゅん工の期間の指定、同法第８条の規定によ
る工事の執行。

［道路交通管理課］ 道路の整備等に関する事務
のうち、道路の交通の管理に係るもの。道路の
整備等に関する情報化の企画、立案。踏切道改
良促進法第３条第１項及び第 条第１項の規
定による踏切道の指定に関すること並びに同法
に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改
良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国
踏切道災害時管理方法に関すること（保安設備
の整備に関することを除く。）。交通安全施設等
整備事業の推進に関する法律第３条第１項の規
定による道路の指定。

［企画課］ 路線別の道路の整備等に関する計画
の企画、立案（高速道路課の所掌に属するもの
を除く。）。道路の規格構造に関する企画、立案
（環境安全・防災課の所掌に属するものを除
く。）。道路に関する調査、統計。防衛施設周辺の
生活環境の整備等に関する法律第３条第１項、
第８条の規定による道路に関する助成。

［国道・技術課］ 高速自動車国道（国がその整備
を行うものに限る）、一般国道の整備、保全（除
雪を含む。）（高速自動車国道法第５条第１項、
第３項に規定する整備計画の企画、立案、災害
復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、
災害復旧事業の監督、助成、他課の所掌に属す
るものを除く。）。道路の整備等に関する事務の
うち、技術に関すること（環境対策、交通安全対
策に関すること、道路交通管理課、企画課の所
掌に属するものを除く。）。道路の保全（除雪を
含む。）に関する企画、立案。地方公共団体等か
らの委託に基づき、道路の整備、利用、保全その
他の管理（これに関連する環境対策、交通安全
対策を含む。）（災害復旧事業の指導のうち工事
の指導以外のもの、災害復旧事業の監督、助成
に関することを除く。）（一般国道に係るものに
限る。）に掲げる事務に関連する建設工事、建設
工事の設計、若しくは工事管理。

［環境安全・防災課］ 道路の整備等に関する事
務のうち、環境対策、交通安全対策の企画、立
案。高速自動車国道（国がその整備を行うもの
に限る。）、一般国道の整備、保全（除雪を含む。）
に関する事務のうち、環境対策、交通安全対策
に関すること（道路交通管理課の所掌に属する
ものを除く。）。道路の防災に関する企画、立案。
都道府県道、市町村道、北海道の開発道路の整
備、保全（除雪を含む。）（災害復旧事業の指導の
うち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監
督、助成、他課の所掌に属するものを除く。）。豪
雪地帯対策特別措置法第 条第１項の規定に
よる基幹的な市町村道の指定。幹線道路の沿道
の整備に関する法律の施行（沿道地区計画、沿

道整備権利移転等促進計画に係るもの、路政課
の所掌に属するものを除く。）。地方公共団体等
からの委託に基づき、道路の整備、利用、保全そ
の他の管理（これに関連する環境対策、交通安
全対策を含む。）（災害復旧事業の指導のうち工
事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督、助
成に関することを除く。）（都道府県道、市町村
道（国がその整備又は保全を行うものに限る。）、
北海道の開発道路に係るものに限る。）に掲げる
事務に関連する建設工事、建設工事の設計、工
事管理。

［高速道路課］ 高速道路（高速道路株式会社法
第２条第２項に規定する高速道路をいう。）の整
備の手法の企画、立案。地方道路公社の定款の
認可に関する事務のうち道路の整備に関する基
本計画の審査、地方道路公社の予算、事業計画、
資金計画に関する指導。国土開発幹線自動車道
の建設線の基本計画。高速自動車国道の整備、
利用、保全その他の管理（他課、参事官の所掌に
属するものを除く。）。独立行政法人日本高速道
路保有・債務返済機構法の規定による業務実施
計画の認可に関する事務のうち、技術的審査（参
事官の所掌に属するものを除く。）。有料道路に
関する事業（参事官の所掌に属するものを除
く。）。

［参事官］ 独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構法の規定による業務実施計画の認可
に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技
術的審査。東京湾横断道路の建設に関する特別
措置法の規定による建設協定、管理協定の認可
に関する事務のうち、技術的審査。高速自動車
国道法第 条第１項に規定する特別沿道区域
（国が整備を行う高速自動車国道に係るものを
除く。）に関すること。有料道路に関する事業に
係る企画、立案、指導に関する事務のうち、有料
道路の通行者、利用者の利便のための方策に係
るもの。自転車活用推進計画の作成及び推進。
国土交通省設置法第３条第１項の任務に関連す
る特定の内閣の重要政策（自転車の活用の推進
に係るものに限る。）について、当該重要政策に
関して閣議において決定された基本的な方針に
基づいて、行政各部の施策の統一を図るために
必要となる企画、立案、総合調整。

―住 宅 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。住
宅に関する総合的な政策（国際関係事務に係る
ものを除く。）の企画、立案、住宅に関する政
策の調整（住宅経済・法制課及び市街地建築課
の所掌に属するものを除く。）。局の所掌に属す
る国際関係事務に関する総合的な政策の企画、
立案。住生活基本法の施行（宅地の供給に係る
ものを除く。）。独立行政法人都市再生機構の行
う業務に関すること（都市局、住宅総合整備課
の所掌に属するものを除く。）。社会資本整備審
議会住宅宅地分科会の庶務。局の所掌事務で他
の所掌に属しないものに関すること。

［住宅経済・法制課］ 住宅に関する総合的な政
策のうち経済の振興に関するものの企画、立
案、調整。住宅（その附帯施設を含む。）の供
給、建設、改良、管理、その居住環境の整備に
関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企
画、立案、推進。住宅の供給等に関する税制に
関する調整。住宅局の所掌事務に関する法令案
（建築に関するものを除く。）の作成。独立行
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政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸
付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険
に関すること（市街地建築課の所掌に属するも
のを除く。）。勤労者財産形成促進法の規定によ
る勤労者財産形成政策基本方針（勤労者の持家
の取得又は改良に係る部分に限る。）の策定。
被災地における土地及び建物の権利の保全。

［住宅総合整備課］ 住宅の供給等（他課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。独立行政法
人都市再生機構の行う業務のうち、宅地の造成
に係る業務、土地区画整理事業（宅地の造成と
併せて行うものに限る。）に係る業務。地方住宅
供給公社の行う業務。宅地の供給に関連する公
共施設の整備に関する助成。

［安心居住推進課］ 高齢者、障害者、子どもを育
成する家庭が安心して居住するために必要な住
宅の供給等の推進。家賃債務保証。

［住宅生産課］ 工場生産住宅その他これに類す
るものの建設、供給に関する指導、助成。住宅の
品質確保の促進等に関する法律の施行（同法第
６章に規定する事務にあっては、施工技術、住
宅紛争処理支援センターが行う費用の助成、負
担金の徴収に係るものに限る。）。長期優良住宅
の普及の促進に関する法律の規定による長期優
良住宅の普及の促進。住宅建設その他建築に関
する新工法、施工技術の指導、助成。建築物その
他の構築物に共通する設計、施行方法、安全条
件に係る産業標準。建築用資材の需給、価格の
調査。

［建築指導課］ 建築物（浄化槽を含む。）に関す
る基準に関すること（市街地建築課及び参事官
の所掌に属するものを除く。）。建築士に関する
こと。建築物の質の向上その他建築の発達、改
善（他課及び参事官の所掌に属するものを除
く。）。社会資本整備審議会建築分科会の庶務。

［市街地建築課］ 建築基準法第３章に規定する
都市計画区域等における建築物の敷地、構造、
建築設備、用途に関する基準、その特例措置、建
築協定。住宅局の所掌事務に関する市街地にお
ける防災に関する総合的な政策の企画、立案、
調整。密集市街地における防災街区の整備の促
進に関する法律に規定する建築物の建替計画、
避難経路協定、同法の規定による延焼等危険建
築物に対する措置。都心共同住宅供給事業（共
同住宅の管理、譲渡に関する事業、これらに附
帯する事業を除く。）その他市街地における土地
の合理的な高度利用に関する事業による住宅の
供給等（独立行政法人都市再生機構の行う業務
に関することを除く。）。独立行政法人住宅金融
支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅
金融支援機構法第 条第１項第７号（合理的土
地利用建築物に係る部分に限る。）の業務に関す
ること。防災街区整備事業（独立行政法人都市
再生機構の行う業務に関すること、都市局の所
掌に属するものを除く。）。個人施行者、市街地
再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会
社、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給
公社が施行する市街地再開発事業（都市計画に
おいて定められた重要な公共施設の整備を伴う
ものを除く。）の助成、都市再開発法に基づく監
督。独立行政法人都市再生機構が行う建築物の
敷地の整備（賃貸住宅の建設と併せて行うもの、
重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。）
に関する助成。

［参事官］ マンション（マンションの建替え等
の円滑化に関する法律第２条第１項第１号に規

定するマンションをいう。）の建替え及び管理
（マンションの敷地及び附属施設並びにマンシ
ョンの管理の適正化の推進に関する法律第２条
第１号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含
む。）、除却する必要のあるマンション及びその
敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分
割（マンションの建替え等の円滑化に関する法
律第２条第１項第 号に規定する敷地分割を
いう。）。民間賃貸住宅（住宅確保要配慮者に対
する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第２条
第３項に規定する民間賃貸住宅をいう。）の管理
（安心居住推進課の所掌に属するものを除く。）。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する
法律の施行（不動産・建設経済局の所掌に属す
るものを除く。）。建築物（浄化槽を含む。）に関
する基準の設定（市街地建築課の所掌に属する
ものを除く。）。建築基準法の規定による型式適
合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等
認定並びに浄化槽法の規定による浄化槽の型式
の認定。エネルギーの使用の合理化及び非化石
エネルギーへの転換等に関する法律の規定によ
る建築物に関するエネルギーの使用の合理化。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律の規定による特定建築物の移動等円滑
化。都市の低炭素化の促進に関する法律の規定
による低炭素建築物の普及の促進。建築物のエ
ネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定
による建築物のエネルギー消費性能の向上。

―鉄 道 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する基本的な政策についての企
画、立案（他課の所掌に属するものを除く。）。局
の所掌に係る事業に関する税制に関する調整。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
の組織及び運営一般。交通政策審議会陸上交通
分科会の庶務（物流・自動車局の所掌に属する
ものを除く。）。局の所掌事務で他の所掌に属し
ないものに関すること。

［幹線鉄道課］ 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その
他の鉄道等（大都市における旅客の運送に係る
鉄道等を除く。）の整備（道路局及び他課の所掌
に属するものを除く。）。幹線鉄道等（索道を除
く。）による運送、これらの事業の発達、改善、
調整（事業の許可、特許、事業の承継、法人の解
散、事業の停止の命令に関する事務に限る。）。

［都市鉄道政策課］ 都市鉄道その他の大都市に
おける旅客の運送に係る鉄道等の利用の促進、
都市鉄道等による運送サービスの向上に関する
基本的な政策の企画、立案。都市鉄道等の整備
（道路局及び他課の所掌に属するものを除く。）。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一
体的推進に関する特別措置法の施行（不動産・
建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除
く。）。都市鉄道等（索道を除く。）による運送、
これらの事業の発達、改善、調整（事業の許可、
特許、事業の承継、法人の解散、事業の停止の命
令に関する事務に限る。）。東京地下鉄株式会社
の行う業務（鉄道事業課の所掌に属するものを
除く。）。

［鉄道事業課］ 鉄道等による運送、これらの事
業の発達、改善、調整（他課及び安全監理官の所
掌に属するものを除く。）。鉄道等に関する助成
（技術企画課及び施設課の所掌に属するものを
除く。）。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
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政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸
付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険
に関すること（市街地建築課の所掌に属するも
のを除く。）。勤労者財産形成促進法の規定によ
る勤労者財産形成政策基本方針（勤労者の持家
の取得又は改良に係る部分に限る。）の策定。
被災地における土地及び建物の権利の保全。

［住宅総合整備課］ 住宅の供給等（他課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。独立行政法
人都市再生機構の行う業務のうち、宅地の造成
に係る業務、土地区画整理事業（宅地の造成と
併せて行うものに限る。）に係る業務。地方住宅
供給公社の行う業務。宅地の供給に関連する公
共施設の整備に関する助成。

［安心居住推進課］ 高齢者、障害者、子どもを育
成する家庭が安心して居住するために必要な住
宅の供給等の推進。家賃債務保証。

［住宅生産課］ 工場生産住宅その他これに類す
るものの建設、供給に関する指導、助成。住宅の
品質確保の促進等に関する法律の施行（同法第
６章に規定する事務にあっては、施工技術、住
宅紛争処理支援センターが行う費用の助成、負
担金の徴収に係るものに限る。）。長期優良住宅
の普及の促進に関する法律の規定による長期優
良住宅の普及の促進。住宅建設その他建築に関
する新工法、施工技術の指導、助成。建築物その
他の構築物に共通する設計、施行方法、安全条
件に係る産業標準。建築用資材の需給、価格の
調査。

［建築指導課］ 建築物（浄化槽を含む。）に関す
る基準に関すること（市街地建築課及び参事官
の所掌に属するものを除く。）。建築士に関する
こと。建築物の質の向上その他建築の発達、改
善（他課及び参事官の所掌に属するものを除
く。）。社会資本整備審議会建築分科会の庶務。

［市街地建築課］ 建築基準法第３章に規定する
都市計画区域等における建築物の敷地、構造、
建築設備、用途に関する基準、その特例措置、建
築協定。住宅局の所掌事務に関する市街地にお
ける防災に関する総合的な政策の企画、立案、
調整。密集市街地における防災街区の整備の促
進に関する法律に規定する建築物の建替計画、
避難経路協定、同法の規定による延焼等危険建
築物に対する措置。都心共同住宅供給事業（共
同住宅の管理、譲渡に関する事業、これらに附
帯する事業を除く。）その他市街地における土地
の合理的な高度利用に関する事業による住宅の
供給等（独立行政法人都市再生機構の行う業務
に関することを除く。）。独立行政法人住宅金融
支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅
金融支援機構法第 条第１項第７号（合理的土
地利用建築物に係る部分に限る。）の業務に関す
ること。防災街区整備事業（独立行政法人都市
再生機構の行う業務に関すること、都市局の所
掌に属するものを除く。）。個人施行者、市街地
再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会
社、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給
公社が施行する市街地再開発事業（都市計画に
おいて定められた重要な公共施設の整備を伴う
ものを除く。）の助成、都市再開発法に基づく監
督。独立行政法人都市再生機構が行う建築物の
敷地の整備（賃貸住宅の建設と併せて行うもの、
重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。）
に関する助成。

［参事官］ マンション（マンションの建替え等
の円滑化に関する法律第２条第１項第１号に規

定するマンションをいう。）の建替え及び管理
（マンションの敷地及び附属施設並びにマンシ
ョンの管理の適正化の推進に関する法律第２条
第１号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含
む。）、除却する必要のあるマンション及びその
敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分
割（マンションの建替え等の円滑化に関する法
律第２条第１項第 号に規定する敷地分割を
いう。）。民間賃貸住宅（住宅確保要配慮者に対
する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第２条
第３項に規定する民間賃貸住宅をいう。）の管理
（安心居住推進課の所掌に属するものを除く。）。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する
法律の施行（不動産・建設経済局の所掌に属す
るものを除く。）。建築物（浄化槽を含む。）に関
する基準の設定（市街地建築課の所掌に属する
ものを除く。）。建築基準法の規定による型式適
合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等
認定並びに浄化槽法の規定による浄化槽の型式
の認定。エネルギーの使用の合理化及び非化石
エネルギーへの転換等に関する法律の規定によ
る建築物に関するエネルギーの使用の合理化。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律の規定による特定建築物の移動等円滑
化。都市の低炭素化の促進に関する法律の規定
による低炭素建築物の普及の促進。建築物のエ
ネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定
による建築物のエネルギー消費性能の向上。

―鉄 道 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する基本的な政策についての企
画、立案（他課の所掌に属するものを除く。）。局
の所掌に係る事業に関する税制に関する調整。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
の組織及び運営一般。交通政策審議会陸上交通
分科会の庶務（物流・自動車局の所掌に属する
ものを除く。）。局の所掌事務で他の所掌に属し
ないものに関すること。

［幹線鉄道課］ 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その
他の鉄道等（大都市における旅客の運送に係る
鉄道等を除く。）の整備（道路局及び他課の所掌
に属するものを除く。）。幹線鉄道等（索道を除
く。）による運送、これらの事業の発達、改善、
調整（事業の許可、特許、事業の承継、法人の解
散、事業の停止の命令に関する事務に限る。）。

［都市鉄道政策課］ 都市鉄道その他の大都市に
おける旅客の運送に係る鉄道等の利用の促進、
都市鉄道等による運送サービスの向上に関する
基本的な政策の企画、立案。都市鉄道等の整備
（道路局及び他課の所掌に属するものを除く。）。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一
体的推進に関する特別措置法の施行（不動産・
建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除
く。）。都市鉄道等（索道を除く。）による運送、
これらの事業の発達、改善、調整（事業の許可、
特許、事業の承継、法人の解散、事業の停止の命
令に関する事務に限る。）。東京地下鉄株式会社
の行う業務（鉄道事業課の所掌に属するものを
除く。）。

［鉄道事業課］ 鉄道等による運送、これらの事
業の発達、改善、調整（他課及び安全監理官の所
掌に属するものを除く。）。鉄道等に関する助成
（技術企画課及び施設課の所掌に属するものを
除く。）。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構法第 条第１項第１号から第
６号までの業務、これらに附帯する業務、同条
第２項から第４項までの業務。北海道旅客鉄道
株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄
道株式会社の行う業務。本州四国連絡高速道路
株式会社の行う高速道路株式会社法第５条第１
項第５号イの業務、これに附帯する業務。独立
行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行
う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構法第 条第２項の業務。東京地下鉄株式会社
の会計。

［国際課］ 局の所掌に属する国際関係事務に関
する基本的な政策の企画、立案。局の所掌事務
に係る国際協力。局の所掌に属する国際関係事
務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事
業者の事業活動の推進に係るもの。陸運機器等
の製造、販売、修理に関する事務の発達、改善、
調整（当該事業の海外事業活動に係るものに限
る。）。

［技術企画課］ 局の所掌事務に関する基本的な
政策のうち技術に関するものについての企画、
立案。鉄道等の技術上の基準の設定。鉄道等の
整備に関する事務のうち技術に関すること（道
路局及び施設課の所掌に属するものを除く。）。
鉄道等による運送、これらの事業の発達、改善、
調整に関する事務のうち技術に関すること（施
設課及び安全監理官の所掌に属するものを除
く。）。鉄道等の車両に関する安全の確保（当該
車両の管理、保守に関する検査に係るもの、道
路局の所掌に属するものを除く。）。陸運機器等
の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並
びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する
事業の発達、改善、調整（国際課の所掌に属する
ものを除く。）。

［施設課］ 鉄道等の用に供する施設の整備に関
する事務のうち技術に関すること（道路局の所
掌に属するものを除く。）。新幹線鉄道に係る行
為制限区域に関すること。索道による運送、索
道事業の発達、改善、調整（事業の許可、事業の
承継、事業の停止の命令に関する事務に限る。）。
鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保
（施設の管理及び保守に関する検査に係るもの
並びに道路局の所掌に属するものを除く。）。鉄
道等の整備、運行に関連する環境対策。

［安全監理官］ 鉄道等の運行の計画。鉄道等の
安全の確保（道路局、技術企画課、施設課の所掌
に属するものを除く。）。鉄道等に関する事故、
これらの事故の兆候の原因、これらの事故に伴
い発生した被害の原因を究明するための調査
（運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。）。

―物 流 ・ 自 動 車 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画、
立案（他課の所掌に属するものを除く。）。局の
所掌に係る事業に関する財務。局の所掌に係る
事業に関する税制に関する調整。道路運送法第

条の規定に基づく損失の補償。局の所掌に係
る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
局の所掌に係る事業に関する中小企業等共同組
合、協業組合、商工組合、商工組合連合会の監
督。局の所掌に係る事業に関し、外国為替及び
外国貿易法第 条第２項に規定する対内直接
投資等、同法第 条第１項に規定する技術導入

契約の締結等。道路運送に係る助成（技術・環境
政策課の所掌に属するものを除く。）。自動車道、
自動車道事業の発達、改善、調整。自動車ターミ
ナルに関すること（貨物流通事業課の所掌に属
するものを除く。）。道路運送、道路運送車両と
道路との関連に関する調査、研究。自動車の発
着、駐車の施設。交通政策審議会陸上交通分科
会の庶務（道路運送及び道路運送車両に関する
重要事項に係るものに限る。）。自動車安全特別
会計の自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘
定の経理。局の所掌事務で他の所掌に属しない
ものに関すること。

［物流政策課］ 貨物流通の効率化、円滑化及び
適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に
関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該
政策を実施するために必要な国土交通省の所掌
事務の総括に関すること。物資の流通の効率化
に関する法律の施行に関する事務で国土交通省
の所掌に属するものに関すること（港湾局及び
貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。）。

［貨物流通事業課］ 道路運送車両による貨物の
運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び
調整に関すること（総務課及び技術・環境政策
課の所掌に属するものを除く。）。自家用貨物自
動車の使用に関すること。倉庫業その他の保管
事業の発達、改善及び調整に関すること。物資
の流通の効率化に関する法律第２条第３号に規
定する特定流通業務施設（港湾流通拠点地区（同
条第５号に規定する港湾流通拠点地区をいう。
第 条第７号において同じ。）に係るものを除
く。）に関すること。貨物利用運送事業の発達、
改善及び調整に関すること。石油パイプライン
事業の発達、改善及び調整に関すること（航空
局の所掌に属するものを除く。）。貨物自動車タ
ーミナルに関すること。貨物の運送に係る航空
運送代理店業の発達、改善及び調整に関するこ
と。

［安全政策課］ 道路運送の安全の確保（車両基
準・国際課の所掌に属するものを除く。）。道路
運送事業の監査に関する基本的な政策に関する
企画、立案。自動車損害賠償責任保険、自動車損
害賠償責任共済に関すること。政府の管掌する
自動車損害賠償保障事業に関すること。自動車
事故による損害賠償を保障する制度に関するこ
と（総務課の所掌に属するものを除く。）。独立
行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関す
ること。

［技術・環境政策課］ 局の所掌事務に関する技
術に関する基本的な政策の企画及び立案に関す
ること。局の所掌事務に関する環境の保全に関
する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るも
のに関すること。道路運送車両の安全の確保に
関すること 車両基準・国際課、審査・リコール
課及び自動車整備課の所掌に属するものを除
く。 。道路運送車両による公害の防止その他の
道路運送車両に係る環境の保全に関すること
車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動
車整備課の所掌に属するものを除く。 。道路運
送車両の使用に関すること 車両基準・国際課及
び審査・リコール課の所掌に属するものを除
く。 。道路運送車両の使用に必要な物資の流通
及び消費の増進、改善及び調整に関すること 車
両基準・国際課の所掌に属するものを除く。 。
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に
関する局の所掌に係る資源の有効な利用の確保
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に関すること。独立行政法人自動車技術総合機
構の組織及び運営一般に関すること。局の所掌
事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連
絡並びに国際協力に関する事務のうち自動運転
に関する技術に関すること。

［自動車情報課］ 局の所掌事務に係る自動車の
使用における情報化の推進に関する基本的な政
策の企画、立案。自動車の登録、自動車抵当に関
すること。自動車検査登録印紙の売りさばき。
道路運送車両の流通、消費の増進、改善、調整
（技術・環境政策課の所掌に属するものを除
く。）。

［旅客課］ 道路運送車両による旅客の運送、旅
客自動車運送事業の発達、改善、調整（総務課、
技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。）。
自家用自動車の使用に関すること（総合政策局
及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除
く。）。

［車両基準・国際課］ 道路運送車両の安全の確
保に係る技術上の基準に関すること 審査・リコ
ール課及び自動車整備課の所掌に属するものを
除く。 。放射性物質の道路運送車両による運搬
に関する規制に関すること。道路運送車両によ
る公害の防止その他の道路運送車両に係る環境
の保全に係る技術上の基準に関すること 審査・
リコール課及び自動車整備課の所掌に属するも
のを除く。 。道路運送車両の使用に係る技術上
の基準に関すること。道路運送車両の使用に必
要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関
すること。局の所掌事務に係る国際機関及び外
国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する
こと（物流政策課及び技術・環境政策課の所掌
に属するものを除く。）。

［審査・リコール課］ 道路運送車両、道路運送車
両の共通構造部、装置の型式についての指定そ
の他の証明に関すること。自動車の車台番号、
原動機の型式の打刻（自動車整備課の所掌に属
するものを除く。）。設計又は製作の過程に起因
する基準不適合自動車、基準不適合特定後付装
置についての改善措置。軽車両、自動車用代燃
装置の製造、流通、消費の増進、改善、調整、こ
れらの製造に関する事業の発達、改善、調整。道
路運送車両の使用に必要な機械器具の流通、消
費の増進、改善、調整（技術・環境政策課の所掌
に属するものを除く。）。局の所掌事務に関する
道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事
項についての企画、立案（道路運送車両、道路運
送車両の装置の安全性の評価に関するものを除
く。）。

［自動車整備課］ 道路運送車両の整備（環境の
保全に係る技術上の基準に関することを除く。）。
自動車車庫に関すること。自動車の整備事業の
発達、改善、調整。道路運送車両の整備に必要な
機械器具、物資の流通消費の増進、改善、調整。
自動車の検査。道路運送車両法第 条、 条の
規定による自動車の車台番号及び原動機の型式
の打刻。

―海 事 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する総合的な政策の企画、立案、
局の所掌事務に関する政策の調整（安全政策課、
海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。）。
水上運送事業及び造船に関する事業に関する財
務に関すること。水上運送事業及び造船に関す

る事業に関する税制に関する調整。独立行政法
人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独方
行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第

条第１項第７号、第８号の業務、これらに附
帯する業務。海事代理士に関すること。海事思
想の普及、宣伝。モーターボート競走に関する
こと。海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試
験、締約国資格証明書の受有者の承認のための
試験、水先人試験及び船員の資格の認定のため
の試験の試験問題の作成及び試験の執行。交通
政策審議会海事分科会の庶務。局の所掌事務で
他の所掌に属しないものに関すること。

［安全政策課］ 船舶の航行の安全の確保に関す
る総合的な政策の企画、立案、調整。局の所掌に
係る危機管理に関する基本的な政策の企画、立
案。水上運送事業に係る輸送の安全の確保。タ
ンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁
損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の
補償のための国際基金に関すること。船舶の施
設に関する船舶の安全に関する基準の設定。船
舶の安全に関する検査制度の企画、立案。船舶
による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵
に関する制度に関する企画、立案。船員の労働
条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律
に関する監査。船員労務官の行う事務の監察。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督
に関する制度の企画、立案（船員政策課、海技課
の所掌に属するものを除く。）。運輸安全委員会
の行う運輸安全委員会設置法第５条第５号及び
第６号に規定する調査に対する援助。

［海洋・環境政策課］ 局の所掌事務に関する海
洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画、
立案、調整。局の所掌事務に関する環境の保全
に関する総合的な政策の企画、立案、調整。局の
所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の
企画、立案。水上運送（水上運送事業によるもの
を含む。）に係るエネルギーの使用の合理化に関
する船舶の施設に関する基準の設定。水上運送
に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶
の施設に関する検査制度の企画、立案。海洋汚
染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に
よる海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措
置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発
性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑
制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基
準の設定、これらの設備等に関する検査制度の
企画、立案。船舶に関する資源の有効な利用の
確保（検査測度課の所掌に属するものを除く。）。
船舶に関する原子力の利用。船舶の再資源化解
体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に
係る外国船舶の監督に関する制度の企画、立案。

［船員政策課］ 船員に係る事務に関する基本的
な政策についての企画、立案。船員の労働条件、
安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害
補償、船内規律並びに船員手帳（安全政策課の
所掌に属するものを除く。）。船員災害防止協会
の行う業務。船員の失業対策及び船員の職業の
紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労
務の需給調整。船舶の航行の安全の確保に係る
外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るもの
（海技課の所掌に属するものを除く。）。船舶の
乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に
係る外国船舶の監督に関すること。

［外航課］ 外航に係る運送、外航に係る船舶運
航事業の発達、改善、調整（他課の所掌に属する
ものを除く。）。船舶貸渡業（内航海運業の用に
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に関すること。独立行政法人自動車技術総合機
構の組織及び運営一般に関すること。局の所掌
事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連
絡並びに国際協力に関する事務のうち自動運転
に関する技術に関すること。

［自動車情報課］ 局の所掌事務に係る自動車の
使用における情報化の推進に関する基本的な政
策の企画、立案。自動車の登録、自動車抵当に関
すること。自動車検査登録印紙の売りさばき。
道路運送車両の流通、消費の増進、改善、調整
（技術・環境政策課の所掌に属するものを除
く。）。

［旅客課］ 道路運送車両による旅客の運送、旅
客自動車運送事業の発達、改善、調整（総務課、
技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。）。
自家用自動車の使用に関すること（総合政策局
及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除
く。）。

［車両基準・国際課］ 道路運送車両の安全の確
保に係る技術上の基準に関すること 審査・リコ
ール課及び自動車整備課の所掌に属するものを
除く。 。放射性物質の道路運送車両による運搬
に関する規制に関すること。道路運送車両によ
る公害の防止その他の道路運送車両に係る環境
の保全に係る技術上の基準に関すること 審査・
リコール課及び自動車整備課の所掌に属するも
のを除く。 。道路運送車両の使用に係る技術上
の基準に関すること。道路運送車両の使用に必
要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関
すること。局の所掌事務に係る国際機関及び外
国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する
こと（物流政策課及び技術・環境政策課の所掌
に属するものを除く。）。

［審査・リコール課］ 道路運送車両、道路運送車
両の共通構造部、装置の型式についての指定そ
の他の証明に関すること。自動車の車台番号、
原動機の型式の打刻（自動車整備課の所掌に属
するものを除く。）。設計又は製作の過程に起因
する基準不適合自動車、基準不適合特定後付装
置についての改善措置。軽車両、自動車用代燃
装置の製造、流通、消費の増進、改善、調整、こ
れらの製造に関する事業の発達、改善、調整。道
路運送車両の使用に必要な機械器具の流通、消
費の増進、改善、調整（技術・環境政策課の所掌
に属するものを除く。）。局の所掌事務に関する
道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事
項についての企画、立案（道路運送車両、道路運
送車両の装置の安全性の評価に関するものを除
く。）。

［自動車整備課］ 道路運送車両の整備（環境の
保全に係る技術上の基準に関することを除く。）。
自動車車庫に関すること。自動車の整備事業の
発達、改善、調整。道路運送車両の整備に必要な
機械器具、物資の流通消費の増進、改善、調整。
自動車の検査。道路運送車両法第 条、 条の
規定による自動車の車台番号及び原動機の型式
の打刻。

―海 事 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する総合的な政策の企画、立案、
局の所掌事務に関する政策の調整（安全政策課、
海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。）。
水上運送事業及び造船に関する事業に関する財
務に関すること。水上運送事業及び造船に関す

る事業に関する税制に関する調整。独立行政法
人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独方
行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第

条第１項第７号、第８号の業務、これらに附
帯する業務。海事代理士に関すること。海事思
想の普及、宣伝。モーターボート競走に関する
こと。海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試
験、締約国資格証明書の受有者の承認のための
試験、水先人試験及び船員の資格の認定のため
の試験の試験問題の作成及び試験の執行。交通
政策審議会海事分科会の庶務。局の所掌事務で
他の所掌に属しないものに関すること。

［安全政策課］ 船舶の航行の安全の確保に関す
る総合的な政策の企画、立案、調整。局の所掌に
係る危機管理に関する基本的な政策の企画、立
案。水上運送事業に係る輸送の安全の確保。タ
ンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁
損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の
補償のための国際基金に関すること。船舶の施
設に関する船舶の安全に関する基準の設定。船
舶の安全に関する検査制度の企画、立案。船舶
による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵
に関する制度に関する企画、立案。船員の労働
条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律
に関する監査。船員労務官の行う事務の監察。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督
に関する制度の企画、立案（船員政策課、海技課
の所掌に属するものを除く。）。運輸安全委員会
の行う運輸安全委員会設置法第５条第５号及び
第６号に規定する調査に対する援助。

［海洋・環境政策課］ 局の所掌事務に関する海
洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画、
立案、調整。局の所掌事務に関する環境の保全
に関する総合的な政策の企画、立案、調整。局の
所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の
企画、立案。水上運送（水上運送事業によるもの
を含む。）に係るエネルギーの使用の合理化に関
する船舶の施設に関する基準の設定。水上運送
に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶
の施設に関する検査制度の企画、立案。海洋汚
染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に
よる海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措
置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発
性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑
制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基
準の設定、これらの設備等に関する検査制度の
企画、立案。船舶に関する資源の有効な利用の
確保（検査測度課の所掌に属するものを除く。）。
船舶に関する原子力の利用。船舶の再資源化解
体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に
係る外国船舶の監督に関する制度の企画、立案。

［船員政策課］ 船員に係る事務に関する基本的
な政策についての企画、立案。船員の労働条件、
安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害
補償、船内規律並びに船員手帳（安全政策課の
所掌に属するものを除く。）。船員災害防止協会
の行う業務。船員の失業対策及び船員の職業の
紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労
務の需給調整。船舶の航行の安全の確保に係る
外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るもの
（海技課の所掌に属するものを除く。）。船舶の
乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に
係る外国船舶の監督に関すること。

［外航課］ 外航に係る運送、外航に係る船舶運
航事業の発達、改善、調整（他課の所掌に属する
ものを除く。）。船舶貸渡業（内航海運業の用に

供する船舶に係るものを除く。）、海運仲立業、
海運代理店業の発達、改善、調整（総務課及び安
全政策課の所掌に属するものを除く。）。日本船
舶以外の船舶について日本各港間の運送、不開
港場への寄港の特許。海運に関する国際協定に
関すること。

［内航課］ 水上運送及び水上運送事業の発達、
改善、調整（他課の所掌に属するものを除く。）。
航路補助金に関すること。本州四国連絡橋の建
設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別
措置法の施行（道路局及び船員政策課の所掌に
属するものを除く。）。

［船舶産業課］ 造船に関する事業の発達、改善、
調整（総務課の所掌に属するものを除く。）。船
舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流
通、消費の増進、改善、調整（海洋・環境政策課
及び検査測度課の所掌に属するものを除く。）。
船舶、船舶用機関、船舶用品、造船に関する施
設、船舶の用に供する鉱工業品等の工業標準に
関すること。造船に係る国際協力。

［検査測度課］ 船舶の安全の確保、船舶による
危険物その他の特殊貨物の運送、貯蔵に関する
こと（安全政策課の所掌に属するものを除く。）。
水上運送に係るエネルギーの使用の合理化（船
舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策
課の所掌に属するものを除く。）。海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法律の規定による海
洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引
書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質
放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行
手引書、二酸化炭素放出抑制指標に関すること
（海洋・環境政策課の所掌に属するものを除
く。）。船舶の再資源化解体の適正な実施に関す
る法律（平成 年法律第 号）の規定による
有害物質一覧表の確認、特定日本船舶の譲渡し
等の承認並びに船舶所有者が自ら行う再資源化
解体に係る確認及び当該再資源化解体（外国に
おいて行うものに限る。）の承認の実施に関する
こと。小型船舶検査機構の行う業務。船舶のト
ン数の測度、登録。船舶の航行の安全の確保、海
洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督（他課の
所掌に属するものを除く。）。

［海技課］ 船員の教育及び着成、海技士及び小
型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操
縦者の資格、定員、水先に関すること（総務課の
所掌に属するものを除く。）。船舶の航行の安全
の確保に係る外国船舶の監督のうち船員の資格
に係るもの。

―港 湾 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。港
湾、航路、港湾に係る海岸の整備、保全に関する
事業（他課の所掌に属するものを除く。）。港湾、
航路の管理（海洋・環境課、海岸・防災課の所掌
に属するものを除く。）。港湾内の公有水面の埋
立て、干拓の認可。港湾内の運河に関すること
（技術企画課の所掌に属するものを除く。）。交
通政策審議会港湾分科会の庶務。局の所掌に係
る事務で他の所掌に属しないものに関すること。

［港湾経済課］ 港湾運送、港湾運送事業の発達、
改善、調整。港湾の利用（他課の所掌に属するも
のを除く。）。特定外貿埠頭の管理運営に関する
法律の規定による外貿埠頭業務。港湾等の整備、
利用、保全に関する情報化。

［計画課］ 港湾の整備、利用、保全、航路の整

備、保全に関する計画（他課の所掌に属するも
のを除く。）。港湾等の整備及び保全に関する事
業に関する基本的な政策の企画及び立案。港湾
及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計
画（他課の所掌に属するものを除く。）。港湾に
係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全
又は地域の振興に関するもの（海洋・環境課の
所掌に属するものを除く。）。民間都市開発の推
進に関する特別措置法第５条第１項の規定によ
る港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資
金の貸付け。港湾、航路に関する基礎的な調査。

［産業港湾課］ 港湾における産業の国際競争力
の強化のために行う港湾の整備、利用、保全、管
理に関する基本的な政策の企画、立案。港湾の
利用に関する事務のうち、港湾における産業の
国際競争力の強化に係るもの。港湾における産
業の国際競争力の強化のために必要な土地の造
成、整備、これに伴う護岸、岸壁、物揚場の整備、
利用、保全に関する計画。港湾における産業の
国際競争力の強化のために必要な土地の造成、
整備、これ伴う護岸、岸壁、物揚場の整備、保全
に関する事業の事業計画。民間都市開発の推進
に関する特別措置法の施行に関する事務のうち
港湾施設に係るもの（計画課の所掌に属するも
のを除く。）。都市再生特別措置法第 条第１項
第２号に掲げる業務（当該業務に係る同項第３
号に掲げる業務を含む。）、広域的地域活性化の
ための基盤整備に関する法律第 条第１項各
号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るもの。
物資の流通の効率化に関する法律の施行（港湾
流通拠点地区に関することに限る。）。荷さばき
施設、船舶の離着岸を補助するための船舶に関
する特定港湾施設整備事業の事業計画。港湾内
の公有水面の埋立て、干拓に関する技術的審査。
局の所掌事務に係る国際機関との連絡、国際協
力。

［技術企画課］ 港湾等の設備、保全に関する工
事の実施（海洋・環境課、海岸・防災課の所掌に
属するものを除く。）。港湾等の設備、保全に関
する工事、国が行う海洋の汚染の防除に関する
業務に係る工事の検査（海洋・環境課の所掌に
属するものを除く。）。港湾等の設備、保全に関
する工事、国が行う海洋の汚染の防除に関する
業務の用に供する船舶、機器の整備及び運用（海
洋・環境課の所掌に属するものを除く。）。港湾
の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保
全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこ
れらの助成並びに技術の指導及び成果の普及
（海洋・環境課の所掌に属するものを除く。）。
港湾の施設に関する技術上の基準。港湾施設の
産業標準に関すること。

［海洋・環境課］ 港湾に係る事務で海洋に関す
る基本的な計画に関するもの。レクリエーショ
ン港湾の整備、利用、保全に関する計画（海岸・
防災課の所掌に属するものを除く。）。レクリエ
ーション港湾の整備、保全に関する事業の事業
計画（海岸・防災課の所掌に属するものを除く。）。
港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全。
特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、
保全、管理(工事の実施の安全の確保に関するこ
とを除く。）。海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の
施行に関する事務で国土交通省の所掌に属する
もの。港湾の環境の整備、保全、航路の環境の保
全に関する計画（廃棄物処理施設及び排出ガス
処理施設に関するものを含む。）に関すること
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（海岸・防災課の所掌に属するものを除く。）。
港湾の環境の整備、保全に関する事業の事業計
画（廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関
するものを含む。）（海岸・防災課の所掌に属す
るものを除く。）。国が行う海洋の汚染の防除に
関する業務（技術企画課の所掌に属するものを
除く。）。広域臨海環境整備センターの行う業務
に関すること。船舶から排出する廃油に係る廃
油処理設備、廃油処理施設、廃油処理事業に関
すること。海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律の規定による油保管施設等の油濁防止
緊急措置手引書等に関すること。港湾等の工事
に伴い発生する土砂、汚泥、その他の不要物の
有効な利用の確保。港湾の環境の整備、保全、航
路の環境の保全に関する試験、研究、技術の開
発、これらの助成、技術の指導、成果の普及。

［海岸・防災課］ 港湾に係る海岸の整備、利用、
保全その他の管理（工事に係る補償、工事の実
施の安全の確保、工事の検査に関することを除
く。）。港湾（特定離島港湾施設の存する港湾を
除く。）、航路に関する災害（地盤変動、鉱害を含
む。）の防止、復旧（工事に係る補償、工事の実
施の安全の確保、工事の検査に関することを除
く。）。港湾等に関する危機管理に関すること（海
洋・環境課の所掌に属するものを除く。）。

―航 空 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する総合的な政策の企画、立案、
局の所掌事務に関する政策の調整。局の所掌に
属する国際関係事務の総括。国際民間航空機関
との連絡。外国の航空政策、航空事情に関する
調査。航空機の登録、航空機抵当。航空思想の普
及。局の所掌に係る経費、収入の予算、決算、会
計、会計の監査。自動車安全特別会計の空港整
備勘定の経理。交通政策審議会航空分科会の庶
務。局の所掌事務で他の所掌に属しないものに
関すること。

（航空ネットワーク部）
［航空ネットワーク企画課］ 部の所掌事務に関

する総合調整。航空ネットワークの形成、充実
に関する基本的な政策の企画、立案。航空運送
の発達、改善、調整（交通管制部、国際航空課、
航空事業課の所掌に属するものを除く。）。空港
等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等
を活用した地域の振興。空港等の周辺における
航空機の航行により生ずる騒音等による障害に
関すること。空港等の設置及び管理（安全部及
び他課の所掌に属するものを除く。）。部の所掌
事務で他の所掌に属しないものに関すること。

［国際航空課］ 国際航空運送の発達、改善、調
整。外国人国際航空運送事業の発達、改善、調
整。外国航空機の航行、使用に関する許可。航空
に関する国際協定。

［航空事業課］ 航空に関する事業（航空機、その
装備品の生産（修理については、航空機製造事
業者の行うものに限る。）に関する事業、貨物の
運送に係る航空運送代理店業を除く。）の発達、
改善、調整（国際航空課の所掌に属するものを
除く。）。地域的な航空運送に係る事業の助成。

［空港計画課］ 空港等（成田国際空港、関西国際
空港、中部国際空港、大阪国際空港を除く。）の
整備に関する計画。空港等の改善のための調査、
研究。

［空港技術課］ 空港等の設置、管理に関する事

務のうち技術に関すること（安全部、空港計画
課の所掌に属するものを除く。）。空港等の建設、
改良、維持（安全部の所掌に属するものを除く。）。

［首都圏空港課］ 首都圏内の空港等の設置、管
理（安全部、他課の所掌に属するものを除く。）。
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン
事業に関する許可、認可。成田国際空港の安全
確保に関する緊急措置法の施行。

［近畿圏・中部圏空港課］近畿圏及び中部圏内の
空港等の設置及び管理に関する事務（安全部及
び他課の所掌に属するものを除く。）。

（安全部）
［安全政策課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
航空機（無人航空機等（航空法第２条第 項に
規定する無人航空機及び同法第 条第１項に
規定する航空機をいう。以下同じ。）を除く。）の
安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の
防止並びに航空機の航行の安全の確保（交通管
制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除
く。）。航空機（無人航空機等を除く。）及びその
装備品の修理及び改造（航空運送事業者又は航
空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ず
るものに限る。）。航空機（無人航空機等を除く。）
に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従
事者に関する証明（以下「航空従事者教育等」と
いう。）。空港等の安全の確保。航空に関する危
機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破
壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対
策に係るもの。運輸安全委員会の行う運輸安全
委員会設置法第５条第１号及び第２号に規定す
る調査（航空機（無人航空機等を除く。）に係る
ものに限る。）に対する援助。局の所掌に係る航
空の安全に関する事務の運営に関する実況の監
察、これに基づく改善事項の調査、航空法第
条第４項の規定に基づく事務。部の所掌事務で
他の所掌に属しないものに関すること。

［無人航空機安全課］ 無人航空機等の安全の確
保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防
止並びに無人航空機等の航行の安全の確保（交
通管制部及び航空機安全課の所掌に属するもの
を除く。）。無人航空機等及びその装備品の修理
及び改造（航空運送事業者又は航空機使用事業
者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限
る。）。無人航空機等に係る航空従事者教育等。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第
５条第１号及び第２号に規定する調査（無人航
空機等に係るものに限る。）に対する援助。

［航空機安全課］ 航空機の安全の確保、航空機
の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基
準の設定。航空機に係る型式証明。航空機、その
装備品の流通、消費の増進、改善、調整。

（交通管制部）
［交通管制企画課］ 部の所掌事務に関する総合
調整。航空交通の円滑化のための方策に関する
企画、立案。航空交通に関する空域の指定、航空
機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の
基準、航空交通管制の方式の開発、設定の基準
に関すること。航空通信網の設定その他航空保
安に関する情報の伝達の方式の開発（管制技術
課の所掌に属するものを除く。）。航空保安用電
気通信施設、航空灯火の整備に関する基本的な
計画、航空保安用電気通信施設の改善のために
行う施設の開発に関する調査、研究。宇宙の開
発に関する大規模な技術開発であって、航空保
安業務の高度化に係るもの。部の所掌事務で他
の所掌に属しないものに関すること。
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（海岸・防災課の所掌に属するものを除く。）。
港湾の環境の整備、保全に関する事業の事業計
画（廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関
するものを含む。）（海岸・防災課の所掌に属す
るものを除く。）。国が行う海洋の汚染の防除に
関する業務（技術企画課の所掌に属するものを
除く。）。広域臨海環境整備センターの行う業務
に関すること。船舶から排出する廃油に係る廃
油処理設備、廃油処理施設、廃油処理事業に関
すること。海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律の規定による油保管施設等の油濁防止
緊急措置手引書等に関すること。港湾等の工事
に伴い発生する土砂、汚泥、その他の不要物の
有効な利用の確保。港湾の環境の整備、保全、航
路の環境の保全に関する試験、研究、技術の開
発、これらの助成、技術の指導、成果の普及。

［海岸・防災課］ 港湾に係る海岸の整備、利用、
保全その他の管理（工事に係る補償、工事の実
施の安全の確保、工事の検査に関することを除
く。）。港湾（特定離島港湾施設の存する港湾を
除く。）、航路に関する災害（地盤変動、鉱害を含
む。）の防止、復旧（工事に係る補償、工事の実
施の安全の確保、工事の検査に関することを除
く。）。港湾等に関する危機管理に関すること（海
洋・環境課の所掌に属するものを除く。）。

―航 空 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する総合的な政策の企画、立案、
局の所掌事務に関する政策の調整。局の所掌に
属する国際関係事務の総括。国際民間航空機関
との連絡。外国の航空政策、航空事情に関する
調査。航空機の登録、航空機抵当。航空思想の普
及。局の所掌に係る経費、収入の予算、決算、会
計、会計の監査。自動車安全特別会計の空港整
備勘定の経理。交通政策審議会航空分科会の庶
務。局の所掌事務で他の所掌に属しないものに
関すること。

（航空ネットワーク部）
［航空ネットワーク企画課］ 部の所掌事務に関

する総合調整。航空ネットワークの形成、充実
に関する基本的な政策の企画、立案。航空運送
の発達、改善、調整（交通管制部、国際航空課、
航空事業課の所掌に属するものを除く。）。空港
等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等
を活用した地域の振興。空港等の周辺における
航空機の航行により生ずる騒音等による障害に
関すること。空港等の設置及び管理（安全部及
び他課の所掌に属するものを除く。）。部の所掌
事務で他の所掌に属しないものに関すること。

［国際航空課］ 国際航空運送の発達、改善、調
整。外国人国際航空運送事業の発達、改善、調
整。外国航空機の航行、使用に関する許可。航空
に関する国際協定。

［航空事業課］ 航空に関する事業（航空機、その
装備品の生産（修理については、航空機製造事
業者の行うものに限る。）に関する事業、貨物の
運送に係る航空運送代理店業を除く。）の発達、
改善、調整（国際航空課の所掌に属するものを
除く。）。地域的な航空運送に係る事業の助成。

［空港計画課］ 空港等（成田国際空港、関西国際
空港、中部国際空港、大阪国際空港を除く。）の
整備に関する計画。空港等の改善のための調査、
研究。

［空港技術課］ 空港等の設置、管理に関する事

務のうち技術に関すること（安全部、空港計画
課の所掌に属するものを除く。）。空港等の建設、
改良、維持（安全部の所掌に属するものを除く。）。

［首都圏空港課］ 首都圏内の空港等の設置、管
理（安全部、他課の所掌に属するものを除く。）。
成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン
事業に関する許可、認可。成田国際空港の安全
確保に関する緊急措置法の施行。

［近畿圏・中部圏空港課］近畿圏及び中部圏内の
空港等の設置及び管理に関する事務（安全部及
び他課の所掌に属するものを除く。）。

（安全部）
［安全政策課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

航空機（無人航空機等（航空法第２条第 項に
規定する無人航空機及び同法第 条第１項に
規定する航空機をいう。以下同じ。）を除く。）の
安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の
防止並びに航空機の航行の安全の確保（交通管
制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除
く。）。航空機（無人航空機等を除く。）及びその
装備品の修理及び改造（航空運送事業者又は航
空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ず
るものに限る。）。航空機（無人航空機等を除く。）
に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従
事者に関する証明（以下「航空従事者教育等」と
いう。）。空港等の安全の確保。航空に関する危
機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破
壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対
策に係るもの。運輸安全委員会の行う運輸安全
委員会設置法第５条第１号及び第２号に規定す
る調査（航空機（無人航空機等を除く。）に係る
ものに限る。）に対する援助。局の所掌に係る航
空の安全に関する事務の運営に関する実況の監
察、これに基づく改善事項の調査、航空法第
条第４項の規定に基づく事務。部の所掌事務で
他の所掌に属しないものに関すること。

［無人航空機安全課］ 無人航空機等の安全の確
保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防
止並びに無人航空機等の航行の安全の確保（交
通管制部及び航空機安全課の所掌に属するもの
を除く。）。無人航空機等及びその装備品の修理
及び改造（航空運送事業者又は航空機使用事業
者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限
る。）。無人航空機等に係る航空従事者教育等。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第
５条第１号及び第２号に規定する調査（無人航
空機等に係るものに限る。）に対する援助。

［航空機安全課］ 航空機の安全の確保、航空機
の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基
準の設定。航空機に係る型式証明。航空機、その
装備品の流通、消費の増進、改善、調整。

（交通管制部）
［交通管制企画課］ 部の所掌事務に関する総合

調整。航空交通の円滑化のための方策に関する
企画、立案。航空交通に関する空域の指定、航空
機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の
基準、航空交通管制の方式の開発、設定の基準
に関すること。航空通信網の設定その他航空保
安に関する情報の伝達の方式の開発（管制技術
課の所掌に属するものを除く。）。航空保安用電
気通信施設、航空灯火の整備に関する基本的な
計画、航空保安用電気通信施設の改善のために
行う施設の開発に関する調査、研究。宇宙の開
発に関する大規模な技術開発であって、航空保
安業務の高度化に係るもの。部の所掌事務で他
の所掌に属しないものに関すること。

［管制課］ 航空交通に関する空域の指定、航空
機の離陸、着陸のための飛行の方式の設定（交
通管制企画課の所掌に属するものを除く。）。航
空路（交通管制企画課の所掌に属するものを除
く。）。航空交通管制（交通管制企画課、管制技術
課の所掌に属するものを除く。）。飛行計画の承
認。

［運用課］ 飛行計画（管制課の所掌に属するも
のを除く。）。航空機の運航に関する情報の提供
（交通管制企画課、管制技術課の所掌に属する
ものを除く。）。局の所掌事務を遂行するために
使用する航空機の運用、整備。

［管制技術課］ 航空保安用電気通信施設、航空
保安施設の設置、管理（交通管制企画課の所掌
に属するものを除く。）。航空通信網（人工衛星
を利用するものに限る。）の設定その他の航空保
安に関する情報の伝達の方式（人工衛星を利用
するものに限る。）の開発。

―北 海 道 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。北
海道総合開発計画の企画、立案に必要な調査に
関する事務のうち、アイヌ施策 アイヌの人々の
誇りが尊重される社会を実現するための施策の
推進に関する法律第２条第２項に規定するアイ
ヌ施策をいう。 に係るもの（他課の所掌に属
するものを除く。 。北海道総合開発計画の推進
に関する事務のうち、アイヌ施策に係るもの 他
課の所掌に属するものを除く。 。北海道総合開
発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経
費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、
アイヌ施策に係るもの 他課の所掌に属するも
のを除く。 。アイヌの伝統、アイヌ文化に関す
る知識の普及、啓発。国土審議会北海道開発分
科会の庶務。北海道開発局の事務の運営の指導、
改善（予算課の所掌に属するものを除く。）。局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する
こと。

［予算課］ 局の所掌に係る経費、収入の予算、決
算、会計、会計の監査。北海道総合開発計画に基
づく事業に関する関係行政機関の経費の見積り
の方針の調整、北海道総合開発計画に基づく公
共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画
に関する事務の総括。北海道開発局の事務（北
海道開発局の行う工事、工事の設計、工事管理、
工事に関する調査に係る入札、契約に関する事
務、北海道開発局の運営に要する経費に関する
事務に限る。）の運営の指導、改善。

［地政課］ 北海道総合開発計画の企画、立案に
必要な調査に関する事務のうち、宅地の整備、
都市の整備（都市公園の整備を含む。）、道路の
整備、住宅の整備に係るもの。北海道総合開発
計画の推進に関する事務のうち、宅地の整備、
都市の整備（都市公園の整備を含む。）、道路の
整備、住宅の整備に係るもの。北海道総合開発
計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費
の見積りの方針の調整、北海道総合開発計画に
基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の
配分計画に関する事務のうち、宅地の整備、都
市の整備（都市公園の整備を含む。）、道路の整
備、住宅の整備に係るもの。

［水政課］ 北海道総合開発計画の企画、立案に
必要な調査に関する事務のうち、河川その他の
防災、国土の保全に係る施設（港政課及び農林
水産課の所掌に属するものを除く。）の整備、水

資源の開発、生活環境施設（都市公園を除く。）
の整備に係るもの。北海道総合開発計画の推進
に関する事務のうち、河川その他の防災、国土
の保全に係る施設（港政課、農林水産課の所掌
に属するものを除く。）の整備、水資源の開発、
生活環境施設（都市公園を除く。）の整備に係る
もの。北海道総合開発計画に基づく事業に関す
る関係行政機関の経費の見積りの方針の調整、
北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する
関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の
うち、河川その他の防災、国土の保全に係る施
設（港政課、農林水産課の所掌に属するものを
除く。）の整備、水資源の開発、生活環境施設（都
市公園を除く。）の整備に係るもの。

［港政課］ 北海道総合開発計画の企画、立案に
必要な調査に関する事務のうち、港湾、空港の
整備、防災、国土の保全に係る施設（港湾に係る
ものに限る。）の整備、運輸事業、通信事業に係
るもの。北海道総合開発計画の推進に関する事
務のうち、港湾、空港の整備、防災、国土の保全
に係る施設（港湾に係るものに限る。）の整備、
運輸事業、通信事業に係るもの。北海道総合開
発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経
費の見積りの方針の調整、北海道総合開発計画
に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費
の配分計画に関する事務のうち、港湾、空港の
整備、防災、国土の保全に係る施設（港湾に係る
ものに限る。）の整備、運輸事業、通信事業に係
るもの。

［農林水産課］ 北海道総合開発計画の企画、立
案に必要な調査に関する事務のうち、農林水産
業、防災、国土の保全に係る施設（農林水産省の
所掌に係るものに限る。）の整備に係るもの。北
海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、
農林水産業、防災、国土の保全に係る施設（農林
水産省の所掌に係るものに限る。）の整備に係る
もの。北海道総合開発計画に基づく事業に関す
る関係行政機関の経費の見積りの方針の調整、
北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する
関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の
うち、農林水産業、防災、国土の保全に係る施設
（農林水産省の所掌に係るものに限る。）の整備
に係るもの。

［参事官］ 北海道の開発に関する総合的な政策
の企画、立案、推進（他課の所掌に属するものを
除く。）。総合的かつ計画的に実施すべき特定の
地域の整備、開発のための大規模事業（北海道
の区域内において行われるものに限る。）に関す
る関係行政機関の事務の調整。北海道総合開発
計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費
の見積りの方針の調整（総務課の所掌に係るも
のを除く。）、北海道総合開発計画に基づく公共
事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に
関する事務のうち、宅地の整備、都市の整備（都
市公園の整備を含む。）、道路の整備、住宅の整
備、河川その他の防災、国土の保全に係る施設
（港政課及び農林水産課の所掌に属するものを
除く。）の整備、水資源の開発、生活環境施設（都
市公園を除く。）の整備、港湾、空港の整備、防
災、国土の保全に係る施設（港湾に係るものに
限る。）の整備、運輸事業、通信事業、農林水産
業、防災、国土の保全に係る施設（農林水産省の
所掌に係るものに限る。）の整備以外の事項に係
るもの。株式会社日本政策投資銀行が株式会社
日本政策投資銀行法第 条第１項の規定によ
り同項の規定による解散前の日本政策投資銀行
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から承継する資産のうち株式会社日本政策投資
銀行法施行令附則第５条に規定する資産（同条
に規定する業務のうち北海道において事業を営
む者に係るものによって取得したものに限る。）
に該当するものの管理。北方領土隣接地域の振
興、住民の生活の安定に関する政策の企画、立
案、推進。国立研究開発法人土木研究所の行う
業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連す
る土木技術に係るもの。

―政 策 統 括 官―

［政策統括官］ 省の所掌に係る事業に関する税
制に関する調整に関する事務の総括。国土の利
用、開発、保全に関する基本的な政策のうち交
通施設の整備に係るものに関する関係行政機関
の事務の調整。土地に関する総合的かつ基本的
な政策のうち地理空間情報（地理空間情報活用
推進基本法第２条第１項に規定する地理空間情
報をいう。）の活用の推進に係るものに関する企
画、立案、推進に関する調整。省の所掌事務に関
する政策の評価。

［政策評価官］ 政策統括官のつかさどる職務（政
策の評価に関するものに限る。）の補助。

―国 際 統 括 官―
［国際統括官］ 国際関係事務のうち、重要な政

策の調整。
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から承継する資産のうち株式会社日本政策投資
銀行法施行令附則第５条に規定する資産（同条
に規定する業務のうち北海道において事業を営
む者に係るものによって取得したものに限る。）
に該当するものの管理。北方領土隣接地域の振
興、住民の生活の安定に関する政策の企画、立
案、推進。国立研究開発法人土木研究所の行う
業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連す
る土木技術に係るもの。

―政 策 統 括 官―

［政策統括官］ 省の所掌に係る事業に関する税
制に関する調整に関する事務の総括。国土の利
用、開発、保全に関する基本的な政策のうち交
通施設の整備に係るものに関する関係行政機関
の事務の調整。土地に関する総合的かつ基本的
な政策のうち地理空間情報（地理空間情報活用
推進基本法第２条第１項に規定する地理空間情
報をいう。）の活用の推進に係るものに関する企
画、立案、推進に関する調整。省の所掌事務に関
する政策の評価。

［政策評価官］ 政策統括官のつかさどる職務（政
策の評価に関するものに限る。）の補助。

―国 際 統 括 官―
［国際統括官］ 国際関係事務のうち、重要な政

策の調整。
 

観光庁

［総務課］ 機密に関すること。観光庁の職員の
任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養
及び訓練。長官の官印及び庁印の保管。公文書
類の授受、発送、編集及び保存。法令案その他の
公文書類の審査及び進達。観光庁の所掌事務に
関する総合調整。観光庁の行政の考査。広報に
関すること。観光庁の保有する情報の公開。観
光庁の保有する個人情報の保護。観光庁の機構
及び定員。表彰及び儀式。観光庁の所掌事務に
関する官報掲載。観光庁の所掌に係る経費及び
収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査。
観光庁所属の行政財産及び物品の管理。観光庁
の職員の衛生、医療その他の福利厚生。交通政
策審議会観光分科会の庶務。観光庁の所掌事務
で他の所掌に属しないもの。

［観光戦略課］ 国際観光の振興に資する施策に
関する基本的な政策の企画、立案、推進。国際観
光の振興に資する施策に関する関係行政機関の
事務の調整。観光の振興を広範かつ一体的に推
進するための基本的な方針の企画、立案。容易
に観光旅行をすることができる環境の整備その
他観光旅行の普及発達。観光に関する調査及び
研究。観光に関する統計。観光の振興（国際観光
部、観光地域振興部、観光産業課の所掌に属す
るものを除く。）。観光立国推進基本法第８条の
規定による観光の状況、施策に関する年次報告
等。

［観光産業課］ 観光産業を営む者の連携による
観光の振興（観光地域振興部の所掌に属するも
のを除く。）。旅行業、旅行業者代理業その他の
国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善、
調整。ホテル、旅館の登録。食品循環資源の再生
利用等の促進に関する法律第３条第１項に規定
する基本方針に係る事務の取りまとめ。

（国際観光部）
［国際観光課］ 国際観光部の所掌事務に関する

総合調整。国際観光の振興に関する基本的な政
策の企画、立案。外国人観光旅客の来訪及び国
際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進に
よる国際観光の振興（観光地域振興部の所掌に
属するものを除く。）。国際観光部の所掌事務で
他の所掌に属しないもの。

［参事官］ 庁の所掌事務に係る国際機関、外国
の行政機関その他の者との連絡、国際協力に関
する事務、国際観光部の所掌事務に関する重要
事項についての企画、立案。

（観光地域振興部）
［観光地域振興課］ 観光地域振興部の所掌事務

に関する総合調整。観光地及び観光施設の改善。
地域の振興に資する観光の振興。観光地域振興
部の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［観光資源課］ 観光資源の保護、育成、開発。観
光の振興に寄与する人材の育成。全国通訳案内
士、地域通訳案内士に関すること。
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気象庁

（総務部）
［総務課］ 機密に関すること。長官の官印、庁印

の保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。広
報。気象庁の行政の考査。公文書類の審査、進達
（企画課の所掌に属するものを除く。）。気象庁
の保有する情報の公開。気象庁の保有する個人
情報の保護。気象庁の所掌事務に関する総合調
整（企画課及び国際・航空気象管理官の所掌に
属するものを除く。）。気象庁の所掌事務に関す
る政策の評価。気象庁の事務能率の増進。気象
庁の所掌事務に関する官報掲載。庁内の管理。
気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括。
気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関す
る事務のうち金銭の出納、契約の締結。気象庁
所属の国有財産の管理、処分、物品の管理。気象
庁所属の建築物の営繕。庁の所掌事務で他の所
掌に属しないものに関すること。

［人事課］ 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服
務その他の人事、教養、訓練。気象庁の職員の衛
生、医療その他の福利厚生。気象庁の定員に関
すること。気象庁の職員に貸与する宿舎に関す
ること。表彰。恩給に関する連絡事務。

［企画課］ 法令案の審査、進達。気象庁の機構に
関すること。気象庁の所掌事務に関する政策の
企画、立案に関する総合調整（国際・航空気象管
理官の所掌に属するものを除く。）。気象業務に
関する基本的な計画の作成、推進（情報基盤部
の所掌に属するものを除く。）。気象業務に関す
る基本的な制度の企画、立案。気象業務に関連
する技術に関する研究、開発、これらの助成、気
象業務に関連する技術に関する指導、普及。宇
宙の開発に関する大規模な技術開発であって、
気象業務に係るもの。気象業務に係る国際協力。
外国の気象業務の調査。交通政策審議会気象分
科会の庶務。図書、資料の刊行。

［経理管理官］ 気象庁の所掌に係る経費、収入
の予算、決算、会計（総務課の所掌に属するもの
を除く。）、会計の監査。

［国際・航空気象管理官］ 気象庁の所掌事務に
関する国際関係事務に関する政策の企画及び立
案に関する総合調整。航空機の利用に供するた
めの気象業務（以下「航空気象業務」という。）
に関する政策の企画及び立案に関する総合調整。

（情報基盤部）
［情報政策課］ 情報基盤部の所掌事務に関する

総合調整。庁の所掌事務に関する情報通信技術
の活用に関する基本的な政策の企画、立案、推
進。民間気象業務支援センターの行う業務に関
すること。庁の情報システムに係る情報の安全
の確保及び情報システムの最適化。国立国会図
書館支部気象庁図書館に関すること。情報基盤
部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［情報利用推進課］ 気象業務に関する基本的な
計画（気象情報の利用の促進に係るものに限る。）
の作成、推進。気象、地象（地震にあっては、発
生した断層運動による地震動（以下単に「地震
動」という。）に限る。）、津波、高潮、波浪及び
洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線
通信により発表する業務に関する許可。気象予
報士に関すること。

［数値予報課］ 気象、地象（地震、火山現象を除
く。）、水象（津波を除く。）の数値予報。

［情報通信基盤課］ 気象庁の情報システムの整
備、管理（情報政策課の所掌に属するものを除
く。）。気象通信。

［気象衛星課］ 気象衛星を利用して行う気象業
務（大気海洋部及び地震火山部の所掌に属する
ものを除く。）。

（大気海洋部）
［業務課］ 大気海洋部の所掌事務に関する総合
調整。予報及び警報の伝達の組織、方法（地震火
山部の所掌に属するものを除く。）。気象、地象
（地震及び火山現象を除く。）、陸水象、これら
に関連する輻射に関する観測の成果の解析に係
る技術の開発、改良（環境・海洋気象課の所掌に
属するものを除く。）。気象庁に所属する観測船
に関すること。離島における気象業務（地震火
山部の所掌に属するものを除く。）。気象測器そ
の他の測器の需給計画（地震火山部の所掌に属
するものを除く。）。大気海洋部の所掌事務で他
の所掌に属しないものに関すること。

［気象リスク対策課］ 大気海洋部の所掌事務に
関する災害の防止のための予報及び警報に関す
る基本的な政策の企画、立案、推進。アジア太平
洋地域における災害の防止のための気象、地象
（地震、火山現象を除く。）、水象（津波を除く。）
の予報。気象庁の所掌事務のうち地球環境に係
る気象業務に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。

［予報課］ 気象、地象（地震、火山現象を除く。）、
水象（津波を除く。）の予報、警報（情報基盤部
及び他課の所掌に属するものを除く。）。気象、
地象（地震、火山現象を除く。）、陸水象並びにこ
れらに関連する輻射に関する観測の実施（環境・
海洋気象課の所掌に属するものを除く。）。気象、
地象、水象に関する観測の成果及び情報の速報。
気象、地象（地震、火山現象を除く。）、陸水象並
びにこれらに関連する輻射に関する気象測器そ
の他の測器の保守及び管理の実施（環境・海洋
気象課の所掌に属するものを除く。）。

［観測整備計画課］ 気象、地象（地震及び火山現
象を除く。）及び水象（津波を除く。）並びにこれ
らに関連する輻射に関する観測並びにその成果
の収集及び発表（他課の所掌に属するものを除
く。）。気象、地象（地震及び火山現象を除く。）
及び水象（津波を除く。）に関する情報の収集及
び発表（気候情報課及び環境・海洋気象課の所
掌に属するものを除く。）。気象測器その他の測
器に関すること（地震火山部及び他課の所掌に
属するものを除く。）。

［気候情報課］ 気候の予報（情報基盤部の所掌
に属するものを除く。）。気象の予報事務に関し
必要な地象（地震及び火山現象を除く。）及び水
象（津波を除く。）の予報。気候に関する情報の
収集及び発表。

［環境・海洋気象課］ 大気の汚染に関連する気
象、海面水温、海流、海氷の状況の予報（情報基
盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除
く。）。海上気象、海水象、大気中におけるオゾン
の分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の
全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象
（以下「地球的規模の気象」という。）並びに南
極地域における気象並びにこれらに関連する輻
射に関する観測並びにその成果の収集及び発表。
海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関す
る情報の収集及び発表。海水象並びに地球的規
模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象
測器その他の測器に関すること（業務課の所掌
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気象庁

（総務部）
［総務課］ 機密に関すること。長官の官印、庁印

の保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。広
報。気象庁の行政の考査。公文書類の審査、進達
（企画課の所掌に属するものを除く。）。気象庁
の保有する情報の公開。気象庁の保有する個人
情報の保護。気象庁の所掌事務に関する総合調
整（企画課及び国際・航空気象管理官の所掌に
属するものを除く。）。気象庁の所掌事務に関す
る政策の評価。気象庁の事務能率の増進。気象
庁の所掌事務に関する官報掲載。庁内の管理。
気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括。
気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関す
る事務のうち金銭の出納、契約の締結。気象庁
所属の国有財産の管理、処分、物品の管理。気象
庁所属の建築物の営繕。庁の所掌事務で他の所
掌に属しないものに関すること。

［人事課］ 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服
務その他の人事、教養、訓練。気象庁の職員の衛
生、医療その他の福利厚生。気象庁の定員に関
すること。気象庁の職員に貸与する宿舎に関す
ること。表彰。恩給に関する連絡事務。

［企画課］ 法令案の審査、進達。気象庁の機構に
関すること。気象庁の所掌事務に関する政策の
企画、立案に関する総合調整（国際・航空気象管
理官の所掌に属するものを除く。）。気象業務に
関する基本的な計画の作成、推進（情報基盤部
の所掌に属するものを除く。）。気象業務に関す
る基本的な制度の企画、立案。気象業務に関連
する技術に関する研究、開発、これらの助成、気
象業務に関連する技術に関する指導、普及。宇
宙の開発に関する大規模な技術開発であって、
気象業務に係るもの。気象業務に係る国際協力。
外国の気象業務の調査。交通政策審議会気象分
科会の庶務。図書、資料の刊行。

［経理管理官］ 気象庁の所掌に係る経費、収入
の予算、決算、会計（総務課の所掌に属するもの
を除く。）、会計の監査。

［国際・航空気象管理官］ 気象庁の所掌事務に
関する国際関係事務に関する政策の企画及び立
案に関する総合調整。航空機の利用に供するた
めの気象業務（以下「航空気象業務」という。）
に関する政策の企画及び立案に関する総合調整。

（情報基盤部）
［情報政策課］ 情報基盤部の所掌事務に関する

総合調整。庁の所掌事務に関する情報通信技術
の活用に関する基本的な政策の企画、立案、推
進。民間気象業務支援センターの行う業務に関
すること。庁の情報システムに係る情報の安全
の確保及び情報システムの最適化。国立国会図
書館支部気象庁図書館に関すること。情報基盤
部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関す
ること。

［情報利用推進課］ 気象業務に関する基本的な
計画（気象情報の利用の促進に係るものに限る。）
の作成、推進。気象、地象（地震にあっては、発
生した断層運動による地震動（以下単に「地震
動」という。）に限る。）、津波、高潮、波浪及び
洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線
通信により発表する業務に関する許可。気象予
報士に関すること。

［数値予報課］ 気象、地象（地震、火山現象を除
く。）、水象（津波を除く。）の数値予報。

［情報通信基盤課］ 気象庁の情報システムの整
備、管理（情報政策課の所掌に属するものを除
く。）。気象通信。

［気象衛星課］ 気象衛星を利用して行う気象業
務（大気海洋部及び地震火山部の所掌に属する
ものを除く。）。

（大気海洋部）
［業務課］ 大気海洋部の所掌事務に関する総合

調整。予報及び警報の伝達の組織、方法（地震火
山部の所掌に属するものを除く。）。気象、地象
（地震及び火山現象を除く。）、陸水象、これら
に関連する輻射に関する観測の成果の解析に係
る技術の開発、改良（環境・海洋気象課の所掌に
属するものを除く。）。気象庁に所属する観測船
に関すること。離島における気象業務（地震火
山部の所掌に属するものを除く。）。気象測器そ
の他の測器の需給計画（地震火山部の所掌に属
するものを除く。）。大気海洋部の所掌事務で他
の所掌に属しないものに関すること。

［気象リスク対策課］ 大気海洋部の所掌事務に
関する災害の防止のための予報及び警報に関す
る基本的な政策の企画、立案、推進。アジア太平
洋地域における災害の防止のための気象、地象
（地震、火山現象を除く。）、水象（津波を除く。）
の予報。気象庁の所掌事務のうち地球環境に係
る気象業務に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。

［予報課］ 気象、地象（地震、火山現象を除く。）、
水象（津波を除く。）の予報、警報（情報基盤部
及び他課の所掌に属するものを除く。）。気象、
地象（地震、火山現象を除く。）、陸水象並びにこ
れらに関連する輻射に関する観測の実施（環境・
海洋気象課の所掌に属するものを除く。）。気象、
地象、水象に関する観測の成果及び情報の速報。
気象、地象（地震、火山現象を除く。）、陸水象並
びにこれらに関連する輻射に関する気象測器そ
の他の測器の保守及び管理の実施（環境・海洋
気象課の所掌に属するものを除く。）。

［観測整備計画課］ 気象、地象（地震及び火山現
象を除く。）及び水象（津波を除く。）並びにこれ
らに関連する輻射に関する観測並びにその成果
の収集及び発表（他課の所掌に属するものを除
く。）。気象、地象（地震及び火山現象を除く。）
及び水象（津波を除く。）に関する情報の収集及
び発表（気候情報課及び環境・海洋気象課の所
掌に属するものを除く。）。気象測器その他の測
器に関すること（地震火山部及び他課の所掌に
属するものを除く。）。

［気候情報課］ 気候の予報（情報基盤部の所掌
に属するものを除く。）。気象の予報事務に関し
必要な地象（地震及び火山現象を除く。）及び水
象（津波を除く。）の予報。気候に関する情報の
収集及び発表。

［環境・海洋気象課］ 大気の汚染に関連する気
象、海面水温、海流、海氷の状況の予報（情報基
盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除
く。）。海上気象、海水象、大気中におけるオゾン
の分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の
全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象
（以下「地球的規模の気象」という。）並びに南
極地域における気象並びにこれらに関連する輻
射に関する観測並びにその成果の収集及び発表。
海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関す
る情報の収集及び発表。海水象並びに地球的規
模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象
測器その他の測器に関すること（業務課の所掌

に属するものを除く。）。
（地震火山部）

［管理課］ 地震火山部の所掌事務に関する総合
調整。地震動、火山現象及び津波の予報及び警
報の伝達の組織及び方法。地球磁気、地球電気、
これらに関連する輻射に関する観測、その成果
の収集、発表。地震、火山現象、地動に関する測
器の需給計画。地球磁気及び地球電気に関する
測器に関すること。地震調査研究推進本部の庶
務（地震調査委員会が行う事務に関するものに
限る。）。火山調査研究推進本部の庶務（火山調
査委員会が行う事務に関するものに限る。）。部
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する
こと。

［地震津波監視課］ 地震動、津波の予報、警報
（管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属
するものを除く。）地震、地動、これらに関連す
る輻射に関する観測の実施。地震、地動、これら
に関連する輻射に関する観測の成果の収集及び
発表（地震火山技術・調査課の所掌に属するも
のを除く。）。地震に関する情報の収集及び発表
（地震火山技術・調査課の所掌に属するものを
除く。）。地震、地動に関する測器の保守及び管
理の実施。

［火山監視課］ 火山現象の予報及び警報（管理
課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するも
のを除く。）。火山現象及びこれに関連する輻射
に関する観測の実施。火山現象、これに関連す
る輻射に関する観測（火山及びその周辺に赴い
て実施するものに限る。）。火山現象、これに関
連する輻射に関する観測の成果の収集、発表（地
震火山技術・調査課の所掌に属するものを除
く。）。火山現象に関する情報の収集、発表。火山
現象に関する測器の保守、管理の実施。火山現
象に関する測器（火山及びその周辺に赴いて実
施する観測に用いるものに限る。）に関すること
（管理課の所掌に属するものを除く。）。

［地震火山技術・調査課］ 地震動、火山現象、津
波の予報、警報に係る技術の開発、改良。地震、
火山現象、地動、これらに関連する輻射に関す
る観測（地震津波監視課及び火山監視課の所掌
に属するものを除く。）。地震、火山現象、地動、
これらに関連する輻射に関する観測の成果の解
析に係る技術の開発、改良。大規模な地震の発
生の見込みを評価するための地震に関する情報
の収集、発表。地震予知情報。地震、火山現象及
び地動に関する測器に関すること（他課の所掌
に属するものを除く。）。
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運輸安全委員会

［総務課］ 機密に関すること。委員会の事務局
の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の
人事。委員長及び事務局長の官印並びに委員会
及び事務局の公印の保管。公文書類の接受、発
送、編集及び保存。法令案その他の公文書類の
審査及び進達。委員会の事務局の所掌事務に関
する総合調整。委員会の事務局の行政の考査。
広報。委員会の保有する情報の公開。委員会の
保有する個人情報の保護。委員会の機構、定員
に関すること。委員会の所掌事務に関する官報
掲載。委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、
決算及び会計並びに会計の監査。委員会所属の
行政財産及び物品の管理。職員の衛生、医療そ
の他の福利厚生に関すること。委員会の所掌事
務に関する資料及び情報の収集及び分析に関す
ること。事故等調査（運輸安全委員会設置法第

条第１項に規定する事故等調査をいう。以下
同じ。）の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び
船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並び
に航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した
場合における被害の軽減のため講ずべき施策又
は措置についての国土交通大臣又は原因関係者
に対する勧告に関すること。航空事故、鉄道事
故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防
止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発
生した場合における被害の軽減のため講ずべき
施策についての国土交通大臣又は関係行政機関
の長に対する意見に関すること。委員会の所掌
事務に係る国際協力。委員会の事務局の所掌事
務で他の所掌に属しないものに関すること。

［参事官］ 職員の教養及び訓練。委員会の会議
の庶務。事故等調査に関する企画及び立案。事
故等調査の円滑な実施を図るための関係機関と
の連絡調整その他の措置。

［首席航空事故調査官］ 次に掲げる事務（参事
官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。
航空事故等の原因を究明するための調査。航空
事故に伴い発生した被害の原因を究明するため
の調査。

［首席鉄道事故調査官］ 次に掲げる事務（参事
官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。
鉄道事故等の原因を究明するための調査。鉄道
事故に伴い発生した被害の原因を究明するため
の調査。

［首席船舶事故調査官］ 次に掲げる事務（参事
官及び首席地方事故調査官の所掌に属するもの
を除く。）をつかさどる。船舶事故等の原因を究
明するための調査。船舶事故に伴い発生した被
害の原因を究明するための調査。

［首席地方事故調査官］ 命を受けて、次に掲げ
るもの（参事官の所掌に属するものを除く。）を
分掌する。旅客の死亡を伴う船舶事故その他の
国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の
船舶事故等の原因を究明するための調査。旅客
の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で
定める重大な船舶事故以外の船舶事故に伴い発
生した被害の原因を究明するための調査。事故
等調査の初期の段階における調査。
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運輸安全委員会

［総務課］ 機密に関すること。委員会の事務局
の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の
人事。委員長及び事務局長の官印並びに委員会
及び事務局の公印の保管。公文書類の接受、発
送、編集及び保存。法令案その他の公文書類の
審査及び進達。委員会の事務局の所掌事務に関
する総合調整。委員会の事務局の行政の考査。
広報。委員会の保有する情報の公開。委員会の
保有する個人情報の保護。委員会の機構、定員
に関すること。委員会の所掌事務に関する官報
掲載。委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、
決算及び会計並びに会計の監査。委員会所属の
行政財産及び物品の管理。職員の衛生、医療そ
の他の福利厚生に関すること。委員会の所掌事
務に関する資料及び情報の収集及び分析に関す
ること。事故等調査（運輸安全委員会設置法第

条第１項に規定する事故等調査をいう。以下
同じ。）の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び
船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並び
に航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した
場合における被害の軽減のため講ずべき施策又
は措置についての国土交通大臣又は原因関係者
に対する勧告に関すること。航空事故、鉄道事
故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防
止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発
生した場合における被害の軽減のため講ずべき
施策についての国土交通大臣又は関係行政機関
の長に対する意見に関すること。委員会の所掌
事務に係る国際協力。委員会の事務局の所掌事
務で他の所掌に属しないものに関すること。

［参事官］ 職員の教養及び訓練。委員会の会議
の庶務。事故等調査に関する企画及び立案。事
故等調査の円滑な実施を図るための関係機関と
の連絡調整その他の措置。

［首席航空事故調査官］ 次に掲げる事務（参事
官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。
航空事故等の原因を究明するための調査。航空
事故に伴い発生した被害の原因を究明するため
の調査。

［首席鉄道事故調査官］ 次に掲げる事務（参事
官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。
鉄道事故等の原因を究明するための調査。鉄道
事故に伴い発生した被害の原因を究明するため
の調査。

［首席船舶事故調査官］ 次に掲げる事務（参事
官及び首席地方事故調査官の所掌に属するもの
を除く。）をつかさどる。船舶事故等の原因を究
明するための調査。船舶事故に伴い発生した被
害の原因を究明するための調査。

［首席地方事故調査官］ 命を受けて、次に掲げ
るもの（参事官の所掌に属するものを除く。）を
分掌する。旅客の死亡を伴う船舶事故その他の
国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の
船舶事故等の原因を究明するための調査。旅客
の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で
定める重大な船舶事故以外の船舶事故に伴い発
生した被害の原因を究明するための調査。事故
等調査の初期の段階における調査。

海上保安庁

（総務部）
［政務課］ 長官の官印及び庁印の保管。公文書

類の接受、発送、編集及び保存。法令案その他の
公文書類の審査、進達。海上保安庁の所掌事務
に関する総合調整。海上保安庁の機構。海上保
安庁の行政の考査。海上保安庁の所掌事務に関
する調査及び統計の作成。広報。海上保安庁の
保有する情報の公開。海上保安庁の保有する個
人情報の保護。海上保安庁の所掌事務に関する
政策の評価。海上保安庁の所掌に係る経費及び
収入の会計（装備技術部の所掌に属するものを
除く。）。国立国会図書館支部海上保安庁図書館。
留置業務。海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者
等の権利利益の保護に関する企画及び立案並び
に調整。海上保安庁の事務能率の増進。海上保
安庁の所掌事務に関する官報掲載。海上保安庁
の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［秘書課］ 機密。本庁の職員の給与の支給。海上
保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生。
本庁の職員に貸与する宿舎（装備技術部の所掌
に属するものを除く。）。儀式。恩給に関する連
絡事務。庁内の管理。海上保安官に協力援助し
た者等の災害給付。

［人事課］ 海上保安庁の職員の任免、給与、懲
戒、服務その他の人事（秘書課及び教育訓練管
理官の所掌に属するものを除く。）。海上保安庁
の定員。表彰。

［情報通信課］ 海上保安庁の使用する情報通信
システムの整備及び管理。海上保安庁の所掌事
務に関する情報の管理に関する事務の総括。

［教育訓練管理官］ 海上保安庁の職員の教養及
び訓練。海上保安官採用試験。海上保安大学校、
海上保安学校における学生採用試験。海上保安
大学校及び海上保安学校における海上保安庁の
職員以外の者に対する教育及び訓練。海上保安
庁の所掌に係る国際協力に関する事務のうち、
教育及び訓練に関する事務の総括。

［主計管理官］ 海上保安庁の所掌に係る経費、
収入の予算及び決算並びに会計の監査。

［国際戦略官］ 海上保安庁の所掌事務に関する
国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並
びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総
括。海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する
事務の総括（教育訓練管理官の所掌に属するも
のを除く。）。外国における海上保安に関する業
務に関する調査及び資料の収集。

［危機管理官］ 国際連合平和維持活動等に対す
る協力に関する法律に基づき海上保安庁が行う
国際平和協力業務、委託を受けて実施する輸送
に関する事務の総括。海上保安庁の所掌に係る
危機管理（国民の生命、身体、財産に重大な被害
が生じ、生じるおそれがある緊急の事態への対
処、当該事態の発生の防止をいう。）に関する事
務の総括。

（装備技術部）
［管理課］ 装備技術部の所掌事務に関する総合

調整。海上保安庁の使用する船舶、航空機その
他の装備（情報通信システムを除く。）に関する
整備計画の調整。海上保安庁の装備に関する技
術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整。
部の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［施設補給課］ 物品の検収。海上保安庁所属の
国有財産の管理及び処分。海上保安庁所属の施

設の新設及び改廃の計画。海上保安庁所属の物
品の管理。

［船舶課］ 海上保安庁の使用する船舶の建造及
び維持。

［航空機課］ 海上保安庁の使用する航空機の建
造及び維持。海上保安庁の使用する航空機の基
地の整備。

（警備救難部）
［管理課］ 警備救難部の所掌事務に関する総合
調整。警備救難の業務に使用する船舶及び航空
機の整備計画運用。海上保安庁の使用する通信
施設の運用。警備救難の業務に使用する物品の
整備計画。警備救難の業務に使用する船舶及び
航空機の運航技術に関すること。部の所掌事務
で他の所掌に属しないもの。

［刑事課］ 海上における法令の違反の防止（国
際刑事課の所掌に属するものを除く。）。海上に
おける犯罪の捜査の基本。海上における犯罪の
捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並び
に犯人又は被疑者の海上における逮捕（国際刑
事課、警備課及び警備情報課の所掌に属するも
のを除く。）。海上における犯罪の鑑識及び統計。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等
に関する法律に基づき海上保安庁に属された事
務。

［国際刑事課］ 海上における関税定率法及び関
税法、大麻草の栽培の規制に関する法律、外国
為替及び外国貿易法、覚醒剤取締法、出入国管
理及び難民認定法、麻薬及び向精神薬取締法、
武器等製造法、あへん法、銃砲刀剣類所持等取
締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律、国際的な協力の下
に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の
防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の
特例等に関する法律、海賊多発海域における日
本船舶の警備に関する特別措置法（以下「関税
定率法等」という。）の違反の防止。海賊多発海
域における日本船舶の警備に関する特別措置法
の規定による特定警備に関する監督（小銃の使
用及び同法 条の規定による入港時の確認に
関することに限る。）。船舶に対する海賊行為（海
賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法
律第２条に規定する海賊行為及び海洋法に関す
る国際連合条約第 条船舶に対するものに限
る。）に規定する海賊行為をいう。）の防止。関税
定率法等に規定する犯罪のうち海上におけるも
の及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれら
に係る犯人又は被疑者の逮捕（警備情報課の所
掌に属するものを除く。）。関税定率法等に規定
する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕
（警備情報課の所掌に属するものを除く。）。国
際捜査共助。

［警備課］ 海上における船舶の航行の秩序の維
持。刑法第２編第２章及び第３章、破壊活動防
止法、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協
力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区
域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関
する協定の実施に伴う刑事特別法第６条から第
８条まで、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密
保護法（以下「刑法第２編第２章等」という。）
に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜
査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕。刑
法第２編第２章等に規定する犯罪の犯人又は被
疑者の海上における逮捕（警備情報課の所掌に
属するものを除く。）。その他海上における人命
及び財産の保護並びに公共の秩序の維持（他課
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の所掌に属するものを除く。）。
［警備情報課］ 警備情報の収集、分析その他の

調査及び警備情報の管理。テロリズム（広く恐
怖又は不安を抱かせることによりその目的を達
成することを意図して行われる政治上その他の
主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。
以下同じ。）その他の我が国の公安を害する活動
に関する犯罪であって、外国人又はその活動の
本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海
上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又
は被疑者の逮捕。テロリズムその他の我が国の
公安を害する活動に関する犯罪の犯人又は被疑
者の海上における逮捕。

［救難課］ 海難の際の人命、積荷及び船舶の救
助、天災事変その他救済を必要とする場合にお
ける援助（環境防災課の所掌に属するものを除
く。）。遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品
の処理に関する制度。海上保安庁以外の者で海
上において人命、積荷及び船舶の救助を行うも
のの監督。

［環境防災課］ 海上における危険物の荷役に伴
う災害の発生の防止。海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属さ
せられた事務（海洋情報部の所掌に属するもの
を除く。）。その他海洋汚染等及び海上における
災害の防止。

（海洋情報部）
［企画課］ 海洋情報部の所掌事務に関する総合

調整。海洋情報業務（国土交通省組織令第 条
第１号から第３号までに掲げる事務をいう。以
下同じ。）の実施に関する計画及び監査。海洋情
報業務に関する重要事項についての企画及び立
案（技術・国際課の所掌に属するものを除く。）。
海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運
用。部の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［技術・国際課］ 海洋情報業務に関する重要事
項のうち技術に関するものについての企画及び
立案。海洋情報業務に関する調査及び研究。海
洋情報業務に関する技術の改善。水路測量の許
可。海洋情報業務に関する国際協力の実施。海
洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機
関その他の外国の関係者との連絡調整（情報利
用推進課の所掌に属するものを除く。）。

［沿岸調査課］ 沿岸における水路の測量（技術・
国際課の所掌に属するものを除く。）。沿岸にお
ける海象の観測。

［大洋調査課］ 大陸棚の範囲の確定、開発、保
全、利用及び管理に資するための地形、地質に
関する測量。水路の測量（沿岸調査課の所掌に
関するものを除く。）。海象の観測（沿岸調査課
の所掌に関するものを除く。）。水路の測量及び
海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止の
ための科学的調査。

［情報管理課］ 海洋情報業務に関する情報及び
これに関連する海洋に関する情報の収集、整理
及び保管に関する事務

［情報利用推進課］ 水路図誌及び航空図誌の調
製及び供給。水路通報、航行警報及び海象に関
する情報の通報。海洋情報業務に関する情報及
びこれに関連する海洋に関する情報の提供。海
洋情報業務に関する国際間の情報の交換。

（交通部）
［企画課］ 交通部の所掌事務に関する総合調整。

海上交通業務に関する重要事項についての企画
及び立案。海上交通安全法に基づく業務を実施
するための管制信号及び港則法に基づく業務を

実施するための信号所の建設及び保守に係る技
術の開発。灯台その他の航路標識の建設及び保
守に係る技術の開発。灯台その他の航路標識用
及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守
に係る技術の開発。灯台その他の航路標識（レ
ーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附
属設備により船舶交通に関する情報の収集及び
提供を行う電波標識（以下「船舶通航信号所」と
いう。）及びディファレンシャル方式によりグロ
ーバルポジショニングシステムの位置誤差を補
正する電波標識（以下「ディファレンシャル 」
という。）を除く。）の運用。海上保安庁以外の者
で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用
を行う者の監督。部の所掌事務で他の所掌に属
しないもの。

［航行安全課］ 船舶交通の障害の除去。海上保
安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又
は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤
を行うものの監督。航法及び船舶交通に関する
信号。港則（警備救難部の所掌に属するものを
除く。）。船舶交通がふくそうする海域における
船舶交通の安全の確保。管制信号所等の整備計
画。武力攻撃事態等における特定公共施設等の
利用に関する法律第 条第１項の規定による
船舶の航行制限。船舶交通の安全のために必要
な事項の通報（船舶通航信号所により行うもの
に限る。）。船舶通航信号所の整備計画。船舶通
航信号所の運用。各事務を遂行するために使用
する船舶及び航空機の運用に関すること。

［安全対策課］ 海難の調査（運輸安全委員会、海
難審判所の行うものを除く。）。海難及びその防
止に関する試験及び研究。海難防止に関する計
画。海難防止その他海上における船舶交通の安
全についての啓発。船舶交通の安全のために必
要な事項の通報（海洋情報部、航行安全課の所
掌に属するものを除く。）。ディファレンシャル

の運用。灯台その他の航路標識の附属の設
備による気象の観測及びその通報。

［整備課］ 管制信号所等の建設及び保守（企画
課、航行安全課の所掌に属するものを除く。）。
灯台その他の航路標識の建設及び保守（企画課、
航行安全課の所掌に属するものを除く。）。灯台
その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信
施設の建設及び保守（企画課の所掌に属するも
のを除く。）。灯台その他の航路標識及びその業
務用の船舶に使用する物品の整備計画。灯台そ
の他の航路標識の業務用の船舶の整備計画、運
用。
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の所掌に属するものを除く。）。
［警備情報課］ 警備情報の収集、分析その他の

調査及び警備情報の管理。テロリズム（広く恐
怖又は不安を抱かせることによりその目的を達
成することを意図して行われる政治上その他の
主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。
以下同じ。）その他の我が国の公安を害する活動
に関する犯罪であって、外国人又はその活動の
本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海
上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又
は被疑者の逮捕。テロリズムその他の我が国の
公安を害する活動に関する犯罪の犯人又は被疑
者の海上における逮捕。

［救難課］ 海難の際の人命、積荷及び船舶の救
助、天災事変その他救済を必要とする場合にお
ける援助（環境防災課の所掌に属するものを除
く。）。遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品
の処理に関する制度。海上保安庁以外の者で海
上において人命、積荷及び船舶の救助を行うも
のの監督。

［環境防災課］ 海上における危険物の荷役に伴
う災害の発生の防止。海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属さ
せられた事務（海洋情報部の所掌に属するもの
を除く。）。その他海洋汚染等及び海上における
災害の防止。

（海洋情報部）
［企画課］ 海洋情報部の所掌事務に関する総合

調整。海洋情報業務（国土交通省組織令第 条
第１号から第３号までに掲げる事務をいう。以
下同じ。）の実施に関する計画及び監査。海洋情
報業務に関する重要事項についての企画及び立
案（技術・国際課の所掌に属するものを除く。）。
海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運
用。部の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

［技術・国際課］ 海洋情報業務に関する重要事
項のうち技術に関するものについての企画及び
立案。海洋情報業務に関する調査及び研究。海
洋情報業務に関する技術の改善。水路測量の許
可。海洋情報業務に関する国際協力の実施。海
洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機
関その他の外国の関係者との連絡調整（情報利
用推進課の所掌に属するものを除く。）。

［沿岸調査課］ 沿岸における水路の測量（技術・
国際課の所掌に属するものを除く。）。沿岸にお
ける海象の観測。

［大洋調査課］ 大陸棚の範囲の確定、開発、保
全、利用及び管理に資するための地形、地質に
関する測量。水路の測量（沿岸調査課の所掌に
関するものを除く。）。海象の観測（沿岸調査課
の所掌に関するものを除く。）。水路の測量及び
海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止の
ための科学的調査。

［情報管理課］ 海洋情報業務に関する情報及び
これに関連する海洋に関する情報の収集、整理
及び保管に関する事務

［情報利用推進課］ 水路図誌及び航空図誌の調
製及び供給。水路通報、航行警報及び海象に関
する情報の通報。海洋情報業務に関する情報及
びこれに関連する海洋に関する情報の提供。海
洋情報業務に関する国際間の情報の交換。

（交通部）
［企画課］ 交通部の所掌事務に関する総合調整。

海上交通業務に関する重要事項についての企画
及び立案。海上交通安全法に基づく業務を実施
するための管制信号及び港則法に基づく業務を

実施するための信号所の建設及び保守に係る技
術の開発。灯台その他の航路標識の建設及び保
守に係る技術の開発。灯台その他の航路標識用
及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守
に係る技術の開発。灯台その他の航路標識（レ
ーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附
属設備により船舶交通に関する情報の収集及び
提供を行う電波標識（以下「船舶通航信号所」と
いう。）及びディファレンシャル方式によりグロ
ーバルポジショニングシステムの位置誤差を補
正する電波標識（以下「ディファレンシャル 」
という。）を除く。）の運用。海上保安庁以外の者
で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用
を行う者の監督。部の所掌事務で他の所掌に属
しないもの。

［航行安全課］ 船舶交通の障害の除去。海上保
安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又
は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤
を行うものの監督。航法及び船舶交通に関する
信号。港則（警備救難部の所掌に属するものを
除く。）。船舶交通がふくそうする海域における
船舶交通の安全の確保。管制信号所等の整備計
画。武力攻撃事態等における特定公共施設等の
利用に関する法律第 条第１項の規定による
船舶の航行制限。船舶交通の安全のために必要
な事項の通報（船舶通航信号所により行うもの
に限る。）。船舶通航信号所の整備計画。船舶通
航信号所の運用。各事務を遂行するために使用
する船舶及び航空機の運用に関すること。

［安全対策課］ 海難の調査（運輸安全委員会、海
難審判所の行うものを除く。）。海難及びその防
止に関する試験及び研究。海難防止に関する計
画。海難防止その他海上における船舶交通の安
全についての啓発。船舶交通の安全のために必
要な事項の通報（海洋情報部、航行安全課の所
掌に属するものを除く。）。ディファレンシャル

の運用。灯台その他の航路標識の附属の設
備による気象の観測及びその通報。

［整備課］ 管制信号所等の建設及び保守（企画
課、航行安全課の所掌に属するものを除く。）。
灯台その他の航路標識の建設及び保守（企画課、
航行安全課の所掌に属するものを除く。）。灯台
その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信
施設の建設及び保守（企画課の所掌に属するも
のを除く。）。灯台その他の航路標識及びその業
務用の船舶に使用する物品の整備計画。灯台そ
の他の航路標識の業務用の船舶の整備計画、運
用。

 

環境省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務
その他人事、教養、訓練。大臣、副大臣、大臣政
務官、事務次官の官印、省印の保管。機構、定員。
事務能率の増進。栄典の推薦、伝達の実施、表
影・儀式。地方環境事務所の組織及び運営一般。
地方における省の所掌事務に関する調査、資料
の収集及び整理。

［総務課］ 公文書類の接受、発送、編集、保存。
法令案その他の公文書類の審査、推達。情報の
公開。個人情報の保護。省の所掌事務に関する
総合調整（総合政策課の所掌に属するものを除
く。）。国会との連絡。中央環境審議会、公害対策
会議の庶務。情報システムの整備、管理。国立国
会図書館支部環境省図書館。官報掲載。広報。省
の所掌事務に関する相談。

［会計課］ 経費及び収入の予算、決算及び会計
並びに会計の監査。行政財産及び物品の管理及
び処分。職員の衛生、医療、その他福利厚生。内
閣に設けられた共済組合に関すること（職員に
関するものに限る。）。エネルギー対策特別会計
のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の
経理、当該特別会計に属する行政財産及び物品
の管理。東日本大震災復興特別会計の経理のう
ち省の所掌に係るもの、当該特別会計に属する
国有財産の管理及び処分並びに物品管理のうち
省の所掌に係るもの。宿舎。建築物の営繕。庁内
の管理。

［総合政策課］ 省の所掌事務に関する総合調整
（環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立
案に係るものに限る。）。行政の考査。国立研究
開発法人審議会の庶務。環境調査研修所の業務
（環境保健部の所掌に属するものを除く。）。政
策の評価。環境の保全に関する基本的な政策の
企画及び立案並びに推進（他局並びに環境保健
部並びに環境経済課及び地域政策課の所掌に属
するものを除く。）。環境の保全に関する関係行
政機関の事務の調整（他局並びに環境保健部並
びに環境経済課及び参事官の所掌に属するもの
を除く。）。地球環境保全等に関する関係行政機
関の経費の見積りの方針の調整。地球環境保全
等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費
及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画
に関すること（地球環境局の所掌に属するもの
を除く。）。省の所掌事務に係る環境の保全に関
する事業者及び国民の理解を深めるための教育
及びこれらの者の学習の振興並びに国民又は営
利を主たる目的としない民間の団体が自発的に
行う環境の保全に関する活動の促進に関する事
務の総括。省の所掌事務に関する研究並びに技
術の開発及び普及に関する事務の総括。大臣官
房の所掌事務（環境保健部並びに秘書課、総務
課及び会計課の所掌に属するものを除く。）に関
する基本的かつ総合的な政策の総括。国立研究
開発法人国立環境研究所の業務。独立行政法人
環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業
株式会社の組織及び運営一般。独立行政法人環
境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保
全機構法第 条第１項第３号及び第４号に掲
げる業務並びにこれらに附帯する業務。専ら環
境の保全を目的とする事務・事業、その目的及
び機能の一部に環境の保全が含まれる事務・事

業に関する環境の保全の観点からの基準等の策
定及び当該観点からの規制等（他局並びに環境
保健部並びに環境経済課、環境影響評価課、地
域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官の
所掌に属するものを除く。）。閣議決定された基
本的方針に基づく行政各部の施策の統一を図る
ために必要な企画、立案、総合調整。

［環境経済課］ 環境の保全に関する基本的な政
策の企画、立案、推進（事業者等が自ら行う環境
への負荷の低減のための取組の促進に係るもの
（環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の
促進に係るもの並びに他局の所掌に属するもの
を除く。）に限る。）。環境の保全に関する関係行
政機関の事務の調整（事業者等が自ら行う環境
への負荷の低減のための取組の促進に係るもの
（環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の
促進に係るもの並びに他局の所掌に属するもの
を除く。）に限る。）。公害の防止のための事業に
要する費用の事業者負担に関する制度。環境の
保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に
関する基準の策定及び規制等（環境の保全上の
支障を防止するための経済的措置に関し、環境
基本法第 条に定めるところにより行う事務
に限る。）。次に掲げる事務のうち環境省の所掌
に係るものの総括。①環境の保全上の支障を防
止するための経済的措置に関し、環境基本法第

条に定めるところにより行う事務。②環境へ
の負荷の低減に資する製品その他の物、役務の
利用の促進。③事業者、国民の環境の保全に関
する理解の増進（環境教育等の振興に係るもの
を除く。）。④事業者等が自発的に行う環境の保
全に関する活動の促進（非営利環境保全活動の
促進に係るものを除く。）。専ら環境の保全を目
的とする事務・事業、その目的及び機能の一部
に環境の保全が含まれる事務・事業に関する環
境の保全の観点からの基準等の策定（事業者等
が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の
促進に係るもの（環境教育等の振興及び非営利
環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所
掌に属するものを除く。）に限る。）。

［環境影響評価課］ 環境の保全の観点からの環
境影響評価に関する基準等の策定、環境影響評
価に関する審査。環境の保全の観点からの工場
立地の規制に関する基準等の策定、当該規制の
実施。

［地域政策課］ 環境の保全に関する基本的な政
策の企画、立案、推進（地方公共団体が行う地域
の脱炭素化に関する施策に関するものに限る。）。
国土利用計画のうち全国計画の作成（環境の保
全に関する基本的な政策に係るものに限る。）。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の
抑制に関する基準等の策定及び規制等（地方公
共団体が行う地域の脱炭素化に関するもの（地
域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除
く。）に限る。）。大阪湾臨海地域開発整備法の施
行。省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡
に関する事務の総括。

［地域脱炭素事業推進課］ 環境の保全の観点か
らの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等
の策定及び規制等に関する事務（地方公共団体
が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る事業
に関するものに限る。）。

［参事官］ 地球環境保全に関する関係行政機関
の事務の調整に関する事務（地方公共団体が行
う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに
限る。）。
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（環境保健部）
［企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。環

境調査研修所の業務（水俣病に関する総合的な
調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、
整理及び提供に関するものに限る。）。環境の保
全に関する基本的な政策の企画、立案、推進（発
生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために
行うもの（地球環境局の所掌に属するものを除
く。）に限る。）。環境の保全に関する関係行政機
関の事務の調整（発生機構が未解明な化学物質
汚染の防止のために行うもの（地球環境局の所
掌に属するものを除く。）に限る。）。公害に係る
健康被害の補償、予防（化学物質安全課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。石綿による
健康被害の救済（他の府省の所掌に属するもの
を除く。）。独立行政法人環境再生保全機構の業
務（公害に係る健康被害の補償及び予防並びに
石綿による健康被害の救済に関するものに限
る。）。

［化学物質安全課］ 事業活動に伴い事業所にお
いて環境に排出される化学物質の量、事業活動
に係る廃棄物の処理を事業所の外において行う
ことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質
の量の把握、化学物質の管理の改善の促進に関
する環境の保全の観点からの基準等の策定、当
該観点からの当該把握された化学物質の量の集
計、その結果の公表。ダイオキシン類の耐容一
日摂取量。公害に係る健康被害の補償及び予防
のための当該健康被害の原因の科学的究明（参
事官の所掌に属するものを除く。）。部の所掌事
務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関
する調査、研究、評価。環境の保全の観点からの
水銀及びその化合物による環境の汚染の防止
（水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の
所掌に属するものを除く。）。

［参事官］ 公害に係る健康被害の補償及び予防
（重要事項）。

―地 球 環 境 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
球環境保全に関する基本的な政策の企画、立案、
推進（地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関
するものを除く。）。地球環境保全に関する関係
行政機関の事務の調整（地方公共団体が行う地
域の脱炭素化に関するものを除く。）。地球環境
保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経
費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計
画。局の所掌事務に関する調査、研究、技術の開
発・普及に関する事務の総括。

［地球温暖化対策課］ 環境の保全の観点からの
温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策
定、規制等（大臣官房及び水・大気環境局並びに
国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除
く。）。専ら地球温暖化の防止を目的とする事務・
事業、その目的及び機能の一部に地球温暖化の
防止が含まれる事務・事業に関する地球温暖化
の防止の観点からの基準等の策定、当該観点か
らの規制等（国際連携課及び参事官の所掌に属
するものを除く。）。環境の保全の観点からのオ
ゾン層の保護に関する基準等の策定、規制等。

［国際連携課］ 地球温暖化の防止に関する国際
協力、国際機関、国際会議、海外との連絡（参事
官の所掌に属するものを除く。）。国際協力に関
する事務の総括（参事官の所掌に属するものを
除く。）。国際機関及び国際会議に関する事務の

総括。海外との連絡に関する事務の総括。
［参事官］ 地球温暖化の防止に関する国際協力
（重要事項）。国際協力に関する事務の総括（重
要事項）。中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行
う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開
発途上地域からの技術研修員に対する研修、こ
れに附帯する業務。

―水 ・ 大 気 環 境 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。環
境の保全に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。関係行政機関の事務の調整（人の健康の
保護、生活環境の保全のために行うもの（地球
環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属す
るもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防
止のために行うものを除く。）に限る。）。

［環境管理課］ 環境基準及びダイオキシン類環
境基準の設定。公害の防止のための規制（モビ
リティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属す
るものを除く。）。環境の保全の観点からの工場
における公害の防止のための組織の整備に関す
る基準等の策定、規制等。環境の保全の観点か
らの公害の防止のための施設及び設備の整備に
関する基準等の策定、当該整備に関する援助（環
境再生・資源循環局の所掌に属するものを除
く。）。環境の保全の観点からの下水道その他の
施設による排水の処理に関する基準等の策定、
規制等（環境再生・資源循環局の所掌に属する
ものを除く。）。環境の保全の観点からの水道水
その他人の飲用に供する水に関する水質の保全
及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに
当該保全及び措置に関する規制（水を供給する
者に対するものを除く。）。環境の保全の観点か
らの農薬の登録、使用の規制に関する基準等の
策定、当該規制の実施。環境の保全の観点から
の河川の保全に関する基準等の策定、規制等（自
然環境局の所掌に属するものを除く。）。水・大
気環境局の所掌事務に関する技術の開発、普及
に関する事務の総括。環境の保全を目的とする
事務及び事業（人の健康の保護及び生活環境の
保全のために行うもの（モビリティ環境対策課
及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。）に
限る。）。

［モビリティ環境対策課］ 交通に起因して生ず
る大気の汚染、騒音、振動及び特定特殊自動車
排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の
抑制に関する基準等の策定、規制等（モビリテ
ィに係るもの（大臣官房の所掌に属するものを
除く。）に限る。）。

［海洋環境課］ 湖沼及び海域における水質汚濁
防止法第３条第１項の排水基準の適用。同法第
４条の２第１項に規定する指定水域における水
質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質
が悪化することを含む。）の防止のための規制。
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行。環境の保
全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等
の策定、規制等。環境の保全の観点からの放射
性物質に係る環境の状況の把握のための監視及
び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及
び測定の実施。環境の保全の観点からの湖沼の
保全に関する基準等の策定、規制等（自然環境
局の所掌に属するものを除く。）。有明海・八代
海等総合調査評価委員会の庶務。環境の保全が
含まれる事務のうち環境の構成要素としての海
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（環境保健部）
［企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。環

境調査研修所の業務（水俣病に関する総合的な
調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、
整理及び提供に関するものに限る。）。環境の保
全に関する基本的な政策の企画、立案、推進（発
生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために
行うもの（地球環境局の所掌に属するものを除
く。）に限る。）。環境の保全に関する関係行政機
関の事務の調整（発生機構が未解明な化学物質
汚染の防止のために行うもの（地球環境局の所
掌に属するものを除く。）に限る。）。公害に係る
健康被害の補償、予防（化学物質安全課及び参
事官の所掌に属するものを除く。）。石綿による
健康被害の救済（他の府省の所掌に属するもの
を除く。）。独立行政法人環境再生保全機構の業
務（公害に係る健康被害の補償及び予防並びに
石綿による健康被害の救済に関するものに限
る。）。

［化学物質安全課］ 事業活動に伴い事業所にお
いて環境に排出される化学物質の量、事業活動
に係る廃棄物の処理を事業所の外において行う
ことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質
の量の把握、化学物質の管理の改善の促進に関
する環境の保全の観点からの基準等の策定、当
該観点からの当該把握された化学物質の量の集
計、その結果の公表。ダイオキシン類の耐容一
日摂取量。公害に係る健康被害の補償及び予防
のための当該健康被害の原因の科学的究明（参
事官の所掌に属するものを除く。）。部の所掌事
務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関
する調査、研究、評価。環境の保全の観点からの
水銀及びその化合物による環境の汚染の防止
（水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の
所掌に属するものを除く。）。

［参事官］ 公害に係る健康被害の補償及び予防
（重要事項）。

―地 球 環 境 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。地
球環境保全に関する基本的な政策の企画、立案、
推進（地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関
するものを除く。）。地球環境保全に関する関係
行政機関の事務の調整（地方公共団体が行う地
域の脱炭素化に関するものを除く。）。地球環境
保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経
費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計
画。局の所掌事務に関する調査、研究、技術の開
発・普及に関する事務の総括。

［地球温暖化対策課］ 環境の保全の観点からの
温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策
定、規制等（大臣官房及び水・大気環境局並びに
国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除
く。）。専ら地球温暖化の防止を目的とする事務・
事業、その目的及び機能の一部に地球温暖化の
防止が含まれる事務・事業に関する地球温暖化
の防止の観点からの基準等の策定、当該観点か
らの規制等（国際連携課及び参事官の所掌に属
するものを除く。）。環境の保全の観点からのオ
ゾン層の保護に関する基準等の策定、規制等。

［国際連携課］ 地球温暖化の防止に関する国際
協力、国際機関、国際会議、海外との連絡（参事
官の所掌に属するものを除く。）。国際協力に関
する事務の総括（参事官の所掌に属するものを
除く。）。国際機関及び国際会議に関する事務の

総括。海外との連絡に関する事務の総括。
［参事官］ 地球温暖化の防止に関する国際協力

（重要事項）。国際協力に関する事務の総括（重
要事項）。中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行
う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開
発途上地域からの技術研修員に対する研修、こ
れに附帯する業務。

―水 ・ 大 気 環 境 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。環
境の保全に関する基本的な政策の企画、立案、
推進。関係行政機関の事務の調整（人の健康の
保護、生活環境の保全のために行うもの（地球
環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属す
るもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防
止のために行うものを除く。）に限る。）。

［環境管理課］ 環境基準及びダイオキシン類環
境基準の設定。公害の防止のための規制（モビ
リティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属す
るものを除く。）。環境の保全の観点からの工場
における公害の防止のための組織の整備に関す
る基準等の策定、規制等。環境の保全の観点か
らの公害の防止のための施設及び設備の整備に
関する基準等の策定、当該整備に関する援助（環
境再生・資源循環局の所掌に属するものを除
く。）。環境の保全の観点からの下水道その他の
施設による排水の処理に関する基準等の策定、
規制等（環境再生・資源循環局の所掌に属する
ものを除く。）。環境の保全の観点からの水道水
その他人の飲用に供する水に関する水質の保全
及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに
当該保全及び措置に関する規制（水を供給する
者に対するものを除く。）。環境の保全の観点か
らの農薬の登録、使用の規制に関する基準等の
策定、当該規制の実施。環境の保全の観点から
の河川の保全に関する基準等の策定、規制等（自
然環境局の所掌に属するものを除く。）。水・大
気環境局の所掌事務に関する技術の開発、普及
に関する事務の総括。環境の保全を目的とする
事務及び事業（人の健康の保護及び生活環境の
保全のために行うもの（モビリティ環境対策課
及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。）に
限る。）。

［モビリティ環境対策課］ 交通に起因して生ず
る大気の汚染、騒音、振動及び特定特殊自動車
排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の
抑制に関する基準等の策定、規制等（モビリテ
ィに係るもの（大臣官房の所掌に属するものを
除く。）に限る。）。

［海洋環境課］ 湖沼及び海域における水質汚濁
防止法第３条第１項の排水基準の適用。同法第
４条の２第１項に規定する指定水域における水
質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質
が悪化することを含む。）の防止のための規制。
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行。環境の保
全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等
の策定、規制等。環境の保全の観点からの放射
性物質に係る環境の状況の把握のための監視及
び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及
び測定の実施。環境の保全の観点からの湖沼の
保全に関する基準等の策定、規制等（自然環境
局の所掌に属するものを除く。）。有明海・八代
海等総合調査評価委員会の庶務。環境の保全が
含まれる事務のうち環境の構成要素としての海

洋、湖沼（これらの水底の底質を含む。）に係る
もの。

―自 然 環 境 局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。自
然環境の保護、整備に関する基本的な政策の企
画、立案、推進（地球環境局及び自然環境計画課
の所掌に属するものを除く。）。自然環境の保護、
整備に関する関係行政機関の事務の調整（地球
環境局の所掌に属するものを除く。）。皇居外苑、
京都御苑、新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維
持、管理。人の飼養に係る動物の愛護、当該動物
による人の生命、身体、財産に対する侵害の防
止（野生生物課の所掌に属するものを除く。）。
愛玩動物看護師に関する事務のうち省の所掌に
係るもの。

［自然環境計画課］ 自然環境の保全のために講
ずべき施策の策定に必要な基礎調査、その他自
然環境の保護並びに整備に関する基本的な政策
の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の
収集、整理及び提供。自然環境保全基本方針。南
極地域の環境の保護。自然環境が優れた状態を
維持している地域における当該自然環境の保全
（自然環境整備課の所掌に属するものを除く。）。
景勝地、休養地、公園の整備（国立公園課及び自
然環境整備課の所掌に属するものを除く。）。生
物の多様性の確保（野生生物課の所掌に属する
ものを除く。）。環境の保全の観点からの森林・
緑地の保全に関する基準等の策定、規制等。環
境の保全の観点からの河川・湖沼の保全に関す
る基準等の策定、規制等（自然環境の保護、整備
のために行うものに限る。）。その目的・機能の
一部に自然環境の保護、整備が含まれる事務・
事業に関する自然環境の保護、整備の観点から
の基準等の策定、当該観点からの規制等（野生
生物課の所掌に属するものを除く。）。

［国立公園課］ 自然公園の保護、整備（自然環境
整備課の所掌に属するものを除く。）。自然公園
に関する事業の振興。景勝地、休養地、公園に係
る観光、休養に関する調査。自然環境の健全な
利用のための活動の増進。

［自然環境整備課］ 国立公園に関する公園事業
その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る
施設の整備に関する助成、指導、当該施設の工
事の実施。温泉の保護、整備、事業の振興。局の
所掌事務に関する技術の開発、普及に関する事
務の総括。

［野生生物課］ 野生動植物の種の保存、野生鳥
獣の保護・管理、狩猟の適正化。外来生物による
生態系、人の生命、身体、農林水産業に係る被害
の防止。専ら自然環境の保護・整備を目的とす
る事務・事業に関すること、その目的・機能の一
部に自然環境の保護・整備が含まれる事務・事
業に関する自然環境の保護・整備の観点からの
基準等の策定、当該観点からの規制等（野生生
物の保護のために行うものに限る。）。

―環境再生・資源循環局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。環
境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案
並びに推進（資源の循環利用等に係るものに限
る。）。環境の保全に関する関係行政機関の事務
の調整（資源の循環利用等に係るものに限る。）。
廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案。
広域臨海環境整備センターの行う業務。

［資源循環課］ 廃棄物の排出の抑制及び適正な
処理（廃棄物の再生、廃棄物の広域的処理及び
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進
に関する法律の施行に係るものに限る。）。再資
源化事業等の高度化（再資源化事業等高度化法
第２条第２項に規定する再資源化事業等の高度
化をいう。）の推進。環境の保全の観点からの資
源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規
制等。資源の循環利用等を目的とする事務及び
事業（総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事
官の所掌に属するものを除く。）。

［廃棄物適正処理推進課］ 一般廃棄物（廃棄物
処理法第２条第２項に規定する一般廃棄物をい
う。）の排出の抑制及び適正な処理（総務課、資
源循環課及び参事官の所掌に属するものを除
く。）。浄化槽によるし尿及び雑排水の処理。清
掃。原子炉の運転等に起因する事故により放出
された放射性物質により汚染された廃棄物（ご
み、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃
酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は
不要物であって、固形状又は液状のものをいい、
廃棄物処理法に規定する廃棄物を除く。）の適正
な処理（参事官の所掌に属するものを除く。）。
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の
維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合
理化に関する特別措置法の施行。局の所掌事務
に関する技術の開発及び普及に関する事務の総
括（原子力災害からの環境の再生に係る技術に
関するものを除く。）。

［参事官］ 環境の保全に関する基本的な政策の
企画及び立案並びに推進（原子力災害からの環
境の再生に関することに限る。）。環境の保全に
関する関係行政機関の事務の調整（原子力災害
からの環境の再生に関することに限る。）。特定
有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規
制。産業廃棄物（廃棄物処理法第２条第４項に
規定する産業廃棄物をいう。）の排出の抑制及び
適正な処理（総務課、資源循環課及び廃棄物適
正処理推進課の所掌に属するものを除く。）。廃
棄物の処理に関する基準（資源循環課の所掌に
属するものを除く。）。廃棄物の処理に伴い環境
の保全上の支障が生じた場合における当該支障
の除去。災害により生じた廃棄物の適正な処理
（当該廃棄物の処理のための補助に係るもの及
び資源循環課の所掌に属するものを除く。）。爆
発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活
環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有
する廃棄物の適正な処理（資源循環課の所掌に
属するものを除く。）。有害使用済機器（廃棄物
処理法第 条の２第１項に規定する有害使用
済機器をいう。）の保管、処分及び再生の規制。
船舶の再資源化解体（船舶の再資源化解体の適
正な実施に関する法律第２条第１項に規定する
再資源化解体をいう。）の適正な実施に関する基
準等の策定及び規制等。原子力災害からの環境
の再生に関すること（廃棄物処理法に規定する
廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉
の運転等に起因する事故により放出された放射
性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に
係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分
のための施設の整備及び管理に関することに限
る。）。局の所掌事務に関する原子力災害からの
環境の再生に係る技術の総括。独立行政法人環
境再生保全機構の行う業務（廃棄物処理法第８
条の５第３項（同法第 条の２の４において準
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用する場合を含む。）の規定による維持管理積立
金の管理に係ることに限る。）。中間貯蔵・環境
安全事業株式会社の行う中間貯蔵業務。
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用する場合を含む。）の規定による維持管理積立
金の管理に係ることに限る。）。中間貯蔵・環境
安全事業株式会社の行う中間貯蔵業務。

 
原子力規制委員会 原子力規制庁

（長官官房）
［総務課］ 機密。委員長の官印及び委員会印の

保管。公文書類の接受、発送、編集及び保存。委
員会の所掌事務に関する総合調整。委員会の機
構及び定員。国会との連絡。委員会の行政の考
査。委員会の所掌事務に関する政策の評価。国
立研究開発法人審議会の庶務。委員会の所掌事
務の処理状況の国会に対する報告及びその概要
の公表。委員会の情報システムの整備及び管理。
広報。委員会の所掌事務に係る国際機関、国際
会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事
務の総括。委員会の所掌事務に係る国際協力に
関する事務の総括。原子力の研究、開発及び利
用における安全の確保。原子力災害対策特別措
置法第６条の２第１項に規定する原子力災害対
策指針の案の作成（原子力災害対策特別措置法
第 条第１項に規定する事象及び同法第 条
第１項に規定する場合に係るものに限る。）。原
子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原
子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処。
原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、
設備又は資機材の整備（監視情報課の所掌に属
するものを除く。）。原子力事故による災害の防
止に関する防災訓練及び研修（監視情報課の所
掌に属するものを除く。）。原子力事業者防災業
務計画（監視情報課の所掌に属するものを除
く。）。委員会の会議の庶務。官報掲載。法令案そ
の他の公文書類の審査及び進達。委員会の保有
する情報の公開。委員会の保有する個人情報の
保護。委員会の所掌事務に関する法令案の作成
及び法令の適用に関する事務の総括。委員会の
所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する
事務の総括。そのほか、原子力規制庁の所掌事
務で他の所掌に属しないもの。

［人事課］ 委員会の職員の任免、給与、懲戒、服
務その他の人事並びに教養及び訓練。委員会の
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する事
務のうち、職員の健康及び安全に関する事務の
企画及び立案。原子力安全人材育成センターの
組織及び運営一般。委員会に対する申告に関す
る事務の総括。

［技術基盤課］ 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、
再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規
制その他これらに関する安全の確保に関する事
務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び
立案並びに推進。核原料物質及び核燃料物質の
使用に関する規制その他これらに関する安全の
確保に関する事務のうち技術に関する基本的な
政策の企画及び立案並びに推進。核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施
行に関する基準の策定。原子力事故による災害
の防止及び放射線による障害の防止に関する事
務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び
立案並びに推進。

［放射線防護企画課］ 原子力事故による災害の
防止、核燃料物質、放射性同位元素その他の放
射性物質の防護、国際約束に基づく保障措置の
実施のための規制その他の原子力の平和的利用
の確保のための規制及び放射線による障害の防
止に関する基本的な政策の企画及び立案並びに
推進（技術基盤課の所掌に属するものを除く。）。
原子力災害対策特別措置法第６条の２第１項に
規定する原子力災害対策指針の案の作成（総務

課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。）。
原子力事故による災害の防止（総務課、監視情
報課及び安全技術管理官の所掌に属するものを
除く。）。原子力災害対策特別措置法第２条第２
号に規定する原子力緊急事態における医療に関
する体制の整備のために必要な措置。放射線に
よる障害の防止（監視情報課、安全技術管理官
及び安全規制管理官の所掌に属するものを除
く。）。

［監視情報課］ 原子力事故の状況及び原子力事
故により放出された放射性物質の拡散の状況の
把握、予測及び公表。放射性物質又は放射線の
水準の監視及び測定に関する基本的な方針の案
の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配
分計画。放射線による障害の防止に関する事務
（原子力災害対策特別措置法第２条第３号に規
定する原子力事業者又は地方公共団体が実施す
る原子力災害予防対策に関する事務を含む。）の
うち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測
定。放射能水準の把握のための監視及び測定。

［参事官］ 長官官房の所掌事務（委員会の所掌
事務に関する訴訟に関するものに限る。）に関す
る重要事項についての企画及び立案並びに調整。
委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生（人
事課の所掌に属するものを除く。）。委員会の所
掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並
びに会計の監査。委員会所属の行政財産及び物
品の管理。エネルギー対策特別会計の電源開発
促進勘定の経理のうち委員会の所掌に係るもの。
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に
属する行政財産及び物品の管理のうち委員会の
所掌に係るもの。東日本大震災復興特別会計の
経理のうち委員会の所掌に係るもの。東日本大
震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び
処分並びに物品の管理のうち委員会の所掌に係
るもの。国際約束に基づく保障措置の実施のた
めの規制その他の原子力の平和的利用の確保の
ための規制。委員会の所掌事務に関する不服申
立てに関する事務の総括。委員会の所掌事務に
関する訴訟に関する事務の総括。委員会の所掌
事務に関する訴訟に関する事務に関し必要な調
査。

［安全技術管理官］ 原子力に係る製錬、加工、貯
蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関す
る規制その他これらに関する安全の確保に関す
る事務のうち技術の調査及び研究。核原料物質
及び核燃料物質の使用に関する規制その他これ
らに関する安全の確保に関する事務のうち技術
の調査及び研究。原子力事故による災害の防止
及び放射線による障害の防止に関する事務のう
ち技術の調査及び研究。

［安全規制管理官］ 核燃料物質、放射性同位元
素その他の放射性物質の防護（放射線防護企画
課の所掌に属するものを除く。）。放射性同位元
素等の規制に関する法律の施行。核燃料物質、
放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関
する関係行政機関の事務の調整。

（原子力規制部）
［原子力規制企画課］ 原子力規制部の所掌事務
に関する総合調整。核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事
務の総括。原子炉安全専門審査会及び核燃料安
全専門審査会の庶務。原子力の研究、開発及び
利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事
務。そのほか、原子力規制部の所掌事務で他の
所掌に属しないもの。
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［検査監督総括課］ 核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法律に基づく検査そ
の他の監督（原子力規制部の所掌事務に係る
ものに限る。）に関する総合的な企画及び立案
並びに調整。核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律に基づく検査その他の
監督（原子力規制部の所掌事務に係るものに
限る。）に関する事務で他の所掌に属しないも
の。

［安全規制管理官］ 原子力に係る製錬、加工、貯
蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関す
る規制その他これらに関する安全の確保（長官
官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の
所掌に属するものを除く。）。核原料物質及び核
燃料物質の使用に関する規制その他これらに関
する安全の確保（長官官房、原子力規制企画課
及び検査監督総括課の所掌に属するものを除
く。）。原子力事故の原因及び原子力事故により
発生した被害の原因を究明するための調査。
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［検査監督総括課］ 核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法律に基づく検査そ
の他の監督（原子力規制部の所掌事務に係る
ものに限る。）に関する総合的な企画及び立案
並びに調整。核原料物質、核燃料物質及び原子
炉の規制に関する法律に基づく検査その他の
監督（原子力規制部の所掌事務に係るものに
限る。）に関する事務で他の所掌に属しないも
の。

［安全規制管理官］ 原子力に係る製錬、加工、貯
蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関す
る規制その他これらに関する安全の確保（長官
官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の
所掌に属するものを除く。）。核原料物質及び核
燃料物質の使用に関する規制その他これらに関
する安全の確保（長官官房、原子力規制企画課
及び検査監督総括課の所掌に属するものを除
く。）。原子力事故の原因及び原子力事故により
発生した被害の原因を究明するための調査。

 

防衛省

―大 臣 官 房―

［秘書課］ 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事
務次官の官印、省印の保管。職員（自衛官（内部
部局に所属する者を除く。）、自衛官候補生、学
生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自
衛官補を除く。以下同じ。）の私企業からの隔離、
他への就職、兼業の制限（制度、基本的な政策を
除く。）。内部部局の職員の懲戒、服務（私企業か
らの隔離、他への就職、兼業の制限に関するこ
とを除く。以下同じ。）、規律（制度、基本的な政
策を除く。）。職員の任免、給与、分限、その他の
人事（懲戒、服務、規律を除く。）（人事管理に関
する制度に関するものを除く。）。

［文書課］ 法令案の作成、公文書類の審査、進
達。法制、その運用の調査、研究。公文書類の接
受、発送、編集、保存。情報の公開。個人情報の
保護。総合調整（企画評価課の所掌に属するも
のを除く。）。国会との連絡。国立国会図書館支
部防衛省図書館。渉外（防衛政策局の所掌に属
するものを除く。）。官報掲載。閣議決定された
基本的方針に基づく行政各部の施策の統一を図
るために必要な企画、立案、総合調整。

［企画評価課］ 基本的かつ総合的な政策の企画、
立案、総合調整。機構、定員（整備計画局の所掌
に属するものを除く。）。事務能率の増進。統計
に関する事務の総括。行政の考査。政策の評価。
防衛会議の庶務（防衛政策局の所掌に属するも
のを除く。）。

［広報課］ 広報。
［会計課］ 経費、収入の予算、会計。経費、収入

の決算の作成。内部部局所属の行政財産、物品
の管理の実施。東日本大震災復興特別会計の経
理。内部部局所属の建築物の営繕。庁内の管理。
相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供、
需品、役務（労務を除く。）の調達、提供、管理。
特別調達資金の経理。

［監査課］ 経費、収入の決算（会計課の所掌に属
するものを除く。）、会計の監査。装備品等の研
究開発、調達、補給、管理、役務の調達に関する
業務の監査。物品の管理の基本。東日本大震災
復興特別会計に属する物品の管理。

［訟務管理官］ 訴訟、損失補償、損害賠償（地方
協力局の所掌に属するものを除く。）。防衛監察
本部の管理、運営一般。

―防衛政策局―

［防衛政策課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
防衛、警備の基本、調整（武力攻撃事態等及び存
立危機事態における対処基本方針に係る調整、
緊急対処事態における対処基本方針に係る調整、
地方協力局並びに他課及び参事官の所掌に属す
るものを除く。）。武力攻撃事態等及び存立危機
事態における我が国の平和と独立並びに国及び
国民の安全の確保に関する法律第９条第１項に
規定する対処基本方針及び同法第 条第１項
に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省
の所掌事務に関する調整。防衛会議の庶務（局
の所掌事務に係るものに限る。）。

［日米防衛協力課］ 防衛の分野におけるアメリ
カ合衆国との協力の基本、調整に関する事務（地
方協力局の所掌に属するものを除く。）。

［国際政策課］ 防衛の分野における国際的な交
流の基本、調整（参事官の所掌に属するものを
除く。）。軍備管理、軍縮その他安全保障環境の
安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分
野における協力の企画、調整（日米防衛協力課
の所掌に属するものを除く。）国際機関、外国の
行政機関その他の機関との渉外。

［運用政策課］ 自衛隊の行動の基本（整備計画
局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。）。
防衛出動に関する計画の基本。自衛隊の行動、
部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画、
立案。

［運用基盤課］ 自衛隊の行動の基本に関する事
務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実
施するための自衛隊以外の者との調整（自衛隊
の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関する
ことを除く。）。自衛隊の行動に関し必要な輸送
の計画の基本。自衛隊の部隊訓練の基本に関す
る事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効
果的に実施するための自衛隊以外の者との調整。

［調査課］ 防衛、警備等の基本、調整等に必要な
情報の収集整理。防衛、警備に関する秘密の保
全。情報本部の管理、運営一般。

［参事官］ 防衛、警備に関する中長期的な見地
からの政策の企画、立案、推進。防衛、警備の基
本、調整に関する事務のうち、我が国に対する
武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊
の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画、
立案。防衛の分野における国際的な交流の基本、
調整（インド太平洋地域の安全保障環境の安定
に資するもの。）。局の所掌事務に係る諸制度の
総合的な調査、研究。自衛隊の部隊訓練の基本
（運用基盤課の所掌に属するものを除く。）。防
衛研究所が行う防衛省組織令第 条第２項に
規定する調査研究、防衛研究所の管理、運営一
般。

―整備計画局―

［防衛計画課］ 局の所掌事務に関する総合調整。
自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛
官補の定員、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛
隊の部隊、機関の組織、編成、装備、配置の基本
（サイバー整備課の所掌に属するものを除く。）。
防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な
数理的分析評価。

［サイバー整備課］ 陸上自衛隊、海上自衛隊、航
空自衛隊の部隊、機関の組織、編成、装備、配置
の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリ
ティの確保に係るもの。情報システムの整備、
管理（建設制度官の所掌に属するものを除く。）。
指揮通信その他の通信の基本。使用する電波の
監理の基本。自衛隊の行動の基本に関する事務
のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設
等の利用に関する法律第 条第１項に規定す
る電波の利用指針、同法第 条に規定する特定
公共施設等の利用に関する指針（同法第 条の
規定に係るものに限る。）に係る調整。

［施設計画課］ 自衛隊の施設の取得に関する制
度、基本的な政策の企画、立案（施設整備課の所
掌に属するものを除く。）。局の所掌事務に係る
建設工事に関する事務の総括。建設工事の計画
の承認（施設整備課、提供施設計画官の所掌に
属するものを除く。）。

［施設整備課］ 国有財産の管理の基本。東日本
大震災復興特別会計に属する国有財産の管理、
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処分のうち省の所掌に係るものの基本。自衛隊
の施設の管理に関する制度、基本的な政策の企
画、立案。自衛隊の施設の取得、管理に関する制
度、基本的な政策の企画、立案に関する事務に
係る建築技術。自衛隊の施設の取得に係る実施
計画の総括。建設工事の計画の承認に関する事
務に係る建築技術（提供施設計画官の所掌に属
するものを除く。）。建設工事に関する技術基準、
積算基準の設定。建設工事の入札、契約の適正
化に関する事務に係る建設技術。自衛隊の施設
の建設工事の実施（建設制度官の所掌に属する
ものを除く。）。防衛の用に供する施設の建設工
事に関する技術的な調査、研究。土木工事、通信
工事の施行の受託、実施の基本。建築物の営繕
に関する事務の総括。

［建設制度官］ 建設工事に関する情報システム
の整備、管理。建設工事の入札、契約の適正化
（施設整備課の所掌に属するものを除く。）。建
設工事の実施に関する制度。

［提供施設計画官］ 駐留軍の使用に供する施設、
区域の取得に係る実施計画の総括。建設工事の
計画の承認に関する事務に係る建設技術に関す
る調整（駐留軍の使用に供する施設、区域に係
るものに限る。）。駐留軍の使用に供する施設、
区域の建設工事の実施（建設制度官の所掌に属
するものを除く。）。

―人事教育局―

［人事計画・補任課］ 局の所掌事務に関する総
合調整。職員の任免、給与、分限その他の人事
（懲戒、服務、規律を除く。）（大臣官房、人材育
成課の所掌に属するものを除く。）。職員の私企
業からの隔離、他への就職、兼業の制限（大臣官
房の所掌に属するものを除く。）。職員の勤務条
件に関する制度。防衛人事審議会の庶務（給与
課の所掌に属するものを除く。）。

［給与課］ 職員の給与に関する制度。若年定年
退職者給付金の基本。

［人材育成課］ 所掌事務の遂行に必要な教育訓
練（自衛隊の部隊訓練を除く。）の基本。職員の
補充の基本。予備自衛官、即応予備自衛官、予備
自衛官補の任免、服務、規律その他の人事。防衛
大学校の管理、運営一般。自衛隊法第 条の
２に規定する教育訓練の受託、実施の基本。自
衛隊法第 条の４に規定する南極地域におけ
る科学的調査についての協力の基本。

［厚生課］ 職員の福利厚生。防衛省共済組合。職
員（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
の職員を含む。）に貸与する宿舎。恩給に関する
連絡事務。

［服務管理官］ 職員の懲戒、服務、規律（大臣官
房、人事計画・補任課、人材育成課の所掌に属す
るものを除く。）。礼式、表彰、服制。栄典の推
薦、伝達。自衛隊員倫理審査会の庶務。

［衛生官］ 職員の保健衛生の基本。衛生資材の
調達、補給、管理の基本。衛生資材の研究開発の
基本。防衛医科大学校の管理、運営一般。

―地方協力局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立
案。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力
及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す
る協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特

別措置法の規定に基づく防衛大臣の権限に属す
る事項。地方防衛局の管理及び運営一般。防衛
施設中央審議会の庶務（大臣官房の所掌に属す
るものを除く。）。

［地域社会協力総括課］ 防衛省設置法第４条第
１項第１号から第３号まで、第６号、第９号、第

号から第 号まで及び第 号に掲げる事務
について地域社会の理解及び協力を確保するた
めの制度及び基本的な政策の企画及び立案。防
衛省設置法第４条第１項第１号から第３号まで、
第６号、第９号、第 号から第 号まで及び
第 号に掲げる事務のうち、これらの事務を円
滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解
及び協力の確保（地方協力課及び沖縄協力課の
所掌に属するものを除く。）。防衛施設周辺環境
整備法第３条から第５条まで、第８条及び第９
条の規定による措置。防衛施設周辺環境整備法
第６条第１項の規定による指定。自衛隊の施設
又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置
又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍
の使用に供する施設及び区域の周辺において防
衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る
特別の措置（参事官の所掌に属するものを除
く。）。自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する
施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊
又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留
軍に提供した施設及び区域に係る権利利益につ
いて生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は
駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還
する場合における利得の求償及び原状回復のう
ち、道路に係るもの。駐留軍再編特別措置法第
４条第１項の規定による再編関連特定防衛施設
の指定及び同法第５条第１項の規定による再編
関連特定周辺市町村の指定。駐留軍再編特別措
置法第７条第１項に規定する再編関連振興特別
地域の指定。駐留軍再編特別措置法第８条に規
定する再編関連振興特別地域整備計画の作成。
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項
に係る関係行政機関の事務の連絡調整。駐留軍
用地跡地利用特別措置法第８条第７項の規定に
よる措置のうち、道路に係るもの。駐留軍再編
特別措置法第６条の規定による再編交付金の交
付。

［地方協力課］ 防衛省設置法第４条第１項第１
号から第３号まで、第６号、第９号、第 号か
ら第 号まで及び第 号に掲げる事務につい
て地域社会の理解及び協力を確保するための施
策の企画及び立案（沖縄協力課の所掌に属する
ものを除く。）。防衛省設置法第４条第１項第１
号から第３号まで、第６号、第９号、第 号か
ら第 号まで及び第 号に掲げる事務につい
て地域社会の理解及び協力を確保するための地
域社会との連絡調整（沖縄協力課の所掌に属す
るものを除く。）。地方協力局の所掌事務に係る
地域社会との連絡調整に関する事務の総括（沖
縄協力課の所掌に属するものを除く。）。

［沖縄協力課］ 防衛省設置法第４条第１項第１
号から第３号まで、第６号、第９号、第 号か
ら第 号まで及び第 号に掲げる事務につい
て沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確
保するための施策の企画及び立案。防衛省設置
法第４条第１項第１号から第３号まで、第６号、
第９号、第 号から第 号まで及び第 号に
掲げる事務について地域社会の理解及び協力を
確保するための沖縄県の区域の地域社会との連
絡調整。地方協力局の所掌事務に係る地域社会
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処分のうち省の所掌に係るものの基本。自衛隊
の施設の管理に関する制度、基本的な政策の企
画、立案。自衛隊の施設の取得、管理に関する制
度、基本的な政策の企画、立案に関する事務に
係る建築技術。自衛隊の施設の取得に係る実施
計画の総括。建設工事の計画の承認に関する事
務に係る建築技術（提供施設計画官の所掌に属
するものを除く。）。建設工事に関する技術基準、
積算基準の設定。建設工事の入札、契約の適正
化に関する事務に係る建設技術。自衛隊の施設
の建設工事の実施（建設制度官の所掌に属する
ものを除く。）。防衛の用に供する施設の建設工
事に関する技術的な調査、研究。土木工事、通信
工事の施行の受託、実施の基本。建築物の営繕
に関する事務の総括。

［建設制度官］ 建設工事に関する情報システム
の整備、管理。建設工事の入札、契約の適正化
（施設整備課の所掌に属するものを除く。）。建
設工事の実施に関する制度。

［提供施設計画官］ 駐留軍の使用に供する施設、
区域の取得に係る実施計画の総括。建設工事の
計画の承認に関する事務に係る建設技術に関す
る調整（駐留軍の使用に供する施設、区域に係
るものに限る。）。駐留軍の使用に供する施設、
区域の建設工事の実施（建設制度官の所掌に属
するものを除く。）。

―人事教育局―

［人事計画・補任課］ 局の所掌事務に関する総
合調整。職員の任免、給与、分限その他の人事
（懲戒、服務、規律を除く。）（大臣官房、人材育
成課の所掌に属するものを除く。）。職員の私企
業からの隔離、他への就職、兼業の制限（大臣官
房の所掌に属するものを除く。）。職員の勤務条
件に関する制度。防衛人事審議会の庶務（給与
課の所掌に属するものを除く。）。

［給与課］ 職員の給与に関する制度。若年定年
退職者給付金の基本。

［人材育成課］ 所掌事務の遂行に必要な教育訓
練（自衛隊の部隊訓練を除く。）の基本。職員の
補充の基本。予備自衛官、即応予備自衛官、予備
自衛官補の任免、服務、規律その他の人事。防衛
大学校の管理、運営一般。自衛隊法第 条の
２に規定する教育訓練の受託、実施の基本。自
衛隊法第 条の４に規定する南極地域におけ
る科学的調査についての協力の基本。

［厚生課］ 職員の福利厚生。防衛省共済組合。職
員（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
の職員を含む。）に貸与する宿舎。恩給に関する
連絡事務。

［服務管理官］ 職員の懲戒、服務、規律（大臣官
房、人事計画・補任課、人材育成課の所掌に属す
るものを除く。）。礼式、表彰、服制。栄典の推
薦、伝達。自衛隊員倫理審査会の庶務。

［衛生官］ 職員の保健衛生の基本。衛生資材の
調達、補給、管理の基本。衛生資材の研究開発の
基本。防衛医科大学校の管理、運営一般。

―地方協力局―

［総務課］ 局の所掌事務に関する総合調整。局
の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立
案。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力
及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す
る協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特

別措置法の規定に基づく防衛大臣の権限に属す
る事項。地方防衛局の管理及び運営一般。防衛
施設中央審議会の庶務（大臣官房の所掌に属す
るものを除く。）。

［地域社会協力総括課］ 防衛省設置法第４条第
１項第１号から第３号まで、第６号、第９号、第

号から第 号まで及び第 号に掲げる事務
について地域社会の理解及び協力を確保するた
めの制度及び基本的な政策の企画及び立案。防
衛省設置法第４条第１項第１号から第３号まで、
第６号、第９号、第 号から第 号まで及び
第 号に掲げる事務のうち、これらの事務を円
滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解
及び協力の確保（地方協力課及び沖縄協力課の
所掌に属するものを除く。）。防衛施設周辺環境
整備法第３条から第５条まで、第８条及び第９
条の規定による措置。防衛施設周辺環境整備法
第６条第１項の規定による指定。自衛隊の施設
又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置
又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍
の使用に供する施設及び区域の周辺において防
衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る
特別の措置（参事官の所掌に属するものを除
く。）。自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する
施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊
又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留
軍に提供した施設及び区域に係る権利利益につ
いて生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は
駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還
する場合における利得の求償及び原状回復のう
ち、道路に係るもの。駐留軍再編特別措置法第
４条第１項の規定による再編関連特定防衛施設
の指定及び同法第５条第１項の規定による再編
関連特定周辺市町村の指定。駐留軍再編特別措
置法第７条第１項に規定する再編関連振興特別
地域の指定。駐留軍再編特別措置法第８条に規
定する再編関連振興特別地域整備計画の作成。
再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項
に係る関係行政機関の事務の連絡調整。駐留軍
用地跡地利用特別措置法第８条第７項の規定に
よる措置のうち、道路に係るもの。駐留軍再編
特別措置法第６条の規定による再編交付金の交
付。

［地方協力課］ 防衛省設置法第４条第１項第１
号から第３号まで、第６号、第９号、第 号か
ら第 号まで及び第 号に掲げる事務につい
て地域社会の理解及び協力を確保するための施
策の企画及び立案（沖縄協力課の所掌に属する
ものを除く。）。防衛省設置法第４条第１項第１
号から第３号まで、第６号、第９号、第 号か
ら第 号まで及び第 号に掲げる事務につい
て地域社会の理解及び協力を確保するための地
域社会との連絡調整（沖縄協力課の所掌に属す
るものを除く。）。地方協力局の所掌事務に係る
地域社会との連絡調整に関する事務の総括（沖
縄協力課の所掌に属するものを除く。）。

［沖縄協力課］ 防衛省設置法第４条第１項第１
号から第３号まで、第６号、第９号、第 号か
ら第 号まで及び第 号に掲げる事務につい
て沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確
保するための施策の企画及び立案。防衛省設置
法第４条第１項第１号から第３号まで、第６号、
第９号、第 号から第 号まで及び第 号に
掲げる事務について地域社会の理解及び協力を
確保するための沖縄県の区域の地域社会との連
絡調整。地方協力局の所掌事務に係る地域社会

との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係
るものの総括。駐留軍用地跡地利用特別措置法
第８条の規定による返還実施計画の策定及び同
法第 条の規定による駐留軍用地の返還につ
いての見通しの通知に関する事務。

［環境政策課］ 防衛省の所掌事務に係る環境の
保全に関する基本的な政策の企画及び立案。防
衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務
の総括。

［在日米軍協力課］ 日本国とアメリカ合衆国と
の間の相互協力、安全保障条約に基づいて日本
国にあるアメリカ合衆国の軍隊（以下「在日米
軍」という。）に関する事項で地方協力局の所掌
に係るものについての企画及び立案。地方協力
局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整。重
要施設の周辺地域の上空における小型無人機等
の飛行の禁止に関する法律第６条第１項の規定
による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設
の敷地又は区域の指定並びに同条第２項の規定
による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地
域の指定のうち合衆国軍協定第２条第１項の施
設及び区域に係るもの。合衆国軍協定第 条及
び日本国における国際連合の軍隊の地位に関す
る協定第 条の規定に基づく請求の処理。合衆
国軍協定第 条第５項（ｇ）の規定により同項
の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求
についてのあつせんその他必要な援助。日本国
の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間に
おける相互のアクセス及び協力の円滑化に関す
る日本国と我が国以外の締約国との間の協定の
実施に関する法律第 条又は第 条の規定に
基づく請求の処理及び同法第五章の規定による
特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す
る給付金の支給に関する法律の規定による給付
金。駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設
工事（整備計画局の所掌に属するものを除く。）。
駐留軍のための物品及び役務（工事及び労務を
除く。）の調達。駐留軍等による又はそのための
物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛
争の処理。駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆
国において我が国の負担で実施される事業に関
する事務。

［労務管理課］ 駐留軍等及び諸機関のために労
務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、
給与及び福利厚生に関する事務。駐留軍関係離
職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関
する事務。

［参事官］ 自衛隊の施設の取得（整備計画局及
び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除
く。）。駐留軍の使用に供する施設及び区域の取
得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区
域の返還（整備計画局、総務課、地域社会協力総
括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを
除く。）。位置境界明確化法第２条第３項に規定
する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界
の明確化及びこれに関連する措置（地域社会協
力総括課の所掌に属するものを除く。）。防衛施
設周辺環境整備法第６条及び第７条の規定によ
る措置（防衛施設周辺環境整備法第６条第１項
の規定による指定に関することを除く。）。自衛
隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及
び処分並びに駐留軍から返還された物品の管理、
返還及び処分。相互防衛援助協定の実施に係る
不動産及び備品の調達、提供及び管理。自衛隊
法第 条第１項の規定による漁船の操業の制

限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償。漁船
操業制限法第１条の規定による漁船の操業の制
限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償。防衛
施設周辺環境整備法第 条第１項及び特別損
失補償法第１条第１項の規定による損失の補償。
米軍等行動関連措置法第 条第１項の規定に
よる損失の補償。自衛隊の施設又は駐留軍の使
用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権
その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の
水を利用する権利の行使に関する契約。自衛隊
又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留
軍に提供した施設及び区域に係る権利利益につ
いて生じた損失の補償（地域社会協力総括課の
所掌に属するものを除く。）。駐留軍が港、飛行
場及び道路（駐留軍に提供している施設及び区
域であるものを除く。）を使用した場合における
損失の補償。駐留軍用地跡地利用特別措置法第
８条第７項の規定による措置（地域社会協力総
括課の所掌に属するものを除く。）。駐留軍用地
跡地利用特別措置法第 条の規定による給付
金及び同法第 条の規定による特定給付金の
支給。沖縄振興特別措置法の一部を改正する法
律による改正前の沖縄振興特別措置法第 条
の規定による特定跡地給付金の支給。 
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防衛装備庁

（長官官房）

［総務官］ 機密。長官の官印、庁印の保管。法令
案その他の公文書類の審査、進達。公文書類の
接受、発送、編集、保存。情報の公開。個人情報
の保護。総合調整。機構、定員。事務能率の増進。
情報システムの整備、管理。統計に関する事務
の総括。広報。渉外。官報掲載。訴訟、損失補償、
損害賠償。 

［人事官］ 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、
規律その他の人事。礼式、表彰、服制。職員の補
充。職員の福利厚生。職員に貸与する宿舎。恩給
に関する連絡事務。職員の教育訓練。職員の保
健衛生。 

［会計官］ 経費、収入の予算、会計（監察監査・
評価官の所掌に属するものを除く。）。経費、収
入の決算の作成。防衛装備庁所属の行政財産、
物品の管理（技術戦略部の所掌に属するものを
除く。）。東日本大震災復興特別会計に属する行
政財産の管理、処分、物品の管理のうち庁の所
掌に係るもの。建築物の営繕。 

［監察監査・評価官］ 職員の職務執行における
法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保する
ための監察。経費、収入の決算（会計官の所掌に
属するものを除く。）、会計の監査。装備品等、役
務の調達に関する審査。装備品等の研究開発、
調達、補給、管理、役務の調達に関する業務（庁
の所掌に属するものに限る。）の監査。政策の評
価。防衛調達審議会の庶務。 

［装備開発官］ 装備品等（船舶を除く。）の考案、
試作。 

［艦船設計官］ 船舶の考案、設計。 
（装備政策部）

［装備政策課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
装備品等の研究開発、調達、補給、管理、役務の
調達に関する総合的な政策の企画、立案（装備
保全管理課の所掌に属するものを除く。）。装備
品等の研究開発、調達、補給、管理、役務の調達
に関する制度の総合調整。装備品等の補給、管
理に関する制度、基本的な政策の企画、立案。装
備品等の標準化の促進。防衛省が調達する装備
品等の開発及び生産のための基盤の強化に関す
る法律の施行（同法に規定する装備移転使用等
調整計画、同法に規定する装備品等秘密の保全
に関することを除く。）。部の所掌事務に必要な
情報の収集、整理、分析（装備保全管理課の所掌
に属するものを除く。）。 

［国際装備課］ 国際協力に関する制度、基本的
な政策の企画、立案。防衛省が調達する装備品
等の開発及び生産のための基盤の強化に関する
法律に規定する装備移転仕様等調整計画。 

［装備保全管理課］ 秘密の保全（防衛省が調達
する装備品等の開発及び生産のための基盤の強
化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全
に関することを含む。）。装備品等、役務に関す
る契約の相手方におけるサイバーセキュリティ
の確保（防衛省が調達する装備品等の開発及び
生産のための基盤の強化に関する法律の規定に
よるものを除く。）。装備品等の研究開発、調達、
補給、管理、役務の調達に関する総合的な政策
のうち科学技術の管理に関するものの企画、立
案。部の所掌事務のうち科学技術の管理に関す
る必要な情報の収集、整理、分析。 

（プロジェクト管理部）
［事業計画官］ 部の所掌事務に関する総合調整。
プロジェクト管理に関する制度。プロジェクト
管理に関する研究改善。部の所掌事務に必要な
資料、情報の収集、整理、分析。プロジェクト管
理の実施に関する事務の総括。 

［事業監理官］ プロジェクト管理の実施（事業
計画官、装備技術官の所掌に属するものを除
く。）。 

［装備技術官］ 部の所掌事務に係る技術。 
（技術戦略部）

［技術戦略課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企
画、立案。科学技術に関する制度、総合的な政策
の企画、立案（技術振興官の所掌に属するもの
を除く。）。部の所掌事務に係る制度に関する事
務の総括。科学技術に関する資料、情報の収集、
整理、分析（技術連携推進官の所掌に属するも
のを除く。）。国際協力に関する事務のうち科学
技術に係るものの総括。 

［技術計画官］ 装備品等の研究開発に関する制
度の企画、立案。装備品等の研究開発に関する
計画の作成、管理。装備品等についての統合幕
僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の
部隊、機関その他の機関に対する専門的かつ技
術的な協力、助言。装備品等の研究開発の評価。
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、
設計、試作、試験の委託に基づく実施。航空装備
研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、次世
代装備研究所、千歳試験場、下北試験場、岐阜試
験場の管理、運営一般。 

［技術振興官］ 科学技術の振興に関する制度、
基本的な政策の企画、立案。科学技術について
の研究の委託（技術連携推進官の所掌に属する
ものを除く。）。装備品等に関する知的財産の管
理。装備品等に関する規格の制定。科学技術に
関する資料、情報の管理、提供（技術連携推進官
の所掌に属するものを除く。）。 

［技術連携推進官］ 科学技術に関する研究の連
携に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管
理及び提供。科学技術についての研究の委託に
関する契約に関する業務の連絡調整及び当該契
約の履行の促進。 

（調達管理部）
［調達企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
装備品等、役務の調達に関する制度、基本的な
政策の企画、立案（原価管理官の所掌に属する
ものを除く。）。装備品等、役務の調達に係る入
札、契約の適正化。装備品等、役務の調達に関す
る業務の総括（調達事業部、原価管理官の所掌
に属するものを除く。）。装備品等、役務の調達
に関する業務に伴う苦情の処理。庁の所掌事務
に係る国際協力に関する事務のうち装備品等、
役務の品質管理に係るもの。 

［原価管理官］ 装備品等、役務の調達に関する
予定価格の作成、原価監査、価格に関する情報
の収集整理に関する制度、基本的な政策の企画、
立案。装備品等、役務の調達に関する予定価格
の作成、原価監査、価格に関する情報の収集整
理に関する業務の総括。装備品等、役務の調達
に関する予定価格の作成に関し必要な原価その
他の共通的な情報の収集、基準の設定。装備品
等、役務の調達に関する予定価格の作成に関す
る企業における経理の適正性の調査。装備品等、
役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要
な企業における生産活動の効率性の調査。装備
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防衛装備庁

（長官官房）

［総務官］ 機密。長官の官印、庁印の保管。法令
案その他の公文書類の審査、進達。公文書類の
接受、発送、編集、保存。情報の公開。個人情報
の保護。総合調整。機構、定員。事務能率の増進。
情報システムの整備、管理。統計に関する事務
の総括。広報。渉外。官報掲載。訴訟、損失補償、
損害賠償。 

［人事官］ 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、
規律その他の人事。礼式、表彰、服制。職員の補
充。職員の福利厚生。職員に貸与する宿舎。恩給
に関する連絡事務。職員の教育訓練。職員の保
健衛生。 

［会計官］ 経費、収入の予算、会計（監察監査・
評価官の所掌に属するものを除く。）。経費、収
入の決算の作成。防衛装備庁所属の行政財産、
物品の管理（技術戦略部の所掌に属するものを
除く。）。東日本大震災復興特別会計に属する行
政財産の管理、処分、物品の管理のうち庁の所
掌に係るもの。建築物の営繕。 

［監察監査・評価官］ 職員の職務執行における
法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保する
ための監察。経費、収入の決算（会計官の所掌に
属するものを除く。）、会計の監査。装備品等、役
務の調達に関する審査。装備品等の研究開発、
調達、補給、管理、役務の調達に関する業務（庁
の所掌に属するものに限る。）の監査。政策の評
価。防衛調達審議会の庶務。 

［装備開発官］ 装備品等（船舶を除く。）の考案、
試作。 

［艦船設計官］ 船舶の考案、設計。 
（装備政策部）

［装備政策課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
装備品等の研究開発、調達、補給、管理、役務の
調達に関する総合的な政策の企画、立案（装備
保全管理課の所掌に属するものを除く。）。装備
品等の研究開発、調達、補給、管理、役務の調達
に関する制度の総合調整。装備品等の補給、管
理に関する制度、基本的な政策の企画、立案。装
備品等の標準化の促進。防衛省が調達する装備
品等の開発及び生産のための基盤の強化に関す
る法律の施行（同法に規定する装備移転使用等
調整計画、同法に規定する装備品等秘密の保全
に関することを除く。）。部の所掌事務に必要な
情報の収集、整理、分析（装備保全管理課の所掌
に属するものを除く。）。 

［国際装備課］ 国際協力に関する制度、基本的
な政策の企画、立案。防衛省が調達する装備品
等の開発及び生産のための基盤の強化に関する
法律に規定する装備移転仕様等調整計画。 

［装備保全管理課］ 秘密の保全（防衛省が調達
する装備品等の開発及び生産のための基盤の強
化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全
に関することを含む。）。装備品等、役務に関す
る契約の相手方におけるサイバーセキュリティ
の確保（防衛省が調達する装備品等の開発及び
生産のための基盤の強化に関する法律の規定に
よるものを除く。）。装備品等の研究開発、調達、
補給、管理、役務の調達に関する総合的な政策
のうち科学技術の管理に関するものの企画、立
案。部の所掌事務のうち科学技術の管理に関す
る必要な情報の収集、整理、分析。 

（プロジェクト管理部）
［事業計画官］ 部の所掌事務に関する総合調整。

プロジェクト管理に関する制度。プロジェクト
管理に関する研究改善。部の所掌事務に必要な
資料、情報の収集、整理、分析。プロジェクト管
理の実施に関する事務の総括。 

［事業監理官］ プロジェクト管理の実施（事業
計画官、装備技術官の所掌に属するものを除
く。）。 

［装備技術官］ 部の所掌事務に係る技術。 
（技術戦略部）

［技術戦略課］ 部の所掌事務に関する総合調整。
装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企
画、立案。科学技術に関する制度、総合的な政策
の企画、立案（技術振興官の所掌に属するもの
を除く。）。部の所掌事務に係る制度に関する事
務の総括。科学技術に関する資料、情報の収集、
整理、分析（技術連携推進官の所掌に属するも
のを除く。）。国際協力に関する事務のうち科学
技術に係るものの総括。 

［技術計画官］ 装備品等の研究開発に関する制
度の企画、立案。装備品等の研究開発に関する
計画の作成、管理。装備品等についての統合幕
僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の
部隊、機関その他の機関に対する専門的かつ技
術的な協力、助言。装備品等の研究開発の評価。
装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、
設計、試作、試験の委託に基づく実施。航空装備
研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、次世
代装備研究所、千歳試験場、下北試験場、岐阜試
験場の管理、運営一般。 

［技術振興官］ 科学技術の振興に関する制度、
基本的な政策の企画、立案。科学技術について
の研究の委託（技術連携推進官の所掌に属する
ものを除く。）。装備品等に関する知的財産の管
理。装備品等に関する規格の制定。科学技術に
関する資料、情報の管理、提供（技術連携推進官
の所掌に属するものを除く。）。 

［技術連携推進官］ 科学技術に関する研究の連
携に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管
理及び提供。科学技術についての研究の委託に
関する契約に関する業務の連絡調整及び当該契
約の履行の促進。 

（調達管理部）
［調達企画課］ 部の所掌事務に関する総合調整。

装備品等、役務の調達に関する制度、基本的な
政策の企画、立案（原価管理官の所掌に属する
ものを除く。）。装備品等、役務の調達に係る入
札、契約の適正化。装備品等、役務の調達に関す
る業務の総括（調達事業部、原価管理官の所掌
に属するものを除く。）。装備品等、役務の調達
に関する業務に伴う苦情の処理。庁の所掌事務
に係る国際協力に関する事務のうち装備品等、
役務の品質管理に係るもの。 

［原価管理官］ 装備品等、役務の調達に関する
予定価格の作成、原価監査、価格に関する情報
の収集整理に関する制度、基本的な政策の企画、
立案。装備品等、役務の調達に関する予定価格
の作成、原価監査、価格に関する情報の収集整
理に関する業務の総括。装備品等、役務の調達
に関する予定価格の作成に関し必要な原価その
他の共通的な情報の収集、基準の設定。装備品
等、役務の調達に関する予定価格の作成に関す
る企業における経理の適正性の調査。装備品等、
役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要
な企業における生産活動の効率性の調査。装備

品等、役務の調達に関する原価監査に関する共
通的な事項の調査。 

（調達事業部）
［需品調達官］ 次に掲げる事務（輸入調達官の

所掌に属するものを除く。）をつかさどる。部の
所掌事務に関する総合調整。食糧その他の需品、
施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器
材その他の一般用機器、車両（装甲車両を除く。）、
航海器材、港用品、掃海器材、舟艇器材、これら
に付随する器材（試作品を除く。以下、「需品等」
という。）、需品等に関する役務、装備品等の試
作品、輸送の役務に関する業態調査。需品等、需
品等に関する役務、装備品等の試作品、輸送の
役務に関する契約の相手方、契約方法の決定そ
の他契約の締結。需品等、需品等に関する役務、
装備品等の試作品、輸送の役務に関する契約の
履行の促進。需品等、需品等に関する役務、装備
品等の試作品、輸送の役務に関する契約に伴う
証明。需品等の調達に関する仕様書（防衛大臣
の定めるものに限る。）の作成。需品等、需品等
に関する役務、装備品等の試作品、輸送の役務
の調達に関する仕様書（防衛省組織令第 205 条
第６号に規定するものを除く。）の検討。需品等、
需品等に関する役務、装備品等の試作品、輸送
の役務の調達に関する予定価格の作成、原価監
査、価格に関する情報の収集整理（調達管理部
の所掌に属するものを除く。）。需品等、需品等
に関する役務、装備品等の試作品、輸送の役務
の調達に関する業務の連絡調整。需品等、需品
等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査
等の総括。装備品等の試作品、輸送の役務の検
査の実施。需品等の調達品の品質試験。 

［武器調達官］ 次に掲げる事務（輸入調達官の
所掌に属するものを除く。）をつかさどる。火器、
弾火薬類（魚雷を除く。）、化学器材、装甲車両、
これらに付随する器材（試作品を除く。以下、
「武器等」という。）、武器等に関する役務に関
する業態調査。武器等、武器等に関する役務に
関する契約の相手方、契約方法の決定その他契
約の締結。武器等、武器等に関する役務に関す
る契約の履行の促進。武器等、武器等に関する
役務に関する契約に伴う証明。武器等の調達に
関する仕様書（防衛大臣の定めるものに限る。）
の作成。武器等、武器等に関する役務の調達に
関する仕様書（防衛省組織令第 条第５号に
規定するものを除く。）の検討。武器等、武器等
に関する役務の調達に関する予定価格の作成、
原価監査、価格に関する情報の収集整理（調達
管理部の所掌に属するものを除く。）。武器等、
武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡
調整。武器等、武器等に関する役務に関し、地方
防衛局が行う検査等の総括。武器等の調達品の
品質試験。 

［電子音響調達官］ 次に掲げる事務（需品調達
官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官、輸
入調達官の所掌に属するものを除く。）をつかさ
どる。電波器材、磁気器材、音響器材、通信機材、
電気器材、電子計算機、これらに付随する器材
（試作品を除く。以下、「電波器材等」という。）、
電波器材等に関する役務その他の役務に関する
業態調査。電波器材等、電波器材等に関する役
務その他の役務に関する契約の相手方、契約方
法の決定その他契約の締結。電波器材等、電波
器材等に関する役務その他の役務に関する契約
の履行の促進。電波器材等、電波器材等に関す
る役務その他の役務の契約に伴う証明。電波器

材等の調達に関する仕様書（防衛大臣の定める
ものに限る。）の作成。電波器材等、電波器材等
に関する役務その他の役務の調達に関する仕様
書（防衛省組織令第 条第５号に規定するも
のを除く。）の検討。電波器材等、電波器材等に
関する役務その他の役務の調達に関する予定価
格の作成、原価監査、価格に関する情報の収集
整理（調達管理部の所掌に属するものを除く。）。
電波器材等、電波器材等に関する役務その他の
役務の調達に関する業務の連絡調整。電波器材
等、電波器材等に関する役務その他の役務に関
し、地方防衛局が行う検査等の総括。電波器材
等の調達品の品質試験。 

［艦船調達官］ 次に掲げる事務（輸入調達官の
所掌に属するものを除く。）をつかさどる。船舶、
船舶用機関（船舶用補機を含む。）、誘導武器、魚
雷、これらに付随する器材（試作品を除く。以
下、「船舶等」という。）、船舶等に関する役務に
関する業態調査。船舶等、船舶等に関する役務
に関する契約の相手方、契約方法の決定その他
契約の締結。船舶等、船舶等に関する役務に関
する契約の履行の促進。船舶等、船舶等に関す
る役務に関する契約に伴う証明。船舶等の調達
に関する仕様書（防衛大臣の定めるものに限る。）
の作成。船舶等、船舶等に関する役務の調達に
関する仕様書（防衛省組織令第 条第５号に
規定するものを除く。）の検討。船舶等、船舶等
に関する役務の調達に関する予定価格の作成、
原価監査、価格に関する情報の収集整理（調達
管理部の所掌に属するものを除く。）。船舶等、
船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡
調整。船舶等、船舶等に関する役務に関し、地方
防衛局が行う検査等の総括。船舶等の調達品の
品質試験。 

［航空機調達官］ 次に掲げる事務（輸入調達官
の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。航
空機、航空機用機器、これらに付随する器材（試
作品を除く。以下、「航空機等」という。）、航空
機等に関する役務に関する業態調査。航空機等、
航空機等に関する役務に関する契約の相手方、
契約方法の決定その他契約の締結。航空機等、
航空機等に関する役務に関する契約の履行の促
進。航空機等、航空機等に関する役務に関する
契約に伴う証明。航空機等の調達に関する仕様
書（防衛大臣の定めるものに限る。）の作成。航
空機等、航空機等に関する役務の調達に関する
仕様書（防衛省組織令第 条第５号に規定す
るものを除く。）の検討。航空機等、航空機等に
関する役務の調達に関する予定価格の作成、原
価監査、価格に関する情報の収集整理（調達管
理部の所掌に属するものを除く。）。航空機等、
航空機等に関する役務の調達に関する業務の連
絡調整。航空機等、航空機等に関する役務に関
し、地方防衛局が行う検査等の総括。航空機等
の調達品の品質試験。 

［輸入調達官］ 装備品等、役務の外国からの調
達（相互防衛援助協定第１条第１項の規定に基
づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあ
つては、有償で供与を受けるもの（以下、「有償
援助調達」という。）に限る。）、装備品等の輸入
に伴う役務（同項の規定に基づきアメリカ合衆
国から供与を受けるものを除く。）の調達に関す
る次に掲げる事務（有償援助調達にあつては、
防衛省組織令第 条第１号から第４号まで、
第７号、第 号に掲げるものに限る。）をつか
さどる。業態調査。契約の相手方、契約方法の決
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定その他契約の締結。契約の履行の促進。契約
に伴う証明。仕様書（防衛大臣の定めるものに
限る。）の作成。仕様書（防衛省組織令第 号
第５号に規定するものを除く。）の検討。予定価
格の作成、原価監査、価格に関する情報の収集
整理（調達管理部の所掌に属するものを除く。）。
連絡調整。地方防衛局が行う検査等の総括。検
査の実施。品質試験。 
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